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一
、
は
じ
め
に

　

初
秋
の
夕
暮
れ
、
家
々
で
迎
え
火
を
焚
き
祖
先
の
霊
を
迎
え
、
季
節
の
野
菜
や
御
馳
走
で
も
て
な
す
「
お
盆
」
の
行
事
。
社
会
構
造
が

変
化
し
、
多
く
の
伝
統
行
事
が
消
え
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
も
廃
れ
ず
に
続
け
ら
れ
て
い
る
行
事
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日

本
人
に
と
っ
て
祖
先
へ
の
信
仰
が
現
代
で
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
。
家
族
の
あ
り
方
が
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
る

現
在
、
そ
れ
を
結
び
つ
け
て
き
た
祖
先
へ
の
信
仰
と
そ
の
歴
史
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
有
意
義
な
作
業
と
思
わ
れ
る
。

　
「
春
は（
山
か
ら
）降
り
冬
は（
山
へ
）昇
り
た
ま
ふ
と
い
う
百
姓
の
守
護
者
が
、
遠
い
大
昔
の
共
同
の
先
祖
」
で
あ
っ
た
と
す
る
柳
田
国

男
の
『
先
祖
の
話（

１
）』

を
始
め
と
し
て
、
祖
先
へ
の
信
仰
・
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
岐
に
わ
た
る
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
全
体
を
俯
瞰
し
問
題
点
を
抽
出
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
近
年
、
新
た
な
資
料
を
加
え
つ
つ
あ
る
考
古
学
の
視

「
祖
・
お
や
」
の
信
仰
と
系
譜

　
　
―
考
古
資
料
と
集
落
・
墓
域
の
景
観
か
ら
見
た
古
代
の
祖
先
祭
祀
―

笹　

生　
　
　

衛
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点
か
ら
、
古
代
、
特
に
古
墳
時
代
を
中
心
に
祖
先
観
と
そ
の
祭
祀
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
古
墳
時
代
は
、
後
の
神
道
信
仰
に
直
接
つ

な
が
る
神
観
や
祭
祀
形
態
の
原
形
が
形
成
さ
れ
た
時
代
で
あ
り（

２
）、

そ
こ
で
の
祖
先
観
は
『
記
紀
』
や
神
道
に
お
け
る
祖
先（
氏
神
）信
仰
の

問
題
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
場
合
、
古
墳
と
祖
先
・
死
者
の
考
え
方
、
霊
魂
観
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
の
か

が
大
き
な
問
題
と
な
る
。

　

古
墳
と
祖
先
祭
祀
の
関
係
を
取
り
上
げ
た
初
期
の
研
究
に
は
、
大
場
磐
雄
の
研
究
が
あ
る
。
大
場
は
、
神
社
と
古
墳
の
立
地
関
係
を
も

と
に
古
墳
の
墓
前
祭
祀
か
ら
氏
神
祭
祀
へ
発
展
す
る
流
れ
を
指
摘
し
た（

３
）。

次
い
で
、
近
藤
義
郎
が
弥
生
墳
丘
・
台
状
墓
か
ら
前
方
後
円
墳

へ
の
変
遷
の
中
で
、
祖
霊
信
仰
を
取
り
上
げ
、
そ
の
後
の
古
墳
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
近
藤
は
、
前
方
後
円
墳
へ
の
埋
葬

は
、
亡
き
首
長
が
祖
霊
か
ら
引
き
継
い
だ
霊
力
を
後
継
者
に
ひ
き
継
ぐ
祭
式
と
し
、
前
方
後
円
墳
は
首
長
霊
継
承
の
場
、
亡
き
首
長
を
祖

霊
に
加
え
、
そ
の
霊
威
が
集
団
に
回
帰
す
る
こ
と
を
願
う
祖
先
祭
祀
の
場
と
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
祭
祀
の
新
嘗
祭
と
の
類
似
性
も
指
摘

す
る（

４
）。

こ
れ
を
受
け
て
広
瀬
和
雄
は
、
前
方
後
円
墳
は
各
地
域
の
葬
制
を
統
合
し
て
中
国
の
天
円
地
方
の
思
想
を
付
加
し
た
も
の
で
、
葬

ら
れ
た
亡
き
首
長
は
、
共
同
体
の
安
寧
と
繁
栄
の
た
め
に
働
く
「
カ
ミ
」
と
し
て
再
生
す
る
と
い
う
共
同
観
念
の
存
在
を
想
定
し
た（

５
）。

　

古
墳
に
お
け
る
祭
祀
の
性
格
に
関
し
て
は
、
出
土
し
た
石
製
模
造
品
の
分
析
か
ら
、
椙
山
林
継
と
白
石
太
一
郎
が
言
及
し
て
い
る
。
椙

山
は
古
墳
と
祭
祀
遺
跡
で
出
土
す
る
石
製
模
造
品
の
種
類
の
差
か
ら
五
世
紀
を
境
と
す
る
祭
と
葬
の
分
離
を
指
摘
し
た（

６
）。

こ
れ
に
対
し
白

石
は
、
副
葬
品
に
農
工
具
類
が
含
ま
れ
る
点
か
ら
古
墳
の
被
葬
者
に
農
耕
儀
礼
の
司
祭
者
と
し
て
の
性
格
を
想
定
し
、
古
墳
祭
祀
は
亡
き

司
祭
者
に
対
す
る
祭
祀
で
、
あ
く
ま
で
も
神
祭
り
と
は
別
系
統
で
あ
る
と
す
る（

７
）。

　

古
墳
の
埋
葬
形
態
に
着
目
し
た
霊
魂
観
や
他
界
観
の
推
定
も
行
わ
れ
て
い
る
。
他
界
観
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
横
穴
式
石
室
と
黄
泉
の

国
説
話
と
の
結
び
付
き
を
指
摘
し
た
、
小
林
行
雄
・
白
石
太
一
郎
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る（

８
）。『

記
紀
』
神
話
と
、
五
世
紀
後
半
以
降
普
及

す
る
古
墳
の
横
穴
式
石
室
と
の
対
応
関
係
を
確
認
し
、
黄
泉
の
国
説
話
が
形
成
さ
れ
る
年
代
や
歴
史
的
背
景
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
近
藤
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義
郎
は
、
横
穴
式
石
室
へ
の
須
恵
器
・
土
師
器
の
副
葬
か
ら
、
死
後
も
古
墳（
石
室
）内
で
生
活
す
る
家
族
霊
の
成
立
を
考
え
て
お
り（

９
）、

広

瀬
和
雄
も
、
遺
体
が
密
閉
・
辟
邪
さ
れ
る
竪
穴
式
石
室
と
は
対
照
的
に
横
穴
式
石
室
で
は
須
恵
器
等
の
食
器
類
が
持
ち
込
ま
れ
、
死
者
の

霊
魂
は
肉
体
と
分
離
し
石
室
内
で
生
活
す
る
と
い
う
、
東
ア
ジ
ア
の
霊
魂
観
が
導
入
さ
れ
た
と
す
る）

（（
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
辰
巳
和
弘
は
、
船
形
埴
輪
や
古
墳
壁
画
の
船
の
モ
チ
ー
フ
、
船
葬
・
船
形
棺
の
存
在
か
ら
、
死
者
の
霊
魂
が
船
で
他
界

（
古
墳
墳
丘
）に
運
ば
れ
る
と
い
う
霊
魂
観
の
存
在
を
指
摘
し）

（（
（

、
白
石
太
一
郎
は
、
九
州
の
装
飾
古
墳
に
見
ら
れ
る
船
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
常

世
な
ど
海
上
他
界
観
を
想
定
す
る）

（（
（

。
ま
た
、
生
土
田
純
之
は
、
墳
丘
に
立
て
ら
れ
た
木
柱
や
鳥
形
木
製
品
の
出
土
に
注
目
し
、
死
者
霊
は

天
空
を
飛
翔
す
る
存
在
と
し
、
そ
れ
は
弥
生
時
代
以
来
の
霊
魂
観
で
あ
っ
た
と
す
る）

（（
（

。

　

近
年
で
は
、
古
墳
の
墳
頂
や
墳
丘
の
み
で
な
く
、
周
溝
か
ら
周
辺
部
に
か
け
て
の
詳
細
な
発
掘
調
査
の
結
果
、
古
墳
全
体
に
お
け
る
祭

祀
・
儀
礼
の
実
態
を
示
す
資
料
が
増
加
し
て
い
る
。
五
世
紀
初
頭
の
奈
良
県
巣
山
古
墳
で
は
周
溝
内
の
出
島
状
遺
構
と
そ
こ
に
お
け
る
埴

輪
配
列
が
判
明
し
、
導
水
祭
祀
や
常
世
信
仰
と
の
関
連
性
が
考
え
ら
れ
て
お
り）

（（
（

、
同
時
期
の
兵
庫
県
行
者
塚
古
墳
で
は
、
造
り
出
し
に
お

け
る
土
製
品
や
埴
輪
の
細
か
な
配
置
状
況
な
ど
か
ら
飲
食
供
献
を
含
む
祭
祀
・
儀
礼
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
、
群
馬
県
保

渡
田
八
幡
山
古
墳
な
ど
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
展
開
す
る
多
様
な
形
象
埴
輪
の
配
列
に
つ
い
て
、
殯
な
ど
の
葬
送
儀
礼
や

首
長
権
継
承
儀
礼
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

以
上
、
古
墳
に
お
け
る
祖
霊
・
霊
魂
観
、
他
界
観
、
そ
れ
に
伴
う
祭
祀
・
儀
礼
に
関
す
る
主
な
研
究
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
古
墳

を
祭
祀
・
儀
礼
の
場
と
す
る
点
は
共
通
す
る
も
の
の
、
被
葬
者
の
性
格
を
「
祖
霊
」「
カ
ミ
」
と
す
る
一
方
で
「
農
耕
儀
礼
の
司
祭
者
」
と

す
る
見
解
が
あ
り
、
死
者
・
被
葬
者
の
霊
魂
は
、
辟
邪
さ
れ
古
墳
や
石
室
内
に
留
ま
る
と
す
る
も
の
と
、
海
上
や
天
空
な
ど
の
他
界
に
赴

く
と
い
う
全
く
対
照
的
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
古
墳
の
祖
霊
・
霊
魂
観
や
他
界
観
を
考
古
学
的
に
見
た
場
合
、
多
様
な
見
解
が
同
時

に
展
開
し
て
い
る
の
が
現
状
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
古
墳
被
葬
者
の
性
格
や
霊
魂
観
が
多
様
で
あ
る
原
因
の
一
つ
は
、
各
論
者
が
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設
定
す
る
「
神
」・「
カ
ミ
」・「
祖
霊
」・「
死
者
霊
」・「
霊
魂
」・「
司
祭
者
」
な
ど
の
意
味
・
定
義
が
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
に
は
、
古
墳
時
代
の
直
後
、
八
世
紀
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
『
記
紀
』
や
『
風
土
記
』
で
、
祖
先
を
示
す
言
葉

と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
祖（
お
や
）」
が
、
古
墳
被
葬
者
の
性
格
、
祭
祀
・
儀
礼
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
有
効
と

考
え
る
。

　

ま
た
、
従
来
の
研
究
が
古
墳
の
み
を
分
析
対
象
と
し
て
お
り
、
古
墳
と
同
時
代
の
集
落
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
生
者
は
死
者
と
ど
の
よ

う
な
位
置
関
係
で
生
活
し
て
い
た
の
か
、そ
れ
が
年
代
的
に
ど
う
変
遷
し
た
か
と
い
う
視
点
で
の
分
析
は
殆
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。特
に
、

古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
へ
の
移
行
状
況
の
分
析
は
、『
記
紀
』
や
『
風
土
記
』
に
見
ら
れ
る
「
祖
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視

点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
古
代
に
お
け
る
「
祖
」
の
主
な
用
例
を
、『
記
紀
』
と
『
風
土
記
』
で
概
観
し
た
後
に
、
そ
の
最
も
古
い
例

で
あ
る
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
「
上
祖
」
と
比
較
検
討
し
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
「
祖
」
の
信
仰
と
祭
祀
に
つ
い
て
考
え
る
。

次
い
で
、
千
葉
県
千
葉
市
「
お
ゆ
み
野
地
区
」
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
成
果
に
も
と
づ
き
、
古
墳
群
と
集
落
遺
跡
の
位
置
関
係
と
変
遷
を
分

析
し
、
古
代
東
国
の
人
々
が
、
死
者
と
ど
の
よ
う
に
接
し
て
き
た
か
を
、
景
観
の
視
点
か
ら
推
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
受
け
て
、
古

墳
時
代
の
祖
先
へ
の
信
仰
と
祭
祀
の
性
格
、
さ
ら
に
古
代
の
文
献
史
料
に
見
え
る
「
祖
」
の
信
仰
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、「
祖
」
の
用
例

　

祖
先
を
示
す
「
祖
」
の
文
字
は
、
多
く
の
文
献
史
料
で
確
認
で
き
る
が
、
古
墳
時
代
と
最
も
近
い
八
世
紀
前
半
の
『
記
紀
』
と
『
風
土

記
』
の
記
述
か
ら
主
な
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
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◎
『
古
事
記）

（（
（

』

・
「
綿
津
見
神
は
、
阿
曇
連
等
の
祖
神
と
以
ち
伊
都
久
神
な
り
」
上
巻

・�

「
天
菩
比
命
の
子
、
建
比
良
鳥
命
、（
此
は
出
雲
國
造
、
无
邪
志
國
造
、
上
菟
上
國
造
、
下
菟
上
國
造
、
伊
自
牟
國
造
、
津
嶋
縣
直
、
遠

江
國
造
等
が
祖
な
り
。）」
上
巻

・
「
此
の
意
富
多
多
泥
古
命
は
、
神
君
、
鴨
君
の
祖
。」
中
巻

・�

「
其
の
三
は
し
ら
の
弟
を
殺
さ
む
と
し
て
謀
る
間
に
、
其
の
御
祖
伊
須
気
余
理
比
賣
、
患
ひ
苦
し
み
て
、
歌
を
以
ち
て
其
の
御
子
等
に

知
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。」
中
巻

・
「
其
の
母
に
白
し
し
時
、
御
祖
答
へ
て
曰
ひ
け
ら
く
、（
中
略
）其
の
兄
の
患
ひ
泣
き
て
、
其
の
御
祖
に
請
へ
ば
」
中
巻

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
「
祖
」
の
文
字
の
み
が
使
用
さ
れ
、
祖
先
を
示
す
ほ
か
、
神
の
文
字
を
付
け
て
祖
先
神
と
す
る
。

そ
の
一
方
で
、
直
接
の
母
親
に
対
し
て
も
「
御
祖
」
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、「
神
産
巣
日
御
祖
命
」
と
さ
れ
る
「
神
産
巣
日
神
」

に
は
、
母
性
的
な
神
格
が
う
か
が
え
る
。

◎
『
日
本
書
紀）

（（
（

』

・
「
次
に
草
の
祖
草
野
姫
を
生
む
。」
巻
一
第
五
段
本
書

・�

「
復
劒
の
刃
よ
り
垂
る
血
、是
、天
安
河
邊
に
所
在
る
五
百
箇
磐
石
と
爲
る
。即
ち
此
経
津
主
神
の
祖
な
り
。（
中
略
）其
の
甕
速
日
神
は
、

是
武
甕
槌
神
の
祖
な
り
。」
巻
一
第
五
段
一
書
第
六

・
「
次
に
天
穂
日
命
。
是
出
雲
臣
と
土
師
連
等
が
祖
な
り
。」
巻
一
第
六
段
本
文

・
「
火
闌
降
命
と
號
す
。
是
隼
人
等
が
始
祖
な
り
。」「
火
明
命
と
號
く
。
是
尾
張
連
等
の
始
祖
な
り
。」
巻
二
第
九
段
本
文

・�

「
故
、
天
照
大
神
、
乃
ち
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
八
坂
瓊
の
曲
玉
及
び
八
咫
鏡
・
草
薙
剣
、
三
種
の
寶
物
を
賜
ふ
。
又
、
中
臣
の
上
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祖
天
兒
屋
命
・
忌
部
の
上
祖
太
玉
命
・
猨
女
の
上
祖
鈿
女
命
・
鏡
作
の
上
祖
石
凝
姥
命
・
玉
作
の
上
祖
玉
屋
命
、
凡
て
五
部
の
神
を
以

て
、
配
へ
て
侍
ら
し
む
。」
巻
二
第
九
段
一
書
第
一

・
「
即
ち
紀
國
の
忌
部
の
遠
祖
手
置
帆
負
神
を
以
て
、
定
め
て
作
笠
者
と
す
。」
巻
二
第
九
段
一
書
第
二

・
「
大
伴
連
の
遠
祖
天
忍
日
命
、
来
目
部
の
遠
祖
天
槵
津
大
来
目
を
帥
ゐ
て
、」
巻
二
第
九
段
一
書
第
四

・
「
其
れ
火
闌
降
命
は
、
即
ち
吾
田
君
小
橋
等
が
本
祖
な
り
。」
巻
二
第
十
段
本
文

・�

「
昔
我
が
天
神
、
高
御
産
霊
尊
・
大
日
孁
尊
、
此
の
豊
葦
原
瑞
穂
国
を
擧
げ
て
、
我
が
天
祖
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
授
け
た
ま
へ
り
。」
神
武

天
皇
即
位
前
紀

・
「
臣
は
是
国
神
な
り
。
名
を
ば
珍
彦
と
曰
す
。（
中
略
）此
即
ち
倭
直
部
が
始
祖
な
り
。」
神
武
天
皇
即
位
前
紀

・
「
大
伴
氏
の
遠
祖
道
臣
命
」
神
武
天
皇
元
年
正
月

・�

「
我
が
皇
祖
の
霊
、
天
よ
り
降
り
鑒
て
、
朕
が
躬
を
光
し
助
け
た
ま
へ
り
。（
中
略
）用
て
皇
祖
天
神
を
祭
り
た
ま
ふ
。」
神
武
天
皇
四
年

二
月

・�

「
兄
大
彦
命
は
、
阿
倍
臣
・
膳
臣
・
阿
閉
臣
・
狭
狭
城
山
君
・
筑
紫
國
造
・
越
國
造
・
伊
賀
臣
、
凡
て
七
族
の
始
祖
な
り
。」
孝
元
天
皇

七
年
二
月

・
「
穂
積
臣
の
遠
祖
大
水
口
宿
禰
」
崇
神
天
皇
七
年
八
月

・
「
所
謂
大
田
田
根
子
は
、
今
の
三
輪
君
等
が
始
祖
な
り
。」
崇
神
天
皇
八
年
十
二
月

・
「
豊
城
命
を
以
て
東
を
治
め
し
む
。
是
上
毛
野
君
・
下
毛
野
君
の
始
祖
な
り
。」
崇
神
天
皇
四
十
八
年
四
月

・
「
矢
田
部
造
の
遠
祖
武
諸
隅
」「
出
雲
臣
の
遠
祖
出
雲
振
根
」
崇
神
天
皇
六
十
年
七
月

・
「
三
輪
君
の
祖
大
友
主
と
、
倭
直
の
祖
長
尾
市
と
を
播
磨
に
遣
し
て
」
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
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・
「
中
臣
連
の
祖
探
湯
主
」
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
三
月

・�
「
根
鳥
皇
子
は
、
是
大
田
君
の
始
祖
な
り
。
大
山
守
皇
子
は
、
是
土
形
君
・
榛
原
君
、
凡
て
二
族
の
始
祖
な
り
。
去
来
眞
稚
皇
子
は
、

是
深
河
別
の
始
祖
な
り
。」
応
神
天
皇
二
年
三
月

・
「
其
の
屯
田
司
出
雲
臣
の
祖
淤
宇
宿
禰
に
謂
り
て
曰
は
く
、」
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀

・
「
大
王
、
皇
祖
の
宗
廟
を
奉
け
た
ま
ふ
こ
と
、
最
も
宜
稱
へ
り
」
允
恭
天
皇
即
位
前
紀

・
「
漢
織
・
呉
織
の
衣
縫
は
、
是
飛
鳥
衣
縫
部
・
伊
勢
衣
縫
が
先
な
り
。」
雄
略
天
皇
十
三
年
三
月

・
「
山
部
連
の
先
祖
伊
豫
来
目
部
小
楯
」
清
寧
天
皇
二
年
十
一
月

・
「
遂
に
子
有
り
て
、
法
師
君
と
曰
ふ
。
是
れ
倭
君
の
先
な
り
。」
武
烈
天
皇
七
年
二
月

　
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
祖
神
と
祖
先
の
両
方
を
指
す
「
祖
」
の
他
、『
古
事
記
』
と
は
対
照
的
に
「
皇
祖
・
天
祖
・
上
祖
・
本
祖
・
遠
祖
・

始
祖
・
先
・
先
祖
」
と
い
っ
た
多
様
な
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
皇
祖
は
天
皇
家
の
祖
先
一
般
を
さ
し
、
天
祖
は
祖
先
神
と
神
武
天
皇

の
中
間
の
祖
先
、
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
対
し
て
使
わ
れ
る
。
天
神
と
対
に
な
る
使
用
例
、「
皇
祖
の
霊
」
の
表
現
も
確
認
で
き
、
祭
祀
対
象

と
な
っ
て
い
る
。
上
祖
は
、
天
孫
降
臨
を
物
語
る
巻
二
第
九
段
一
書
第
一
に
限
ら
れ
、
天
孫
に
従
う
中
央
氏
族
の
祖
先
神
に
対
し
て
集
中

し
て
使
用
さ
れ
る
の
に
対
し
、
祖
・
遠
祖
・
始
祖
・
本
祖
は
、
中
央
豪
族
か
ら
地
方
豪
族
ま
で
祖
先
を
示
す
語
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
先
・
先
祖
の
用
例
は
、
雄
略
紀
以
降
で
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

　

ま
た
、
中
臣（
連
）・
三
輪
君（
大
三
輪
君
・
神
君
）・
出
雲
臣
に
は
、
上
祖
・
始
祖
・
遠
祖
と
は
別
の
人
物
を
祖
と
す
る
記
述
が
あ
り
、

系
譜
の
起
点
を
「
上
祖
・
始
祖
・
遠
祖
」、
系
譜
上
の
人
物
を
「
祖
」
と
称
し
て
い
る
。
な
お
、
大
伴
連
は
複
数
の
遠
祖
が
存
在
す
る
。

さ
ら
に
、「
此
れ
大
三
輪
の
神
な
り
。
此
の
神
の
子
は
、
即
ち
甘
茂
君
等
・
大
三
輪
君
等
、
又
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
な
り
。（『
日
本
書
紀
』

巻
第
一
第
八
段
一
書
第
六
）」
と
あ
り
、
祖（
祖
先
）に
対
す
る
、
子（
子
孫
）の
観
念
も
認
め
ら
れ
る
。
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こ
れ
ら
『
記
紀
』
に
お
け
る
「
祖
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
は
、『
古
事
記
伝
六
之
巻
』
で
次
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。

　
　

�

祖
神
は
意
夜
賀
微
と
訓
べ
し
、
凡
て
上
ツ
代
は
、
父
母
に
限
ら
ず
、
幾
代
に
て
も
、
遠
祖
ま
で
を
通
は
し
て
、
皆
た
だ
意
夜
と
云
り
、

【
其
證
は
古
書
に
あ
ま
た
見
ゆ
、
父
母
は
其
ノ
意
夜
の
中
の
一
世
な
る
が
、
有
ル
が
中
に
近
く
親
き
故
に
、
殊
に
其
稱
を
専
と
負
て
、

後
に
は
意
夜
と
い
へ
ば
、
た
だ
そ
の
父
母
の
み
の
稱
の
如
く
な
れ
り
し
な
り
、
後
ノ
世
の
な
ら
ひ
を
以
テ
古
ヘ
を
な
疑
ひ
そ
、】
故

レ
古
書
に
は
祖
ノ
字
を
意
夜
と
訓
て
、
親
の
こ
と
に
も
用
ひ
た
り
、（
中
略
）書
記
に
は
遠
祖
上
祖
本
祖
始
祖
な
ど
と
書
て
、
登
富
都

意
夜
と
訓
メ
り
、
是
レ
も
古
稱
に
て
、
万
葉
集
【
十
八
】
に
も
遠
都
神
祖
な
ど
あ
り
、
さ
れ
ど
此
記（
古
事
記
）に
は
、
何
れ
も
祖
と

の
み
あ
り
て
、
遠
祖
な
ど
書
る
こ
と
一
ツ
も
無
れ
ば
、
た
だ
意
夜
と
訓
ム
例
な
り
、
さ
れ
ば
上
代
に
は
、
某
姓
の
本
祖
と
云
を
も
、

た
だ
祖
と
こ
そ
云
け
む
、
又
子
と
云
も
、
己
が
生
る
に
限
ら
ず
、
子
々
孫
々
ま
で
か
け
て
云
稱
な
り）

（（
（

、（
後
略
）

　
「
祖
」
は
「
意
夜（
お
や
）」
と
読
み
、
自
ら
の
親
以
前
の
祖
先
全
般
に
用
い
た
と
し
、『
日
本
書
紀
』
の
「
遠
祖
・
上
祖
・
本
祖
・
始
祖

（
と
ほ
つ
お
や
）」
よ
り
も
、『
古
事
記
』
の
「
祖（
お
や
）」
一
字
の
用
例
が
本
来
的
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
祖（
お
や
）は
子（
こ
）と

対
の
関
係
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。

　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
祖
」
の
用
例
は
、
田
中
久
夫
が
集
成
・
分
析
し
て
お
り
、「「
祖
」
に
対
す
る
考
え
方
は
雄
略
天
皇

の
第
十
四
巻
か
ら
史
実
と
し
て
の
色
彩
を
帯
び
て
く
る
」
と
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
祖
や
系
譜
観
念
と
帰
化
人（
渡
来
人
）と
の
密
接
な
関

連
を
強
調
し
て
い
る）

（（
（

。

　

次
に
、『
記
紀
』
と
同
時
代
に
地
方
で
編
纂
さ
れ
た
『
風
土
記
』
の
「
祖
」
の
用
例
を
、
前
後
の
文
脈
を
含
め
見
て
み
よ
う）

（（
（

。

◎
『
常
陸
国
風
土
記
』

・
「
昔
、
神
祖
の
尊
、
諸
神
た
ち
の
み
處
に
巡
り
行
で
ま
し
て
、」
筑
波
郡

・�

「
茨
城
の
國
造
の
初
祖
、
多
祁
許
呂
命
は
息
長
帶
比
賣
の
天
皇
の
朝
に
仕
へ
て
、
品
太
の
天
皇
の
誕
れ
ま
し
し
時
ま
で
に
至
れ
り
。
多
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祁
許
呂
命
は
子
八
人
あ
り
。
中
の
男
、
筑
波
使
主
は
、
茨
城
の
郡
の
湯
坐
連
等
が
初
祖
な
り
。」
茨
城
郡

・�
「
斯
貴
の
瑞
垣
の
宮
に
大
八
洲
所
馭
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
、
東
の
垂
の
荒
ぶ
る
賊
を
平
け
む
と
し
て
、
健
借
間
命
を
遣
し
き
。（
即
、

此
は
那
珂
の
國
造
の
初
祖
な
り
。）」
行
方
郡

・�

「
天
地
の
草
昧
よ
り
已
前
、諸
祖
天
神（
俗
、賀
味
留
彌
・
賀
味
留
岐
と
い
ふ
）、八
百
万
の
神
た
ち
を
高
天
の
原
に
會
集
へ
た
ま
ひ
し
時
、

諸
祖
神
、
告
り
た
ま
ひ
し
く
、「
今
、
我
が
御
孫
の
命
の
光
宅
さ
む
豊
葦
原
の
水
穂
の
國
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。」
香
島
郡

◎
『
播
磨
国
風
土
記
』

・�

「
昔
、
大
帶
日
子
の
命
、
印
南
の
別
嬢
を
誂
ひ
た
ま
ひ
し
に
、（
中
略
）賀
毛
の
郡
の
山
直
等
の
始
祖
息
長
命（
一
の
名
は
伊
志
治
な
り
。）

を
媒
と
為
て
、（
中
略
）以
後
、
別
嬢
の
床
掃
へ
仕
へ
奉
れ
る
出
雲
臣
比
須
良
比
賣
を
息
長
命
に
給
ぎ
た
ま
ひ
き
。
墓
は
賀
古
の
驛
の
西

に
あ
り
。」

・
「
昔
、
大
部
造
等
が
始
祖
、
古
理
賣
、
こ
の
野
を
耕
し
て
多
に
粟
を
種
け
り
。」
以
上
、
賀
古
郡

・�

「
瓶
落
と
號
け
る
所
以
は
、
難
波
の
高
津
の
御
宮
の
天
皇
の
御
世
、
私
部
の
弓
取
等
が
遠
祖
、
他
田
の
熊
千
、
瓶
の
酒
を
馬
の
尻
に
着

け
て
、
家
地
を
求
ぎ
行
き
し
に
、
其
の
瓶
、
此
の
村
に
落
ち
き
。
故
、
瓶
落
と
い
ふ
。」

・�

「
志
我
の
高
穴
穂
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
の
御
世
、
丸
部
臣
等
が
始
祖
比
古
汝
茅
を
遣
り
て
、
國
の
境
を
定
め
し
め
た
ま
ひ
き
。」
以

上
、
印
南
郡

・
「（
志
貴
の
）嶋
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
の
御
世
、
村
上
足
嶋
等
が
上
祖
惠
多
、
こ
の
野
を
請
ひ
て
居
み
き
。」

・
「
韓
室
と
稱
ふ
は
、
韓
室
首
寶
等
が
上
祖
、
家
大
く
富
み
饒
ひ
て
、
韓
室
を
造
り
き
。」

・
「
草
上
と
い
ふ
所
以
は
、
韓
人
山
村
等
が
上
祖
、
柞
の
巨
智
の
賀
那
、
此
の
地
を
請
ひ
て
田
を
墾
り
し
時
、」

・
「（
志
貴
の
）嶋
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
、
私
部
の
弓
束
等
が
祖
、
田
又
利
君
鼻
留
、
此
の
處
を
請
ひ
て
居
り
き
。」
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・�

「
大
長
谷
の
天
皇
の
御
世
、
尾
治
連
等
が
上
祖
長
日
子
、
善
き
婢
と
馬
と
を
有
た
り
き
。（
中
略
）こ
こ
に
、
長
日
子
、
死
せ
な
む
と
す

る
時
、
其
の
子
に
謂
り
て
い
ひ
し
く
、「
吾
が
死
せ
な
む
以
後
は
、
皆
、
葬
り
は
吾
に
准
へ
」
と
い
ひ
き
。
即
ち
、
こ
れ
が
爲
に
墓
を

作
り
き
。
第
一
は
長
日
子
の
墓
と
爲
し
、
第
二
は
婢
の
墓
と
爲
し
、
第
三
は
馬
の
墓
と
爲
し
き
。
併
せ
て
三
つ
あ
り
。
後
、
生
石
の
大

夫
、
國
司
た
り
し
時
に
至
り
、
墓
の
邊
の
池
を
築
き
き
。
故
、
因
り
て
名
を
馬
墓
の
池
と
爲
す
。」
以
上
、
飾
磨
郡

・
「
衣
縫
の
猪
手
・
漢
人
の
刀
良
等
の
祖
、
此
處
に
居
ら
む
と
し
て
、
社
を
山
本
に
立
て
て
敬
ひ
祭
り
き
。」

・�

「
宇
治
の
天
皇
の
み
世
、
宇
治
連
等
が
遠
祖
、
兄
太
加
奈
志
・
弟
太
加
奈
志
の
二
人
、
大
田
村
の
与
富
等
の
地
を
請
ひ
て
、
田
を
墾
り

て
蒔
ゑ
む
と
し
て
来
た
り
し
時
に
、」
以
上
、
揖
保
郡

◎
『
出
雲
国
風
土
記
』

・�

「
舎
人
の
郷
、（
中
略
）志
貴
島
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
の
御
世
、
倉
の
舎
人
君
等
が
祖
、
日
置
臣
志
毘
、
大
舎
人
供
奉
り
き
。
即

ち
是
は
志
毘
が
居
め
る
所
な
り
。」

・�

「
新
造
院
一
所（
中
略
）嚴
堂
を
建
立
つ
。
僧
な
し
。
日
置
臣
目
烈
が
造
る
と
こ
ろ
な
り
。
出
雲
の
神
戸
の
日
置
君
猪
麻
呂
が
祖
な
り
。」

以
上
、
意
宇
郡

・
「
御
祖
、
神
魂
命
の
御
子
、
支
佐
加
比
賣
命
」
嶋
根
郡

・�

「
即
ち
、
彫
り
鑿
て
る
磐
壁
三
所
あ
り
。（
中
略
）其
の
中
に
川
を
通
し
、
北
に
流
れ
て
大
海
に
入
る
。（
中
略
）嶋
根
の
郡
の
大
領
社
部

臣
訓
麻
呂
が
祖
波
蘇
等
、
稲
田
の
澇
に
依
り
て
、
彫
り
掘
り
し
な
り
。」
秋
鹿
郡

・�

「
阿
遲
須
枳
高
日
子
命
の
后
、
天
御
梶
日
女
命
、
多
久
の
村
に
來
ま
し
て
多
伎
都
比
古
命
を
産
み
給
ひ
き
。
そ
の
時
、
敎
し
詔
り
た
ま

ひ
し
く
、「
汝
が
命
の
御
祖
の
向
壯
に
生
ま
む
と
欲
ほ
す
に
、
此
處
ぞ
宜
き
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。」
楯
縫
郡

・�

「
大
神
大
穴
持
命
の
御
子
、
阿
遲
須
枳
高
日
子
命
、
御
須
髪
八
握
に
生
ふ
る
ま
で
、
夜
晝
哭
き
ま
し
て
、
み
辭
通
は
ざ
り
き
。
そ
の
時
、
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御
祖
の
命
、
御
子
を
船
に
乗
せ
て
、
八
十
嶋
を
率
て
巡
り
て
う
ら
か
し
給
へ
ど
も
、
猶
哭
き
止
ま
ざ
り
き
。」
仁
多
郡

・�
「
宇
能
治
比
古
命
、
御
祖
須
美
禰
命
を
恨
み
ま
し
て
、
北
の
方
、
出
雲
の
海
の
潮
を
押
し
上
げ
て
、
御
祖
の
神
を
漂
は
す
に
、
此
の
海

潮
至
れ
き
。」
大
原
郡

◎
『
豊
後
国
風
土
記
』

・�

「
纏
向
の
日
代
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
大
足
彦
の
天
皇
、豊
國
直
等
が
祖
、菟
名
手
に
詔
し
た
ま
ひ
て
、豊
國
を
治
め
し
め
た
ま
ひ
し
に
、」

総
論

・�

「
磯
城
嶋
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
國
排
開
廣
庭
の
天
皇
の
み
世
、日
下
部
君
等
の
祖
、邑
阿
自
、靭
部
に
仕
え
奉
り
き
。其
の
邑
阿
自
、

此
の
村
に
就
き
て
、
宅
を
造
り
て
居
り
き
。
斯
に
因
り
て
名
を
靭
負
の
村
と
い
ひ
き
。」
日
田
郡

◎
『
肥
前
国
風
土
記
』

・�

「
磯
城
の
瑞
籬
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
御
間
城
の
天
皇
の
み
世
、
肥
後
の
国
益
城
の
郡
の
朝
來
来
名
の
峯
に
、
土
蜘
蛛
、
打
猴
・
頸
猴

二
人
あ
り
、（
中
略
）皇
命
に
拒
捍
ひ
て
、
降
服
ひ
肯
へ
ざ
り
き
。
朝
廷
、
勅
し
て
、（
中
略
）肥
君
等
が
祖
、
健
緒
組
を
遣
り
て
、
伐
た

し
め
た
ま
ひ
き
。」
総
論

・
「
此
の
川
上
に
荒
ぶ
る
神
あ
り
て
、
往
来
の
人
、
半
を
生
か
し
、
半
を
殺
し
き
。
こ
こ
に
縣
主
等
の
祖
大
荒
田
占
問
ひ
き
。」
小
城
郡

・�

「
此
の
里
に
土
蜘
蛛
あ
り
、
名
を
海
松
橿
媛
と
い
ひ
き
。
纏
向
の
日
代
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
、
國
巡
り
ま
し
し
時
、
陪
従
、
大

屋
田
子（
日
下
部
君
等
の
祖
な
り
）を
遣
り
て
、
誅
ひ
滅
ぼ
さ
し
め
た
ま
ひ
き
。」
松
浦
郡

・�

「
纏
向
の
日
代
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
、
行
幸
し
し
時
、
此
の
里
に
土
蜘
蛛
三
人
あ
り
き
。（
中
略
）そ
の
時
、
陪
従
、
紀
直
等
の

祖
穉
日
子
を
遣
り
て
、
誅
ひ
滅
さ
し
め
た
ま
は
む
と
し
き
。」
彼
杵
郡

　

以
上
、
現
存
す
る
古
代
の
風
土
記
の
用
例
を
見
て
き
た
が
、
多
く
「
祖
」
が
使
用
さ
れ
る
他
に
、「
上
祖
」「
初
祖
」「
遠
祖
」「
始
祖
」「
神
・
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御
祖
」
が
あ
り
、
東
国
の
常
陸
国
か
ら
九
州
の
豊
後
・
肥
前
国
ま
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
、
祖
先
や
親
を
指
す
言
葉
と
し
て
の
使
用
が
確

認
で
き
る
。
そ
の
特
徴
に
は
、
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
る
。

①�
「
祖
」「
上
祖
」「
遠
祖
」
が
、
耕
地
の
開
発
・
開
墾
、
居
住
地
の
設
定
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
用
例
は
、『
播
磨
国

風
土
記
』
に
多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
出
雲
・
豊
後
で
も
確
認
で
き
、
居
住
域（
村
・
集
落
）と
耕
地（
水
田
・
畑
）の
景
観
は
、「
祖
」「
上
祖
」

「
遠
祖
」
と
称
さ
れ
た
祖
先
が
作
っ
た
も
の
と
い
う
認
識
が
、
八
世
紀
前
半
段
階
で
広
範
囲
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②�

「
始
祖
」「
上
祖
」
が
葬
ら
れ
た
墓
が
伝
承
さ
れ
、
八
世
紀
前
半
段
階
で
も
、
そ
の
墓
が
特
定
さ
れ
て
い
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
に
あ
る
、

景
行
天
皇
の
時
代
の
人
、
山
直
等
の
始
祖
息
長
命
の
墓
、
雄
略
天
皇
の
時
代
の
人
、
尾
治
連
等
の
上
祖
長
日
子
の
墓
が
、
こ
れ
に
当
た

る
。
こ
れ
ら
の
墓
は
、
年
代
的
に
は
古
墳
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、「
始
祖
」「
上
祖
」
は
、
古
墳
に
葬
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識

が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

③�

「
祖
」
は
、
祖
先
と
と
も
に
親
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
こ
に
は
母
の
み
で
な
く
、
父
親
や
祖
父
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
代
表

的
な
用
例
が
「
御
祖
」
で
あ
り
、『
出
雲
国
風
土
記
』
で
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、『
豊
前
・
肥
前
国
風
土
記
』
で
は
、
日
下
部
君

の
祖
と
し
て
、
景
行
天
皇
時
代
の
大
屋
田
子
と
、
欽
明
天
皇
時
代
の
邑
阿
自
が
あ
り
、
本
居
宣
長
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
遠
い
祖
先
か

ら
自
ら
の
親
ま
で
「
祖
」
と
す
る
考
え
方
が
、
八
世
紀
段
階
で
地
方
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

④�

東
国
の
『
常
陸
国
風
土
記
』
と
九
州
の
『
肥
前
国
風
土
記
』
で
は
、
大
和
王
権
に
対
抗
す
る
在
地
勢
力（
荒
ぶ
る
賊
・
土
蜘
蛛
）を
征
す

る
人
物
が
、
国
造
等
の
地
方
豪
族
の
「
祖
」「
初
祖
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。

　
「
祖
」
は
漢
字
で
あ
り
、
田
中
久
夫
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
の
観
念
の
導
入
に
は
大
陸
の
思
想
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
し
か
し
、
風
土
記
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
広
範
に
類
似
し
た
用
例
が
存
在
す
る
た
め
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
前
半
ま
で
に
、
東
国

か
ら
九
州
に
か
け
て
「
祖
」
の
考
え
方
が
、
広
く
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、「
祖
」
は
、
集
落
や
耕
作
地
で
構



13 「祖・おや」の信仰と系譜

成
さ
れ
る
、
八
世
紀
当
時
の
地
域
の
景
観
を
作
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
「
祖
」「
上
祖
」
を
葬
っ
た
墓（
古
墳
）も
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
『
記
紀
』『
風
土
記
』
に
見
ら
れ
る
多
様
な
「
祖
」
の
用
例
の
中
で
も
、
年
代
的
に
は
「
上
祖
」
が
最
も
古
く
遡
る
。
そ
れ

を
示
す
の
が
、
埼
玉
県
行
田
市
埼
玉
古
墳
群
の
稲
荷
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
の
金
象
嵌
銘
で
あ
る
。

三
、
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
の
「
上
祖
」

　

稲
荷
山
古
墳
か
ら
出
土
し
た
鉄
剣
に
は
、「
上
祖
」
の
文
字
を
含
む
次
の
銘
文
が
金
象
嵌
で
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

表�

「
辛
亥
年
七
月
中
記
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
富
比
垝
其
児
多
加
利
足
尼
其
児
名
弖
已
加
利
獲
居
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
其
児
名
多
沙

鬼
獲
居
其
児
名
半
弖
比
」

　
　

裏�

「
其
児
名
加
差
披
余
其
児
名
乎
獲
居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事
来
至
今
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
吾
左
治
天
下
令
作
此
百

練
利
刀
記
吾
奉
事
根
原
也
」

こ
の
銘
文
は
、
報
告
書
で
文
字
の
解
読
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
要
点
は
、
①
銘
文
の
作
成
年
は
辛
亥
年
、
②
意
富
比
垝（
オ
オ
ヒ
コ
）を

上
祖
と
す
る
、
乎
獲
居
臣（
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
）ま
で
八
代
に
亘
る
系
譜
の
存
在
、
③
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
の
系
譜
は
代
々
「
杖
刀
人
の
首
」
と
し

て
仕
え
た
こ
と
、
④
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
は
、
獲
加
多
支
鹵
大
王
の
時
代
に
治
天
下
を
補
佐
し
、
百
練
の
鉄
刀
を
作
り
奉
事
の
根
源
を
記
し
た

こ
と
、
の
四
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。

　

稲
荷
山
古
墳
は
、
墳
丘
全
長
一
二
二
ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
、
西
側
括
れ
部
に
造
り
出
し
が
付
き
、
周
囲
に
長
方
形
の
周
溝
が
二
重
に
巡

る
特
異
な
形
態
で
あ
る
。
造
り
出
し
か
ら
出
土
し
た
須
恵
器
に
Ｔ
Ｋ
二
三
～
四
七
型
式
の
蓋
杯
が
含
ま
れ
、
第
一
主
体
部
出
土
の
馬
具
が

F
字
形
鏡
板
を
伴
う
た
め
、
古
墳
の
築
造
は
五
世
紀
末
期
ま
で
、
第
一
主
体
部
の
埋
葬
は
六
世
紀
前
半
ま
で
と
推
定
さ
れ
、
銘
文
が
刻
ま



14

れ
た
辛
酉
年
は
、
西
暦
四
七
一
年
を
当
て
る
の
が
通
説
で
あ
る）

（（
（

。
つ
ま
り
、「
上
祖
」
の
用
例
は
、
日
本
列
島
で
は
五
世
紀
後
半
ま
で
確

実
に
遡
る
こ
と
に
な
る
。「
上
祖
」
の
文
字
は
、
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
に
至
る
八
代
の
系
譜
の
起
点
、
オ
オ
ヒ
コ
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、

同
時
に
、「
上
祖
」
の
表
現
が
、
五
世
紀
後
半
の
時
点
で
一
定
の
系
譜
意
識
の
も
と
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

上
祖
オ
オ
ヒ
コ
の
次
代
か
ら
は
、「
其
の
児
」
で
連
続
さ
せ
て
繋
ぎ
、
本
居
宣
長
が
指
摘
し
た
「
祖
」
と
「
子
」
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

　

稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
の
系
譜
に
関
し
て
、
義
江
明
子
は
竪
系
図
の
海
人
部
系
図
と
の
比
較
検
討
か
ら
、
親
子
関
係
で
は
な
く
地
位
継
承

次
第
を
示
し
、「
上
祖
」
は
そ
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
古
い
表
記
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
編
纂
の
頃
に
「
始
祖
」「
遠
祖
」
に
置
き
換
え
ら
れ

た
と
す
る）

（（
（

。
こ
の
系
譜
が
実
際
の
血
縁
関
係
で
は
な
く
、
地
位
継
承
次
第
を
示
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
五
世
紀
後
半
段
階

に
八
代
に
わ
た
る
系
譜
と
、
そ
の
冒
頭
に
「
上
祖
」
を
置
く
考
え
方
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

系
譜
の
末
尾
に
当
た
る
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
と
稲
荷
山
古
墳
第
一
主
体
部
の
被
葬
者
と
の
関
係
は
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
自
ら
の
系
譜
と
そ
の
由
来
を
記
し
た
鉄
剣
を
第
三
者
に
渡
す
こ
と
は
不
自
然
と
す
れ
ば
、
第
一
主
体
部
の
被
葬
者
と
ヲ
ワ
ケ
ノ

オ
ミ
は
、
同
一
人
物
か
近
親
者
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。
そ
う
考
え
る
と
、
東
国
の
前
方
後
円
墳
に
葬
ら
れ
た
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
は
、
そ
れ
が
擬
制

的
か
否
か
は
別
と
し
て
、
オ
オ
ヒ
コ
を
上
祖
と
す
る
系
譜
を
意
識
し
、
そ
れ
に
連
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

上
祖
オ
オ
ヒ
コ（
意
富
比
垝
）は
、『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
十
年
九
月
に
北
陸
道
へ
と
派
遣
さ
れ
た
四
道
将
軍
の
一
人
、
大
彦
命
と
名

前
が
一
致
し
、上
祖
意
富
比
垝
は
大
彦
命
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い）

（（
（

。大
彦
命
は
、『
日
本
書
記
』孝
元
天
皇
七
年
二
月
条
に
よ
る
と
、

第
八
代
孝
元
天
皇
の
第
一
子
で
、「
兄
大
彦
命
は
、
阿
倍
臣
・
膳
臣
・
阿
閉
臣
・
狭
狭
城
山
君
・
筑
紫
國
造
・
越
國
造
・
伊
賀
臣
、
凡
て

七
族
の
始
祖
な
り
」
と
あ
り
、
中
央
氏
族
か
ら
地
方
国
造
の
祖
先
と
さ
れ
て
い
る
。
金
象
嵌
銘
鉄
剣
が
出
土
し
た
埼
玉
古
墳
群
に
対
応
す

る
武
蔵
国
造
は
、『
古
事
記
』
で
は
天
菩
比
命
の
子
、
建
比
良
鳥
命
を
祖
と
す
る
が
、
東
国
の
豪
族
で
武
蔵
に
隣
接
す
る
上
毛
野
君
は
、

崇
神
天
皇
の
皇
子
、
豊
城
命（
豊
城
入
彦
命
）を
始
祖
と
し
て
お
り
、
武
蔵
地
域
の
豪
族
の
祖
先
を
、
同
じ
皇
族
の
大
彦
命
と
す
る
系
譜
が
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存
在
し
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

　

次
に
、こ
の
金
象
嵌
銘
鉄
剣
と
共
伴
す
る
副
葬
品
の
内
容
、出
土
し
た
稲
荷
山
古
墳
の
古
墳
群
全
体
で
の
位
置
を
細
か
く
見
る
こ
と
で
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
系
譜
や
「
上
祖
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

副
葬
品
の
内
容
と
性
格　
「
上
祖
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
金
象
嵌
銘
鉄
剣
は
、
稲
荷
山
古
墳
で
検
出
さ
れ
た
二
つ
の
主
体
部
の
う
ち
、
礫

槨
構
造
の
第
一
主
体
部
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
鉄
剣
を
含
め
、
礫
槨
内
か
ら
は
次
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。

　
　

銅
鏡（
画
文
帯
神
獣
鏡
）一
点
、
装
身
具（
銀
環
二
点
、
金
銅
帯
金
具
一
揃
え
、
翡
翠
製
勾
玉
一
点
）、

　
　

武
器
・
武
具
類（
直
刀
四
点
・
剣
二
点
・
鉾
二
点
、
挂
甲
一
領
、
鉄
鏃
四
束
約
二
〇
〇
本
）、

　
　

工
具
類（
刀
子
二
点
・
鉄
斧
二
点
・
鉄
鉗
一
点
・
鉇
一
点
・
鑷
子
一
点
）、
馬
具
一
揃
え
、
小
刀
一
点
、
砥
石
一
点

遺
体
頭
部
の
下
に
置
い
た
と
推
定
さ
れ
る
銅
鏡
、
身
に
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
装
身
具
と
砥
石
の
他
、
木
棺
の
内
外
に
武
器
・
武
具
、

工
具
、
馬
具
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
鉄
製
の
武
器
・
武
具
と
農
・
工
具
が
遺
体
や
棺
に
添
え
ら
れ
る
形
は
、
古
墳
時
代
前
期
、
四
世
紀
後

半
か
ら
五
世
紀
前
半
の
古
墳
副
葬
品
の
あ
り
方
と
共
通
し
、
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
製
品
の
組
成
は
、
農
具
を
欠
く
も
の
の
、
こ
れ
を
踏
襲
す

る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
五
世
紀
後
半
以
降
の
馬
具
が
加
わ
っ
た
形
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

鉄
製
の
武
器（
刀
剣
類
・
鏃
）、
農
具（
鋤
鍬
・
鎌
・
穂
摘
具
等
）、
工
具（
斧
・
鉇
・
刀
子
等
）は
、
五
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の

祭
祀
遺
跡
に
お
い
て
も
中
心
的
な
供
献
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
祭
祀
遺
物
の
分
析
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
的
な
例

は
、
五
世
紀
中
頃
の
沖
ノ
島
二
一
号
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
東
国
で
も
確
認
で
き
る
。
千
葉
県
木
更
津
市
の
千
束
台
遺
跡
、
茨

城
県
稲
敷
市
尾
島
貝
塚
祭
祀
遺
構
で
は
鉄
製
の
武
器
と
農
・
工
具
に
鉄
鋌
が
加
わ
っ
て
お
り
、
群
馬
県
渋
川
市
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
で
は
甲

（
挂
甲
か
）の
小
札
が
確
認
で
き
る）

（（
（

。

　

こ
の
鉄
製
品
の
組
成
に
、
五
世
紀
後
半
以
降
、
祭
祀
遺
跡
に
お
い
て
も
馬
具
が
加
わ
る
。
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
段
階
の
沖
ノ
島
七
・
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八
号
祭
祀
遺
跡
で
は
、
銅
鏡
と
玉
類
、
鉄
製
の
刀
剣
、
鉾
、
鏃
、
衝
角
付
冑
、
挂
甲
、
盾
の
武
器
・
武
具
、
実
用
の
鋳
造
鉄
斧
と
刀
子
の

工
具
類
、
鉄
製
斧
形
・
刀
子
形
の
雛
形
工
具
類
に
、
金
銅
製
馬
具
が
加
わ
っ
て
い
る）

（（
（

。
東
国
の
同
時
代
の
祭
祀
の
場
で
も
馬
具
が
確
認
で

き
る
例
が
あ
る
。
千
葉
県
成
田
市
南
羽
鳥
遺
跡
群
、
中
岫
第
一
遺
跡
Ｆ
地
点
の
祭
祀
遺
構
で
は
、
鉄
鏃
、
鉄
製
鋤
先
・
鎌
、
刀
子
、
鉄
製

雛
形
の
鎌
形
と
と
も
に
、
鉄
製
の
轡
が
出
土
し
て
お
り
、
馬
具
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
千
葉
県
館
山
市
の
東
田
遺
跡

で
は
人
工
的
に
開
削
さ
れ
た
溝
内
に
祭
祀
後
に
投
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
鉄
製
鏃
と
多
量
の
土
製
模
造
品
が
出
土
し
、
溝
付
近
か
ら
は
馬

具
の
も
の
と
思
わ
れ
る
金
銅
帯
先
金
具
が
出
土
し
て
い
る
。い
ず
れ
も
、土
器
類
は
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
代
の
も
の
を
伴
っ
て
お
り
、

六
・
七
世
紀
、
東
国
の
祭
祀
の
場
に
お
い
て
も
馬
具
が
神
へ
供
献
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い）

（（
（

。

　

結
局
、
遺
存
状
態
の
良
好
な
祭
祀
遺
構
を
見
る
と
、
五
・
六
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
の
主
要
な
供
献
品
と
、
古
墳
の
副
葬
品
と
は
共
通
す

る
部
分
が
多
く
、
金
象
嵌
銘
鉄
剣
と
と
も
に
稲
荷
山
古
墳
の
礫
槨
に
副
葬
さ
れ
た
鉄
製
の
武
器
・
武
具
、
工
具
、
馬
具
は
、
祭
祀
の
場
で

神
霊
へ
と
捧
げ
ら
れ
た
供
献
品
「
幣
帛
」
と
共
通
し
た
機
能
、
被
葬
者
へ
の
供
献
品
と
し
て
の
性
格
を
推
定
で
き
る
。

造
り
出
し
の
土
器
類　

稲
荷
山
古
墳
の
西
側
括
れ
部
に
は
、
造
り
出
し
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
土
師
器
壺
・
杯
、
須
恵
器
高
杯
・

杯
・
𤭯
が
出
土
し
て
お
り
、
須
恵
器
は
陶
邑
窯
Ｔ
Ｋ
四
七
型
式
で
五
世
紀
後
半
か
ら
末
期
の
年
代
が
推
定
で
き
る
。
こ
の
造
り
出
し
部
分

で
の
儀
礼
内
容
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、
兵
庫
県
加
古
川
市
の
行
者
塚
古
墳
の
例
で
あ
る）

（（
（

。

　

行
者
塚
古
墳
は
、
五
世
紀
初
頭
頃
の
前
方
後
円
墳
で
、
墳
頂
で
は
埋
葬
施
設
の
他
、
箱
に
納
め
ら
れ
た
大
量
の
鉄
製
品
が
出
土
し
た
。

内
容
は
、
武
器（
刀
剣
・
矛
・
鏃
）、
農
具（
鋤
先
・
鎌
・
穂
摘
具
）、
工
具（
斧
・
鑿
・
錐
・
鉇
・
刀
子
・
鋸
・
鉄
床
）に
鉄
鋌
が
加
わ
る
。

こ
の
組
成
は
、
五
世
紀
中
頃
の
祭
祀
遺
跡
で
見
ら
れ
る
鉄
製
品
の
品
目
と
類
似
し
、
武
器
と
工
具
に
鍛
冶
用
の
工
具
を
含
む
点
は
稲
荷
山

古
墳
の
副
葬
品
と
共
通
す
る
。

　

こ
の
古
墳
は
東
西
括
れ
部
に
各
一
カ
所
、
後
円
部
の
北
に
二
カ
所
、
計
四
カ
所
に
造
り
出
し
が
作
ら
れ
て
お
り
、
西
側
括
れ
部
の
造
り
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出
し
で
は
、
方
形
の
埴
輪
列
で
囲
ま
れ
た
家
形
埴
輪
群
と
土
製
模
造
品
が
出
土
し
て
い
る
。
土
製
模
造
品
は
、
そ
の
形
状
か
ら
魚
・
鳥
・

モ
チ
・
ア
ケ
ビ
・
ヒ
シ
の
実
な
ど
と
考
え
ら
れ
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
高
杯
、
笊
形
土
器
に
盛
ら
れ
て
供
え
ら
れ
た
状
態
を
推
定
で
き
、
西
側

括
れ
部
の
造
り
出
し
で
は
、
飲
食
物
を
供
献
す
る
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
稲
荷
山
古
墳
西
側
括
れ
部
の
造
り
出
し

に
お
い
て
も
同
様
な
儀
礼
を
想
定
で
き
、
出
土
し
た
土
師
器
壺
・
杯
、
須
恵
器
高
杯
・
杯
・
𤭯
は
、
酒
食
を
供
献
し
た
儀
礼
に
使
用
さ
れ

た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

稲
荷
山
古
墳
と
「
祖
」
の
祭
祀　

五
世
紀
後
半
の
稲
荷
山
古
墳
を
嚆
矢
と
し
て
、
七
世
紀
前
半
頃
の
方
墳
、
戸
場
口
山
古
墳
ま
で
、
東
西

約
五
〇
〇
ｍ
、
南
北
八
〇
〇
ｍ
の
範
囲
に
継
続
し
て
大
小
四
〇
基
以
上
の
古
墳
が
築
か
れ
埼
玉
古
墳
群
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、

武
蔵
地
域
最
大
規
模
の
古
墳
群
で
あ
り
、
武
蔵
国
造
と
の
関
連
を
想
定
で
き）

（（
（

、
古
墳
群
内
の
南
東
部
分
に
位
置
す
る
円
墳
、
浅
間
塚
古
墳

上
に
は
延
喜
式
内
社
の
前
玉
神
社
が
鎮
座
す
る）

（（
（

。

　

前
方
後
円
墳
に
長
方
形
の
二
重
周
溝
が
巡
る
と
い
う
稲
荷
山
古
墳
の
特
異
な
墳
丘
形
態
は
、
六
世
紀
初
頭
の
二
子
山
古
墳
、
六
世
紀
前

半
の
愛
宕
山
古
墳
、
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
の
瓦
塚
古
墳
、
六
世
紀
中
頃
の
奥
の
山
古
墳
、
六
世
紀
後
半
の
将
軍
山
古
墳
・
鉄

砲
山
古
墳
、
六
世
紀
末
期
か
ら
七
世
紀
初
頭
頃
の
中
の
山
古
墳
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
特
に
、
稲
荷
山
古
墳
の
系
譜
は
、
墳
丘
長
が

一
〇
〇
ｍ
を
超
す
二
子
山
古
墳（
一
三
八
ｍ
）、
鉄
砲
山
古
墳（
一
〇
九
ｍ
）と
受
け
継
が
れ
、
横
穴
式
石
室
が
確
認
で
き
る
将
軍
山
古
墳
を

経
て
最
後
の
前
方
後
円
墳
、
中
の
山
古
墳
に
至
り
、
最
終
的
に
一
辺
四
〇
ｍ
の
方
墳
、
戸
場
口
山
古
墳
に
受
け
継
が
れ
、
埼
玉
古
墳
群
は

終
焉
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
墳
群
最
終
段
階
の
七
世
紀
代
に
機
能
し
て
い
た
、
中
の
山
古
墳
、
戸
場
口
山
古
墳
に
隣
接
し
て
式
内

社
の
前
玉
神
社
が
鎮
座
し
、
古
墳
群
と
神
社
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
五
世
紀
後
半
、
稲
荷
山
古
墳
の
築
造
に
よ
り
、
七
世
紀
代
ま
で
続
く
埼
玉
古
墳
群
の
形
成
が
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、

稲
荷
山
古
墳
の
被
葬
者
、
ヲ
ワ
ケ
ノ
オ
ミ
も
し
く
は
そ
の
父
を
起
点
と
し
て
、
後
に
続
く
新
た
な
系
譜
が
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
起
点
と
な
る
稲
荷
山
古
墳
に
、
上
祖
オ
オ
ヒ
コ
以
来
の
系
譜
を
刻
ん
だ
鉄
剣
が
納
め
ら
れ
て
い
た
意
味
は
大
き
い
。
鉄
剣

に
記
さ
れ
た
上
祖
オ
オ
ヒ
コ
以
来
の
系
譜
は
、
新
た
に
成
立
し
た
豪
族
の
系
譜
に
接
続
さ
れ
て
そ
の
歴
史
性
を
保
証
す
る
と
同
時
に
、
そ

の
後
の
古
墳
群
の
被
葬
者
は
、
上
祖
オ
オ
ヒ
コ
の
系
譜
に
連
な
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
古
墳
群
の
被
葬
者
は
、
生
前
は
上
祖
オ
オ

ヒ
コ
の
系
譜
に
連
な
る
「
児
・
子
」
と
し
て
生
き
、
死
後
は
一
定
の
祭
式
に
基
づ
き
古
墳
群
に
葬
ら
れ
、
上
祖
オ
オ
ヒ
コ
以
来
の
「
祖
」

の
系
譜
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
定
の
祭
式
と
は
、
埋
葬
施
設
に
お
け
る
鉄
製
の
武
器
・
武
具
、
農
・
工
具
、
馬
具
な
ど
副

葬
品
の
供
献
で
あ
り
、
造
り
出
し
部
分
に
お
け
る
酒
食
の
供
献
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
系
譜
の
中
で
も
特
に
主
だ
っ

た
「
祖
」
に
対
し
て
は
墳
丘
形
態
や
規
模
の
条
件
が
加
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
祭
式
を
神
祭
り
と
比
較
す
る
と
、
副
葬
品
は
幣

帛
に
、
酒
食
は
神
饌
に
相
当
し
、「
神
」
と
「
祖
」
は
、
貴
重
な
品
「
幣
帛
」
と
酒
食
「
神
饌
」
を
捧
げ
る
と
い
う
、
共
通
し
た
方
法（
祭

式
）で
祭
ら
れ
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

古
墳
副
葬
品
と
祭
祀
遺
物
と
の
類
似
性
か
ら
考
え
ら
れ
る
「
神
」
と
「
祖
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
藤
義
郎
が
「
こ
の
古
墳
祭
祀

に
際
し
、
亡
き
首
長
に
副
え
ら
れ
た
品
々
と
同
じ
内
容
の
も
の
が
、
福
岡
県
沖
ノ
島
で
は
神
々
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
舞
台
装
置
は
異
な

る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
神
々
と
祖
霊
が
実
は
、
同
じ
世
界
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
人
々
が
信
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。「
神
」
と
祖
霊
は
同
じ
方
法
で
祭
る
と
い
う
考
え
方
は
、
前
方
後
円
墳
の
成
立
期
、
三
世
紀
頃
ま
で
遡
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
稲
荷
山
古
墳
で
は
、
主
体
部
に
お
け
る
鉄
製
武
器
・
武
具
、
工
具
、

馬
具
の
供
献
、
造
り
出
し
に
お
け
る
酒
食
の
供
献
と
い
う
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
形
成
さ
れ
る
祭
式
と
と
も
に
「
上
祖
」
の
文
字

が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
古
墳
祭
式
の
変
化
と
同
調
す
る
よ
う
に
、
神
祭
り
の
場
、
祭
祀
遺
跡
に
お
け
る
供

献
品
の
セ
ッ
ト
が
成
立
し
、
全
国
的
に
類
似
し
た
祭
祀
遺
跡
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
変
化
の
直
後
、
五
世
紀
後
半
に

稲
荷
山
古
墳
が
築
か
れ
、
新
た
に
埼
玉
古
墳
群
の
形
成
が
始
ま
り
、
そ
の
起
点
で
「
上
祖
」
の
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
神
」
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と
「
祖
」
の
関
係
は
、
三
世
紀
以
来
の
要
素
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
形
成
に
は
五
世
紀
と
い
う
時
期
が
大
き
な
画
期
と
な
っ
て
い
た
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四
、
生
者
と
死
者
の
景
観

　

埼
玉
古
墳
群
に
見
ら
れ
る
五
世
紀
代
の
古
墳
群
形
成
は
、
一
〇
〇
ｍ
級
の
前
方
後
円
墳
を
擁
す
る
大
規
模
な
古
墳
群
の
み
で
な
く
、
中

小
規
模
の
古
墳
群
で
も
起
こ
っ
て
い
た
。
次
に
、
そ
の
具
体
的
な
例
を
千
葉
県
千
葉
市
「
お
ゆ
み
野
地
区
」
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
成
果
か

ら
見
て
み
よ
う
。「
お
ゆ
み
野
地
区
」
遺
跡
群
は
、
千
葉
県
千
葉
市
の
東
南
部
、
下
総
国
の
南
端
に
位
置
し
、
東
京
湾
に
面
し
た
台
地
と

支
谷
が
入
り
組
ん
だ
地
形
に
立
地
す
る
。
約
六
〇
〇
ha
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
建
設
に
先
立
ち
、
三
九
遺
跡
で
総
面
積
八
五
万
㎡
の
発
掘
調
査

が
実
施
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
そ
の
調
査
成
果
か
ら
は
、
広
範
囲
に
分
布
す
る
各
時
代
の
遺
跡
の
変
遷
を
、
時
代
毎
に
景
観
復
元
し
て
分
析
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

集
落
と
古
墳
群
の
景
観
変
遷　

こ
こ
で
分
析
の
対
象
と
す
る
遺
跡
は
、
お
ゆ
み
野
地
区
の
北
端
に
位
置
す
る
高
沢
遺
跡）

（（
（

・
高
沢
古
墳

群）
（（
（

・
生
浜
古
墳
群）

（（
（

・
南
二
重
堀
遺
跡）

（（
（

で
あ
る
。
お
ゆ
み
野
地
区
の
北
部
に
は
、
南
西
か
ら
北
東
に
向
か
っ
て
赤
塚
支
谷
の
谷
津
田
が
入
る

が
、高
沢
遺
跡
は
、こ
の
谷
津
田
に
面
し
た
標
高
三
五
ｍ
前
後
の
台
地
上
に
立
地
す
る
集
落
遺
跡
で
あ
る
。古
墳
時
代
中
期（
五
世
紀
後
半
）

か
ら
平
安
時
代（
十
世
紀
）ま
で
の
竪
穴
建
物
三
五
〇
軒
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
東
側
に
小
さ
な
谷
を
挟
ん
で
位
置
す
る
南
二
重
堀
遺
跡
に

は
古
墳
時
代
前
期
・
中
期
の
集
落
と
後
期
の
古
墳
群
が
立
地
し
て
お
り
、
高
沢
遺
跡
の
北
側
に
隣
接
し
て
古
墳
時
代
後
期
の
高
沢
古
墳
群

と
生
浜
古
墳
群
が
位
置
す
る
。

　

遺
構
の
変
遷
を
見
る
上
で
基
準
と
す
る
土
器
型
式
と
年
代
観
は
、
君
津
郡
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
古
墳
時
代
前
期
土
器
編
年）

（（
（

、
小
沢
洋
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に
よ
る
房
総
の
古
墳
時
代
中
・
後
期
土
器
編
年）

（（
（

を
使
用
し
、
須
恵
器
の
陶
邑
編
年）

（（
（

と
湖
西
編
年）

（（
（

も
併
せ
て
参
考
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
奈

良
・
平
安
時
代
に
つ
い
て
は
、『
房
総
に
お
け
る
歴
史
時
代
土
器
の
研
究）

（（
（

』
で
示
さ
れ
た
段
階
と
年
代
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
以
下
、
年

代
順
に
集
落
と
古
墳
群
の
景
観
変
化
を
辿
る
こ
と
と
し
よ
う
。

◎
三
世
紀
～
四
世
紀（
古
墳
時
代
前
期
前
葉
～
後
葉
）　

古
墳
時
代
前
期
前
葉
、
三
世
紀
頃
に
は
「
お
ゆ
み
野
地
区
」
の
北
部
、
赤
塚
支
谷

の
奥
ま
っ
た
部
分
の
台
地
上
に
小
規
模
な
集
落（
馬
ノ
口
遺
跡
）が
確
認
で
き）

（（
（

、
赤
塚
支
谷
内
の
谷
津
水
田
の
開
発
と
連
動
し
て
集
落
が
形

成
さ
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
二
重
堀
遺
跡
で
は
三
世
紀
に
七
軒
の
竪
穴
建
物
が
確
認
で
き
、
前
期
中
葉
～
後
葉
の
四
世
紀
頃
に
か

け
て
三
軒
の
竪
穴
建
物
が
認
め
ら
れ
、
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
断
続
的
な
が
ら
も
集
落
が
営
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

◎
四
世
紀
末
期
～
五
世
紀
中
頃（
古
墳
時
代
前
期
末
葉
～
中
期
四
期
）　

五
世
紀
前
半
、赤
塚
支
谷
の
入
り
口
を
見
降
ろ
す
台
地
先
端
部
に
、

径
三
一
ｍ
の
円
墳
、
上
赤
塚
古
墳
が
築
か
れ
、
景
観
の
上
で
大
き
な
変
化
が
現
れ
る
。
こ
の
古
墳
で
は
木
棺
直
葬
の
主
体
部
二
基
を
検
出

し
て
お
り
、
第
一
主
体
部
か
ら
は
石
枕
・
立
花
、
勾
玉
等
の
玉
類
、
銅
釧
、
鉄
製
直
刀
、
鉄
製
方
形
鋤
先
・
直
刃
鎌
、
鉄
斧
、
石
製
模
造

品
の
斧
形
と
鎌
形
が
、
第
二
主
体
部
か
ら
は
、
勾
玉
等
の
玉
類
、
鉄
剣
、
鉄
製
方
形
鋤
先
・
直
刃
鎌
、
細
型
鉄
鋌
の
可
能
性
が
あ
る
板
状

鉄
製
品
が
出
土
し
て
お
り）

（（
（

、
こ
こ
で
も
、
祭
祀
遺
跡
で
出
土
す
る
鉄
製
品
と
共
通
す
る
組
成
が
認
め
ら
れ
る
。

　

上
赤
塚
古
墳
の
築
造
直
前
、
四
世
紀
末
期
か
ら
南
二
重
堀
遺
跡
の
集
落
で
は
竪
穴
建
物
数
が
増
加
し
、
五
世
紀
前
半
に
は
最
盛
期
を
迎

え
る
。
四
世
紀
末
期
で
八
軒
、
五
世
紀
前
半
で
十
五
軒
と
増
加
し
、
鉄
鋌
、
鉄
製
鎌
雛
形
、
鉄
製
鉇
、
石
製
有
孔
円
板
、
滑
石
製
勾
玉
が

伴
う
。
特
に
鉄
鋌
や
鉄
製
農
・
工
具
が
存
在
し
、
そ
れ
以
前
の
集
落
と
は
性
格
的
に
一
線
を
画
す
と
と
も
に
、
上
赤
塚
古
墳
と
も
密
接
な

関
係
に
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
鉄
製
農
・
工
具
や
鉄
素
材（
鉄
鋌
）の
流
入
は
、
生
産
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
推
定
で
き
、
集

落
規
模
の
拡
大
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
上
赤
塚
古
墳
は
、
赤
塚
支
谷
で
は
最
古
で
最
大
規
模
の
古
墳
で
あ

り
、
南
二
重
堀
遺
跡
の
集
落
に
と
っ
て
特
別
な
人
物
、
鉄
素
材
と
鉄
製
品
を
入
手
し
、
集
落
規
模
を
拡
大
し
た
人
物
を
葬
り
祭
る
古
墳
で
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遺構ブロック 第1 第2 第3 第4 第5 第6 その他
グリッド G5 G6 H5 H6 I5 I6 D5 D6 E5 E6 F5 F6 D7 E7 B4 B5 C5 C2 C3 C4 D2 D3 D4 F2 F3 G3 H3 B2 E4 E8 E9 F4

5世紀後半 4 4 4 1 2 1 2

5世紀末期～
6世紀初頭 1 1 1 1 2 1

6世紀前半 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1

6世紀中頃 1 2 2 1 3 1 2

6世紀後半 5 2 3 1 2 3 4 1 2

6世紀末期～
7世紀初頭 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2

7世紀前半 1 1 1 1 1 4 1 2 1

7世紀中頃 2 1 1 2

7世紀後半 2 1 1 1 3 1 2 1

8世紀前半 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1

8世紀中頃 3 1 2 1 2 2 2 3 1 6 2 1 1 2

8世紀後半 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 2 2

9世紀前半 1 7 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2

9世紀中頃 1 2 2 5 1 3 6 1 1 2 1 2 5 1

9世紀後半 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1

10世紀前半 1 1 1 1

不　明 2 3 3 4 3 1 3 5 4 4 5 1 1 3 1 1 1 1 2 1 4

グリッド
小　計 22 15 13 29 5 19 13 10 17 33 21 28 17 12 5 12 1 3 3 9 1 9 14 1 6 16 2 1 1 2 1 9

遺構ブロック
総　計 103 122 29 18 39 25 14

ブロック別
年代判明率（％） 88.2 83.6 79 78 92.5 88 82.1 

全体年代
判明率（％） 84.9 

第1表　高沢遺跡　グリッド別竪穴建物数変遷表（太ゴシック・網掛けのグリッドは、一辺7ｍ以上の大型竪穴建物が存在。）

第2表　高沢古墳群・生浜古墳群・南二重堀遺跡　古墳一覧表

古墳 墳形 規模
（墳丘径・周溝径） 主体部 出土遺物 遺物型式 年代

高

沢

古

墳

群

1号墳 円墳 16ｍ・23ｍ 不明 土師器杯3、甕1、須恵器甕1（周溝内） 土師器中期5期、
後期4期

5世紀後半～
6 世初頭・6
世紀後半

2号墳 円墳 23ｍ・29ｍ
木棺直葬（2
基）、周溝内
土坑

直刀、鉄鏃（長頚鏃腸抉長三角式・両関長三角式・
片関片刃箭式、無頚鏃腸抉長三角形式）、刀子（第1
主体部）、須恵器蓋杯・提瓶、土師器杯・高杯（周溝内）

ＴＫ43、土師器
後期5期 6世紀後半

3号墳 円墳 24ｍ・30ｍ 横 穴 式 石 室
（1基）

直刀、鉄鏃（長頚鏃腸抉長三角式・両関長三角式・
両関小形三角式・片関片刃箭式・無関片刃箭式）、
刀子、馬具鞍金具（鞖金具）、空玉？、金環、水晶製
切子玉、ガラス小玉、須恵器蓋杯、高台付き蓋杯・
長頚瓶、・横瓶・甕、土師器杯（羨門付近周溝内）

ＴＫ217、湖西産
須恵器

7世紀中頃・
7世紀末期～
8世紀初頭

4号墳 円墳 20ｍ・23.5ｍ 木棺直葬（1
基）

刀子、鉄鏃（長頚鏃両関長三角形式）（主体部付近撹
乱内）、須恵器蓋杯、土師器高杯・甕、石製有孔円
板（周溝内）

ＴＫ209 6世紀末期～
7世紀初頭

高沢遺
跡M06 円墳 20ｍ・22ｍ 不明 須恵器杯・灰釉陶器碗

須恵器杯（8世紀
後 半 ～ 9 世 紀 前
半）・灰釉陶器碗
K90

6 ～ 7 世 紀
代？・9世紀
代
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古墳 墳形 規模
（墳丘径・周溝径） 主体部 出土遺物 遺物型式 年代

生

浜

古

墳

群

1号墳 円墳 22ｍ・26ｍ 不明 土師器杯・甕、須恵器杯・甕
土師器後期7期、
須恵器杯（8世紀
中頃～後半）

7世紀中頃・
8世紀前半～
後半

2号墳 円墳 14ｍ・27ｍ 横 穴 式 石 室
（1基）

直刀、刀子、鉄鏃（雁又式、無茎鏃腸抉長三角形式、
長頚鏃腸抉長三角式・両関長三角式・片関片刃箭式・
無関片刃箭式・無関両刃箭式）、須恵器蓋杯・杯・
長頚瓶・甕、土師器杯

ＴＫ217、須恵器
杯（8世紀）

7世紀中頃～
後半・8世紀
前半～後半

3号墳 円墳 15.5ｍ・20ｍ 不明 土師器甕（周溝内） 土師器中期5期 5世紀後半～
6世紀初頭

4号墳 円墳 25ｍ・29ｍ 横 穴 式 石 室
（1基）

直刀、刀子、鉄鏃（無茎鏃腸抉長三角形式、長頚鏃
腸抉長三角式・両関長三角式・無関片刃箭式）、須
恵器片、土師器杯

土師器後期7期 7世紀中頃

5号墳 円墳 13ｍ・19.5ｍ 不明 須恵器壺 ＴＫ208～47 5世紀後半

6号墳 円墳 約20ｍ・35ｍ 不明 土師器杯、ロクロ土師器杯・皿
土師器後期7～8
期、ロクロ土師
器（9世紀中頃）

7世紀中頃～
後半・9世紀
中頃

南

二

重

堀

遺

跡

1号墳 円墳（帆
立貝式）

21.8ｍ・
28.4ｍ

木棺直葬（2
基）、箱式石
棺（1基・第1
主体部）

直刀、刀子、鉄片、鉄鏃（長頚鏃腸抉長三角形式・
三角形式）（第1主体部）、直刀、鉄鏃（長頚鏃無関片
刃箭式）、耳環（第2主体部）、直刀、刀子、鉄鏃（無
頚鏃長三角形式、長頚鏃両関長三角形式・片関片刃
箭式・無関片刃箭式・無関鑿箭式・腸抉長三角形式・
三角形式）（第3主体部）

鉄鏃組成（第3主
体部は長頚鏃両
関長三角形式・
片関片刃箭式を
主体）

6世紀後半

2号墳 円墳 19ｍ・23ｍ

木棺直葬（1
基）、箱式石
棺（1基・第1
主体部）

直刀、鉄鏃（長頚鏃無関片刃箭式・両関小形三角式）、
鑷子、耳環（第1主体部）、ガラス小玉（第2主体部）

鉄鏃組成（長頚鏃
無関片刃箭式・
両関小形三角式
で構成）

7世紀前半～
中頃

3号墳 円墳 横 穴 式 石 室
（1基）

直刀・方頭直刀、刀子、鉄鏃（長頚鏃無関鑿箭式・
小形三角式・腸抉長三角式）、鑷子（第1主体部・羨
門付近周溝）、須恵器杯・長頚瓶・提瓶・脚付き杯（周
溝内）

ＴＫ217、須恵器
杯（8世紀中頃）

7世紀前半～
8世紀初頭・
8世紀後半

4号墳 円墳 27.5ｍ・
34.6ｍ

木棺直葬（3
基）

直刀、刀子、鉄鏃（無茎鏃腸抉長三角形式、長頚鏃
両関長三角形式・無関片刃箭式・無関鑿箭式）（第1
主体部）、刀子（第2主体部）、直刀、刀子、鉄鏃（無
茎鏃腸抉長三角形式、長頚鏃両関長三角形式・無関
片刃箭式）（第3主体部）

鉄鏃組成（長頚鏃
両関長三角形式
を主体）

6世紀中頃

5号墳 円墳 不明 6 ～ 7 世 紀
代？

6号墳 円墳 15.3ｍ・
21.8ｍ 不明 6 ～ 7 世 紀

代？

7号墳 円墳 22.1ｍ・
25.8ｍ

横 穴 式 石 室
（1基）

直刀、鉄鏃（無茎鏃腸抉長三角形式、長頚鏃無関片
刃箭式・小形三角式・片関片刃箭式・無関鑿箭式・
両関鑿箭式）、耳環（第1主体部）

鉄鏃組成（長頚鏃
無関片刃箭式・
小形三角式・無
関鑿箭式を主体）

7世紀中頃

8号墳 円墳 10ｍ・12.8ｍ 不明 6 ～ 7 世 紀
代？

3号址 方形周溝 墳丘規模
8.5ｍ×9.1ｍ 不明 3号墳を切る。

3号墳以降、
7世紀末期～
8・9世紀？

17号址 方形周溝 墳丘規模
8.5ｍ×7.8ｍ 不明 7世紀末期～

8・9世紀？

32号址 方形周溝 墳丘規模
7.6ｍ×7.1ｍ 不明 7世紀末期～

8・9世紀？

34号址 方形周溝 墳丘規模
7ｍ以上×8.8ｍ 不明 7世紀末期～

8・9世紀？

38号址 方形周溝 墳丘規模
11.7ｍ×11.8ｍ 不明 7世紀末期～

8・9世紀？

40号址 方形周溝 墳丘規模
11.7ｍ×11.2ｍ 不明 7世紀末期～

8・9世紀？

41号址 方形周溝 墳丘規模
13.9ｍ×14.4ｍ 不明 7世紀末期～

8・9世紀？

29号址 方墳周溝？ 墳丘規模
7.2ｍ×7.2ｍ 不明 3～4世紀？

57号址 方墳周溝？ 不明 2号墳々丘下 3～4世紀？
72号址 墳丘無し 土坑墓 土師器杯・甕 中期5期 5世紀後半

73号址 墳丘無し 土坑墓 土師器杯、刀子、鉄鏃（無頚鏃腸抉三角形式、長頚
鏃腸抉長三角形式・片関片刃箭式） 中期6期 5世紀後半

74号址 墳丘無し 土坑墓 鉄鏃片 5世紀後半？
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
、
集
落
景
観
に
大
き
な
変
化
が
表
れ
る
。

◎
五
世
紀
後
半
～
六
世
紀
前
半（
古
墳
時
代
後
期
〇
期
～
二
期
）　

五
世
紀
中
頃
を
境
に
、
南
二
重
堀
遺
跡
の
集
落
は
消
滅
、
五
世
紀
後
半

に
は
土
坑
墓
二
基（
七
二
・
七
三
号
址
）が
作
ら
れ
、
遺
跡
の
範
囲
は
墓
域
へ
と
変
貌
す
る
。
南
二
重
堀
遺
跡
の
東
側
に
小
さ
な
谷
を
隔
て

て
位
置
す
る
鎌
取
場
台
遺
跡
で
も
、
小
規
模
な
集
落
が
消
滅
し
二
基
の
円
墳（
〇
一
四
・
〇
一
五
号
周
溝
、
墳
丘
径
一
〇
・
四
～
一
一
・
八
ｍ
）

が
作
ら
れ
て
お
り
、
南
二
重
堀
遺
跡
と
同
調
し
た
変
化
が
認
め
ら
れ
る）

（（
（

。

　

五
世
紀
後
半
、
南
二
重
堀
遺
跡
の
集
落
消
滅
と
対
照
的
に
、
西
側
の
谷
を
隔
て
た
台
地
上
に
高
沢
遺
跡
の
集
落
が
成
立
す
る
。
集
落
は
、

単
位
集
団
に
相
当
す
る
竪
穴
建
物
の
二
か
所
の
ま
と
ま
り（
第
一
・
二
ブ
ロ
ッ
ク
）で
構
成
さ
れ
、
東
側
の
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
一
辺
約

八
ｍ
の
大
型
竪
穴
建
物
が
存
在
す
る
。

　

こ
の
集
落
の
北
側
、
高
沢
古
墳
群
、
生
浜
古
墳
群
で
は
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
初
頭
ま
で
の
間
に
、
高
沢
古
墳
群
一
号
墳（
墳
丘

径
一
六
ｍ
）、
生
浜
古
墳
群
三
・
五
号
墳
が
築
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
北
側
の
高
沢
・
生
浜
古
墳
群
か
ら
谷
を
隔
て
た
東
側
の
南
二
重
堀
遺

跡
に
か
け
て
、
高
沢
遺
跡
の
集
落
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
墓
域
が
成
立
す
る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
周
溝
か
ら
は
、
土
師
器
杯
・
甕
、
須
恵

器
有
蓋
壺
な
ど
の
土
器
類
が
出
土
し
て
お
り
、
古
墳
へ
の
飲
食
供
献
が
推
定
で
き
る
。

　

高
沢
遺
跡
の
西
、
上
赤
塚
古
墳
か
ら
連
続
す
る
台
地
上
に
立
地
す
る
有
吉
遺
跡
で
も
、
高
沢
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
集
落
の
本
格
的
な

形
成
が
始
ま
り
、
そ
の
西
側
に
は
、
円
墳
で
構
成
さ
れ
、
上
赤
塚
古
墳
へ
と
連
続
す
る
古
墳
群
が
位
置
し
て
い
る）

（（
（

。
つ
ま
り
、
高
沢
・
有

吉
遺
跡
の
集
落
の
周
囲
に
展
開
す
る
墓
域（
古
墳
群
）は
、
巨
視
的
に
見
る
と
上
赤
塚
古
墳
か
ら
連
続
す
る
形
で
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

◎
六
世
紀
中
頃
～
後
半（
古
墳
時
代
後
期
三
期
～
四
期
）　

高
沢
遺
跡
の
集
落
で
は
、
第
一
・
二
ブ
ロ
ッ
ク
は
維
持
さ
れ
、
一
辺
七
～
八
ｍ

の
大
型
竪
穴
建
物
が
営
ま
れ
る
一
方
、
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
南
側
に
新
た
な
竪
穴
建
物
群
の
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
が
成
立
し
、
集
落
規
模
の
拡
大
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が
認
め
ら
れ
る
。
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
竪
穴
建
物（
一
六
八
）か
ら
鞴
羽
口
が
出
土
し
て
お
り
、
鉄
の
加
工
工
房
の
存
在
を
示
唆
す
る
。

　

古
墳
群
で
は
、
集
落
規
模
の
拡
大
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
六
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
最
大
規
模
の
南
二
重
堀
遺
跡
四
号
墳（
墳

丘
径
二
七
・
五
ｍ
）と
同
一
号
墳
、
高
沢
古
墳
群
二
号
墳
が
築
か
れ
、
墓
域（
古
墳
群
）の
範
囲
が
拡
大
す
る
。
集
落
と
古
墳
群
の
関
係
を
見

る
と
、
高
沢
遺
跡
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
の
大
型
竪
穴
建
物（
一
一
六
・
二
八
二
・
三
〇
三
）か
ら
両
関
長
三
角
形
式
長
頚
鏃
、
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
竪
穴

建
物（
二
二
六
）か
ら
無
頚
鏃
が
出
土
し
、
南
二
重
堀
遺
跡
四
号
墳
の
鉄
鏃
と
類
似
し
て
お
り）

（（
（

、
拡
大
し
た
古
墳
群
と
の
関
係
が
確
認
で
き

る
。

◎
六
世
紀
末
期
～
七
世
紀
代（
古
墳
時
代
後
期
五
期
～
八
期
）　

高
沢
遺
跡
で
は
、
七
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
、
第
一
～
三
ブ
ロ
ッ

ク
で
一
辺
七
ｍ
以
上
の
大
型
竪
穴
建
物
が
存
在
し
、
前
代
か
ら
継
続
し
て
集
落
が
営
ま
れ
る
。
こ
の
時
期
、
出
土
土
器
に
は
駿
河
地
方
の

駿
東
形
甕
、
北
関
東
の
有
段
口
縁
杯
が
含
ま
れ
て
お
り
、
他
地
域
と
の
人
的
・
物
的
交
流
が
活
発
化
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
集

落
規
模
の
拡
大
と
の
関
連
が
推
定
で
き
る
。

　

古
墳
群
で
は
葬
法
の
面
で
大
き
な
変
化
が
生
じ
る
。
そ
れ
ま
で
、
古
墳
の
主
体
部
は
木
棺
直
葬
で
あ
っ
た
が
、
六
世
紀
末
期
か
ら
七
世

紀
中
頃
に
は
箱
式
石
棺
・
横
穴
式
石
室
が
導
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
高
沢
古
墳
群
三
・
四
号
墳
、
生
浜
古
墳
群
一
・
二
・
四
・
六
号
墳
、
南
二

重
堀
遺
跡
二
・
三
・
七
号
墳
の
円
墳
が
次
々
に
築
か
れ
、
墓
域
の
範
囲
が
最
大
と
な
る
。

　

高
沢
遺
跡
の
集
落
の
出
土
遺
物
を
見
る
と
、
七
世
紀
前
半
、
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
竪
穴
建
物（
一
一
八
）か
ら
両
関
長
三
角
形
式
長
頚
鏃
が
出

土
し
て
お
り
、
こ
れ
は
南
二
重
堀
遺
跡
一
号
墳
の
鉄
鏃
と
類
似
す
る
。
ま
た
、
七
世
紀
後
半
、
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
竪
穴
建
物（
一
五
二
）か
ら
、

馬
具
の
帯
金
具
と
思
わ
れ
る
鍍
金
・
鋲
留
め
さ
れ
た
銅
板
が
出
土
し
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
七
世
紀
中
頃
の
築
造
と
考
え
ら
れ
る
高
沢
三

号
墳
で
は
馬
具
鞍
金
具（
鞖
金
具
）が
出
土
し
て
い
る
。
高
沢
遺
跡
の
集
落
に
は
、
鉄
鏃
・
金
銅
馬
具
を
所
有
す
る
人
物
が
居
住
し
た
こ
と

が
う
か
が
え
、
古
墳
群
と
の
関
係
は
維
持
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
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◎
八
世
紀
代　

八
世
紀
に
な
る
と
、
第
一
・
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
北
側
に
新
た
な
竪
穴
建
物
群（
第
四
～
六
ブ
ロ
ッ
ク
）が
成
立
し
、
集
落
規
模

は
さ
ら
に
拡
大
す
る
が
、
古
墳
時
代
以
来
の
第
一
～
三
ブ
ロ
ッ
ク
は
維
持
さ
れ
、
集
落
の
系
譜
は
連
続
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
第
一

ブ
ロ
ッ
ク
で
墨
書
土
器
「
大
新
家
」
が
、
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
で
銅
製
帯
金
具
が
出
土
し
、
識
字
層
や
有
位
者
の
存
在
を
想
定
で
き
る
。
ま
た
、

第
二
ブ
ロ
ッ
ク
で
金
銅
馬
具
が
出
土
し
て
お
り
、
八
世
紀
の
奈
良
時
代
に
は
、
こ
れ
ら
伝
統
的
な
竪
穴
建
物
群
の
居
住
者
が
集
落
の
指
導

的
な
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

古
墳
群
を
見
る
と
、
南
二
重
堀
遺
跡
で
は
、
九
世
紀
に
か
け
て
七
基
の
方
形
墳
が
築
か
れ
、
集
落
と
墓
域
の
位
置
関
係
は
維
持
さ
れ
る
。

特
に
、
六
～
七
世
紀
の
円
墳
に
は
、
高
沢
古
墳
群
三
号
墳
、
生
浜
古
墳
群
一
・
二
号
墳
、
南
二
重
堀
遺
跡
三
号
墳
の
よ
う
に
、
八
世
紀
初

頭
か
ら
八
世
紀
中
頃
ま
で
の
須
恵
器
杯
の
出
土
す
る
例
が
あ
り
、
古
墳
へ
の
飲
食
の
供
献
が
古
墳
時
代
同
様
、
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
南
二
重
堀
遺
跡
の
古
墳
群
内
で
は
、
八
世
紀
代
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
建
物（
二
一
号
住
居
址
）が
一
軒
確
認

で
き
る
。
こ
れ
は
五
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
ま
で
の
間
で
は
唯
一
の
例
で
、
大
形
の
高
杯
一
点
と
盤
二
点
が
出
土
し
た
。
盤
は
丁
寧
に
磨

か
れ
、
一
点
は
赤
彩
が
施
さ
れ
て
い
る
。
立
地
や
出
土
遺
物
か
ら
古
墳
の
祭
祀
・
儀
礼
と
の
関
連
が
想
定
で
き
る
特
殊
な
竪
穴
建
物
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。

◎
九
世
紀
代　

平
安
時
代
の
前
期
、
九
世
紀
代
に
お
い
て
も
、
集
落
と
墓
域
の
景
観
は
、
八
世
紀
の
状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
墓
域
の

状
況
を
見
る
と
、
生
浜
六
号
墳
、
高
沢
遺
跡
Ｍ
〇
六
で
は
、
九
世
紀
代
の
須
恵
器
杯
、
灰
釉
陶
器
碗
、
ロ
ク
ロ
土
師
器
杯
・
皿
が
出
土
し

て
い
る
。
古
墳
群
の
中
で
も
集
落
に
近
い
部
分
に
位
置
す
る
古
墳
を
中
心
に
こ
の
時
期
の
土
器
類
が
出
土
す
る
が
、
供
膳
具
を
中
心
と
す

る
組
成
か
ら
、
古
墳
へ
の
飲
食
供
献
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
、
集
落
と
古
墳
群（
墓
域
）の
境
界
付
近
に
位
置
す
る
古
墳
で
、
飲
食
供
献
が
継

続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

　

こ
の
後
、
高
沢
遺
跡
の
集
落
で
は
、
九
世
紀
末
期
か
ら
十
世
紀
前
半
に
は
第
一
・
二
ブ
ロ
ッ
ク
の
範
囲
で
掘
立
柱
建
物
群
が
形
成
さ
れ
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る
が
、
十
世
紀
前
半
を
最
後
に
集
落
は
消
滅
し
、
墓
域
で
も
新
た
な
墓
は
営
ま
れ
ず
、
廃
絶
に
向
か
っ
て
い
る
。
集
落
と
墓
域
が
連
動
し

て
消
滅
す
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。

　

次
に
、
高
沢
遺
跡
と
南
二
重
堀
遺
跡
、
高
沢
・
生
浜
古
墳
群
の
分
析
結
果
か
ら
読
み
取
れ
る
特
徴
的
な
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

集
落
と
墓
域
の
景
観
維
持　

ま
ず
、
集
落
と
墓
域
の
景
観
が
、
五
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
代
ま
で
、
継
続
的
に
維
持
さ
れ
る
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。

　

五
世
紀
後
半
に
集
落
の
立
地
が
一
変
し
、
高
沢
遺
跡
の
集
落
と
そ
の
北
側
と
東
側
に
墓
域（
古
墳
群
）が
立
地
す
る
景
観
が
成
立
す
る
。

そ
の
後
、
高
沢
遺
跡
の
集
落
に
は
、
一
辺
七
ｍ
以
上
の
大
型
竪
穴
建
物
が
、
五
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
代
に
か
け
て
継
続
的
に
造
り
続
け

ら
れ
て
お
り
、
集
落
内
で
の
有
力
者
の
存
在
を
物
語
る
。
ま
た
、
集
落
と
古
墳
群
で
は
、
と
も
に
鉄
鏃
や
馬
具
が
出
土
し
、
両
者
の
結
び

付
き
を
示
し
、
高
沢
遺
跡
の
集
落
に
生
活
し
た
人
々
の
中
で
、
武
器
や
馬
具
等
を
保
有
で
き
た
、
集
落
内
の
中
核
的
な
人
物
が
、
集
落
の

北
と
東
に
展
開
す
る
古
墳
群
に
葬
ら
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

　

古
墳
の
埋
葬
状
況
を
細
か
く
見
る
と
、
高
沢
古
墳
群
二
号
墳
、
南
二
重
堀
遺
跡
一
・
二
・
四
号
墳
で
は
、
二
～
三
基
の
複
数
埋
葬
が
確
認

で
き
る
。
中
で
も
南
二
重
堀
遺
跡
一
・
二
号
墳
で
は
、
木
棺
直
葬
と
箱
式
石
棺
が
並
存
し
、
古
墳
一
基
当
た
り
、
二
～
三
人
程
度
の
人
物

が
時
間
を
置
い
て
葬
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、追
葬
が
可
能
な
横
穴
式
石
室
を
備
え
る
高
沢
古
墳
群
二
・
三
号
墳
、生
浜
古
墳
群
二
・
四
号
墳
、

南
二
重
堀
遺
跡
七
号
墳
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
に
葬
ら
れ
た
人
物
の
関
係
は
、
群
馬
県
高
崎
市
山
ノ
上
古
墳
の
事
例
か
ら
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
古
墳
は
、
墳
丘
径
が
約

一
二
ｍ
の
円
墳
と
考
え
ら
れ
、
横
穴
式
石
室
を
持
ち
築
造
年
代
は
七
世
紀
第
二
四
半
期
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
今
回
分
析
対
象
と
し
た
古

墳
の
中
で
は
、
生
浜
古
墳
群
二
号
墳
と
規
模
・
年
代
と
も
に
類
似
す
る
。
こ
こ
に
は
、
辛
已（
巳
）年（
六
八
一
）に
放
光
寺
僧
長
利
が
母
「
黒

売
刀
自
」
の
た
め
建
立
し
た
山
ノ
上
の
碑
が
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
碑
文
の
内
容
と
古
墳
の
築
造
年
代
か
ら
、
山
ノ
上
古
墳
は
黒
売
刀
自
の
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父
の
た
め
築
造
さ
れ
、
他
氏
へ
嫁
し
て
い
た
娘
が
死
後
に
追
葬
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
高
沢
遺
跡
の
集
落
に
伴
う
古
墳
に

お
い
て
も
類
似
し
た
状
況
を
想
定
で
き
、
集
落
内
の
主
要
な
人
物
、
具
体
的
に
は
竪
穴
建
物
群（
単
位
集
団
）の
中
核
的
な
人
物
、
も
し
く

は
そ
れ
に
準
ず
る
人
物
が
古
墳
を
築
造
し
て
埋
葬
さ
れ
、
そ
の
子
の
中
で
自
ら
古
墳
を
築
け
な
い
立
場
の
者
が
、
中
核
的
な
人
物（
家
長
・

父
）と
同
一
墳
に
埋
葬
さ
れ
る）

（（
（

。
こ
れ
を
世
代
毎
に
繰
り
返
し
て
、
古
墳
群
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

集
落
と
古
墳
群（
墓
域
）の
位
置
関
係
・
景
観
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
八
～
九
世
紀
代
に
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
集
落
内
で
は
五
世
紀

後
半
以
来
の
竪
穴
建
物
群
で
あ
る
第
一
・
二
ブ
ロ
ッ
ク
が
継
続
し
て
営
ま
れ
、
集
落
の
中
核
的
な
集
団
と
な
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
、
七

世
紀
代
ま
で
の
墓
域
内
に
も
方
形
墳
が
作
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
ま
で
、
集
落
と
墓
域
の
景
観
は
相
互
に
関
連
し
な
が
ら
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
長
期
間
維
持
さ
れ
る
居
住
域
と
墓
域
の
景
観
の
背
景
に
は
、
五
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
ま
で
継
続
す
る
系
譜
意
識
の
存
在
を

想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
集
落（
居
住
域
）と
墓
域
の
景
観
を
維
持
し
た
系
譜
意
識
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
で
居
住
域
の
設

定
者
を
「
祖
」
と
す
る
と
同
時
に
、「
祖
」
の
墓
を
記
憶
し
意
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
祖
」
と
い
う
観
念
を
も
と
に
受
け
継
が
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

八
世
紀
初
頭
、
居
住
域
と
墓
域
が
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
状
況
は
、『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年（
七
〇
六
）三
月
丁
巳（
一
三
日
）条
の
次

の
記
述
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　

�

頃
者
王
公
諸
臣
多
占
山
澤
。
不
事
耕
種
。
競
懷
貪
婪
。
空
妨
地
利
。（
中
略
）自
今
以
後
。
不
得
更
然
。
但
氏
々
祖
墓
及
百
姓
宅
邊
。

裁
樹
爲
林
。
并
周
二
三
十
許
歩
。
不
在
禁
限）

（（
（

。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
氏
々
祖
墓
」
は
古
墳
群
に
、「
宅
」
は
居
住
域（
集
落
）に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
い
ず
れ
も
木
立
に
囲
ま
れ
た

景
観
が
復
元
で
き
る
。
そ
れ
は
、
と
も
に
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
場
所
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
王
公
諸
臣
の
山
澤
占
有
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と
は
分
け
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、「
氏
々
祖
墓
」
と
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
八
年（
七
九
九
）

三
月
丁
巳（
一
三
日
）の
記
事
で
あ
る
。

　
　

�

正
四
位
下
行
左
大
辦
兼
右
衛
門
督
皇
太
子
學
士
伊
勢
守
菅
野
朝
臣
眞
道
等
言
。
己
等
先
祖
。
葛
井
。
船
。
津
。
三
氏
墓
地
。
在
河
内

国
丹
比
郡
野
中
寺
以
南
。
名
曰
寺
山
。
子
孫
相
守
。
累
世
不
侵
。
而
今
樵
夫
成
市
。
採
伐
冡
樹
。
先
祖
幽
魂
。
永
失
所
歸
。
伏
請
依

舊
令
禁
。
許
之）

（（
（

。

こ
こ
に
は
代
々
受
け
継
が
れ
た
山
林
内
の
墓
域
の
景
観
が
記
さ
れ
、
そ
こ
は
「
先
祖
の
幽
魂
が
帰
る
所
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ

う
す
る
と
、
五
世
紀
代
か
ら
九
世
紀
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
た
、
高
沢
遺
跡
の
墓
域（
古
墳
群
）は
、「
先
祖
の
幽
魂
」「
祖
の
霊
」
が
所
在

す
る
場
所
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

古
墳
に
お
け
る
飲
食
供
献　
「
先
祖
の
幽
魂
」「
祖
の
霊
」
が
所
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
古
墳
群
、
そ
の
遺
物
の
出
土
状
況
に
注
目
す
る
と
、

今
回
、
分
析
対
象
と
し
た
古
墳
群
で
は
、
古
墳
周
溝
か
ら
五
世
紀
後
半
に
は
土
師
器
杯
、
須
恵
器
有
蓋
壷
、
土
師
器
甕
が
出
土
、
六
～
七

世
紀
に
は
須
恵
器
杯
・
壺
・
横
瓶
・
長
頚
瓶
・
平
瓶
・
甕
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
埼
玉
古
墳
群
稲
荷
山
古
墳
の
造
り
出
し
の

土
師
器
・
須
恵
器
類
と
同
様
、
古
墳
へ
の
飲
食
の
供
献
を
示
す
も
の
と
推
定
で
き
る
。

　
「
お
ゆ
み
野
地
区
」
内
、
高
沢
遺
跡
の
南
約
一
・
三
㎞
に
は
椎
名
崎
古
墳
群
の
前
方
後
円
墳
、
人
形
塚
古
墳（
墳
丘
全
長
四
二
・
六
ｍ
）が

所
在
し
、
六
世
紀
末
期
の
人
物
埴
輪
群
が
出
土
し
て
い
る
。
埴
輪
に
は
帽
冠
と
顎
鬚
を
付
け
た
男
子
像
、
巫
女
と
思
わ
れ
る
女
子
像
、
壺

を
頭
に
捧
げ
た
女
子
像
が
あ
り）

（（
（

、
五
世
紀
後
半
に
成
立
す
る
群
馬
県
保
渡
田
八
幡
塚
古
墳
の
よ
う
に
、
飲
食
供
献
の
場
面
が
存
在
し
た
可

能
性
が
高
い）

（（
（

。

　

人
形
塚
古
墳
は
、
埼
玉
古
墳
群
の
稲
荷
山
古
墳
と
同
じ
長
方
形
周
溝
を
伴
い
、
六
世
紀
後
半
、
埼
玉
古
墳
群
で
は
将
軍
塚
古
墳
の
横
穴
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式
石
室
が
房
総
の
石
材
を
使
用
し
て
築
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
北
武
蔵
の
有
段
口
縁
の
土
師
器
杯
も
房
総
・
相
模
地
域
に
は
流
入
し
て
お

り
、
七
世
紀
に
は
高
沢
遺
跡
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
、
武
蔵
と
房
総
と
の
交
流
の
中
で
、
稲
荷
山
古
墳
に
見
ら
れ
た
「
上
祖
」

の
意
識
や
古
墳
に
お
け
る
供
献
儀
礼
は
、
両
地
域
で
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
人
物
埴
輪
に
見
ら
れ
る
飲
食
供
献
の

場
面
と
、
小
型
古
墳
の
周
溝
か
ら
出
土
す
る
須
恵
器
・
土
師
器
の
杯
・
壺
・
甕
等
は
対
応
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
小
型
古
墳
に
お
い

て
も
飲
食
を
死
者
や
祖
先
に
供
え
饗
応
す
る
儀
礼
・
祭
祀
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

高
沢
古
墳
群
三
号
墳
、
生
浜
古
墳
群
二
号
墳
、
南
二
重
堀
遺
跡
三
号
墳
で
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
連
続
し
て
須
恵
器
・
土
師
器
の

杯
・
壺
が
出
土
、
さ
ら
に
、
高
沢
遺
跡
Ｍ
〇
六
、
生
浜
古
墳
群
六
号
墳
で
は
、
周
溝
か
ら
八
・
九
世
紀
代
の
須
恵
器
杯
、
灰
釉
陶
器
碗
、

土
師
器
杯
・
皿
類
が
出
土
し
て
お
り
、古
墳
へ
の
飲
食
供
献
は
八
・
九
世
紀
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。五
世
紀
後
半
か
ら
八
・

九
世
紀
代
ま
で
継
続
し
て
、
祖
の
霊
を
飲
食
で
饗
応
す
る
意
識
が
存
在
し
、
そ
れ
は
伝
統
的
に
集
落
と
墓
域
の
景
観
の
中
で
維
持
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

五
、
祖
の
信
仰
と
祭
祀
の
性
格

　

古
墳
時
代
以
来
の
集
落
と
墓
域
の
景
観
が
維
持
さ
れ
、
そ
こ
で
は
祖
を
飲
食
で
饗
応
し
た
祭
祀
が
想
定
で
き
る
こ
と
を
、
下
総
地
域
、

高
沢
遺
跡
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
八
世
紀
初
頭
に
お
け
る
「
祖
」
の
祭
祀
を
う
か
が
わ
せ
る
伝
承
が
、
同
じ
東
国
、
下
総
国
に
隣
接
す

る
常
陸
国
に
残
さ
れ
て
い
る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
筑
波
郡
条
の
「
神
祖
の
尊
」
説
話
で
あ
る）

（（
（

。

　
　

�

古
老
の
い
へ
ら
く
、
昔
、
神
祖（
み
お
や
）の
尊
、
諸
神
た
ち
の
み
處
に
巡
り
行
で
ま
し
て
、
駿
河
の
國
福
慈
の
岳
に
到
り
ま
し
、
卒

に
日
暮
に
遇
ひ
て
、
遇
宿
を
請
欲
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
の
時
、
福
慈
の
神
答
へ
け
ら
く
、「
新
粟
の
初
嘗
し
て
、
家
内
諱
忌
せ
り
。
今
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日
の
間
は
、
冀
は
く
は
許
し
堪
へ
じ
。」
と
ま
を
し
き
。
是
に
、
神
祖
の
尊
、
恨
み
泣
き
て
詈
告
り
た
ま
ひ
け
ら
く
、「
即
ち
汝
が
親

ぞ
。
何
ぞ
宿
さ
ま
く
欲
り
せ
ぬ
。
汝
が
居
め
る
山
は
、
生
涯
の
極
み
、
冬
も
夏
も
雪
ふ
り
霜
お
き
て
、
冷
寒
重
襲
り
、
人
民
登
ら
ず
、

飲
食
な
奠
り
そ
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

　
　

�

更
に
、
筑
波
の
岳
に
登
り
ま
し
て
、
亦
客
止
を
請
ひ
た
ま
ひ
き
。
此
の
時
、
筑
波
の
神
答
へ
け
ら
く
、「
今
夜
は
新
粟
嘗
す
れ
ど
も
、

敢
へ
て
尊
旨
に
奉
ら
ず
は
あ
ら
じ
。」
と
ま
を
し
き
。
爰
に
、
飲
食
を
設
け
て
、
敬
び
拝
み
祇
み
承
り
き
。
是
に
、
神
祖
の
尊
、
歓

然
び
て
謌
ひ
た
ま
ひ
し
く
、「
愛
し
き
か
も
我
が
胤
、
巍
き
か
も
神
宮
。
天
地
と
竝
齊
し
く
、
月
日
と
共
同
に
、
人
民
集
ひ
賀
ぎ
、

飲
食
富
豊
く
、
代
々
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
日
に
日
に
彌
栄
え
、
千
秋
萬
歳
に
、
遊
榮
窮
じ
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

「
神
祖
の
尊
」
は
「
愛
し
き
か
も
我
が
胤
」
と
歌
っ
て
お
り
、
祖
先
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、「
神
祖
の
尊
」
は
、
新
粟
の
初
嘗
の

日
の
夜
に
訪
れ
、
飲
食
を
饗
応
さ
れ
拝
さ
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
日
に
は
厳
重
な
物
忌
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

　

こ
の
説
話
が
語
ら
れ
た
常
陸
国
内
で
も
、
下
総
国
の
「
お
ゆ
み
野
地
区
」
高
沢
遺
跡
周
辺
と
同
様
、
集
落
と
墓
域
が
隣
接
す
る
景
観
が

確
認
で
き
る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
で
「
卜
氏
が
す
ま
う
所
」
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
厨
台
遺
跡
群
で
は
五
世
紀
中
頃
に
集

落
が
成
立
、
十
一
世
紀
代
ま
で
継
続
し
、
隣
接
す
る
鹿
島
神
宮
の
神
戸
集
落
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。
集
落
西
側
の
台
地
上
に
は
、
宮
中
野
古
墳

群
が
位
置
し
、
四
世
紀
末
期
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
前
方
後
円
墳
の
お
伊
勢
山
古
墳
・
二
十
三
夜
塚
古
墳
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
南
群
が
形
成

さ
れ
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
北
群
が
形
成
さ
れ
る
。
北
群
で
は
前
方
後
円
墳
の
夫
婦
塚
古
墳
、
造
り
出
し
付
き
円
墳
の
大
塚
古

墳
、
長
方
形
墳
の
九
九
号
墳
と
継
続
し
て
古
墳
が
築
か
れ
、
大
塚（
勅
使
塚
）古
墳
周
辺
に
は
、
八
世
紀
以
降
、
二
重
土
坑
・
Ｌ
字
形
土
坑

の
土
坑
墓
が
多
数
存
在
し
、
火
葬
墓
も
確
認
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
集
落
と
そ
れ
に
対
応
す
る
墓
域（
古
墳
群
）が
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時

代
に
か
け
て
継
続
し
て
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。



38

　
『
常
陸
国
風
土
記
』
筑
波
郡
条
の
「
神
祖
の
尊
」
説
話
は
、
下
総
国
「
お
ゆ
み
野
地
区
」
高
沢
遺
跡
周
辺
や
常
陸
国
の
厨
台
遺
跡
群
と

宮
中
野
古
墳
群
で
見
た
よ
う
に
、
集
落
と
墓
域
が
伝
統
的
に
維
持
さ
れ
た
八
世
紀
初
頭
に
、
同
じ
東
国
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
神
祖
の
尊
」
に
対
す
る
飲
食
饗
応
の
要
素
は
、「
祖
」
の
霊
が
所
在
す
る
古
墳
で
行
わ
れ
た
飲
食
の
供
献
と
共
通
す
る
。

高
沢
古
墳
群
で
は
、
古
墳
で
の
飲
食
共
献
は
、
八
・
九
世
紀
ま
で
連
続
し
て
い
る
一
方
で
、『
常
陸
国
風
土
記
』「
神
祖
の
尊
」
の
説
話
で
は
、

「
祖
」
へ
の
飲
食
饗
応
は
集
落
内
の
住
居
と
見
る
べ
き
で
、
八
世
紀
初
頭
段
階
、
祖
の
祭
祀
の
場
は
、
古
墳
と
住
居
内
と
が
並
存
し
て
い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
南
二
重
堀
遺
跡
の
墓
域
内
に
唯
一
存
在
す
る
八
世
紀
代
の
竪
穴
建
物
か
ら
は
、
饗
応
に
相
応
し
い
大
形
の
高
杯
と

盤
が
出
土
し
て
お
り
、
饗
応
儀
礼
や
、
そ
の
準
備
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
想
定
で
き
る
。

　

律
令
期
の
祖
神
の
祭
祀
に
は
、
大
嘗
祭（
新
嘗
祭
）と
神
今
食
が
あ
る
。
こ
れ
ら
祭
祀
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
岡
田
莊
司
が
復
元
・
考
察

し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
天
皇
自
ら
が
祖
神
を
お
迎
え
し
、
飲
食
で
饗
応
、
自
ら
も
召
し
上
が
ら
れ
る
。
こ
の
内
容
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』

の
「
神
祖
の
尊
」
が
、「
新
粟
の
初
嘗
」
の
夜
に
訪
れ
饗
応
を
受
け
る
祭
祀
と
同
じ
で
あ
り
、
厳
重
な
物
忌
が
伴
っ
た
点
も
共
通
す
る
。

ま
た
、『
令
集
解
』
の
月
次
祭
に
関
す
る
注
釈
で
「
即
如
庶
人
宅
神
祭
也
。」
と
す
る
部
分
は
、
月
次
祭
の
夜
に
行
わ
れ
る
神
今
食
に
対
応

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
東
国
の
庶
人
も
宅（
家
々
）で
宅
神
祭
と
し
て
「
祖
」
を
祭
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る）

（（
（

。

　

高
沢
遺
跡
と
周
辺
の
古
墳
群
の
分
析
か
ら
は
、
五
世
紀
後
半
以
降
、
居
住
域
の
単
位
集
団（
竪
穴
建
物
ブ
ロ
ッ
ク
）と
墓
域
は
「
祖
」
の

系
譜
意
識
に
基
づ
き
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
、
そ
こ
で
は
「
祖
」
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
た
。
こ
れ
が
、『
常
陸
国
風
土
記
』

の
神
祖
の
尊
の
説
話
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
祖
」
へ
の
祭
祀
は
、
飲
食
の
供
献
・
饗
応
を
重
要
な
要
素
と
す
る
大
嘗
祭（
新

嘗
祭
）、
神
今
食
、
庶
人
宅
神
祭
と
共
通
の
基
盤
に
載
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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六
、
ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
、「
祖
」
の
信
仰
と
系
譜
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
と
考
古
資
料
を
も
と
に
考
え
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
は
、
以
下
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎�

八
世
紀
前
半
の
『
記
紀
』『
風
土
記
』
で
は
、「
祖
」
の
他
、「
遠
祖
」「
上
祖
」「
始
祖
」「
初
祖
」
な
ど
多
様
な
表
現
が
確
認
で
き
る
が
、
埼

玉
県
埼
玉
古
墳
群
稲
荷
山
古
墳
群
の
鉄
剣
銘
か
ら
、「
上
祖
」
が
年
代
的
に
最
も
古
く
五
世
紀
後
半
ま
で
遡
る
。

◎�

五
世
紀
後
半
の
東
国
で
は
、
①
「
上
祖
」
の
最
古
の
使
用
例
の
出
現
、
②
七
世
紀
代
ま
で
継
続
す
る
大
規
模
な
古
墳
群
の
成
立
、
③
八
・

九
世
紀
ま
で
継
続
す
る
集
落
と
墓
域（
古
墳
群
）の
景
観
の
成
立
、
④
飲
食
の
供
献
場
面
を
表
現
す
る
人
物
埴
輪
群
の
成
立
、
と
い
う
四

つ
の
事
象
が
同
時
に
確
認
で
き
、
八
世
紀
前
半
の
文
献
に
記
さ
れ
た
「
祖
・
お
や
」
の
信
仰
と
系
譜
意
識
が
、
お
そ
く
と
も
五
世
紀
後

半
頃
に
は
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

◎�

五
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
頃
ま
で
宅（
居
住
域
・
集
落
）と
墓
域（
古
墳
群
）が
、
ほ
ぼ
継
続
的
に
維
持
さ
れ
る
例
が
あ
り
、
集
落
の
人
々

の
「
祖
」
の
霊
は
、
墓
域（
古
墳
群
）内
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

◎�

「
祖
」
へ
の
祭
り
は
、
飲
食
の
饗
応
が
重
要
な
要
素
で
あ
り
、『
常
陸
国
風
土
記
』「
神
祖
の
尊
」
の
説
話
に
そ
れ
が
投
影
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
淵
源
は
、
五
世
紀
代
の
古
墳
の
人
物
埴
輪
や
土
製
模
造
品
の
饗
応
儀
礼
に
あ
り
、
古
墳
墳
丘
や
周
溝
内
か
ら
出
土
す
る
土
師
器
・

須
恵
器
の
杯
・
壺
・
甕
類
も
こ
れ
に
対
応
す
る
。

◎�

「
祖（
お
や
・
人
に
繋
が
る
祖
先
）」
は
、
貴
重
な
品
々
を
捧
げ
飲
食
で
饗
応
す
る
と
い
う
、「
神
」
と
共
通
の
方
法
で
祭
ら
れ
る
存
在
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
「
祖
」
の
信
仰
と
系
譜
意
識
、
そ
し
て
、
そ
の
祭
祀
に
お
い
て
、
五
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
は
、
大
き
な
画
期
と
な
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
、
そ
れ
は
地
方
豪
族
な
ど
の
大
規
模
な
古
墳
群
だ
け
で
な
く
、
東
国
の
小
規
模
な
古
墳
群
と
集
落
の
景
観
に
ま
で
共
通
す
る
画
期
と
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な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

田
中
良
之
は
、
古
墳
被
葬
者
の
遺
伝
的
形
質（
歯
冠
計
測
値
）の
分
析
か
ら
、
被
葬
者
の
関
係
が
五
世
紀
後
半
を
画
期
と
し
て
父
と
子
を

埋
葬
す
る
父
系
直
系
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
渡
来
人
の
故
地
、
朝
鮮
半
島
伽
耶
地
域
に
所
在
す
る
四
・
五
世
紀
の

礼
安
里
古
墳
群
に
お
け
る
分
析
も
行
い
、
そ
こ
に
は
父
系
直
系
の
埋
葬
状
況
は
認
め
ら
れ
ず
、
日
本
列
島
に
お
け
る
父
系
直
系
々
譜
の
源

泉
を
半
島
か
ら
の
渡
来
人
に
も
と
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
し
、
そ
の
背
景
に
は
「
国
家
形
成
に
む
け
た
社
会
動
態
と
中
国
か
ら
の

国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
」
を
想
定
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
画
期
は
、
今
回
の
分
析
で
確
認
で
き
た
五
世
紀
の
画
期
と
対
応
す
る
現
象
と
考

え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
五
世
紀
後
半
に
お
け
る
系
譜
意
識
の
形
成
は
、
高
沢
遺
跡
周
辺
の
景
観
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
東
国
の
集
落
で
も
逸
早

く
確
認
で
き
る
た
め
、
そ
れ
は
政
治
的
な
要
因
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
生
活
様
式
の
形
成
、
そ
れ
に
伴
う
集
落
や
地
域
社
会
の
再
編
と
一

体
と
な
っ
た
形
で
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
世
紀
に
は
、
新
し
い
製
鉄
や
機
織
り
技
術
、
須
恵
器
焼
成
技
術
の
導

入
が
行
わ
れ
、
カ
マ
ド
の
導
入
な
ど
生
活
様
式
も
大
き
く
変
化
、
高
沢
遺
跡
の
よ
う
に
集
落
の
立
地
と
景
観
が
変
化
す
る
例
は
、
東
国
に

お
い
て
は
他
で
も
確
認
で
き
る）

（（
（

。
五
世
紀
代
は
、
地
域
の
構
成
単
位
で
あ
る
集
落
、
そ
れ
を
構
成
す
る
単
位
集
団
ま
で
が
再
編
成
さ
れ
る

変
革
期
で
あ
り
、
再
編
成
さ
れ
た
集
落
の
集
合
体
で
あ
る
地
域
社
会
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
は
、
系
譜
意
識
に
基
づ
き
集
落
や
単

位
集
団
の
構
成
員
を
結
び
つ
け
る
「
祖
」
の
信
仰
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
律
令
時
代
、
八
・
九
世
紀
ま
で
社
会
の

基
盤
と
し
て
存
続
し
た
た
め
、
五
世
紀
代
の
記
憶
が
、
居
住
域
や
耕
地
を
設
定
し
、
古
墳
に
葬
ら
れ
た
「
祖
」「
上
祖
」「
初
祖
」
な
ど
の
説

話
と
し
て
各
地
に
伝
え
ら
れ
、
風
土
記
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
祖
」
と
「
神
」
と
は
、
同
じ
方
法
で
祭
ら
れ
た
た
め
、
六
～
七
世
紀
代
に
は
、
両
者
の
混
同
や
結
び
付
き
が
生
じ
て
い
た
可

能
性
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、「
祖
」
の
系
譜
の
上
に
神
々
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
『
記
紀
』
に
投
影
さ
れ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
六
・
七
世
紀
の
横
穴
式
石
室
と
結
び
付
く
「
黄
泉
国
」
説
話
の
穢
れ
観
が
影
響
し
て
、
記
憶
に
新
し
い
死
者
と
「
祖
」

「
上
祖
」
と
の
分
離
を
促
進
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
居
住
域
と
墓
域
を
代
々
継
承
す
る
中
で
、「
祖
」
の
祭
祀
も
代
々
継
承
さ

れ
、
死
者
と
「
祖
」「
上
祖
」
と
の
分
離
を
経
て
、
古
代
の
氏
神
祭
祀
へ
と
繋
が
る
要
素
が
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
さ
ら
な
る
検
証
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
十
四
年（
六
〇
六
）四
月
八
日
と
七
月
十
五
日
の
条
に
設
斎
の
記
事
が
あ
り）

（（
（

、
七
月
十
五
日
の
設

斎
は
、『
佛
説
盂
蘭
盆
経
』
の
内
容
と
一
致
し
、
七
世
紀
初
頭
に
は
、
七
世
父
母
を
供
養
す
る
、
仏
教
信
仰
の
祖
先
供
養
が
始
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。『
佛
説
盂
蘭
盆
経
』は
、自
恣
に
僧
侶
へ
と
食
べ
物
等
を
供
養
す
る
こ
と
で
、七
代
の
父
母
が
救
わ
れ
る
文
脈
と
な
っ

て
お
り
、
祖
霊
へ
と
飲
食
を
供
献
す
る
も
の
と
は
基
本
的
に
異
な
る）

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
九
世
紀
初
頭
の
仏
教
説
話
集
『
日
本
霊
異
記
』
に

は
、
諸
霊
へ
の
饗
応
と
拝
礼
を
記
し
た
説
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
・
畜
に
履
ま
る
る
髑
髏
の
救
ひ
収
め
ら
れ
、
霊
し
き
表
を
示
し
て
現

に
報
ず
る
縁　

第
十
二
」
な
ど
複
数
が
残
さ
れ
て
お
り）

（（
（

、
十
二
月
の
晦
日
に
諸
霊
が
子
孫
・
遺
族
の
も
と
を
訪
れ
、
飲
食
で
饗
応
を
受
け

拝
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
で
語
ら
れ
る
。
祭
祀
の
日
は
異
な
る
が
、『
常
陸
国
風
土
記
』「
神
祖
の
尊
」
の
祭
祀
と
類
似
し
た
内
容
で
あ
る
。

飲
食
で
饗
応
す
る
「
祖
」
の
祭
り
は
、
仏
教
信
仰
が
浸
透
す
る
中
で
も
容
易
に
変
化
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
十
世
紀
、
多
く
の
古
代
集
落
が
解
体
・
消
滅
し
、
五
世
紀
以
来
の
「
祖
」
の
信
仰
と
系
譜
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
可

能
性
が
高
い）

（（
（

。
今
回
分
析
を
行
っ
た
高
沢
遺
跡
の
南
約
八
〇
〇
ｍ
、「
お
ゆ
み
野
地
区
」
内
の
椎
名
崎
遺
跡
で
は
、
十
世
紀
代
に
古
墳
群

の
中
に
竪
穴
建
物
五
棟
が
侵
入
し
て
営
ま
れ）

（（
（

、
集
落
と
墓
域
の
景
観
が
大
き
く
変
化
す
る
。
古
墳
の
周
溝
の
上
に
営
ま
れ
た
竪
穴
建
物
か

ら
、
仏
具
の
灰
釉
陶
器
浄
瓶
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
象
徴
的
で
、
地
方
に
お
け
る
「
祖
」
の
祭
祀
と
系
譜
意
識
の
変
化
に
、
八
・
九
世

紀
を
通
じ
て
集
落
内
へ
と
浸
透
し
て
い
た
仏
教
信
仰
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
十
二
世
紀
後
半
頃
に
は
、
新
た
な

集
落
・
屋
敷
地
と
墓
地
が
現
れ
、
中
世
的
な
景
観
が
形
成
さ
れ
る）

（（
（

。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
そ
の
後
に
つ
な
が
る
祖
先
・
死
者
観
が
作
ら
れ
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て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
代
的
な
「
祖（
お
や
）」
の
信
仰
は
、
死
者
を
「
仏（
ほ
と
け
）」
と
呼
び
仏
教
的
に
供
養
す
る
中
世
的
な
信

仰
へ
と
変
貌
す
る
一
方
で
、
祖
先
の
霊
を
飲
食
で
饗
応
す
る
要
素
は
、
盆
行
事
の
中
に
残
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点

は
、
稿
を
改
め
考
え
て
み
た
い
。
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献
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史
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献
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（
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古
学
「
か
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ら
考
え
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日
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学
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〇
〇
六

（
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太
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郎
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の
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史
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信
仰
と
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』
岩
波
書
店　
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〇
〇
六

（
13
）土
生
田
純
之
『
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泉
国
の
成
立
』
学
生
社　

一
九
九
八

（
14
）奈
良
県
広
陵
町
教
育
委
員
会
編
『
出
島
状
遺
構　

巣
山
古
墳
調
査
概
報
』
学
生
社　

二
〇
〇
五

（
15
）『
行
者
塚
古
墳　

発
掘
調
査
概
報
』
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古
川
市
教
育
委
員
会　

一
九
九
七

（
16
）若
狭
徹
他
編
『
は
に
わ
群
像
を
読
み
解
く
』
か
み
つ
け
の
里
博
物
館　

二
〇
〇
〇

（
17
）倉
野
憲
司
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
事
記　

祝
詞
』
岩
波
書
店　

一
九
五
八

（
18
）坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀　

上
』
岩
波
書
店　

一
九
六
七

（
19
）本
居
宣
長
『
増
補
本
居
宣
長
全
集
第
一　

古
事
記
傳　

神
代
之
部
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
〇
二

（
20
）田
中
久
夫
『
氏
神
信
仰
と
祖
先
祭
祀
』
名
著
出
版　

一
九
九
一

（
21
）秋
本
吉
郎
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

風
土
記
』
岩
波
書
店　

一
九
五
八

（
22
）『
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
』
埼
玉
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教
育
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会　
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九
八
〇
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埼
玉
稲
荷
山
古
墳
辛
亥
銘
鉄
剣
修
理
報
告
書
』
埼
玉
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
二

　
　

小
川
良
祐
他
編
『
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
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時
代
―
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
』
山
川
出
版
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二
〇
〇
三

　
　

稲
荷
山
古
墳
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
れ
ら
文
献
に
よ
っ
て
い
る
。

（
23
）註
22
、
小
川
良
祐
他
編
文
献
。

（
24
）義
江
明
子
「
鉄
剣
銘
「
上
祖
」
考
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
二
集　

二
〇
〇
九

（
25
）註
23
に
同
じ
。
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（
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）註
23
に
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じ
。

（
27
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生
衛
「
古
墳
時
代
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け
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祭
具
の
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検
討
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文
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Ｆ
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葉
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〇
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。
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献
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迫
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〇
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一
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。
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古
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六
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古
墳
文
化
の
研
究
』
六
一
書
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〇
八
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41
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昭
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書
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古
墳
出
土
須
恵
器
に
み
る
地
域
流
通
の
解
体
と
一
元
化
―
駿
河
西
部
域
に
お
け
る
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
の
古
墳
出
土
須

恵
器
を
事
例
と
し
て
―
」『
日
本
考
古
学　

第
九
号
』
日
本
考
古
学
協
会　

二
〇
〇
〇
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房
総
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史
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土
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房
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史
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学
研
究
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九
八
七

（
44
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五
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台
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九

（
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（
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井
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四
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か
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縁
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』
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葉
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学
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研
究
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書
二　

二
〇
〇
二
）に
よ
る
。

（
49
）白
石
太
一
郎
「
山
ノ
上
古
墳
と
山
ノ
上
碑
―
古
墳
の
合
葬
原
理
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
』
青
木
書
店　

二
〇
〇
三

（
50
）田
中
良
之
は
、
出
土
人
骨（
主
に
歯
冠
計
測
値
）の
遺
伝
的
形
質
の
分
析
か
ら
、
古
墳
被
葬
者
の
埋
葬
パ
タ
ー
ン
を
抽
出
し
て
い
る
。

古
墳
被
葬
者
の
関
係
は
、
モ
デ
ル
Ⅰ
:
同
世
代
の
血
縁
者
・
キ
ョ
ウ
ダ
イ
原
理
、
モ
デ
ル
Ⅱ
:
父（
家
長
）と
子
、
モ
デ
ル
Ⅲ
:
家
長
夫

妻
と
子
の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、モ
デ
ル
Ⅱ
は
五
世
紀
後
半
、モ
デ
ル
Ⅲ
は
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
出
現
す
る
と
し
て
い
る
。

今
回
、
分
析
対
象
と
し
た
高
沢
・
生
浜
古
墳
群
、
南
二
重
堀
遺
跡
の
古
墳
群
は
、
年
代
的
に
は
五
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
代
で
、
モ
デ

ル
Ⅱ
・
Ⅲ
に
対
応
し
、
山
ノ
上
古
墳
で
は
父
と
娘（
黒
売
刀
自
）が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
こ

で
も
家
長
を
中
心
に
古
墳
が
営
ま
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
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田
中
良
之
「
古
墳
時
代
の
家
族
／
親
族
／
集
団
」『
古
墳
時
代
の
日
本
列
島
』
青
木
書
店　

二
〇
〇
三

（
51
）『
新
訂
増
補　

国
史
大
系　

続
日
本
紀　

前
編
』

（
52
）『
新
訂
増
補　

国
史
大
系　

日
本
後
紀
』

　

�　

な
お
、
田
中
久
夫
は
、
こ
の
記
事
に
見
ら
れ
る
氏
族
が
何
れ
も
帰
化
人（
渡
来
人
）系
で
あ
り
、
そ
の
墓
地
と
祖
先
観
に
つ
い
て
は
、

渡
来
人
と
の
関
係
を
想
定
し
て
い
る（
註
20
文
献
）。
し
か
し
、
高
沢
・
生
浜
古
墳
群
、
南
二
重
堀
遺
跡
の
古
墳
群
に
見
ら
れ
る
墓
域
の

景
観
は
、
こ
の
記
事
の
「
子
孫
相
守
。
累
世
不
侵
」
の
表
現
と
整
合
し
て
お
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
祖
霊
観
も
、
広
く
敷
衍
さ
せ
て
よ

い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
53
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千
葉
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ー
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〇
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（
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。
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。
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二
〇
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大
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実
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員
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二
〇
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（
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九
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七

（
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莊
司
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祭
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一
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〇

（
59
）註
50
、
田
中
良
之
論
文
。

（
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）笹
生
衛
「
第
四
編
第
二
章　

地
域
の
環
境
変
化
と
祭
祀
」『
神
仏
と
村
景
観
の
考
古
学
』
弘
文
堂　

二
〇
〇
五

（
61
）十
四
年
の
夏
四
月
の
乙
酉
の
朔（
中
略
）、
是
年
よ
り
初
め
て
寺
毎
に
、
四
月
の
八
日
・
七
月
の
十
五
日
に
設
斎
す
。
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坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀　

下
』
岩
波
書
店　

一
九
六
五

（
62
）『
大
正
新
修
大
蔵
経
第
十
六
巻
経
集
部
三
』
№
六
八
五

（
63
）小
泉
道
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

日
本
霊
異
記
』
新
潮
社　

一
九
八
四

（
64
）註
60
に
同
じ
。

（
65
）『
千
葉
東
南
部
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
六　

椎
名
崎
遺
跡
』
㈶
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
七
九

（
66
）笹
生
衛
「
古
代
集
落
の
変
化
と
中
世
的
景
観
の
形
成
―
西
上
総
、
小
糸
川
流
域
の
事
例
を
中
心
に
―
」『
千
葉
県
史
研
究　

第
一
一
号

別
冊　

中
世
特
集
号
』
千
葉
県　

二
〇
〇
三
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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
平
田
篤
胤
の
霊
魂
観
が
本
居
宣
長
の
霊
魂
観
を
批
判
的
に
継
承
し
た
思
想
と
し
て
、
国
学
の
発
展
上
に
位
置
付
け
ら

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
目
的
の
背
景
に
は
近
年
に
お
け
る
平
田
国
学（
平
田
篤
胤
と
そ
の
学
問
組
織
で
あ
る
気
吹
舎
の
学
問
）の
組
織
面
に
お
け
る
歴
史
的

研
究
の
進
展
と
、
平
田
篤
胤
と
は
何
者
か
と
い
う
篤
胤
像
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
研
究
と
の
関
係
が
あ
る
。
平
田
国
学
を
め
ぐ
る
歴
史
的
研

究
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
主
体
と
な
っ
て
行
っ
て
い
る
平
田
家
資
料
の
調
査
・
公
開
で
あ

る
。
特
に
「
気
吹
舎
日
記
」
等
の
翻
刻
は
、
化
政
期
以
降
の
篤
胤
と
気
吹
舎
の
動
向
を
詳
細
に
理
解
す
る
た
め
の
重
要
資
料
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
の
伝
記
研
究
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
た
渡
邉
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究（

１
）』

所
収
の
資
料
群
を
大
き
く
更
新
し
た
業
績
で
あ
る
。
他
方
で

『
霊
能
真
柱
』
の
霊
魂
観

　
　
―
宣
長
の
継
承
者
と
し
て
の
篤
胤
―

小　

林　

威　

朗
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思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
篤
胤
像
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が
篤
胤
の
思
想
に
宣
長
と
の
断
絶
や
異
質

性
を
見
出
し
、
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
け
る
独
自
性
を
主
張
す
る
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
独
自
性
の
主
張
は

篤
胤
と
同
時
代
の
諸
学
者
に
よ
る
評
価
が
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
和
辻
哲
郎
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺

え
る
。

　
　

�

篤
胤
の
神
道
説
は
、
宣
長
の
長
所
で
あ
る
古
典
の
文
学
的
研
究
と
関
係
な
く
、
宣
長
の
最
も
弱
い
点
、
す
な
わ
ち
そ
の
狂
信
的
な
神

話
の
信
仰
を
う
け
つ
ぎ
、
そ
れ
を
狂
信
的
な
情
熱
に
よ
っ
て
拡
大
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
儒
学
者
か
ら
は
怪
妄

浮
誕
の
説
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
国
学
者
の
う
ち
で
さ
え
も
奇
説
と
し
て
斥
け
ら
れ
た（

２
）。

し
か
し
、
篤
胤
は
自
分
自
身
を
宣
長
の
学
問
を
継
承
す
る
者
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
本
稿
で
取
り
扱
う
『
霊
能
真
柱
』（
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）成
立
）に
お
い
て
も
「
師
説
を
本
と
し
て
。
こ
の
霊
能
真
柱
の
書
を
著
し
た
」（
下
巻
、
五
十
八
丁
オ
）と
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
宣
長
学
の
継
承
者
と
し
て
の
意
識
は
気
吹
舎
の
中
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
思
想
史
に
お
い

て
問
題
と
な
っ
て
い
る
篤
胤
像
は
内
在
的
理
解
か
ら
は
正
反
対
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
者
の
認

識
を
拠
り
所
と
し
て
形
成
さ
れ
た
篤
胤
像
だ
け
で
は
平
田
国
学
の
全
体
像
は
見
え
て
こ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
『
霊
能
真
柱
』
に
お
け
る
霊
魂
観
を
内
在
的
に
理
解
し
、
宣
長
の
思
想
の
継
承
者
と
し
て

篤
胤
を
位
置
付
け
た
い
。
こ
こ
で
『
霊
能
真
柱
』
を
用
い
る
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
『
霊
能
真
柱
』
を
も
っ
て
篤
胤

学
成
立
の
重
要
な
契
機
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
篤
胤
の
独
自
性
を
論
じ
る
場
合
も
こ
の
著
作
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
が
多

い
。
二
つ
目
は
、
篤
胤
の
霊
魂
観
研
究
の
必
要
性
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
前
提
に
は
、
近
世
国
学
の
思
想
は
近
代
を
通
じ
て
何
ら
か
の
形
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で
現
代
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る（

３
）。

当
然
こ
の
よ
う
な
時
間
的
変
化
の
中
で
の
影
響
関
係
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は

思
想
の
継
承
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
近
世
に
お
い
て
国
学
者
の
思
想
は
学
問
と
し
て
の
形
式
を
有
し
て
い
た
、
と
い
う

の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
篤
胤
研
究
に
お
い
て
も
、
宣
長
の
学
問
を
継
承
し
た
者
と
し
て
篤
胤
を
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
村

岡
典
嗣
は
「
古
史
成
文
に
見
る
古
典
の
幾
分
の
主
観
的
改
作
と
、
古
史
伝
に
見
る
主
観
的
若
く
は
理
論
的
解
釈
」
は
「
古
伝
説
に
基
い
て
、

外
教
に
対
抗
し
得
べ
き
神
道
を
建
設
し
よ
う
と
の
哀
心
の
要
求
」
の
結
果
で
あ
っ
た
と
捉
え
、
こ
の
「
古
典
の
幾
分
の
主
観
的
改
作
」
と

「
主
観
的
若
く
は
理
論
的
解
釈
」
は
「
程
度
の
、
比
較
的
少
な
く
し
て
、
そ
の
態
度
の
破
壊
的
で
な
か
っ
た
こ
と
で
、
是
彼
が
宣
長
の
学

徒
た
る
所
以
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

４
）。

と
こ
ろ
が
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
篤
胤
の
特
徴
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
宣
長
と
の
関
係
は
あ
ま

り
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

篤
胤
の
霊
魂
観
を
宣
長
の
学
問
を
批
判
的
に
継
承
し
た
も
の
と
捉
え
る
研
究
に
、
安
蘇
谷
正
彦
の
論
考
が
あ
る
。
安
蘇
谷
は
「
師
の
説

に
「
な
な
づ
み
そ
」
と
い
う
主
張
を
、
宣
長
の
没
後
の
門
人
・
平
田
篤
胤
は
、「
死
」
の
問
題
に
お
い
て
実
現
し
た
」
と
い
う
立
場
か
ら

考
察
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
篤
胤
の
霊
魂
観
の
根
底
に
は
「
文
化
八
年
十
二
月
に
遭
遇
し
た
…
神
秘
体
験
」
や
「
死
後
の
世
界
へ
の

親
し
さ
」
が
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
篤
胤
の
霊
魂
観
は
彼
の
独
自
性
に
よ
る
も
の
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る（

５
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
篤
胤
の
思
想
に
宣
長
と
の
継
承
関
係
を
指
摘
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
篤
胤
の
独
自
性
に
よ
る
も

の
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
は
た
し
て
篤
胤
の
霊
魂
観
が
宣
長
の
霊
魂
観
を
継
承
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
事

が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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二
、
問
題
の
所
在

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
は
『
霊
能
真
柱
』
の
霊
魂
観
に
篤
胤
の
独
創
性
を
見
出
し
て
き
た
。
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
と
し
て
は
、

子
安
宣
邦
が
「
こ
の
「
霊
の
行
方
の
安
定
」
を
め
ぐ
る
篤
胤
の
言
明
は
、
宣
長
た
ち
既
存
の
国
学
者
た
ち
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
き
わ
め
て

唐
突
な
言
明
で
あ
り
、
古
え
学
び
に
異
質
な
契
機
が
接
木
さ
れ
た
感
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う（

６
）」

と
述
べ
て
い
る
の
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、『
霊
能
真
柱
』
の
冒
頭
部
分
の
解
釈
で
あ
る（

７
）。

　

資
料 

一

　
　
　

�

古
ヘ

学
ビ

す
る
徒ト

モ

は
。
ま
ず
主ム

ネ

と
大ヤ

マ
ト倭

心ゴ
ヽ
ロを

堅カ
タ

む
べ
く
。
こ
の
固カ

タ
メの

堅カ
タ

在カ
ラ

で
は
。
真マ

コ
トノ

道ミ
チ

の
知シ

リ

が
た
き
由ヨ

シ

は
。
吾

ガ
師

ノ
翁
の
。
山ヤ

マ

管ス
ゲ

の
根ネ

の
丁ネ

モ

寧コ
ロ

に
。
教

オ
シ
ヘ

悟サ
ト

し
お
か
れ
つ
る
。
此こ

は
磐
根
の
極
み
突
立
る
。
厳

イ
カ
シ

柱ハ
シ
ラの

。
動ウ

ゴ
クま

じ
き
教

ヘ
な
り
け
り
。
斯カ

ク

て
そ
の
大
倭
心
を
。

太
ク

高
く
固

メ
ま
く
欲ホ

リ

す
る
に
は
。
そ
の
霊
の
行
方
の
安シ

ヅ
マ
リ定

を
。
知
る
こ
と
な
も
先サ

キ

な
り
け
る
。【
霊タ

マ

の
行
方
の
こ
と
は
。
第
十

図
の
下モ

ト

な
る
。
終ト

ヂ
メの

論
ア
ゲ
ツ
ラひ

に
。
委ク

ハ
シく

い
へ
り
。】
さ
て
。
そ
の
霊
の
行ユ

ク

方ヘ

の
。
安シ

ヅ
マ
リ定

を
知シ

ラ

ま
く
す
る
に
は
。
ま
づ
天ア

メ
ツ
チ
ヨ
ミ

地
泉
の
三

つ
の
成ナ

リ

初ハ
ジ
メ。

ま
た
そ
の
有ア

リ

象カ
タ
チを

。
委ツ

バ
ラ細

に
考カ

ム
カヘ

察ミ

て
。
ま
た
。
そ
の
天
地
泉
を
。
天
地
泉
た
ら
し
め
幸

サ
チ
ハ
ヒ

賜タ
マ

ふ
。
神
の
功イ

サ
ヲ徳

を
熟ヨ

ク

知サ
ト

り
。
ま
た
我ワ

が
皇

ス
メ
ラ

大オ
ホ

御ミ

国ク
ニ

は
。
万

ノ
国
の
。
本モ

ト

つ
御ミ

柱ハ
シ
ラた

る
御
国
に
し
て
。
万

ノ
物
万

ノ
事
の
。
万

ノ
国
に
卓ス

グ
レ越

た
る
元モ

ト
ノ

因イ
ハ
レ。

ま

た
掛カ

ケ

ま
く
も
畏カ

シ
コき

。
我
が
天ス

メ
ラ
ミ
コ
ト

皇
命
は
。
万

ノ
国
の
大オ

ホ

君キ
ミ

に
坐マ

シ
マす

こ
と
の
。
真マ

コ
トノ

理
コ
ト
ワ
リを

熟ウ
マ
ラに

知シ
リ

得エ

て
。
後
に
魂タ

マ

の
行
方
は
知
る
べ
き

も
の
に
な
む
有

リ
け
る
。（
上
巻
、
一
丁
ウ
―
二
丁
オ
、
囲
み
線
引
用
者
）

こ
の
文
中
に
登
場
す
る
「
霊
の
行
方
」
と
「
魂
の
行
方
」
を
と
も
に
「
霊
魂
の
行
方
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
多
い（

８
）。

つ
ま
り
、「
霊
」
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と
「
魂
」
の
語
を
一
括
し
て
「
霊
魂
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
部
分
は
篤
胤
の
自
説
で
あ
る
幽
冥
論
を
前
提
と
し
て
「
大
倭
心
」

が
固
ま
る
と
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
故
に
『
霊
能
真
柱
』
が
国
学
と
し
て
の
宣
長
の
学
問
か
ら
逸
脱
し
、「
異
質
」
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
篤
胤
の
霊
魂
観
は
宣
長
の
学
問
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
あ
ら
た
め
て
『
霊
能
真
柱
』
を
読

み
直
し
、
篤
胤
の
霊
魂
観
が
国
学
の
発
展
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
、「
死
」
の
起
源

　

篤
胤
は
『
新
鬼
神
論
』（
文
化
二（
一
八
〇
五
）年
）に
お
い
て
神
霊
の
実
在
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
本
居
宣
長
の
「
神
霊
実

在
論
」
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

９
）。

し
か
し
、『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
神
観
に
お
い
て
大
き
な
変
化
が
見

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
の
「
死
」
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。
ま
ず
、
宣
長
の
言
説
を
『
答
問
録
』
か
ら
確
認
し
た
い
。

　

資
料 

二

　
　
　

�

高
天
原
ニ
坐
ス
神
ハ
、
死
ト
云
事
ナ
ク
常ト

コ
シヘ

也
、
国
に
坐
神
ハ
ミ
ナ
死
セ
リ
、
又
天
ノ
神
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
国
ヘ
降
リ
テ
ハ
死
ヲ
マ

ヌ
カ
レ
ズ
、
天
ト
国
ト
ヲ
以
テ
、
不
死
ト
死
ト
ヲ
判
ズ
ベ
シ
、
サ
テ
既
ニ
死
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
ソ
ノ
御
霊
ハ
留
リ
テ
ア
ル
事
ニ
テ
、

時
ト
シ
テ
ハ
、
現

ウ
ツ
シ

身ミ

ヲ
モ
ア
ラ
ハ
ス
事
ア
リ
、
此
趣
ス
ベ
テ
臆
断
ニ
ア
ラ
ズ
、
古
事
記
、
書
紀
ニ
シ
ル
セ
ル
證
例
ニ
ツ
キ
テ
云
也
、

ツ
ユ
バ
カ
リ
モ
、
己
ガ
臆
度
ヲ
マ
ジ
ヘ
テ
理
ヲ
以
テ
云
ハ
、
漢
意
ニ
オ
ツ
ル
事
也
、（『
宣
長
全
集
』
第
一
巻）

（（
（

、
五
二
二
頁
）

つ
ま
り
、
宣
長
に
お
い
て
は
「
天
」
に
い
る
神
は
死
ぬ
こ
と
な
く
、「
地
」
に
い
る
神
の
み
が
死
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
篤
胤
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は
批
判
し
て
、「
師
翁
の
説
に
、
天
に
坐
す
神
は
、
死マ

ガ
ルと

い
ふ
こ
と
な
く
常

ト
コ
シ
ヘな

り
。
国
に
坐
す
神
は
、
皆
死
ぬ
と
い
は
れ
し
は
あ
な
か
し
こ
、

何
の
拠

ヨ
リ
ド
コ
ロあ

り
て
、
か
ゝ
る
説
を
ば
宣
ひ
け
む
。」（
下
巻
、
三
十
九
丁
ウ
）と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

　

資
料 
三

　
　
　

�

実マ
コ
トハ

。
神
代
の
神
々
の
死

マ
ガ
リ

給
ひ
ぬ
る
と
し
か
ら
ぬ
と
の
差ケ

ヂ
メ別

は
。
皇
御
孫

ノ
命
の
。
天ア

モ
リ降

坐マ

さ
ゞ
り
し
前サ

キ

の
神
々
は
。
国
に
坐マ

シ

ま

せ
る
も
。
す
べ
て
。
大
国
主

ノ
神
に
属ツ

キ

坐マ
シ

て
。
今
に
至
る
ま
で
隠

カ
ク
リ

坐マ
シ

ま
し
。
皇
御
孫

ノ
命
に
属ツ

キ

坐マ
セ

る
神
々
は
。
顕ア

ラ
ハ
ニ明

な
る
故
に
。

死マ
ガ
リま

し
ぬ
と
思
は
る
ゝ
な
り
。（
下
巻
、
四
十
丁
オ
、
ウ
）

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
孫
降
臨
以
前
の
神
は
「
地
」
に
い
て
も
大
国
主
神
に
属
し
て
い
る
た
め
、
お
隠
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
「
死マ

ガ
ル」

こ
と
は
な
い
。
他
方
で
、
皇
御
孫
命
に
属
し
て
い
る
神
々
、
す
な
わ
ち
天
孫
降
臨
に
際
し
て
共
に
天
降
り
さ
れ
た
神
々
は
、「
顕

明
」
で
あ
る
た
め
に
「
死
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
古
伝
の
展
開
上
、
天
孫
降
臨
に
際
し
て
大
国
主
神
が
「
国
譲
り
」

を
し
、「
冥
府
を
掌シ

り
治シ

ロ
シめ

す
大
神
」（
下
、
八
丁
オ
）と
な
っ
た
後
で
な
い
と
神
々
の
死（
人
の
死
も
含
ま
れ
る
）が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

こ
の
両
者
の
認
識
の
差
は
、
古
伝（
宣
長
に
お
い
て
は
古
事
記
）に
お
け
る
神
々
の
事
跡
の
内
、
ど
の
部
分
を
以
て
「
死
」
の
起
源
と
す

る
か
、
と
い
う
こ
と
に
在
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
宣
長
は
伊
邪
那
美
命
の
「
神
避
」
を
も
っ
て
「
死
」
の
起
源
と
し
て
い
る
こ

と
が
、「
唯
死シ

ニ

人ビ
ト

の
往
て
住ス

ム

国
と
意
得
べ
し
、
…
貴
き
も
賤
き
も
善
も
悪
も
、
死
ぬ
れ
ば
み
な
此

ノ
夜
見

ノ
国
に
往
こ
と
ぞ
」（『
宣
長
全
集
』

第
九
巻
、
二
三
八
頁
）と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
篤
胤
は
伊
邪
那
美
命
の
「
神
避
」
を
鎮
火
祭

祝
詞
を
用
い
て
死
で
は
な
い
と
断
じ
た
う
え
で）

（（
（

、
大
国
主
神
の
「
国
譲
り
」（
＝
「
冥
府
の
大
神
」
と
な
る
）を
含
め
た
天
孫
降
臨
を
も
っ
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て
「
死
」
の
起
源
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
、
宣
長
の
「
死
」
の
起
源
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
が
伊
邪
那
美
命
の
「
神
避
」
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
篤
胤
は
そ
の

解
釈
を
批
判
し
て
「
国
譲
り
」
を
含
む
天
孫
降
臨
こ
そ
が
「
死
」
の
起
源
と
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
「
死
」
の
起
源
に
つ
い

て
の
両
者
の
対
立
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
古
伝
解
釈（
宣
長
に
お
い
て
は
古
事
記
解
釈
）を
通
し
た
両
国
学
者
の
研
鑽
の
上
に
成

り
立
っ
て
い
る
対
立
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、
神
の
「
ミ
タ
マ
」
と
人
の
「
タ
マ
」

　

神
観
と
霊
魂
観
を
密
接
に
結
び
つ
け
る
の
が
「
ミ
タ
マ
」
に
対
す
る
観
念
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
宣
長
の
言
説
か
ら
確
認
し
た
い
。

　

資
料 

四さ
て
神
の
御
霊
を
、
此

ノ
二

ツ（
和
御
魂
荒
御
魂
―
引
用
者
註
）に
対

ム
カ
ヘ

言イ
フ

は
、
た
ゞ
其

ノ
徳ハ

タ
ラ
キ用

を
云

フ
名
に
こ
そ
あ
れ
、
全ス

ベ
テ体

の
御ミ

タ
マ霊

は
御ミ

タ
マ霊

に
し
て
、
必
し
も
此

ノ
二

ツ
に
分
れ
た
る
外
、
無
き
に
は
非
ず
、
向

イ
ム
サ
キに

或
人
此

ノ
二フ

タ

御ミ
タ
マ魂

の
こ
と
を
問
へ
り
し
に
、
己

レ
火

に
譬
へ
て
答

ヘ
た
り
し
こ
と
あ
り
、
其ソ

は
ま
づ
一

ツ
の
火
あ
ら
む
に
、
其ソ

を
分ワ

ケ

取ト
リ

て
、
燭
と
薪
と
に
着ツ

ク

れ
ば
、
燭
に
も
薪
に
も
移ウ

ツ

り
て
燃モ

ユ

れ
ど
も
、
本
の
火
も
亦
滅キ

ユ

る
こ
と
な
く
、
減ヘ

る
こ
と
も
な
く
し
て
、
有

リ
し
ま
ゝ
な
る
が
如
く
、
全ス

ベ
テ体

の
御ミ

タ
マ霊

は
、
本
の

火
に
し
て
、
和
御
魂
荒
御
魂
は
、
燭
と
薪
と
に
移ウ

ツ

し
取

リ
た
る
火
の
如
し
、【
然
る
を
世

ノ
人
此

ノ
義コ

コ
ロを

知
ら
ず
、
全ス

ベ
テ体

の
御
魂
を
、

此
ノ

二
ツ

に
分

ケ
て
、
其

ノ
片カ

タ

つ
方
荒
魂
な
れ
ば
、
今
片
つ
方
を
ば
、
お
し
て
必

ズ
和
魂
と
心
得
る
は
、
非
な
り
…
】（『
宣
長
全
集
』

第
十
一
巻
、
三
八
七
頁
）
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こ
こ
で
は
、「
神
の
御
霊
」
に
は
「
全
体
の
御
霊
」
と
そ
こ
か
ら
分
か
れ
た
「
和
御
魂
荒
御
魂
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
「
火
」
を
例
に

し
て
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
部
分
を
人
の
「
タ
マ
」
に
ま
で
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

資
料 
五

　
　
　

�

さ
て
又

①
神
に
御
霊
あ
る
如
く
、
凡タ

ダ

人ビ
ト

と
い
へ
ど
も
、
ほ
ど
〳
〵
に
霊タ

マ

あ
り
て
、
其ソ

は
死
ぬ
れ
ば
夜ヨ

見ミ
ノ

国
に
去
る
と
い
へ
ど
も
、

な
ほ
此
世
に
も
留
ま
り
て
、
福

サ
キ
ハ
ヒを

も
、
禍

ワ
ザ
ハ
ヒを

も
な
す
こ
と
、
神
に
同
じ
、
但
其
人
の
位
の
尊

タ
カ
キ

卑ヒ
キ

き
、
心
の
智

サ
カ
シ

愚オ
ロ
カな

る
、
強

ツ
ヨ
キ

弱ヨ
ワ

き
な

ど
に
随
ひ
て
、
此
世
に
魂
の
の
こ
る
こ
と
も
け
ぢ
め
あ
り
て
、
始
よ
り
ひ
た
ふ
る
に
無
き
が
如
く
な
る
者
も
あ
り
、
又
数ヤ

ホ

百ト
セ

千チ

年ト
セ

を
経ヘ

て
も
、
い
ち
じ
ろ
く
盛サ

カ
リに

て
、
ま
こ
と
に
神
な
る
者
も
あ
る
な
り
、
さ
て
然

②
夜
見
国
に
去マ

カ

れ
る
魂
の
、
此
世
に
も
残
る
は
、

如い

何か

な
る
さ
ま
ぞ
と
云
に
、
彼
本
火
を
他

ア
ダ
シ

處ト
コ
ロへ

將モ
チ

去サ
リ

往ユ
ク

に
、
其
光
は
な
ほ
本
の
跡
へ
も
及
び
て
、
し
ば
し
は
明ア

カ

き
が
如
し
、

③
然

れ
ど
も
將モ

チ

去サ

る
火
の
遠
ざ
か
る
ま
ゝ
に
、
及
べ
る
本
の
跡
の
光
は
、
や
う
や
う
に
微カ

ス
カに

な
り
て
消キ

エ

行ユ
ク

如
く
、
数ア

マ

多タ

の
年
を
経
て
、

久
し
く
な
れ
ば
、
残ノ

コ

れ
る
霊
は
滅キ

エ

ゆ
く
を
、
尊
神
な
ど
は
、
黄
泉
国
に
去
坐
る
も
、
此
世
に
残
坐
御
魂
の
、
恒ト

コ
シ
ヘ常

に
衰シ

メ

る
こ
と
な

く
、
熾サ

カ
リな

る
は
、
火
大

キ
な
る
が
故
に
、
持モ

チ

去サ
リ

て
他

ア
ダ
シ

處ト
コ
ロに

到イ
タ
リ

着ツ
キ

て
の
後
も
、
本

ノ
跡
へ
及
ぶ
光
も
、
な
ほ
盛
に
し
て
、
か
は
る
こ

と
無
き
が
如
し
…（『
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻
、
三
八
八
頁
、
傍
線
引
用
者
）

こ
の
①
の
傍
線
部
分
で
は
、
人
の
「
霊
」
は
死
後
「
夜
見
国
」
に
往
く
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
人
の
位
や
能
力
等
に
よ
っ
て
現
世
に
留
ま

り
神
の
よ
う
に
禍
福
を
与
え
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
②
の
傍
線
部
分
に
お
い
て
「
本
火
」
と
「
光
」
を
用
い
て
説
明
し
て
い

る
よ
う
に
、「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」と「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
部
分
を
中
心
に
し
て
、
松
本
滋
は
夜
見
説
と
山
室
山
と
い
う
宣
長
に
お
け
る
二
つ
の
死
後
の
行
方
は
内
在
的
に
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
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を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
着
目
す
べ
き
は
③
の
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
火
」
が
遠
ざ
か
れ
ば
「
光
」
も

消
え
て
ゆ
く
様
に
、「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
の
た
め
に
「
残
れ
る
霊
」（
＝
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」）は
時
が
経
つ
に
つ
れ
薄

れ
て
い
き
、
結
局
は
消
滅
し
て
し
ま
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る（
後
述
）。

　

こ
の
よ
う
に
宣
長
が
自
身
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
譬
を
用
い
な
が
ら
述
べ
て
い
る
部
分
を
二
ヶ
所
引
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
篤
胤
は
前
者

に
お
い
て
は
賛
成
を
示
し
、
後
者
に
お
い
て
は
「
非
説
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

資
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六

　
　
　

�

師
翁
の
説
に
霊
を
此コ

処ヽ
彼カ

シ

処コ

に
祭
り
て
。
各オ

ノ

々〳
〵

験シ
ル
シあ

る
こ
と
を
。
一ヒ

ト
ツ箇

の
火
を
。
こ
ゝ
か
し
こ
に
移ウ

ツ

し
燈ト

モ

せ
ど
本
の
火
も
滅キ

ユ

る
こ

と
な
く
。
減ヘ

る
こ
と
な
く
。
有

リ
し
ま
ゝ
に
て
。
そ
の
移
し
取

リ
た
る
火
も
。
お
の
〳
〵
其

ノ
光

リ
の
熾サ

カ
リな

る
に
た
と
へ
ら
れ
た
る
。

実マ
コ
トに

然
る
こ
と
な
れ
ば
。
例タ

メ
シに

引
キ

出
も
す
べ
け
れ
ど
。
此コ

ハ
。
こ
の
国
土
な
る
神

カ
ミ
ノ

霊ミ
タ
マを

。
こ
ゝ
か
し
こ
に
祠マ

ツ

り
て
。
勝
劣
な
く

霊シ
ル
シ異

あ
る
に
は
。
よ
く
当ア

タ

れ
る
譬タ

ト
ヘな

れ
ど
。
黄ヨ

泉ミ

よ
り
招マ

ネ

か
れ
来
る
例

シ
に
は
。
云
ひ
が
た
く
な
む
。
さ
る
は
。
人
の
死シ

ヌ
ト
キ期

に
。

黄
泉
に
ゆ
く
魂タ

マ

は
い
ま
だ
祠マ

ツ

ら
ぬ
ほ
ど
の
こ
と
な
れ
ば
。
さ
し
翔カ

ケ

り
て
黄
泉
に
居ヰ

着ツ

く
べ
け
れ
ば
。
さ
て
は
。
此

ノ
国
土
に
来
り

が
た
き
由
な
る
こ
と
。
上
に
云
へ
る
が
如
く（
下
巻
、
三
十
六
丁
オ
、
ウ
）

つ
ま
り
、
篤
胤
は
地
上
世
界
に
い
る
「
神
霊
」
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
分
在
し
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
る
こ
と
の
譬
と

し
て
こ
の
「
火
」
を
分
け
る
説
明
を
受
容
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
半
で
は
こ
の
譬
は
夜
見
国
よ
り
来
格
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
当
て
は

ま
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
人
が
死
ん
だ
と
き
に
夜
見
国
に
往
く
「
魂
」
は
ま
だ
祀
る
前
の
こ
と
な
の
で
、
飛

ん
で
い
っ
て
夜
見
国
に
居
つ
い
て
し
ま
い
、
そ
う
な
っ
た
な
ら
現
世
に
は
来
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
別
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の
個
所
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

資
料 
七

　
　
　

�
師

ノ
説
に
。
倭
建

ノ
命
の
御ミ

霊タ
マ

の
。
上

ル
レ
天

ニ
と
云
ひ
。
ま
た
翔

ル
レ
天

ニ
。
な
ど
あ
る
を
解ト

カ

れ
し
や
う
。
強

ア
ナ
ガ
チに

魂
は
夜
見

ノ
国
へ
往

く
て
ふ
説コ

ト

を
立
む
と
し
て
説ト

カ

れ
し
状サ

マ

に
て
。穏

オ
ダ
ヤ
カな

ら
ず
。
天ア

マ

翔カ
ケ

ル
と
翔

ル
レ
天

ニ
と
は
差ケ

ヂ
メ別

あ
る
言コ

ト
バに

て
天
翔

ル
と
翔

リ
下
る
な
り
翔

ル

レ
天

ニ
は
翔

リ
上
る
こ
と
を
。
云
へ
る
な
る
を
も
思
ハ
れ
ざ
り
し
は
委

シ
か
ら
ず
。（
下
巻
、
三
十
五
丁
オ
）

篤
胤
の
考
え
で
は
、
宣
長
は
「
天
翔

ル
」
と
「
翔

ル
レ
天

ニ
」
を
混
同
し
て
お
り
、
そ
の
様
子
は
強
引
に
「
魂
」
が
夜
見
国
に
往
く
と
い
う

説
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
無
理
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
と
す
る
。

　

資
料 

八

　
　
　

�

倭
建

ノ
命
の
御ミ

霊タ
マ

の
。
翔カ

ケ
リ

レ
天ア

メ
ニ

飛ト
ビ

行イ
デ
マ
スと

も
。
ま
た
上

ル
レ
天

ニ
な
ど
も
あ
る
を
想オ

モ

へ
ば
。
神タ

魂マ

の
天ア

メ

へ
上ノ

ボ

れ
る
例タ

メ
シな

し
と
ハ
云
ひ
が
た

き
を
。
夜
見

ノ
国
へ
。
神
の
御
魂
の
往イ

デ
マ
セ坐

る
事

ノ
実
ハ
断タ

エ

て
例
の
な
き
こ
と
な
る
を
や
。
ま
た
。
中チ

カ

古ム
カ
シの

物
語
書ブ

ミ

な
ど
に
。
死シ

ニ

た

る
人
の
霊タ

マ

の
。
此

ノ
世
に
物
す
る
こ
と
を
。「
天ア

マ

か
け
り
て
云
々
。」
と
い
へ
り
。
そ
ハ
う
つ
ぼ
の
物
語
に
。
あ
ま
か
け
り
て
も
い

か
に
か
ひ
な
く
見
賜
ふ
ら
む
。
な
ど
あ
る
た
ぐ
ひ
な
り
。
此コ

は
天
に
上ア

ガ

り
居
た
る
霊
の
。
翔カ

ケ

り
降ク

ダ

り
て
も
の
す
る
よ
ミ
の
。
言コ

ト

な

る
を
も
思
ふ
べ
し
。（
下
巻
、
三
十
四
丁
ウ
）

篤
胤
に
と
っ
て
「
倭
建
命
の
御
霊
」
が
「
翔
レ
天
」
は
天
に
昇
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、「
あ
ま
か
け
り
て
」
は
天
か
ら
降
っ
て
く
る
こ
と
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を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、「
火
」
と
「
光
」
を
対
比
さ
せ
た
譬
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

資
料 
九ま

た
。
師
説
に
。
夜
見

ノ
国
へ
去マ

カ

れ
る
魂
の
。
此

ノ
世
に
も
残ノ

コ

る
は
。
如イ

何カ

な
る
状サ

マ

ぞ
と
云
ふ
に
。
彼

ノ
本

ノ
火
を
。
他

ア
ダ
シ

処ト
コ
ロへ

転モ
チ

去サ
リ

往ユ
ク

に
。
其

ノ
光

リ
は
。
な
ほ
本
の
跡
へ
も
及
び
て
。
し
ま
し
は
明ア

カ

き
が
如
し
。
然
れ
ど
も
。
将モ

チ

去サ

る
火
の
遠
ざ
か
る
ま
ゝ
に
。
及

べ
る
本
の
跡
の
光

リ
は
。や
う
〳
〵
に
微カ

ス
カに

な
り
て
。消キ

エ

行ユ
ク

ご
と
く
。数ア

マ

多タ

の
年
を
経ヘ

て
。久
し
く
な
れ
ば
残
れ
る
霊
は
滅キ

エ

ゆ
く
を
。

尊
キ

神
な
ど
は
。
黄
泉

ノ
国
に
去

リ
坐

セ
る
も
。
此

ノ
世
に
残

リ
坐
す
御ミ

魂タ
マ

の
。
恒ト

コ

常ト
ハ

に
衰シ

ヌ

る
こ
と
な
く
熾サ

カ
リな

る
は
。
火
大

キ
な
る
が

故
に
。
持モ

チ

去サ
リ

て
。
他コ

ト

処ヽ
コ
ロに

到イ
タ
リ

着ツ
キ

て
の
後
も
。
本

ノ
跡
へ
及
ぶ
光

リ
も
。
な
ほ
盛サ

カ
リに

し
て
。
か
は
る
こ
と
な
き
が
如
し
」
と
い
は
れ

た
る
。
理

リ
は
さ
も
あ
り
げ
に
聞キ

コ

ゆ
れ
ど
も
。
非ヒ

ガ

説コ
ト

な
り
。
そ
は
。
予
が
こ
の
書
に
論

ラ
へ
る
こ
と
ゞ
も
を
。
熟ヨ

く
読ヨ

ミ
。
熟ヨ

ク

考
カ
ム
カ

へ
て
。
な
ほ
暁サ

ト

り
が
た
く
は
。
古
史

ノ
伝
の
出
る
を
待
て
見
る
べ
し
。（
下
巻
、
三
十
六
丁
ウ
）

篤
胤
は
資
料
五
で
引
用
し
た
宣
長
の
言
説
の
②
以
降
を
そ
の
ま
ま
『
霊
能
真
柱
』
に
引
用
し
「
非
説
な
り
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
理
由
は
「
こ
の
書
に
論

ラ
へ
る
こ
と
ゞ
も
を
。
熟
く
読
ミ
。
熟
考
へ
」
れ
ば
理
解
さ
れ
る
と
す
る
の
み
で
、
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
。
安
蘇
谷
は
こ
の
後
段
の
部
分
を
、
霊
魂
の
分
在
を
認
め
て
い
る
篤
胤
は
こ
の
宣
長
の
「
霊
魂
分
在
説
」
を
あ
え
て
否
定
す
る
必
要

を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
厳
密
に
論
じ
る
こ
と
を
避
け
た
、
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
宣
長
に
お
い
て

こ
の
「
火
」
と
「
光
」
と
を
対
比
さ
せ
た
譬
に
よ
る
霊
魂
論
が
示
し
て
い
た
こ
と
の
一
つ
に
は
、
安
蘇
谷
が
述
べ
る
よ
う
に
「
霊
魂
分
在

説
」
が
あ
り
、
そ
の
た
め
篤
胤
に
は
批
判
す
る
理
由
が
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
一
見
妥
当
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
宣
長
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の
譬
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
此
世
」
に
お
け
る
「
ミ
タ
マ
」
の
消
滅
を
述
べ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
で

あ
る
な
ら
ば
も
う
一
つ
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
『
霊
能
真
柱
』
全
体
か
ら
そ
の
理
由
を
読
み
取
る
と
い
う
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
篤
胤
の
霊
魂
観

　

こ
こ
で
篤
胤
の
霊
魂
観
の
分
析
を
行
う
前
に
、
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
点
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
二
節
で
は
、
先
行
研
究
に
お

い
て
篤
胤
が
『
霊
能
真
柱
』
の
執
筆
動
機
を
述
べ
た
と
さ
れ
る
冒
頭
部
分
で
、「
霊
」
と
「
魂
」
の
語
が
「
霊
魂
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
三
節
で
は
死
後
の
行
方
の
違
い
は
古
典
解
釈
の
差
に
淵
源
し
て
い
る
こ
と
、
四
節
で
は
篤
胤
は
宣
長
の
「
霊
魂
分
在
説
」
を
受
容

し
て
い
た
が
、『
霊
能
真
柱
』
の
全
体
を
通
じ
て
考
察
を
す
れ
ば
浮
か
び
上
が
る
「
非
説
」
の
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
を
確
認
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
点
に
配
慮
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
「
霊
」
と
「
魂
」
の
用
例
を
悉
皆
分
析
す
る
こ
と
と
し
た）

（（
（

。
そ
の
結
果
、『
霊
能
真
柱
』

に
お
い
て
「
霊
」
は
七
七
回（「
御
霊
」
六
三
回
、「
霊
」
一
四
回
）、「
魂
」
は
七
四
回（「
御
魂
」
一
六
回
、「
魂
」
五
八
回
）で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
用
例
を
検
討
す
る
と
、
共
通
す
る
内
容
を
含
ん
だ
用
例
が
存
在
す
る
と
同
時
に）

（（
（

、「
霊
」「
魂
」
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
用
例
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た（
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
用
例
に
焦
点
を
当
て
る
）。

　

ま
ず
、「
霊
」
固
有
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
ミ
タ
マ
」
が
現
世
に
対
し
て
直
接
的
に

0

0

0

0

影
響
を
与
え
る
こ
と
を
説
明
す
る
文
脈
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
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資
料
一
〇
・
資
料 

一
一

さ
て
。（
大
国
主
神
が
…
引
用
者
註
）杵
築

ノ
宮
を
。常ト

コ

磐ト
ハ

に
坐
す
処ト

コ
ロと

定
メ

た
ま
ひ
。鎮

リ
坐
し
つ
ゝ
も
。少
彦
名

ノ
神
の
渡

リ
坐
し
ゝ
。

常
世

ノ
国
に
御ミ

霊タ
マ

を
通
は
し
た
ま
ひ
て
。
彼

ノ
国
々
を
も
修

ツ
ク
リ

堅カ
タ
メま

し
ゝ
な
り
。（
下
巻
、
八
丁
オ
、
囲
み
線
引
用
者
）

ま
た
空
海
法
師
な
ど
。
此コ

は
。
師

ノ
翁
も
い
は
れ
し
如
く
。
彼

レ
か
霊タ

マ

の
。
今

ノ
世
ま
で
に
。
奇ア

ヤ
シ異

き
事ワ

ザ

あ
る
こ
と
は
。
そ
の
本
ハ
。

禍マ
ガ
ツ

神カ
ミ

の
御
心
に
因ヨ

れ
る
と
い
へ
ど
も
。
石イ

シ

臼ウ
ス

の
目メ

を
き
り
あ
る
く
な
ど
の
た
ぐ
ひ
。
そ
の
所シ

ワ
ザ為

ど
も
は
。
実マ

コ
トに

神
な
り
。（
下
巻
、

五
十
丁
ウ
―
五
十
一
丁
オ
、
囲
み
線
引
用
者
）

こ
の
よ
う
に
「
霊
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、「
常
世
国
」（
＝
外
国
）を
「
修

ツ
ク
リ

堅カ
タ
メ」

た
り
「
石イ

シ

臼ウ
ス

の
目メ

を
き
り
あ
る
く
」
と
い
っ
た
直

接
的
に
影
響
を
与
え
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る（
た
だ
し
、「
魂
」
に
お
い
て
も
「
幸
ふ
」（
下
巻
、
八
丁
オ
）や
「
霊
異
を
現
は
す
」（
下
巻
、

三
十
四
丁
ウ
）と
い
う
間
接
的
な
影
響
表
現
は
あ
る
）。

　

ま
た
、「
魂
」
固
有
の
用
例
は
、「
ミ
タ
マ
」
が
夜
見
国
に
行
く
か
ど
う
か
を
説
明
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
。

　

資
料 

一
二
・
資
料 

一
三

神
代
の
神
に
一

ト
柱
だ
に
。
そ
の
御
魂
の
泉

ノ
国
に
往イ

デ

坐マ
セ

る
例タ

メ
シの

な
け
れ
ば
。
其ソ

ノ

拠
ヨ
リ
ド
コ
ロと

為ナ

す
べ
き
こ
と
の
な
き
を
。
い
か
に
か

は
せ
む（
下
巻
、
三
十
二
丁
ウ
、
囲
み
線
引
用
者
）

人
ノ

魂
の
。
す
べ
て
は
。
夜
見
に
帰
ま
じ
き
理
は
。
神
代
の
事
実
に
よ
り
て
知

ル
の
ミ
な
ら
ず
。
人
の
生

ウ
マ
レ

出イ
ヅ

る
所ユ

エ

由ヨ
シ

。
ま
た
死シ

ニ

て

後
の
事

ノ
実
を
察ミ

て
も
暁サ

ト

る
べ
き（
下
巻
、
三
十
三
丁
オ
、
囲
み
線
引
用
者
）
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こ
れ
ら
の
用
例
で
は
、
現
世
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
説
明
す
る
「
霊
」
と
、
夜
見
国
に
往
く
か
ど
う
か
を
論
じ
る
と
き
に
用

い
ら
れ
る
「
魂
」
と
し
て
区
別
し
て
い
る
が
、
語
源
解
釈
上
に
お
い
て
も
こ
の
区
別
は
あ
る
程
度
の
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
前
者
は
霊
威
を
あ
ら
わ
す
「
チ
」
に
あ
て
ら
れ
る
「
霊
」
で
あ
り）

（（
（

、
後
者
は
「
魂
」
の
訓
の
一
つ
で
あ
る
「
タ
マ
シ
イ
」
の
語

が
人
体
の
「
中
府
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
タ
マ
が
麻
痺
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
た
も
の
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な「
霊
」「
魂
」の
使
い
分
け
は
宣
長
に
お
い
て
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」

と
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
分
在
す
る
と
い
う
思
想
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

前
掲
の
資
料
五
に
お
い
て
、
宣
長
は
神4

が
夜
見
に
去
っ
て
も
地
上
世
界
に
残
る
「
ミ
タ
マ
」（
＝
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」）は

不
滅
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
他
方
で
人4

の
場
合
は
「
ミ
タ
マ
」
が
夜
見
に
去
り
年
を
経
る
と
と
も
に
地
上
世
界
に
残
る
「
ミ
タ
マ
」

は
消
滅
す
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宣
長
の
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」
と
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」

の
構
造
が
篤
胤
に
お
い
て
は
「
霊
」「
魂
」
と
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
様
な
「
ミ
タ
マ
」
の
分
在
を

主
張
す
る
宣
長
の
霊
魂
観
を
批
判
的
に
継
承
し
た
の
が
篤
胤
な
の
で
あ
る
。

　

自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、
篤
胤
は
「
魂
」
の
行
方
が
夜
見
国
で
は
な
く
「
幽
冥
」
で
あ
る
と
説
く
。
し
か
し
、
宣
長
の
霊
魂
観
と
の
比

較
か
ら
考
え
れ
ば
こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
そ
の
「
幽
冥
」
が
地
上
世
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

資
料 

一
四

此
ノ

国
土
の
人
の
死シ

ニ

て
。
そ
の
魂タ

マ

の
行ユ

ク

方ヘ

は
。
何イ

ヅ

処コ

ぞ
と
云
ふ
に
。
常ト

コ

磐ト
ハ

に
こ
の
国
土
に
居ヲ

る
こ
と
。
古
伝
の
趣

キ
と
。
今
の
現

ウ
ツ
ヽ

の
事
実
と
を
考

ヘ
わ
た
し
て
。
明

ア
キ
ラ
カに

知
ら
る
れ
ど
も
。
万
葉
集
の
哥
に
も
。
…
「
百モ

ヽ

足タ

ら
ず
。
八ヤ

十ソ

の
隈ク

マ

路ヂ

に
手タ

向ム
ケ

せ
ば
。
過ス

ギ
ニ去

し
人
に
け
だ
し
相ア

ハ

む
か
も
。」
と
詠

メ
る
如
く
。
此コ

ノ

顕ア
ラ

明ハ
ニ

の
世
に
居
る
人
の
。
た
や
す
く
は
。
さ
し
定
め
云イ

ヒ

が
た
き
こ
と
に
な
む
。
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（
下
巻
、
三
十
七
丁
オ
、
ウ
、
囲
み
線
引
用
者
）

つ
ま
り
、
宣
長
に
お
い
て
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
の
た
め
に
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」
は
消
滅
す
る
と
さ
れ
た
が
、
篤
胤
に

お
い
て
は
「
魂
」
の
行
方
を
地
上
世
界
と
し
た
た
め
に
「
霊
」
も
不
滅
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宣
長
の
「
火
」
と
「
光
」
の
対

比
に
よ
る
譬
を
用
い
て
表
せ
ば
、「
火
」
が
地
上
に
存
在
す
る
た
め
に
「
光
」
も
輝
き
を
失
う
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
の
結
果
、
篤
胤
の
霊
魂
観
は
宣
長
の
霊
魂
観
に
比
べ
て
、
人
の
「
タ
マ
」
と
神
の
「
ミ
タ
マ
」
と
の
距
離
が
接
近
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　

資
料 

一
五

現ウ
ツ
シ

身ミ

の
世

ノ
人
も
居ヲ

る
ほ
ど
こ
そ
如カ

此ク

て
在ア

レ

ど
も
。
死シ

ニ

て
幽
冥
に
帰オ

モ
ムき

て
は
。
そ
の
霊タ

魂マ

や
が
て
神
に
て
。
そ
の
霊ク

シ
ビ異

な
る
こ

と
。
そ
の
量ホ

ド

々〳
〵

に
。
貴タ

フ
トき

賎イ
ヤ
シき

。
善ヨ

き
悪ア

シ

き
。
剛ツ

ヨ

き
柔ヨ

ワ

き
の
違タ

ガ
ヒこ

そ
あ
れ
。
中
に
卓ス

グ
レ越

た
る
は
。
神
代
の
神
の
。
霊ク

シ
ビ異

な
る
に
も
。

を
さ
〳
〵
劣オ

ト

ら
ず
功イ

サ
ヲを

な
し
。
ま
た
。
事
の
発オ

コ

ら
ぬ
予マ

ダ
キよ

り
。
其

ノ
事
を
人
に
悟サ

ト

す
な
ど
神
代
の
神
に
異コ

ト

な
る
こ
と
な
く
。
…
そ

は
黄ヨ

泉ミ

へ
往ユ

か
ず
は
。
何イ

ヅ

処コ

に
安シ

ヅ
マ
リ在

て
し
か
る
と
云
ふ
に
。
社ヤ

シ
ロ

。
ま
た
祠ホ

コ
ラ

な
ど
を
建タ

テ

て
祭マ

ツ
リ

た
る
は
。
其ソ

処コ

に
鎮

シ
ヅ
マ
リ

坐ヲ

れ
ど
も
。

然シ
カ
ラ在

ぬ
は
。
其ソ

ノ

墓オ
ク
ツ
キの

上ホ
ト
リに

鎮
リ

居
り
。
こ
れ
は
た
。
天ア

メ

地ツ
チ

と
共ト

モ

に
。
窮

キ
ワ
マ
リ

尽ツ
ク

る
期ト

キ

な
き
こ
と
。
神
々
の
常ト

コ

磐ト
ハ

に
。
そ
の
社

ヤ
シ
ロ

々〳
〵

に
坐

マ
シ
マ

す
と
お
な
じ
き
な
り
。（
下
巻
、
四
十
丁
ウ
―
四
十
一
丁
オ
、
囲
み
線
・
傍
線
引
用
者
）

以
上
の
様
な
「
霊
」
と
「
魂
」
の
用
例
検
討
か
ら
、
宣
長
に
お
け
る
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」
と
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
が

篤
胤
に
お
い
て
は
「
霊
」
と
「
魂
」
と
し
て
継
承
さ
れ
つ
つ
、
宣
長
の
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」
が
消
滅
す
る
と
い
う
説
が
批
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判
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
分
析
の
結
果
は
『
霊
能
真
柱
』
の
内
容
に
即
し
て
考
え
た
場
合
、
若
干
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
魂
」

が
地
上
に
存
在
す
る
「
幽
冥
」
に
往
き
「
霊
異
を
現
は
す
」
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
結
果
的
に
「
霊
」
と
「
魂
」
の
区
別
が
無

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例
が
前
頁
の
資
料
一
五
に
引
用
し
た
「
霊
魂
」
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
様
な

「
霊
魂
」
の
語
は
下
巻
の
二
十
七
丁
ウ
の
割
注
に
お
い
て
『
春
秋
左
氏
伝
』
や
『
傷
寒
雑
病
論）

（（
（

』
を
引
用
し
て
「
こ
れ
ら
す
べ
て
。
人
の

霊タ

魂マ

も
屍

シ
ニ
カ
ハ
ネと

ゝ
も
に
。
黄
泉
に
帰ユ

ク

と
し
て
云
へ
る
も
の
な
り
。」
と
し
て
登
場
し
て
以
降
全
部
で
八
回
登
場
す
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
人
が

そ
の
「
霊
魂
」
の
主
体
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
居
り
、「
霊
魂
」
が
夜
見
国
か
ら
祀
る
ご
と
に
来
格
す
る
の
で
は
な
い
こ
と（
下
巻
、
三
十
五

丁
ウ
）、
昔
か
ら
人
の
「
霊
魂
」
が
墓
上
で
霊
異
を
あ
ら
わ
す
例
が
沢
山
あ
る
こ
と（
下
巻
、
四
十
一
丁
ウ
）、
人
の
「
霊
魂
」
が
黄
泉
国

へ
往
く
と
い
う
伝
え
も
例
も
見
え
な
い
こ
と（
下
巻
、
四
十
六
丁
ウ
）、
宣
長
は
人
の
「
霊
魂
」
が
黄
泉
国
へ
往
く
と
い
う
説
に
熱
心
で
あ
っ

た
こ
と（
下
巻
、
四
十
七
丁
ウ
）、『
今
昔
物
語
』
の
伴
善
雄
の
「
霊
魂
」
が
疫
病
の
神
と
な
っ
た
例（
下
巻
、
五
十
四
丁
ウ
）、「
霊
魂
」
の

行
方
は
地
上
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と（
下
巻
、
五
十
六
丁
ウ
）が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
篤
胤

は
、
宣
長
が
用
い
た
「
ミ
タ
マ
」
を
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」
と
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
に
分
け
る
考
え
方
を
一
度
は
引
き

受
け
、「
霊
」
と
「
魂
」
を
割
り
当
て
て
考
察
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
魂
」
の
行
方
が
「
夜
見
」（
月
）で
は
な
く
地
上
の
見
え
な

い
世
界
＝
「
幽
冥
」
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
後
で
は
、「
霊
」
と
「
魂
」
を
区
分
す
る
境
界
線
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、「
霊
魂
」
と
し
て

一
括
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

（（
（

。
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六
、
ま
と
め
に
か
え
て

　

以
上
の
考
察
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
二
節
「
問
題
の
所
在
」
で
掲
げ
た
『
霊
能
真
柱
』
冒
頭
部
分
の
引
用
を
、「
霊
の
行
方
」
と
「
魂

の
行
方
」
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
注
意
し
な
が
ら
再
解
釈
し
て
み
た
い（
資
料
一
参
照
）。

　
「
古
学
す
る
徒
」
か
ら
始
ま
る
最
初
の
部
分
は
、
宣
長
の
教
え
を
も
と
に
「
大
倭
心
」
を
固
め
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
と
す
る
こ
れ
ま

で
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
そ
の
「
大
倭
心
」
を
固
め
る
た
め
に
「
霊
の
行
方
の
安
定
」
を
知
る
こ
と
が
第
一
で

あ
る
、
と
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
「
霊
」
が
現
世
に
お
い
て
何
ら
か
の
直
接

的
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
「
霊
」
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
行
方
」
は
『
霊
能
真
柱
』
を
論
じ
る
過
程
に
お
い
て
も
結
果
に
お
い
て

も
地
上
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
宣
長
が
す
で
に
神
に
も
人
に
も
現
世
に
「
ミ
タ
マ
」
が
残
る（
た
と
え
一
時
的
に
で
も
）と
す
る
説
を

述
べ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
改
め
て
「
行
方
」
が
地
上
の
「
幽
冥
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
の
は
違
和

感
が
あ
る
。
よ
り
注
目
す
べ
き
は
篤
胤
が
「
行
方
の
安
定
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
篤
胤
が
述
べ
て
い
る
の
は

「
霊
の
行
方
」
が
地
上
の
「
幽
冥
」
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、「
霊
の
行
方
」
で
あ
る
地
上
の
「
幽
冥
」
に
「
シ
ズ
マ
ル
」（
＝
そ
の
場
に

留
ま
り
変
化
が
無
い
）こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
ま
で
は
篤
胤
と
同
時
代
の
霊
魂
観
に
お
い
て
は
仏
教
的
西
方
浄
土
や
、
儒
教
的
魂

魄
説
に
お
け
る
魂
の
消
失
が
有
力
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
ら
か
ら
の
脱
却
を
意
図
し
て
い
る
、
と
い
う
文
脈
で
読
み
取
ら
れ
て
き
た
。

当
然
、
そ
の
こ
と
を
も
含
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
宣
長
自
身
が
地
上
に
お
け
る
「
現
世
に
影
響
を

与
え
る
ミ
タ
マ
」
は
消
滅
す
る
と
説
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
引
用
部
最
後
に
出
て
く
る
「
魂
の
行
方
」
に
つ
い
て
夜
見
国
に
往
か
な
い
「
魂
」
と
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
部
に
示
さ

れ
た
理
解
す
べ
き
四
ケ
条
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
天
地
泉
の
形
成
過
程
と
現
状
、
②
天
地
泉
た
ら
し
め
て
い
る
神
々
の
功
徳
、
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③
皇
国
が
万
国
よ
り
優
れ
て
い
る
理
由
、
④
天
皇
が
「
万
国
の
大
君
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
の
天
地
泉
の

現
状
以
外
は
す
べ
て
古
伝
よ
り
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
重
要
な

の
は
④
の
天
皇
が
「
万
国
の
大
君
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
で
あ
る
。

　

篤
胤
に
と
っ
て
こ
の
「
万
国
の
大
君
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
は
、「
死
」
の
起
源
で
あ
る
大
国
主
神
の
「
国
譲
り
」
を
含
ん
だ
天
孫
降

臨
の
解
釈（
三
節
参
照
）と
表
裏
一
体
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
天
皇
が
「
万
国
の
大
君
」
で
あ
る
理
由
を
下
巻
の
最
初
で
述
べ
て
い

る
が）

（（
（

、
以
下
に
そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
三
点
に
な
ろ
う
。

　
　

㋑�

皇
国
は
天
孫
降
臨
ま
で
大
国
主
神
が
治
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
天
照
大
御
神
の
「
御
詔
依
」
に
よ
っ
て
大
国
主
神
が
「
隠カ

ク

り
賜

ひ
」
た
こ
と

　
　

㋺�

そ
の
「
御
詔
依
」
の
文
言
中
の
「
豊
葦
原
之
水
穂

ノ
国
」
と
は
「
青
海
原
潮
之
八
百
重
」
と
い
う
地
上
の
万
国
を
含
む
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　

㋩�

産
霊
大
神
、
天
照
大
御
神
の
御
孫
で
あ
る
天
皇
が
㋺
の
意
味
を
含
ん
だ
㋑
の
「
御
詔
依
」
に
よ
り
万
国
の
大
君
と
さ
れ
て
い
る
こ

と

こ
の
よ
う
に
篤
胤
の
古
伝
解
釈
に
お
い
て
は
、
天
照
御
大
神
の
「
御
詔
依
」
に
よ
っ
て
大
国
主
神
が
「
隠カ

ク

り
賜
ひ
」（「
死
」
の
起
源
）、
そ

し
て
そ
の
「
御
詔
依
」
の
ま
ま
に
天
皇
が
「
万
国
の
大
君
」
と
な
っ
た
、
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
を
端

的
に
示
し
た
の
が
次
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
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資
料 

一
六

さ
て
顕ア

ラ

明ハ
ニ

事ゴ
ト

と
。
幽カ

ミ
ゴ
ト

冥
事
と
の
差ケ

ジ
メ別

を
熟

ツ
ラ
〳
〵

想オ
モ

ふ
に
。
凡タ

ヾ

人ビ
ト

も
如カ

此ク

生イ
キ

て
現

ウ
ツ
シ

世ヨ

に
在ア

る
ほ
ど
ハ
。
顕
明
事
に
て
。
天
皇
命
の
御ミ

民タ
ミ

と
あ
る
を
。
死シ

ニ

て
は
。
そ
の
魂タ

マ

や
が
て
神
に
て
。
か
の
幽
霊
。
冥
魂
な
ど
も
い
ふ
如
く
。
す
で
に
い
は
ゆ
る
幽
冥
に
帰オ

モ
ムけ

る
な

れ
ば
。
さ
て
は
。
そ
の
冥
府
を
掌シ

り
治シ

ロ
シめ

す
大
神
は
。
大
国
主

ノ
神
に
坐マ

せ
ば
。
彼

ノ
神
に
帰マ

ツ
ロ
ヒ
マ
ツ

命
奉
り
。
そ
の
御ミ

制オ
キ
テを

承ウ
ケ

賜タ
マ

は
る

こ
と
な
り
。（
下
巻
、
八
丁
オ
、
囲
み
線
引
用
者
）

こ
の
部
分
の
「
顕
明
事
」
は
「
大
君
」
と
し
て
の
天
皇
観
に
依
拠
し
、「
幽
冥
事
」
は
「
死
」
の
起
源
と
し
て
「
国
譲
り
」
解
釈
に
依
拠

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
篤
胤
の
「
魂
の
行
方
」
と
は
古
伝
解
釈
か
ら
導
き
だ
さ
れ
、
と
く
に
宣
長
と
の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
伊
邪
那
美
命
の
「
神

避
」
を
そ
の
「
行
方
」
の
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、
大
国
主
神
の
「
国
譲
り
」
を
含
む
天
孫
降
臨
を
も
っ
て
そ
の
「
行
方
」
を
「
幽
冥
」

で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
霊
能
真
柱
』
の
内
容
を
分
析
し
て
い
く
と
、
一
旦
は
宣
長
の
「
現
世
に
影
響
を
与
え
る
ミ
タ
マ
」
と
「
夜
見
に
往
く
ミ
タ
マ
」
と
い

う
考
え
方
を
引
き
受
け
「
霊
」「
魂
」
の
語
を
当
て
て
の
使
い
分
け
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、「
幽
冥
」
と
い
う
「
魂
」
の
行
方
を
見
出
し

た
後
で
は
、
特
に
人
の
「
ミ
タ
マ
」
に
お
い
て
は
「
霊
」「
魂
」
の
区
別
は
あ
い
ま
い
と
な
り
共
に
地
上
に
存
在
す
る
「
霊
魂
」
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
霊
」「
魂
」
が
共
に
地
上
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
「
霊
魂
」
の
不
滅
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

結
果
的
に
神
の
「
ミ
タ
マ
」
と
人
の
「
タ
マ
」
が
相
対
的
に
接
近
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
を
も
っ
て
、『
霊
能
真
柱
』
に
お
け
る
篤
胤

の
霊
魂
観
は
宣
長
の
霊
魂
観
を
批
判
的
に
継
承
し
て
い
っ
た
も
の
と
い
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

（（
（

。

　

ま
た
、
こ
の
両
者
の
霊
魂
観
は
実
践
に
お
け
る
差
異
と
し
て
も
現
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
津
田
左
右
吉
が
「
直
毘
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霊
に
「
祖
神
」
を
祭
る
べ
き
も
の
の
や
う
に
説
い
て
あ
り
、
玉
鉾
百
首
の
う
ち
の
歌
に
も
「
代
々
の
祖
」
を
「
お
の
が
家
の
神
」
と
い
っ

て
あ
る
が
、
…
実
際
的
意
義
を
有
つ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
毎
朝
神
拝
式
に
も
祖
先
を
拝
す
る
詞
は
載
せ
て
い
な
い）

（（
（

」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宣
長
に
は
故
人
を
神
と
し
て
祀
る
思
想
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
実
践
に
移
し
た
形
跡
が
無
い
。
他
方
、

篤
胤
は
『
霊
能
真
柱
』
に
お
け
る
「
霊
魂
」
不
滅
の
理
論
を
実
践
に
移
し
た
こ
と
が
、
文
化
十
三
年（
一
八
一
六
）に
成
立
し
た
『
毎
朝
神

拝
詞
』
の
内
容
か
ら
理
解
さ
れ）

（（
（

、
そ
の
解
説
を
『
玉
だ
す
き
』
に
お
い
て
述
べ
て
い
く
の
で
あ
る
。

註

（
１
）渡
邉
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究
』（
六
甲
書
房
、
昭
和
十
七
年
）

（
２
）『
日
本
倫
理
思
想
史　

下
』（『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
七
年
）

（
３
）た
と
え
近
代
神
道
史
に
お
い
て
神
観
の
変
遷
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
今
日
の
神
道
に
お
け
る
神
観
に
本
居
宣
長
の
い
わ
ゆ
る
「
神
の

定
義
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
一
つ
の
傍
証
と
さ
れ
よ
う
。（
佐
々
木
聖
使
「
国
家
神
道
に
お
け
る
「
神
」
観
の
成
立
」（『
明
治
聖
徳
記

念
学
会
紀
要
』
第
三
五
号
、
平
成
十
四
年
）参
照
）

（
４
）村
岡
典
嗣
「
復
古
神
道
に
於
け
る
幽
冥
観
の
変
遷
」（『
哲
学
雑
誌
』
第
三
〇
巻
第
三
四
二
号
、
一
九
一
五
年
）、
参
照
。
但
し
本
稿
で

は
『
新
編�

日
本
思
想
史
研
究
―
村
岡
典
嗣
論
文
選　

東
洋
文
庫
七
二
六
』（
前
田
勉
編
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
四
年
）を
用
い
た
。

（
５
）安
蘇
谷
正
彦
『
神
道
の
死
生
観
―
神
道
思
想
と
「
死
」
の
問
題
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
九
年
）

（
６
）子
安
宣
邦
『「
宣
長
問
題
」
と
は
何
か
』（
青
土
社
、
一
九
九
五
年
）

（
７
）本
稿
で
は
東
京
大
学
本
居
文
庫
蔵
『
霊
能
真
柱
』
上
下
巻
を
用
い
、
以
下
の
丁
数
等
は
そ
れ
に
よ
る
。
ま
た
、【　

】
は
割
注
を
あ
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ら
わ
し
、
適
宜
省
略
し
た
。

（
８
）代
表
的
な
研
究
で
は
村
岡
典
嗣
『
宣
長
と
篤
胤
』（
村
岡
典
嗣
著
作
集
刊
行
會
編
、
創
文
社
、
昭
和
三
十
二
年
）が
そ
う
で
あ
り
、
子

安
宣
邦
は
前
掲
書
や
そ
れ
よ
り
早
く
著
さ
れ
て
い
る
『
宣
長
と
篤
胤
の
世
界
』（
中
公
叢
書
、
昭
和
五
十
二
年
）に
お
い
て
も
「
霊
魂
」

と
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
９
）三
木
正
太
郎
『
平
田
篤
胤
の
研
究
』（
神
道
史
學
會
、
昭
和
四
十
四
年
）

（
10
）大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
一
巻（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
）。
以
下
『
宣
長
全
集
』
第
某
巻
、
某
頁
と
す
る
。

（
11
）た
だ
し
、
宣
長
も
同
条
の
注
釈
に
お
い
て
鎮
火
祭
祝
詞
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。『
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
二
二
二
頁
、
参
照
。

（
12
）松
本
滋
『
本
居
宣
長
の
思
想
と
心
理
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）参
照
。

（
13
）安
蘇
谷
、
前
掲
書

（
14
）こ
の
悉
皆
的
用
例
検
討
は
、
佐
々
木
聖
使
『
天
皇
霊
と
皇
位
継
承
儀
礼
』（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
一
〇
年
）に
お
け
る
「
天
皇
霊
」

の
用
例
検
討
を
参
照
し
た
。

（
15
）共
通
す
る
用
例
に
は
、
例
え
ば
「
霊
」
ま
た
は
「
魂
」
が
分
か
れ
て
名
を
別
に
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　
　
　

�

す
べ
て
神
ハ
。
そ
の
功イ

サ
ヲに

よ
り
て
幾イ

ク

柱ハ
シ
ラに

も
御
霊
を
分ワ

カ

ち
御
名
を
異コ

ト

に
し
た
ま
ふ
こ
と
。
別コ

ト

に
委

シ
き
考
へ
あ
り
。（
上
巻
、

五
十
二
丁
オ
割
注
）

　
　
　

禍�

を
直ナ

ホ

さ
む
と
し
て
生ア

レ
マ坐

し
ゝ
大
直
毘

ノ
神
。
や
が
て
天
照
大
御
神
の
和ニ

キ
ミ
タ
マ魂

に
坐マ

シ

て
。（
上
巻
、
五
十
一
丁
ウ
―
五
十
二
丁
オ
）

　

ま
た
、
ミ
タ
マ
ノ
フ
ユ
と
し
て
神
か
ら
授
け
ら
れ
、
増
え
て
ゆ
く
も
の
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　
　
　

�

物
の
み
な
ら
ず
人
の
魂タ

マ

も
。
神
の
賦

サ
ヅ
ケ

賜タ
マ

へ
る
物
な
る
故
に
。
多
麻
と
は
云
ふ
な
り
。
神
の
幸
ひ
の
漸

ヤ
ウ
ヤ
クに

加フ
エ

ゆ
く
を
。
ミ
タ
マ
ノ
フ

8

8

8

8

8

ユ8

と
い
ふ
に
て
も
。
こ
の
義コ

ヽ
ロの

言コ
ト

な
る
こ
と
知
る
べ
し
。（
上
巻
、
四
十
二
丁
オ
）
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�

神
の
御ミ

霊タ
マ

を
幸
ひ
た
ま
ふ
を
。
ミ
タ
マ
ノ
フ
ユ
と
は
云
ふ
な
り
。
此
は
。
神
の
御
霊
の
。
加フ

エ

増マ
サ

る
こ
ゝ
ろ
の
言コ

ト

な
る
こ
と
を
。
熟ヨ

ク

考カ
ム
ガふ

べ
し
。（
下
巻
、
五
十
一
丁
オ
）

（
16
）西
宮
一
民
「
所
謂
「
靈
威
」
を
表
は
す
古
代
語
チ
の
系
譜
」（『
神
道
史
研
究
』
第
九
巻
二
号
、
昭
和
三
十
六
年
）

（
17
）西
宮
一
民
「
タ
マ
と
タ
マ
シ
ヒ
と
ミ
タ
マ
と
ゴ
リ
ャ
ウ
」（『
国
文
学�

解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
三
巻
三
号
、
一
九
九
八
年
）

（
18
）『
近
世
漢
方
医
学
書
集
成　

七
〇　

内
藤
希
哲（
一
）』（
大
塚
敬
節�

矢
数
道
明
編
、
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
八
年
）に
『
傷
寒
雑
病
論

類
編
』
巻
一
が
あ
り
、
そ
の
内
容
が
確
認
で
き
る
。

（
19
）「
霊
魂
」
の
用
例
は
常
に
人
を
そ
の
主
体
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
神
々
の
「
御
魂
」
に
「
荒
魂
」（
速
須
佐
之
男
命
の
荒
魂
は

八
十
禍
津
日
神
）「
和
魂
」（
天
照
大
御
神
の
和
魂
は
大
直
毘
神
）と
い
っ
た
明
確
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
と
対
比
し
て
考
え
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

（
20
）②
、
③
に
つ
い
て
は
篤
胤
の
言
説
に
よ
り
理
解
さ
れ
る
。
①
の
天
地
泉
の
成
立
ち
と
現
状
に
つ
い
て
は
、
服
部
中
庸
の
「
三
大
考
」

に
則
し
な
が
ら
解
釈
し
、
仏
教
言
説
に
対
抗
し
な
が
ら
も
、「
経
験
科
学
と
し
て
の
洋
学
の
世
界
像
と
の
整
合
性
」
を
確
保
し
た
顕
幽

論
を
展
開
し
た
と
の
見
解
が
有
効
な
よ
う
に
思
わ
れ
る（
遠
藤
潤
『
平
田
国
学
と
近
世
社
会
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
）参
照
）。

（
21
）該
当
部
分
の
抄
録
は
以
下
の
と
お
り
。

こ
の
御
国
は
。
大
国
主

ノ
神
の
。
国ク

ニ
ノ
ウ
シ主

と
所シ

ロ
シ
メ

知
看
し
坐マ

シ
マす

を
。
此コ

ヽ

の
天
照
大
御
神
の
御ミ

詔コ
ト

に
。
豊
葦
原
之ノ

水
穂

ノ
国
者
。
吾

ガ
御
子

之ノ

所シ
ラ

知ス
ル

国ク
ニ

焉ナ
リ

。
と
御ミ

詔コ
ト

依ヨ
サ

し
賜
へ
る
こ
と
。
誰タ

レ

も
心

コ
ヽ
ロ

得エ

が
て
に
す
る
こ
と
な
る
に
つ
け
て
。
熟

ツ
ラ
〳
〵

考
フ

る
に
。
深
き
謂イ

ハ
レの

有
ル

こ
と

な
り
け
り
。
い
で
そ
の
謂

レ
ハ
。
そ
も
〳
〵
こ
の
国
土
ハ
伊
邪
那
岐

ノ
大
神
の
。
畏カ

シ
コき

御ミ
ヨ

依サ
シ

に
因ヨ

リ

て
。
建
速
須
佐
之
男

ノ
命
の
。
広ヒ

ロ

く
永ナ

ガ

く
所シ

ロ
シ
メ

知
看
す
べ
き
国
土
な
る
を
。
そ
の
大オ

ホ

御ミ

母オ
ヤ

の
坐マ

す
。
根ネ

ノ

堅カ
タ

洲ス

国ク
ニ

に
罷マ

カ

ら
ま
く
欲

オ
モ
ホ
シけ

る
も
。
い
と
止ヤ

ム

事ゴ
ト

な
き
御
謂

レ
の
坐マ

し
て
。
…
彼

ノ
国
に
罷

マ
カ
リ

坐マ

し
ゝ
を
。
…
そ
の
御ミ

後ア
ト

を
ば
。
大
国
主

ノ
神
の
継ツ

ギ

た
ま
ひ
て
固カ

タ

成メ
ナ

し
た
ま
ひ
。
さ
て
皇
御
孫

ノ
命
の
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天ア
モ
リ
マ

降
坐
す
時
。
大
国
主

ノ
神
は
隠カ

ク

り
賜
ひ
ぬ
。
…
斯カ

ヽ
レ在

ば
。
大
御
神
の
。
豊
葦
原
之ノ

水
穂

ノ
国
者ハ

。
吾

ガ
御
子
之ノ

所
レ
知
国
焉
。
と

宣ノ
タ
マへ

る
御ミ

言コ
ト

も
。
こ
ゝ
を
以モ

て
詔ノ

リ

た
ま
へ
る
御
言
と
。
畏カ

シ
コけ

れ
ど
量

ハ
カ
リ

奉タ
テ
マ
ツら

る
ゝ
な
り
。
こ
の
理

リ
に
因ヨ

ら
ず
ば
。
吾
御
子
の
所
レ

治
国
。
と
詔

リ
賜
へ
る
こ
と
。
そ
の
謂

レ
の
詳サ

ダ
カな

ら
ず
。
…
然サ

れ
バ
大
御
神
の
御
言
に
。
豊
葦
原
之
水
穂

ノ
国
と
の
み
詔ノ

タ
マへ

る
は
そ

の
都ミ

ヤ
コし

坐マ
シ
マす

地ト
コ
ロを

以モ

て
宣ノ

タ
マへ

る
に
こ
そ
あ
れ
。
実マ

コ
トハ

速
須
佐
之
男

ノ
命
に
。
青ア

ヲ

海ウ
ナ

原バ
ラ

潮シ
ホ

之
八ヤ

百ホ

重ヘ

を
知
ら
せ
と
。
伊
邪
那
岐

ノ
命

の
依ヨ

サ
シた

ま
へ
る
御
言
も
こ
も
り
て
。
畏カ

シ
コし

な
ど
申
す
も
さ
ら
な
る
大
御
詔
に
ぞ
あ
り
け
る
。
此コ

ヽ

を
思
ふ
に
も
。
我
が
天ス

メ
ラ
ミ
コ
ト

皇
命
ハ
し

も
。
産ム

ス
ビ
ノ霊

大
神
。
天
照
大
御
神
の
御ミ

孫マ
ゴ

に
坐マ

す
が
上ウ

ヘ

に
。
か
ゝ
る
御ミ

謂イ
ハ
レの

坐
す
な
れ
ば
。
青
海
原
潮
之
八
百
重
の
留ト

ヾ
マる

限カ
ギ

り
。
こ

の
国
土
に
有

リ
と
あ
る
百モ

ヽ

八ヤ

十ソ

の
国
々
を
。
悉

コ
ト
〴
〵に

所シ
ロ
シ
メ

知
看
す
べ
き
大
君
に
坐マ

シ
マす

こ
と
。
弥イ

ヨ
ヽ々

益マ
ス

々〳
〵

灼イ
チ
ジ
ル然

し
。（
下
巻
、
三
丁
オ
―

四
丁
ウ
）

（
22
）篤
胤
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
鈴
木
重
胤
や
岡
熊
臣
に
よ
っ
て
霊
魂
は
本
の
「
霊
」
と
作
用
す
る
「
魂
」（
二
魂
ま
た
は
四
魂
）

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
く
。
小
川
常
人
「
奇
魂
幸
魂
和
魂
及
び
荒
魂
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
神
道
史
研
究
』
一
〇
巻
三
号
、
昭
和

三
十
七
年
）

（
23
）『
日
本
の
神
道
』（『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）

（
24
）渡
辺
寛
「
平
田
篤
胤
の
毎
朝
神
拝
詞
記
・
追
補
」（『
神
道
史
学
会
』
一
九
巻
一
号
、
昭
和
四
十
六
年
）

＊�

な
お
、
本
稿
は
平
成
二
十
二
年
九
月
四
日
に
東
洋
大
学
で
行
わ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
第
六
十
九
回
学
術
大
会
パ
ネ
ル
「〈
霊
魂
の
学
知
〉

と
政
治
運
動
―
十
九
世
紀
の
鈴
屋
と
気
吹
舎
を
焦
点
と
し
て
―
」
に
お
け
る
口
頭
発
表
「『
霊
能
真
柱
』
に
語
ら
れ
た
神
と
霊
魂
」
を

も
と
と
し
た
、
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
事
業
「
近
世
国
学
の
霊
魂
観
を
め
ぐ
る
テ
キ
ス
ト
と
実
践
の
研
究

―
霊
祭
・
霊
社
・
神
葬
祭
―
」（
平
成
二
十
～
二
十
二
年
度
）の
成
果
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　

平
田
国
学
の
地
域
に
お
け
る
展
開
に
つ
い
て
は
、
気い

ぶ
き
の
や

吹
舎
へ
の
新
規
入
門
者
を
多
く
輩
出
す
る
地
域
が
、
天
保
初
年
ま
で
は
下
総
、
開

港
期
ま
で
は
陸
奥
・
出
羽
・
三
河
、
開
港
以
降
は
信
濃
・
美
濃
と
推
移
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（

１
）。

こ
う
し
た
受
容
形
態
の
差
異
を
地

方
門
人
の
思
想
か
ら
検
討
し
た
岸
野
俊
彦
氏
は
、
平
田
門
の
主
要
な
思
想
的
潮
流
に
天
保
期
か
ら
嘉
永
期
に
は
神
霊
界
へ
の
関
心
が
あ
っ

た
が
、
ペ
リ
ー
来
航
以
後
、
そ
の
関
心
が
海
防
や
攘
夷
な
ど
に
移
行
す
る
と
指
摘
し
た（

２
）。

近
年
、
気
吹
舎
に
お
け
る
神
霊
界
・
幽
界
へ
の

関
心
を
示
す
新
史
料
の
分
析
が
進
ん
で
い
る
が
、
岸
野
氏
の
見
解
は
概
ね
踏
襲
さ
れ
、
嘉
永
末
年
か
ら
安
政
初
年
は
「
平
田
派
に
と
っ
て

ひ
と
つ
の
時
代
の
転
換
期
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る（

３
）。

　

筆
者
も
、
気
吹
舎
全
体
で
考
え
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
の
画
期
性
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
気
吹
舎
門
人
に
即
し
て
考
え

嘉
永
・
安
政
年
間
の
宮
負
定
雄

　
　
―
幽
界
へ
の
関
心
に
着
目
し
て
―

小　

田　

真　

裕
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た
場
合
、
先
行
研
究
で
は
彼
ら
が
幽
界
に
関
心
を
抱
い
た
背
景
や
具
体
的
な
関
心
の
所
在
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
分
析

の
対
象
も
一
部
の
門
人
に
限
ら
れ
て
お
り
、
著
述
の
少
な
い
門
人
や
門
人
以
外
の
人
々
の
思
想
を
組
み
込
ん
だ
分
析
は
数
少
な
い
。
本
稿

で
は
、
下
総
国
香
取
郡
松
沢
村
の
気
吹
舎
門
人
・
宮み

や

負お
い

佐
平
定さ

だ

雄お（
寛
政
九
〈
一
七
九
七
〉
～
安
政
五
〈
一
八
五
八
〉）を
主
た
る
分
析
対

象
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
追
究
す
る
。

　

宮
負
定
雄
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
名
主
退
役
以
前
に
注
目
が
集
ま
り
、
撫
育
教
導
に
よ
る
村
落
の
自
力
更
生
を
目
的
と
し
た
「
天
保

期
国
学
者
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た（

４
）。

そ
こ
で
筆
者
は
、
天
保
八（
一
八
三
七
）年
の
二
度
目
の
名
主
退
役
・
江
戸
移
住
以
後
に
注
目
し
、

気
吹
舎
の
あ
る
江
戸
根
岸
で
薪
炭
を
売
っ
て
い
た
こ
と
、
天
保
十
四
年
頃
に
江
戸
か
ら
松
沢
村
に
拠
点
を
戻
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た（
５
）。

こ
の
帰
村
の
動
機
は
、「
も
と
よ
り
田
舎
の
農
人
」
で
あ
る
と
い
う
自
己
認
識
に
基
づ
き
、
農
業
に
出
精
し
て
「
米
穀
倍
取
の
術
」

を
見
出
し
、
そ
れ
を
世
上
の
農
民
た
ち
に
広
く
教
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
世
に
隠
な
き
農
師
」
と
な
る
こ
と
で
、「
金

を
貸
し
て
利（

マ
マ
）足

を
取
」
っ
た
り
「
田
地
を
か
し
て
作
徳
を
と
」
っ
た
り
せ
ず
に
、
家
を
富
み
栄
え
さ
せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で

あ
る（

６
）。

　

平
田
派
に
と
っ
て
の
「
転
換
点
」
と
さ
れ
る
嘉
永
・
安
政
年
間
に
、
定
雄
は
幽
界
へ
の
関
心
を
強
め
る
一
方
で
、
こ
の
「
農
師
」
意
識

に
基
づ
い
て
農
業
に
関
す
る
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
気
吹
舎
や
地
域
の
人
々
の
動
向
に
も
目
配
り
し
、
当
該
期
に

お
け
る
宮
負
定
雄
の
思
想
の
総
体
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

一
、
気
吹
舎
と
『
神
界
物
語
』

　

嘉
永
・
安
政
年
間
の
気
吹
舎
に
お
い
て
、
幽
界
に
関
す
る
話
題
を
惹
起
し
た
書
物
が
『
神
界
物
語（
島
田
幸
安
幽
界
物
語
）』
で
あ
る
。
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同
書
は
、
清
浄
利
仙
君
と
い
う
神
仙
の
弟
子
だ
と
い
う
和
歌
山
の
医
業
生
・
島
田
幸
安
か
ら
の
聞
き
取
り
を
、
紀
州
藩
士
の
気
吹
舎
門
人
・

三
沢
明
が
ま
と
め
た
書
物
で
あ
る（

７
）。

　

三
沢
明
は
、
天
保
十
一（
一
八
四
〇
）年
八
月
朔
日
に
三
十
一
歳
で
気
吹
舎
に
入
門
し
て
お
り
、『
神
界
物
語
』
第
一
巻
が
成
立
す
る
嘉

永
五（
一
八
五
二
）年
八
月
十
一
日
以
前
に
も
気
吹
舎
に
自
著
を
送
っ
て
い
る（

８
）。「

気
吹
舎
日
記
」
か
ら
確
認
で
き
る
、
初
め
て
『
神
界
物
語
』

が
気
吹
舎
に
届
い
た
時
期
は
、
第
一
巻
の
み
が
成
立
し
て
い
る
嘉
永
五
年
十
月
九
日
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
巻
ま
で
が
成
立
し
て
い
る
嘉

永
六
年
二
月
十
四
日
に
は
、
気
吹
舎
に
三
沢
明
か
ら
の
紙
包
と
「
御
神
方
之
御
薬
等
」
が
届
い
て
い
る
。
こ
の
「
御
薬
」
と
は
、
如
何
な

る
病
も
治
す
と
い
う
幽
界
の
薬
で
、
遠
方
の
場
合
は
、
病
人
の
年
齢
と
姓
名
の
書
付
お
よ
び
薬
の
代
金
を
送
付
す
れ
ば
、
薬
が
紀
州
か
ら

送
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　

平
田
銕か

ね

胤た
ね

は
、
当
初
『
神
界
物
語
』
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
が
、
後
に
同
書
を
「
悉
く
焼
捨
、
一
切
相
弘
メ
申
間
敷
筈

ニ
兼
々
申
遣
ハ
シ
」

た
と
述
べ
て
い
る（

９
）。銕

胤
は
、奥
州
相
馬
の
気
吹
舎
門
人
・
高
玉
安
兄
宛
の
嘉
永
六
年
七
月
二
七
日
付
書
簡
に
お
い
て
、島
田
幸
安
を「
誠

ニ

奇
之
ぬ
し
」
と
評
し
、『
神
界
物
語
』
に
つ
い
て
は
「
猶
二
篇
三
篇
も
追
々
差
上
可
申
候
」
と
述
べ
、「
有
志
之
衆
々
へ

ハ
追
々
御
写
し
被

成
候

而
も

不
苦
候
」
と
、「
有
志
之
衆
々
」
と
い
う
限
定
付
き
で
は
あ
る
が
書
写
も
認
め
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
は
、『
神
界
物
語
』
第
一
巻
の
冒

頭
に
、
三
沢
明
が
島
田
幸
安
に
対
し
て
「
下
拙
済
世
之
儀

ニ
付
、
幽
境
之
事
共
承
り
候
得
共
、
秘
密
之
儀
は
猥

ニ
他
言
致
間
敷
段
、
偽
無

御
座
候
」
と
伝
え
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
神
界
物
語
』
自
体
の
性
格
と
合
致
し
た
限
定
と
い
え
る
。
銕
胤
は
、
こ
の
書
簡
で
「
紀

州
一
條

ニ
付
而
ハ

、
兼

而
寅
吉
一
件
之
仙
境
異
聞
掛
御
目
申
度
候
」
と
、『
仙
境
異
聞
』
の
よ
う
な
関
連
書
物
の
読
書
も
勧
め
て
い
る
が
、「
気

吹
舎
日
記
」
の
翌
嘉
永
七（
安
政
元
、
一
八
五
四
）年
四
月
五
日
条
で
は
、
三
沢
明
か
ら
の
書
状
を
「
ツ
マ
ラ
ヌ
書
状
也
」
と
評
し
、
清
浄

利
仙
君
へ
の
入
門
を
希
望
し
て
い
た
高
玉
安
兄
に
も
、
同
月
付
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
で
「
昨
年
来
ア
メ
リ
カ
一
件

ニ
付
而
ハ

御
諭
し
の
趣
相

違
い
た
し
、
夫
故
此
節
色
々
疑
問

ニ
及
居
候
」
と
伝
え
、
利
仙
君
へ
の
入
門
の
誓
詞
を
自
身
の
も
と
に
留
め
置
い
て
い
る
。
銕
胤
の
三
沢
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明
に
対
す
る
評
価
が
、
こ
の
間
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
神
界
物
語
』
に
は
、
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
利
仙
君
に
対
す
る
伺
書
の
内
容
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
嘉
永
六
年
の
ペ
リ
ー
来
航
以
降
、

銕
胤
が
翌
年
の
ペ
リ
ー
再
来
航
や
そ
の
後
の
対
処
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
高
玉
安
兄
宛
の
書
簡
で
「
御
諭
し
の
趣
相
違

い
た
し
」
と
述
べ
て
い
る
内
容
は
、
嘉
永
六
年
九
月
頃
の
「
異
国
船
一
戦

ニ
及
候
与
申
ハ
、
来
三
月
頃
参
リ
候
ヤ
」
と
の
質
問
に
対
す
る
、

利
仙
君
の
「
亜
墨
利
加
人
願
の
通

ニ
ハ
、
迚
モ
公
儀
ゟ
御
免（
開
港
・
交
易
に
関
す
る
―
筆
者
註
、
以
下
同
様
）ハ
在
間
敷
候
間
、
来
三
月

闘
戦

ニ
来
ル
方

ニ
相
見
へ
候
」
と
い
う
回
答
が
外
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る）

（（
（

。
利
仙
君
の
予
見
が
外
れ
た
後
、
銕
胤
は
三
沢
明
に
対
す
る

疑
念
を
強
め
、
嘉
永
七
年
六
月
二
七
日
に
は
三
沢
明
へ
「
咎
之
御
状
又
々
差
出
」
し
、
高
玉
安
兄
に
も
九
月
に
「
紀
州
幽
界
の
一
件
間
違

之
事
有
之
、
段
々
疑
問

ニ
及
候
所
、
い
ま
だ
明
白

ニ
不
相
成
内
、
島
田
幸
安
入
幽（
幽
界
に
入
る
こ
と
）い
た
し
、
其
後
ハ
別
し
て
不
分
明

ニ

御
座
候
」
と
の
理
由
か
ら
、
誓
詞
を
返
却
し
て
い
る
。
安
政
二
年
以
降
も
気
吹
舎
と
三
沢
明
の
間
で
書
状
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

両
者
の
交
流
は
完
全
に
途
絶
え
た
訳
で
は
な
い）

（（
（

。
し
か
し
、『
神
界
物
語
』
の
う
ち
安
政
二
年
以
降
に
成
立
し
た
第
二
十
巻
は
現
存
を
宮

負
定
雄
の
生
家
以
外
に
は
確
認
で
き
な
い
よ
う
に
、
銕
胤
の
態
度
が
変
化
し
た
安
政
年
間
に
は
、
三
沢
明
の
著
述
と
の
接
点
は
極
め
て
限

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
次
に
宮
負
定
雄
の
幽
界
へ
の
関
心
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二
、
弘
化
・
嘉
永
年
間
の
宮
負
定
雄

（
一
）神
仙
へ
の
質
問

　

先
行
研
究
で
は
、
紀
州
で
三
沢
明
と
面
会
す
る
以
前
に
宮
負
定
雄
が
幽
界
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
意
識
が
、
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
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な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
弘
化
年
間
か
ら
嘉
永
七（
安
政
元
、
一
八
五
四
）年
十
一
月
四
日
の
紀
州
出
立
に
至
る
過
程
を
取
り
上
げ
る
。

　

ま
ず
、
当
時
の
松
沢
村
に
つ
い
て
概
観
す
る）

（（
（

。
松
沢
村
は
、
文
政
十（
一
八
二
七
）年
時
の
石
高
が
、
旗
本
山
角
氏
領
二
四
六
．

一
八
三
七
石
お
よ
び
熊
野
社
領
三
石
で
、
幕
末
ま
で
領
主
の
交
替
は
無
い
。
村
人
の
生
業
は
、
同
じ
く
文
政
十
年
の
史
料
に
よ
る
と
、
社

家
二
軒
と
農
間
商
渡
世
を
行
う
六
軒
以
外
の
二
八
軒
が
農
業
一
統
渡
世
で
あ
る
。
各
家
の
持
高
を
分
析
し
た
川
名
登
氏
は
、
近
世
後
期
か

ら
幕
末
期
に
か
け
て
土
地
所
有
の
零
細
化
が
み
ら
れ
、貧
農
層
が
増
加
し
て
い
る
と
指
摘
し
た）

（（
（

。そ
の
要
因
の
一
つ
が
天
保
四（
一
八
三
三
）

年
か
ら
の
天
保
飢
饉
で
、
松
沢
村
で
は
天
保
五
年
以
降
名
主
の
交
替
頻
度
が
早
ま
り
、
弘
化
年
間
以
降
も
地
頭
所
勝
手
賄
金
の
弁
済
が
困

難
な
状
況
が
続
く
。
宮
負
家
の
経
営
も
、
弘
化
四（
一
八
四
七
）年
以
降
は
毎
年
僅
か
で
は
あ
る
が
赤
字
を
計
上
し
て
い
る）

（（
（

。
宮
負
定
雄
が

江
戸
か
ら
帰
村
し
、
松
沢
村
を
拠
点
に
活
動
す
る
弘
化
年
間
か
ら
安
政
年
間
は
、
松
沢
村
に
天
保
飢
饉
の
影
響
が
残
存
し
て
お
り
、
村
内

最
高
の
石
高
を
所
持
し
て
い
た
宮
負
家
の
経
営
も
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

続
い
て
、
宮
負
定
雄
の
行
動
を
検
討
す
る
。
小
野
将
氏
は
、
松
沢
村
に
戻
っ
た
後
の
定
雄
の
行
動
を
、
①
諸
国
の
奇
談
・
説
話
類
収
集

と
、
そ
れ
ら
の
自
著
へ
の
集
成
、
②
篤
胤
の
「
玄
学
」
摂
取
と
、「
神
仙
霊
薬
」
等
と
命
名
し
た
薬
の
調
合
・
販
売
、
岩
長
姫
神
信
仰
に

基
づ
く
薬
草
「
富さ

き

草く
さ

」（
明
日
葉
の
こ
と
）の
効
能
の
宣
伝
、
③
三
沢
明
と
の
交
流
に
よ
り
助
長
さ
れ
る
、
幽
冥
観
へ
の
傾
倒
、
④
『
農
業

要
集
』『
民
家
要
術
』
の
再
構
成
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
自
説
を
集
大
成
す
る
著
述
の
執
筆
、
の
四
つ
に
ま
と
め
た）

（（
（

。
こ
の
整
理
を
踏
ま
え
、

定
雄
が
『
神
界
物
語
』
と
接
し
た
時
期
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
『
神
界
物
語
』が
成
立
す
る
以
前
の
嘉
永
四
年
、宮
負
定
雄
は
岩
長
姫
神
鎮
座
の
地
と
さ
れ
る
伊
豆
雲
見
山
に
二
度
目
の
参
詣
を
果
た
し
、

当
地
で
得
た
富
草
の
苗
を
持
ち
帰
っ
て
い
る）

（（
（

。ま
た
、『
仙
境
異
聞
』で
取
り
上
げ
ら
れ
た
天
狗
小
僧
・
寅
吉
は
石
井
加
津
間
と
名
を
変
え
、

嘉
永
七
年
に
は
下
総
国
香
取
郡
阿
玉
川
村
に
居
住
し
て
い
た
が
、
定
雄
は
こ
の
加
津
間
と
も
交
流
が
あ
っ
た）

（（
（

。
し
か
し
、
安
政
二
年
五
月

成
稿
の
『
幽
界
通
話（
幽
現
通
話
）　

下
巻
』
に
は
、
安
政
元
年
に
紀
州
で
三
沢
明
と
面
会
し
た
際
に
初
め
て
『
神
界
物
語
』
を
読
み
、「
感
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心
」
し
た
と
記
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
安
政
二
年
三
月

二
七
日
付
の
書
簡
に
は
、
当
時
成
立
し
て
い
た
全
巻

分
に
あ
た
る
「
神
界
物
語
十
九
巻
」
を
「
神
仙
江
伺

ひ
候
問
條
之
御
答
委
く
筆
記
い
た
し
候
書
物
」
と
表

現
し
、
第
一
・
二
巻
を
「
若
山
逗
留
之
節
抜
書
」
し
、

第
三
巻
に
つ
い
て
は
「
正
月
中
旬
後
ニ
若
山
表
よ
り

飛
脚
便
り
ニ
相
届
、
小
子
所
持
仕
候
」
と
記
し
て
い

る）
（（
（

。
な
お
、
嘉
永
七
年
八
月
成
立
の
『
神
界
物
語
』

第
十
九
巻
に
収
録
さ
れ
た
、「
敬
仙
の
人
々
」
と
し

て
島
田
幸
安
が
示
し
た「
人
数
都
合
弐
百
五
拾
人
計
」

に
は
、「
総
州
人
数
人
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

な
か
に
定
雄
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
弘
化
・
嘉
永
年
間
の
定
雄
に
つ
い

て
は
、
岩
長
姫
神
信
仰
や
石
井
加
津
間
と
の
交
際
に

よ
っ
て
神
仙
界
・
幽
界
へ
の
関
心
を
抱
い
て
お
り
、

そ
の
な
か
で
嘉
永
七
年
に
気
吹
舎
を
通
じ
て
『
神
界

物
語
』
の
話
題
と
接
し
た
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
定
雄
は
『
神
界
物
語
』
が
惹
起
し
た

表１　神仙に対する宮負定雄の質問
一つ書きの内容 備　　　考

イ

先年から高根大神御神像御掛物を1軸預かり、当寅年（嘉永7、1854）年ま
で19年秘蔵していたが、7月頃に「筥入の儘相見へ不申様に相成」った。
占者の考によると、高山の頂にあるという。「幽冥御神仙の御引上」でも
あれば安心の至りであるが、どうであろうか。

一つ書きには7月とあるが、「神界物
語　後序」ではこの出来事が閏7月
とされている。「控日記」と「後序」
という性格の違いなどを勘案し、本
稿では閏7月として論を進める。

ロ 「人民助の為」に、「御神薬の御霊方」を一方で良いので伝授してほしい。

ハ
先年、雲見大神参詣の際にあした葉（富草のこと）という薬草の種子を授
かったが、その効能を詳しく知らない。どのような病気の妙薬になるのか、

「人助の為」に教えてほしい。

嘉永5年付書簡（註22）では、富草に
関連する『伊豆海島風土記』『本草綱
目』『倭本草』『和名抄』の記述を紹介
しつつも、「医書にも見えざるよし
ニ而御医師方も御存知無之様」であ
ると述べ、効能についての考えを平
山家の両名に尋ねている。

ニ

近年、筑紫辺や越後国村松辺で「農業種芸に付、稲の稔り倍取の妙術を考
付候人」がおり、「国中甚豊饒」となったが、その妙術を秘して世間には
広めなかった。自分も年来勘考してきたが、未だ考えつかず歎いている。

「国益の為」、このような妙術があれば教えてほしい。

嘉永5年付書簡では、「九州辺」と「越
後国村松辺」の「米穀倍取之工夫を
考出し候人」と表記されている。

ホ

近年「農事窮理考」という書物を著しており、粗々草稿も出来た。「種芸
の窮理に付、草木発生、花実の成形を思慮」していたところ、「天地開闢
の道理も、草木開花の成形と同理」ではないかと考えついた。この理を明
らかにすれば、種芸の事なので「聊国益の一端」にもなるかと思うので、
天地開闢月星の成形を図画し、神覧に供して、この理の当否を伺いたい。

嘉永5年付書簡では、「農事窮理考」
という草稿本2冊程が粗々出来たが、

「大下書」なのでまだ見せないこと、
追々書き継ぐつもりであることを述
べている。

へ

近年、外国の夷人どもが猥りに渡来し交易を乞い、「上下の患」が少なく
ない。かの夷敵の火術・鉄炮・大筒などを防禦する御神法もあるかと思う
ので、教えてほしい。愚慮では、久延毘古神の御守を身に帯びていれば、
夷敵の鉄炮は当たらないと考えるが、どうであろうか。

ト 先年、石山玄司から「和方の医術」を伝授された際に授かった「秘術の書
物」が「人民の助」になるか否かを伺いたい。

チ 先年、佐々木鳳山から伝授された「火難除龍の一筆書」が「火難除」にな
るか否かを伺いたい。

宮負克己家文書「道中控日記」（『宮負定雄未刻資料集』所収）より作成。
※イ～チは、一つ書きの順番に筆者が付したもの。
※「神界物語　後序」、嘉永5年付書簡はともに『旭市史』第2巻所収。
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話
題
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。先
行
研
究
で
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
、こ
の
疑
問
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
が
、

宮
負
克
己
家
文
書
「
道
中
控
日
記
」
で
あ
る
。
こ
の
日
記
に
は
、
紀
州
で
島
田
幸
安
に
渡
そ
う
と
し
て
い
た
「
幽
冥
の
御
神
薬
」
の
頒
布

を
願
う
願
書
と
、
神
薬
を
与
え
た
い
人
々
の
「
年
齢
姓
名
書
」
の
下
書
き
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
を
翻
刻
し
た
『
宮
負
定
雄
未

刻
資
料
集
』
の
解
題
で
は
、
旅
の
真
の
目
的
が
、
三
沢
明
と
対
面
し
、
彼
を
通
じ
て
島
田
幸
安
か
ら
神
仙
の
医
法
を
学
び
、
同
郷
の
人
々

を
救
う
こ
と
だ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
願
書
に
は
他
に
も
一
つ
書
き
で
「
幽
冥
の
神
仙
」
へ
の

質
問
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
質
問
を
順
番
に
検
討
し
て
い
く
。

イ
）�

高
根
大
神
と
は
、
寅
吉
が
幽
界
で
仕
え
て
い
た
杉
山
山
人
の
こ
と
で
あ
る
。
定
雄
は
天
保
七
年
に
江
戸
日
本
橋
辺
に
あ
る
四
日
市
の

書
肆
で
、
気
吹
舎
門
人
・
多
田
屋
某
が
売
却
し
た
神
影
を
見
つ
け
、
こ
れ
を
手
に
入
れ
て
守
神
と
し
て
い
た
が
、
嘉
永
七
年
閏
七
月

頃
な
く
な
っ
た
。「
神
仙
の
仰
言
」
に
よ
っ
て
平
田
家
が
掛
軸
を
和
歌
山
に
送
っ
た
の
も
同
月
だ
っ
た
の
で
、
定
雄
は
家
か
ら
掛
物

が
な
く
な
っ
た
こ
と
も
「
神
仙
の
御
取
上
」
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
、
こ
の
質
問
を
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
）�

平
田
銕
胤
も
言
及
し
て
い
た
「
御
神
方
之
御
薬
」
の
処
方
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
紀
州
へ
の
「
年
齢
姓
名
書
」
持
参
は
、
遠
隔
地
の

場
合
は
病
人
の
年
齢
・
姓
名
の
書
付
と
薬
代
を
届
け
れ
ば
良
い
と
い
う
、
気
吹
舎
に
伝
わ
っ
て
い
た
情
報
と
合
致
す
る
。
た
だ
し
、

薬
方
の
伝
授
も
望
ん
で
い
る
点
に
定
雄
の
独
自
性
が
看
取
で
き
る
。

ハ
）�

定
雄
は
、
雲
見
山
参
詣
か
ら
持
ち
帰
っ
た
富
草
の
苗
を
植
え
、
近
隣
の
村
々
で
疱
瘡
が
流
行
し
た
際
に
富
草
を
配
り
、
一
枚
刷
り
の

効
能
書
も
版
行
し
て
い
た
。
ま
た
、「
遠
近
の
国
々
に
も
其
種
子
を
配
分
り
て
」
い
た
定
雄
は
紀
州
に
も
富
草
の
種
子
を
持
参
し
て

お
り
、
富
草
の
種
子
を
受
け
取
っ
た
三
沢
明
は
そ
れ
を
紀
州
で
栽
培
し
て
い
る）

（（
（

。

ロ
・
ハ
は
、
先
述
し
た
小
野
氏
の
整
理
②
と
関
連
す
る
内
容
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、「
人
民
助
の
為
」
あ
る
い
は
「
人
助
の
為
」
と
い
っ

た
理
由
か
ら
、
薬
方
や
富
草
の
効
能
を
尋
ね
て
い
る
点
で
あ
る
。「
年
齢
姓
名
書
」
に
「
親
族
朋
友
其
外
病
苦
の
者
、
盲
聾
瘖
瘂
の
患
に
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沈
居
候
者
共
」
を
記
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
象
と
し
て
い
る
「
人
民
」
の
範
囲
が
気
吹
舎
門
人
や
縁
戚
関
係
の
枠
に
留
ま
っ

て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
定
雄
は
知
的
好
奇
心
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
人
々
を
視
野
に
入
れ
て
質
問
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。

ニ
）�
松
沢
村
に
帰
村
し
た
動
機
で
あ
る
「
農
師
」
意
識
が
読
み
取
れ
る
『
野や

夫ぼ

拾し
ゅ
う

彙い

物
語
』（
弘
化
三
年
成
立
）で
は
、「
文
政
の
頃
」に「
九

州
方
の
さ
る
大
名
の
領
分
」
で
「
米
穀
倍
取
の
術
を
考
ひ
え
た
る
人
」
と
、「
越
後
の
国
村
松
と
い
ふ
所
」
の
「
其
類
の
術
を
知
た

る
人
」
の
例
が
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
嘉
永
五
年
十
月
十
二
日
付
の
書
簡
で
は
、
九
州
辺
と
越
後
国
村
松
辺
の
「
米
穀

倍
取
之
工
夫
を
考
出
し
候
人
」
の
よ
う
な
「
稲
を
作
る
妙
術
」
の
「
考
無
之
ニ
付
、
残
念
ニ
存
、
多
年
窮
理
学
を
志
し
心
魂
を
凝
し

考
」
え
た
と
こ
ろ
、「
昨
年（
嘉
永
四
）頃
よ
り
米
穀
倍
取
之
窮
理
之
妙
術
も
粗
成
就
」
し
た
こ
と
、「
此
術
国
中
ニ
普
く
被
行
候
ハ
ヽ

莫
太
の
国
益
」
と
な
り
、「
民
家
豊
足
ニ
相
成
り
、
仁
義
礼
譲
も
随
而
起
」
こ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
「
国
益
」
と
「
仁

義
礼
譲
」
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
、
文
政
九
年
刊
行
の
『
農
業
要
集
』
か
ら
確
認
で
き
る）

（（
（

。
松
沢
村
に
戻
っ
た
後
の
定
雄
は
、「
農

師
」
意
識
に
基
づ
き
諸
国
か
ら
稲
種
子
な
ど
を
集
め
て
生
育
を
確
か
め
、「
其
書
の
説
の
非
説
の
多
か
る
を
後
悔
し
て
」
絶
版
に
し

た
『
農
業
要
集
』
を
「
訂
正
増
補
」
し
た
『
農
事
窮
理
考
』
を
著
す
。
安
政
二
年
に
成
立
し
た
『
農
事
窮
理
考
』「
農
政
」
の
項
に
、

『
農
業
要
集
』
と
同
じ
く
「
礼
儀
ハ
豊
足
に
起
り
、
盗
賊
は
貧
賤
に
出
と
い
へ
り
…
」
と
い
う
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
農

事
窮
理
考
』
執
筆
は
、
名
主
退
役
前
と
同
じ
く
百
姓
の
「
仁
義
礼
譲
」
に
対
す
る
課
題
意
識
に
立
脚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ホ
）�『
農
事
窮
理
考
』
は
、
文
政
十
一
年
刊
行
の
『
草
木
撰
種
録
』
で
提
唱
し
て
い
た
草
木
雌
雄
説
を
継
承
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
『
農

事
窮
理
考
』
に
は
、
稲
の
生
り
方
が
天
地
月
星
の
生
り
方
と
同
様
で
あ
る
と
の
考
え
か
ら
、「
天
地
開
闢
生
植
一
理
考
と
い
ふ
図
を

書
て
、
農
家
の
童
蒙
に
示
す
」
と
し
て
、
そ
の
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

ニ
・
ホ
は
、
小
野
氏
の
整
理
④
と
関
連
す
る
内
容
で
あ
る
。
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
宮
負
定
雄
は
こ
れ
ら
の
内
容
を
嘉
永
五
年
時
点
で
、

近
隣
に
位
置
す
る
鏑
木
村
の
豪
農
で
あ
る
平
山
忠
兵
衛
・
正
蔵
に
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
「
米
穀
倍
取
之
窮
理
之
妙
術
」
と
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国
益
・
仁
義
礼
譲
の
関
係
に
言
及
し
た
直
後
に
、「
世
上
之
人
情

者
、
我
慢
ま
け
を
し
ミ
の
人
物
の
ミ
多
く
、
此
方
共
之
教
諭
ニ
随
候
人

者
、

稀
々
ニ
見
請
候
ニ
付
、
先

者
弘
め
不
申
秘
事
ニ
致
し
置
候
」
と
述
べ
、「
此
ほ
ど
は
秘
事
之
積
り
ニ
い
た
し
置
」、「
懇
意
之
人
」
で
あ
る

平
山
家
の
両
名
に
の
み
料
簡
を
尋
ね
る
と
記
し
て
い
る
。嘉
永
五
年
時
点
の
宮
負
定
雄
は
、「
農
師
」意
識
に
基
づ
く
活
動
を
行
い
つ
つ
も
、

世
上
と
の
距
離
感
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ヘ
）�

先
述
し
た
よ
う
に
、
嘉
永
六
年
末
か
ら
嘉
永
七
年
初
頭
に
か
け
て
平
田
銕
胤
は
、
二
度
目
の
ペ
リ
ー
来
航
や
そ
の
後
の
展
開
に
関
す

る
予
見
を
利
仙
君
に
尋
ね
て
い
る）

（（
（

。
嘉
永
六
・
七
年
の
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
る
対
外
的
危
機
意
識
の
高
ま
り
と
、
当
時
の
気
吹
舎
に
お

け
る
話
題
を
受
け
た
質
問
で
あ
る
。

な
お
、
ト
・
チ
は
、
島
田
幸
安
宛
願
書
下
書
の
日
付
・
宛
名
よ
り
後
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ト
に
は
会
津
の
門
人
・
石
山
玄
司
、
チ
に
は
庄

内
の
門
人
・
佐
々
木
鳳
山
と
い
う
気
吹
舎
門
人
の
名
前
が
見
え
る
。
ま
た
、
定
雄
は
嘉
永
五
年
に
秋
田
の
門
人
・
竹
村
常
吉
か
ら
当
地
の

稲
種
子
を
取
り
寄
せ
て
い
る）

（（
（

。
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
東
北
地
方
の
気
吹
舎
門
人
と
の
交
際
が
確
認
で
き
る
。

（
二
）地
域
で
の
反
応

　

宮
負
定
雄
を
取
り
巻
く
人
々
は
、『
神
界
物
語
』
の
話
題
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
道
中
控
日
記
」
に
収
録
さ
れ
た
病
苦
人
の
「
年
齢
姓
名
書
」
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
須
賀
山
村
・

五
十
嵐
対
馬
介
光
通
、
小
見
川
町
・
山
本
伝
兵
衛
保
信
と
い
っ
た
気
吹
舎
門
人
や
、
諸
徳
寺
村
の
気
吹
舎
門
人
・
金
杉
龍
蔵
常
長
か
ら
頼

ま
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
人
物
が
確
認
で
き
る
。
五
十
嵐
光
通
は
、
文
政
三（
一
八
二
〇
）年
に
気
吹
舎
で
寅
吉
と
会
っ
て
様
々
な
質
問

を
し
て
い
る
こ
と
が
、『
仙
境
異
聞
』
か
ら
わ
か
る）

（（
（

。
金
杉
常
長
は
、「
仙
伝
医
方
御
直
伝
」
の
人
物
と
し
て
島
田
幸
安
・
三
沢
明
・
平
田
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銕
胤
・
宮
負
定
雄
・
奥
州
伊
達
の
気
吹
舎
門

人
奥
山
正
胤
と
と
も
に
名
を
連
ね
て
い
る
人

物
で
あ
る）

（（
（

。
彼
ら
自
身
が
幽
界
へ
の
関
心
を

抱
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
定
雄
の
伝
え
る
神

薬
の
情
報
に
好
意
的
な
反
応
を
示
し
た
と
理

解
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、「
年
齢
姓
名
書
」

に
は
下
総
北
東
部
の
広
い
地
域
か
ら
女
性
・

子
供
も
含
む
人
々
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
気
吹
舎
門
人
以
外
が
多
く
名
を
連

ね
て
い
る
。そ
の
範
囲
は
下
総
だ
け
で
な
く
、

相
模
に
あ
る
松
沢
村
の
領
主
・
山
角
氏
の
知

行
地
に
も
及
ん
で
お
り
、「
金
弐
朱
入
」
な

ど
と
実
際
に
供
出
し
た
金
額
が
併
記
さ
れ
て

い
る
者
も
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
神
薬
の
存
在
を
疑
問
視
す
る
者
も
い
た
。
宮
負
定
雄
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
、
万
力
村
の
百
姓
・
金
杉
佐
右
衛
門
貞
俊
は
、

嘉
永
七（
一
八
五
四
）年
十
月
に
定
雄
か
ら
神
薬
に
関
す
る
話
を
聞
き
、
そ
の
感
想
を
記
し
て
い
る）

（（
（

。

　
【
史
料
一
】

嘉
永
七
寅
十
月
聞
し
事
爰
に
記
す
、
近
頃
紀
州
若
山
の
藩
中
、
医
師
島
田
某
の
六
男
、
今
の
名
は
島
田
幸カ

ウ

安ア
ン

と
申
人
、
前
七
八
歳
の

表２　「年齢姓名書」に名を連ねた人々
国　名 郡　名 近世の町村名 旧市町村名 男人数 女人数

下総国

香取郡

松沢村

干潟町

2 1

万歳村 1

関戸村 1

鏑木村 1

須賀山村

東庄町

3

小貝野村 2

今泉村 4 1

小座村 1 1

大友村 1

石出村 2 1

飯笹村 多古町 1 2

小見川町 小見川町 7 10

佐原村
佐原市

1

諸徳寺村 1 1

桐谷村 山田町 1

諸持村

銚子市

5

塚本村 2

宮原村 3

海上郡

今宮村 1

小松村 神崎町 1

三川村 飯岡町 2

（東・西）足洗村
旭市

1

匝瑳郡
新町村 1

八日市場（村） 八日市場市 4 3

相模国 大住郡 八幡村 平塚市 1

宮負克己家文書「道中控日記」より作成。
※小松村は、実際は香取郡に属するが史料上の記載を反映した。
※八日市場　庄七には、「外口村龍蔵（諸徳寺村金杉龍蔵のこと）より頼」と記されている。
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頃
神
か
く
し
に
な
り
て
神
仙
に
仕
わ
れ
、
十
八
歳
の
時
に
紀
州
和
哥
山
へ
帰
り
来
り
、
其
節
よ
り
今
に
以
て
神
仙
界
へ
自
由
自
在
に

往
来
い
た
し
、
神
の
御
用
を
勤
る
と
い
へ
り
、
且
難
病
の
者
あ
り
て
、
右
の
幸
安
に
願
ひ
薬
を
求
て
服
用
せ
し
が
、
速
に
全
快
せ
し

と
也
、
依
て
何

レ
の
人
々
も
病
ひ
有
者
ハ
右
人
に
願
ひ
、
薬
を
頂
戴
い
た
し
た
る
者
何
病
も
不
治
者
な
し
、
病
の
症
を
い
わ
ず
と
も

只
一
ぷ
く
被
下
候
よ
し
、
其
壱
服

ニ
て
不
治
も
の
な
し
と
い
ふ
、
依
之
遠
方
の
人
の
中
に
ハ
其
病
者
の
名
ト
年
ば
か
り
書
付
て
薬
を

願
ふ
と
い
へ
り
、
其
一
ぷ
く
の
薬
代
銭
に
て
五
拾
弐
文
ツ
ヽ
、
何

レ
納
る
と
い
へ
り
、
或
人
癩
病
を
煩
ふ
、
其
者
と
て
も
一
ぷ
く
に

て
治
し
た
り
と
、
此
五
拾
弐
文
の
薬
料
を
定
る
事
不
心
得
、
病
症
異
な
る
べ
し
、
症
々
に
よ
り
其
病
に
応
す
る
薬
も
又
異
な
る
べ
し
、

薬
に
も
高
下
有
り
、
高
下
平ヘ

イ

均キ
ン

し
て
定
む
る
も
の
哉
、
和
薬
産
物
に
て
只
手
も
と
に
出
来
る
方
剤
な
る
歟
、
仙
堺
の
事
ハ
は
か
り
知

る
処
に
あ
ら
ず

こ
の
記
事
は
、『
野
夫
拾
彙
物
語　

六
』
と
い
う
史
料
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
野
夫
拾
彙
物
語
』
は
、
宮
負
定
雄
が
弘
化
三（
一
八
四
六
）

年
に
成
立
さ
せ
た
全
六
巻
の
奇
談
や
説
話
を
集
め
た
書
物
で
、
同
書
に
は
安
政
年
間
ま
で
推
敲
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と

に
、
金
杉
貞
俊
は
嘉
永
二
年
二
月
上
旬
に
同
書
の
抜
書
を
作
成
し
た
後
、
安
政
三（
一
八
五
六
）年
十
二
月
に
書
き
始
め
る
第
七
巻
ま
で
、

自
身
が
読
書
や
見
聞
に
よ
っ
て
集
め
た
内
容
を
『
野
夫
拾
彙
物
語
』
と
い
う
書
名
を
冠
し
た
著
述
に
ま
と
め
て
い
る
。
引
用
部
分
は
、
嘉

永
七
年
十
月
に
書
き
始
め
た
第
六
巻
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
紀
州
和
哥
山

ニ
而
神
仙

ニ
使
し
人
の
事
」
の
一
部
で
あ
る
。
貞
俊
は
、『
再
生

聞
記　

評
論
条
々
下
』
と
い
う
平
田
篤
胤
『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
の
内
容
な
ど
を
収
録
し
た
写
本
に
も
神
薬
に
関
す
る
話
を
加
筆
し
て
お

り
、『
野
夫
拾
彙
物
語　

六
』
と
内
容
や
表
現
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
嘉
永
七
年
十
月
頃
の
加
筆
と
考
え
ら
れ
る）

（（
（

。『
再
生

聞
記　

評
論
条
々
下
』
へ
の
加
筆
に
も
、
癩
病
人
が
神
薬
に
よ
っ
て
快
復
し
「
常
人
の
如
く
成
」
っ
た
と
い
う
『
野
夫
拾
彙
物
語　

六
』

と
同
じ
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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【
史
料
二
】

然
共
、
癩
ハ
天
命
也
、
然
処
全
快
成
し
ハ
又
不
思
儀
と
も
云
ツ
べ
し
、
是
ハ
と
も
角
も
、
外
々
の
病
人
に
遠
方
の
人
は
年
と
名
と
書

付
て
薬
を
願
ふ
者
、
何
レ
も
治
せ
ざ
る
者
な
く
、
斯
な
る
ハ
右
の
人
仙
堺
江
往
来
な
る
身
な
れ
バ
、
神
仙
へ
願
ひ
病
症
さ
と
り
て
其

薬
を
神
仙
よ
り
も
受
得
る
も
の
か
、
如
此
な
ら
バ
追
々
国
中
聞
へ
て
今
に
評
判
も
有
べ
き
事
也
、
嘉
永
七
寅
十
月
松
沢
佐
平（
宮
負

定
雄
）ゟ
伝
聞
処
、
か
や
う
の
説
に
は
山
師
と
云
事
も
有
り
、
此
事
実
説
な
ら
バ
誠
に
貴
き
事
也
難
有
事
也

二
つ
の
史
料
か
ら
、
金
杉
貞
俊
が
神
薬
に
関
す
る
情
報
の
真
偽
を
保
留
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
貞
俊
に
は
、
天
保
七（
一
八
三
六
）か

ら
天
保
十
二
年
頃
に
か
け
て
著
し
た
『
田
舎
荒
さ
か
し　

医
雑
談　

上
』
と
い
う
当
時
の
在
村
医
に
つ
い
て
論
じ
た
著
述
が
あ
る
。
そ
こ

で
は
、「
予
は
元
よ
り
民
家
に
し
て
医
を
学
ひ
た
る
者
に
ハ
あ
ら
ず
」
と
自
己
規
定
し
つ
つ
も
、「
常
に
農
間
有
れ
ば
医
に
近
付
、
遠
路
を

い
と
ハ
す
奔
走
し
て
諸
医
の
物
語
を
聞
」
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
通
り
、
貞
俊
は
下
総
を
訪
れ
た
元
島
原
藩
医
や
水
戸
藩
領
の

医
師
な
ど
か
ら
直
接
医
術
を
学
ん
で
お
り
、
実
際
に
薬
の
調
合
を
行
い
、
瘡
毒
治
療
の
た
め
の
水
銀
製
造
法
な
ど
の
医
療
・
薬
方
に
関
す

る
著
述
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
動
の
背
景
に
は
、
自
身
の
親
や
妻
が
医
者
の
力
も
及
ば
ず
、「
病
の
為
に
身
を
は
た
し
」
た
経

験
が
影
響
し
て
い
る
。
貞
俊
は
、『
医
雑
談
』
の
な
か
で
、「
闇
雲
散
」
と
い
う
架
空
の
薬
を
例
え
に
出
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
【
史
料
三
】

今
の
世
に
病
者
あ
れ
バ
医
を
頼
ミ
、
或
ハ
な
ま
ぐ
さ
坊
主
を
祈
念
に
頼
む
事
も
、
苦
し
む
病
人
を
見
て
居
る
も
な
ら
ず
、
無
是
非
無

益
の
薬
剤
を
服
用
し
、
却
て
病
者
に
苦
し
み
を
ま
す
事
あ
り
、
医
の
貴
き
所
ハ
病
の
見
立
の
正
敷
こ
そ
御
医
者
様
成
べ
き
に
、
見
立

て
定
め
ざ
る
に
闇
雲
散
斗
り
盛
か
け
、
病
症
不
相
応
に
し
て
治
せ
ず
と
も
、
医
案
を
是ぜ

と
し
て
病
ひ
を
強
き
も
の
と
す
、
爰
を
以
て
、

薬
に
て
活
命
の
功
ハ
な
く
と
も
自
然
に
全
快
に
成
者
を
、
医
の
骨
折
に
て
治
し
た
る
如
く
に
手
柄
ば
な
し
を
ふ
け
ら
か
す
、
ま
た
薬
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不
相
応
成
も
の
を
た
て
つ
け
て
服
薬
さ
せ
、
病
に
苦
し
む
上
に
闇
雲
散
に
て
と
ゝ
め
を
さ
す
と
い
へ
と
も
、
元
よ
り
死
証
と
い
ふ
も

の
ハ
、
耆
婆
が
療
治
に
も
不
及
抔
と
申
て
、
己
れ
が
つ
た
な
き
所
に
心
つ
か
ず
、
民
家
の
大
俗
を
ま
ぎ
ら
か
し
、
臭く

さ

き
も
の
に
蓋ふ

た

を

し
た
様
ニ
罪
を
お
し
か
く
す
と
い
へ
と
も
、
何
ぞ
天
道
其
科と

が

を
し
ら
ざ
ら
ん
や

貞
俊
が
、
病
気
の
見
立
て
と
薬
の
処
方
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
身
で
医
療
・
薬
方
に
関
す
る
知
識
を
持
ち
、
当
時
の
在

村
医
に
対
す
る
批
判
意
識
を
抱
い
て
い
た
貞
俊
は
、
ど
の
よ
う
な
病
に
も
効
果
を
示
す
と
い
う
神
薬
の
存
在
を
懐
疑
的
に
と
ら
え
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、「
仙
堺
の
事
ハ
は
か
り
知
る
処
に
あ
ら
ず
」、「
実
説
な
ら
バ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
貞
俊
は
神
薬
の
存
在
を
完
全
に
否
定

し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　
『
野
夫
拾
彙
物
語　

六
』
に
は
十
八
の
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、「
紀
州
和
哥
山

ニ
而
神
仙

ニ
使
し
人
の
事
」
の
後
に
は
、「
備
後
国
藩

中
平
太
良
が
事
」「
江
戸
広
小
路
寅
吉
神
仙
に
仕
ハ
れ
し
事
」「
江
戸
南
鐺
町
又
兵
衛
悴
多
四
郎
魔
物

ニ
さ
そ
は
れ
し
事
」「
右
備
後
平
太
良

江

妖
魔
山
本
五
郎
左
衛
門
物
語
の
事
」
と
五
話
目
ま
で
、
気
吹
舎
で
話
題
と
な
っ
た
幽
界
に
関
す
る
内
容
が
続
い
て
い
る
。
安
政
五
年
ま
で

の
蔵
書
の
内
訳
を
示
し
た
金
杉
家
の
書
物
目
録
で
は
、
平
田
篤
胤
の
著
述
は
「
神
祇
古
道
」
と
い
う
項
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、『
仏

道
大
意
』『
古
道
大
意
』「
天
満
宮
御
伝
記
」「
再
生
記
」
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
「
再
生
記
」
に
は
、【
史
料
二
】
の
加
筆
が
あ
る
写
本
お
よ

び
『
再
生
聞
記
評
論
条
々
』
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
奥
書
に
は
、「
文
政
十

丁
亥
年
七
月　

都
祭
胤
文
為
写
之
」
と
い
う
『
勝

五
郎
再
生
記
聞
』
の
写
本
を
、
天
保
四
年
に
貞
俊
が
書
写
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
都
祭
胤
文
は
、
香
取
郡
新
里
村
妙
剣
宮
の
神
主
・

胤
伸
の
子
で
、
天
保
二
年
に
宮
負
定
雄
の
紹
介
で
気
吹
舎
に
入
門
し
て
い
る
。『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
は
、『
野
夫
拾
彙
物
語　

六
』
に
収

録
さ
れ
た
幽
界
の
話
題
に
触
れ
て
お
り
、
貞
俊
が
こ
う
し
た
気
吹
舎
に
由
来
す
る
話
題
に
天
保
年
間
か
ら
接
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
定
雄
が
島
田
幸
安
や
神
薬
の
話
を
伝
え
た
際
に
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
言
及
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
貞
俊
が
定
雄
か
ら
『
神
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界
物
語
』
に
由
来
す
る
話
を
聞
き
、
他
の
幽
界
に
関
す
る
話
を
意
識
し
た
こ
と
、
そ
こ
で
意
識
し
た
幽
界
に
関
す
る
話
と
天
保
年
間
に
は

接
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

嘉
永
七
年
の
紀
州
出
立
前
に
、
宮
負
定
雄
は
気
吹
舎
を
通
じ
て
得
た
『
神
界
物
語
』
の
情
報
を
、
地
域
で
気
吹
舎
門
人
以
外
の
人
々
に

も
伝
え
て
い
た
。
そ
の
際
の
反
応
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
が
、
気
吹
舎
門
人
以
外
の
人
々
に
は
、
幽
界
の
こ
と
を
意
識
す
る
機
会
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

三
、
安
政
年
間
の
宮
負
定
雄

（
一
）「
農
師
」
意
識
と
幽
冥
観

　

宮
負
定
雄
が
紀
州
に
出
立
し
た
嘉
永
七（
安
政
元
、
一
八
五
四
）年
十
一
月
四
日
、
安
政
東
海
地
震
が
発
生
し
た
。「
道
中
控
日
記
」
に

は
旅
路
で
見
聞
し
た
被
害
の
様
子
が
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
記
録
は
後
に
『
地
震
道
中
記
』『
地
震
用
心
考
』
な
ど
に
ま
と
め

ら
れ
る
。
紀
州
で
は
、
十
月
下
旬
に
幽
界
へ
入
っ
た
と
い
う
島
田
幸
安
に
は
会
え
な
か
っ
た
が
、
三
沢
明
と
面
会
し
、『
神
界
物
語
』
第
一
・

二
巻
を
書
写
し
て
い
る
。
松
沢
村
に
戻
っ
た
安
政
二
年
以
降
、
定
雄
は
三
沢
明
と
筆
紙
を
介
し
て
交
際
を
深
め
、
幽
界
へ
の
関
心
を
一
層

強
め
て
い
く
。
本
章
で
は
、
紀
州
か
ら
戻
っ
た
安
政
二
年
以
降
の
定
雄
に
つ
い
て
、
幽
界
へ
の
関
心
の
中
身
に
注
目
し
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、『
神
界
物
語
』
受
容
の
特
徴
を
考
え
る
。
紀
州
か
ら
戻
っ
た
定
雄
は
、
三
沢
明
に
第
三
巻
以
降
の
送
付
を
依
頼
し
て
い
る
。

　
【
史
料
四
】

下
総
国
宮
負
定
雄
主
ゟ
書
状
ヲ
以
申
添
候
ニ
は
、
神
界
物
語
ハ
、
誠
以
皇
国
開
闢
以
来
之
珍
書
ニ
て
、
大
道
教
諭
ノ
要
書
ニ
御
座
候
、



87 嘉永・安政年間の宮負定雄

右
拝
読
以
来
、
大
道
益
開
ケ
、
幽
顕
の
道
理
明
白
ニ
相
成
、
実
ニ
古
学
安
心
の
世
ニ
相
成
候
、
誠
ニ
尊
君
の
大
功
績
申
迄
も
無
之
、

御
高
徳
感
心
の
至
、
大
道
教
官
ニ
相
違
無
之
、
私
同
志
同
門
中
一
統
力
を
得
、
大
慶
御
座
候
、
大
壑
先
聖（
平
田
篤
胤
）入
幽
よ
り
以

来
の
教
導
の
人
物
は
、
尊
君
ニ
限
り
可
申
と
、
人
々
御
噂
申
居
候
、
仮
令
外
ゟ
何
様
申
候
と
も
、
神
界
物
語
は
不
残
私
方
へ
ハ
御
伝

被
下
候
様
、
伏
而
奉
希
上
候
、
若
哉
他
見
を
禁
候
ハ
ヽ
、
私
限
ニ
て
秘
シ
可
申
候

【
史
料
四
】
は
、『
神
界
物
語
』
第
二
十
巻
に
収
録
さ
れ
た
、
安
政
二
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
三
沢
明
宛
書
簡
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

宮
負
克
己
家
に
現
存
す
る
第
三
巻
以
降
の
『
神
界
物
語
』
は
、
こ
の
依
頼
を
受
け
て
三
沢
明
が
送
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
章
で

述
べ
た
よ
う
に
、
安
政
年
間
の
気
吹
舎
で
は
『
神
界
物
語
』
と
の
接
点
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
傍
線
部
の
表
現
か
ら
、
定
雄
が
そ
の

状
況
を
認
識
し
た
上
で
、『
神
界
物
語
』
を
三
沢
明
か
ら
直
接
得
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
定
雄
は
な
ぜ
『
神
界

物
語
』
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
安
政
二
年
五
月
成
稿
の
『
幽
界
通
話　

下
巻
』
に
は
、
第
三
巻
以
降
の
『
神
界
物
語
』
を
読
ん
だ
感
想

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
【
史
料
五
】

抑
、
神
界
物
語
十
九
巻
書
集
め
た
る
は
、
実
に
参
沢
氏
の
大
功
な
り
、
開
闢
以
来
の
珍
書
に
し
て
、
此
書
を
読
む
人
は
幽
現
両
界
の

道
理
明
白
に
し
て
、
天
地
間
に
疑
ふ
事
、
知
れ
ざ
る
事
は
な
く
、
物
識
人
と
も
称
せ
ら
る
べ
し
、
大
道
を
学
ぶ
者
必
よ
む
べ
き
国
学

の
宝
書
な
り
、
偖
、
高
山
寅
吉
が
幽
界
に
往
来
し
て
、
杉
山
山
人
神
に
仕
は
れ
た
る
は
、
幽
冥
よ
り
、
我
先
師
平
田
大
人
の
学
事
を

助
け
ん
が
為
に
し
て
、
仙
境
異
聞
の
書
始
め
て
成
り
、
幽
現
の
理
明
か
に
な
り
ぬ
、
島
田
幸
安
が
仙
界
に
往
来
し
て
、
清
浄
利
仙
大

神
に
仕
は
れ
た
る
は
、
幽
界
よ
り
、
参
沢
明
大
人
の
学
業
を
開
か
し
め
ん
が
為
に
し
て
、
神
界
物
語
の
書
十
九
冊
成
り
て
、
幽
現
の

道
理
ま
す
〳
〵
明
か
に
な
り
、
国
学
の
大
道
弥
々
開
け
、
世
に
弘
ま
れ
る
気
運
の
め
ぐ
り
来
る
な
り
、
平
田
大
人
・
参
沢
大
人
の
御
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蔭
に
依
て
、
仙
境
異
聞
・
神
界
物
語
の
両
書
を
読
み
、
己
定
雄
も
国
学
大
道
の
奥
儀
を
究
め
た
る
心
地
ぞ
す
る

【
史
料
四
】
で
い
う
「
大
道
」
が
、「
国
学
の
大
道
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
定
雄
は
、『
仙
境
異
聞
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
「
幽

現
の
道
理
」
に
関
す
る
理
解
を
、
当
時
成
立
し
て
い
た
『
神
界
物
語
』
全
十
九
巻
分（
第
二
十
巻
は
安
政
三
年
成
立
）を
読
む
こ
と
で
深
め

る
こ
と
が
で
き
、「
国
学
大
道
の
道
理
を
究
め
た
る
心
地
」
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
解
を
共
有
し
た
人
物
が
、
宇
井
包か

ね

教の
り

で
あ
る）

（（
（

。
松
沢
村
の
鎮
守
・
熊
野
社
の
神
主
で
あ
る
包
教
は
、
文
政
年
間
か
ら
天
保
初
年

に
か
け
て
定
雄
と
と
も
に
松
沢
村
の
気
吹
舎
門
人
の
な
か
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
の
、
天
保
四（
一
八
三
三
）年
に
大
原
幽
学

に
入
門
し
、
一
時
期
平
田
国
学
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
。
し
か
し
、
安
政
二
年
と
推
定
さ
れ
る
三
沢
明
宛
の
書
簡
で
、『
神
界
物
語
』

に
つ
い
て
、
三
沢
明
の
「
御
篤
学
之
御
誠
功
」
が
顕
れ
て
お
り
、
同
書
に
よ
っ
て
「
古
道
学
相
学
ヒ
申
者
も
安
心
ニ

而
、
聢
と
一
心
決
定

仕
候

而
、
神
徳
教
導
、
陰
徳
之
勉
、
身
分
相
応
の
行
ひ
仕
候
義
、
漸
々
得
心
」
し
た
と
述
べ
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
平
田
先
聖
の
現
幽
の

義
を
御
諭
シ
被
置
候
上
、
貴
君（
三
沢
明
）の
依
御
精
心
候
事
」
を
あ
げ
て
い
る
。
包
教
は
安
政
三
年
、
定
雄
の
仲
介
で
平
田
銕
胤
に
、
大

原
幽
学
の
説
く
「
性
理
学
」
に
泥
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
の
詫
状
を
提
出
し
て
い
る
。
時
系
列
を
考
え
る
と
、
包
教
が
平
田
国
学
に
復
帰
す

る
上
で
、
定
雄
を
介
し
た
『
神
界
物
語
』
の
受
容
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
包
教
が
「
神
徳
教
導
」
以
下
の
内

容
を
実
践
す
る
上
で
の
「
安
心
」
を
得
た
理
由
と
し
て
、
平
田
篤
胤
の
説
く
「
現
幽
の
理
」
を
、『
神
界
物
語
』
や
三
沢
明
の
「
精
心
」

に
よ
っ
て
内
面
化
し
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
点
か
ら
、
定
雄
と
包
教
の
理
解
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

　

次
に
、
三
沢
明
と
の
交
際
が
定
雄
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
弘
化
年
間
以
降
に
お
け
る
定
雄
の
行
動
の

特
徴
に
、
諸
国
の
奇
談
・
説
話
を
ま
と
め
た
著
述
の
執
筆
が
あ
る
。
な
か
で
も
安
政
三
年
成
立
の
『
奇
談
雑
史
』
は
、
民
俗
学
に
お
い
て

も
注
目
さ
れ
て
き
た
代
表
的
な
書
物
で
あ
る
。
同
書
は
伊
能
穎
則
に
よ
る
『
野
夫
拾
彙
物
語
』
の
序
文
を
、
書
名
部
分
を
変
え
て
転
用
し
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て
い
る
よ
う
に
、『
野
夫
拾
彙
物
語
』
と
通
底
す
る
意
識
か
ら
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
な
違
い
が
三
沢
明
に
由
来
す
る
内
容
の
有
無

で
あ
る
。
定
雄
が
安
政
二
年
以
降
に
著
し
た
著
述
に
は
、
こ
う
し
た
三
沢
明
か
ら
提
供
さ
れ
た
話
題
が
散
見
す
る
。

　

宮
負
克
己
家
に
は
、
三
沢
明
に
よ
る
筆
紙
を
ま
と
め
た
綴
り
が
現
存
す
る
。
こ
の
綴
り
に
は
、「
此
三
枚
ハ
小
子
カ
控
書
ナ
リ
、
今
般

御
撰
ノ
地
震
用
心
考
へ
御
書
入
ニ
ナ
リ
候
様
奉
希
候
」
と
記
さ
れ
た
丁
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
前
三
丁
分
に
記
さ
れ
た
大
坂
や
鞠
子
宿
で
の

安
政
東
海
地
震
の
被
害
に
関
す
る
話
は
、
安
政
三
年
七
月
段
階
の
稿
本
『
地
震
用
心
録
』
お
よ
び
、
安
政
四
年
六
月
の
自
序
が
付
さ
れ
た

『
地
震
用
心
考
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
は
、
安
政
三
年
付
の
三
沢
明
に
よ
る
跋
文
お
よ
び
安
政
三
年
十
二
月
付
の
紀
州
藩
士
・

畔
田
翠
山
に
よ
る
序
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、
三
沢
明
が
一
読
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
綴
り
に
収
録
さ
れ
た
「
陸
奥
国
稲

荷
の
霊
狐
諸
人
ニ
乗
移
る
事
」
と
い
う
話
は
、「
奥
山
正
胤
主
よ
り
申
添
候
実
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
奥
山
正
胤
は
島
田
幸
安
が
示
し

た
「
敬
仙
の
人
々
」
に
も
名
前
が
あ
が
っ
て
い
た
、
幽
界
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
地
方
門
人
で
あ
る
。
定
雄
は
三
沢
明
と
の
交
際
を
通
じ

て
、
三
沢
明
が
持
つ
、
他
の
気
吹
舎
門
人
た
ち
が
発
信
し
た
情
報
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

三
沢
明
と
の
交
際
に
よ
る
影
響
と
し
て
次
に
指
摘
し
た
い
点
は
、
農
書
や
教
訓
書
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
著
述
へ
の
影
響
で
あ
る
。
前
章

で
み
た
よ
う
に
、
定
雄
は
清
浄
利
仙
君
に
対
し
て
農
業
に
関
す
る
質
問
も
用
意
し
て
い
た
。
安
政
二
年
成
立
の
『
農
事
窮
理
考
』「
撰
種
」

の
項
で
は
、
問
答
体
の
形
式
で
、
駿
州
富
士
郡
本
市
場
の
米
宮
大
明
神
や
下
総
銚
子
飯
沼
観
音
に
あ
る
一
寸
八
分
の
米
の
よ
う
に
、
神
社

の
宝
物
と
な
っ
て
い
る
稲
種
が
今
の
世
の
稲
種
と
別
種
か
と
い
う
質
問
が
記
さ
れ
て
い
る
。【
史
料
六
】は
、そ
の
質
問
へ
の
回
答
で
あ
る
。

　
【
史
料
六
】

近
年
嘉
永
四
年
の
頃
、
紀
州
若
山
西
瓦
町
と
い
ふ
所
の
黒
江
屋
某
か
子
、
神
仙
に
誘
ハ
れ
て
九
州
日
向
国
赤
山
と
い
ふ
山
の
仙
境
に

連
往
か
れ
、
尊
き
神
仙
に
仕
ハ
れ
て
四
年
の
間
紀
州
若
山
に
数
度
往
来
せ
し
童
子
あ
り
て
、
其
童
子
か
神
の
世
界
の
稲
の
図
を
写
し

た
る
を
持
来
り
た
る
、
其
写
を
己
も
紀
州
若
山
に
往
き
て
見
た
る
に
、
其
形
ハ
木
賊
の
形
に
し
て
節
々
よ
り
二
粒
宛
稲
種
子
生
り
て
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粒
数
ハ
甚
少
き
図
也
、
神
代
の
稲
ハ
其
形
な
り
し
を
、
其
稲
種
子
を
天
津
日
の
御
国
よ
り
天
孫
降
臨
の
時
に
日
向
国
に
持
降
り
給
ひ

し
か
、
其
形
変
生
し
て
今
の
稲
の
形
と
化
り
、
米
粒
小
く
な
り
て
実
生
り
ハ
多
く
生
り
た
る
物
也
と
、
彼
紀
州
若
山
の
神
に
仕
ハ
れ

た
る
童
子
が
神
の
世
界
に
て
聞
た
る
説
を
書
集
め
た
る
神
界
物
語
と
い
ふ
書
に
正
し
く
見
へ
た
り
、
さ
れ
と
も
其
稲
種
子
今
も
天
仙

界
に
は
有
り
て
、
地
仙
界
に
ハ
絶
て
無
し
と
そ
、
況
人
間
世
界
に
ハ
無
し
、
偶
神
社
の
宝
物
に
納
ま
り
有
る
は
神
代
の
遺
物
な
る
へ

く
、
故
に
何
年
を
経
て
も
朽
る
事
な
く
今
に
有
る
な
る
へ
し
、
か
ゝ
る
大
粒
の
米
ハ
一
粒
食
し
て
も
永
く
飢
さ
る
な
る
へ
し

安
政
元
年
に
紀
州
を
訪
れ
た
際
に
幸
安
が
写
し
た
と
い
う
「
神
の
世
界
の
稲
の
図
」
を
見
た
こ
と
、
神
代
の
稲
種
が
今
の
稲
の
形
に
な
っ

た
経
緯
を
『
神
界
物
語
』
か
ら
知
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
嘉
永
五
年
時
点
で
ほ
ぼ
草
稿
を
完
成
さ
せ
て
い
た
『
農
事
窮
理
考
』
に
、

三
沢
明
を
通
じ
て
得
た
情
報
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
農
事
窮
理
考
』
に
は
天
地
開
闢
の
成
形
に
関
す
る

記
述
も
あ
る
た
め
、
篤
胤
の
著
書
『
天
柱
五
嶽
考
』
の
引
用
な
ど
、
玄
学
に
関
す
る
知
識
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。『
農
事
窮
理
考
』「
撰
種
」

は
、
文
政
十
一（
一
八
二
八
）年
に
気
吹
舎
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
草
木
撰
種
録
』
に
お
け
る
草
木
雌
雄
説
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
が
、
定
雄

の
草
木
雌
雄
説
を
理
解
す
る
上
で
参
考
と
な
る
史
料
が
、
文
政
末
年
頃
に
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
牝
牡
考　

草
稿
上
」
で
あ
る
。
同

書
は
、
篤
胤
の
古
史
理
解
を
も
と
に
「
人
体
は
更
に
も
い
は
ず
、
草
木
鳥
獣
に
至
る
ま
で
、
牝
牡
に
左
右
の
差
別
あ
る
事
」
を
論
じ
、
国
・

山
・
川
・
風
・
火
・
油
・
水
・
金
・
土
・
石
そ
れ
ぞ
れ
の
雌
雄
に
言
及
す
る
と
い
う
も
の
で
、
定
雄
の
父
・
定や

す

賢ま
さ

の
言
や
、
篤
胤
の
著
書

『
霊
能
真
柱
』
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
定
雄
は
農
業
研
究
の
過
程
で
、
万
物
の
生
成
と
の
関
連
も
追
究
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
弘

化
年
間
以
降
に
お
け
る
「
米
穀
倍
取
の
術
」
の
模
索
が
、
そ
の
方
向
性
を
引
き
継
い
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
定
雄
は
幽
界
に
関
す
る
知
識
や

情
報
を
、「
農
師
」
意
識
と
矛
盾
せ
ず
に
受
容
で
き
た
の
で
あ
る
。
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（
二
）「
幽
現
の
理
」

　

宮
負
定
雄
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
に
お
い
て
、
最
も
注
目
さ
れ
て
き
た
著
述
が
『
民
家
要
術
』
で
あ
る
。
同
書
は
、
文
政
末
年
に
定

雄
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
村
政
改
革
に
お
い
て
、
講
で
の
読
み
聞
か
せ
に
用
い
ら
れ
た
書
物
で
、
天
保
初
年
に
は
気
吹
舎
で
校
訂
も
行

わ
れ
て
い
た）

（（
（

。『
民
家
要
術
』
は
出
版
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
定
雄
は
安
政
年
間
に
再
び
同
書
の
執
筆
を
企
図
し
て
お
り
、
そ
の
過
程
で

作
成
さ
れ
た
控
書
が
現
存
す
る）

（（
（

。

　

控
書
の
な
か
の
「
神
事
第
一
」
と
小
見
出
し
が
立
て
ら
れ
た
箇
所
で
は
、「
皇
国
は
神
国
な
り
、
人
民
は
神
の
末
孫
な
り
、
故
に
神
祇

敬
信
は
人
間
の
大
道
な
り
、
忠
孝
之
に
次
く
、
仁
義
礼
譲
又
之
に
次
く
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
名
主
在
任
時
の
『
民
家
要
術
』
と
異
な
り

忠
孝
・
仁
義
礼
譲
が
後
景
に
退
き
、「
人
間
の
大
道
」
と
し
て
「
神
祇
敬
信
」
が
上
位
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
控
書
に
は
『
神
界
物
語
』

に
由
来
す
る
内
容
も
加
わ
っ
て
い
る
。

　
【
史
料
七
】

高
位
富
貴
の
人
と
い
へ
ど
も
、
悪
行
不
徳
の
人
の
霊
は
奇
獣
虫
け
ら
に
も
せ
ら
る
ゝ
な
り
、
官
位
と
富
貴
は
唯
此
世
の
物
に
て
、
幽

界
に
入
り
て
は
貴
人
高
位
の
人
も
一
旦
位
を
は
な
れ
て
、
土
民
町
人
も
一
統
に
て
、
現
世
の
功
徳
に
因
て
幽
界
の
官
位
定
ま
る
な
り

こ
れ
は
、『
神
界
物
語
』
第
一
巻
に
お
け
る
幽
界
で
の
官
位
に
関
す
る
説
明
を
受
け
た
理
解
で
あ
る
。
か
つ
て
居
村
で
読
み
聞
か
せ
の
素

材
と
し
て
用
い
た
『
民
家
要
術
』
の
改
訂
版
に
収
録
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
定
雄
が
こ
の
内
容
を
他
者
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
安
政
二（
一
八
五
五
）年
以
降
、
定
雄
は
三
沢
明
か
ら
送
ら
れ
た
書
物
の
写
本
を
作
成
し
、
地
域
の
気
吹
舎
門
人
な
ど

に
与
え
て
い
る
。
そ
の
一
人
、
分
家
し
た
実
弟
・
宮
負
茂
兵
衛
利
之
に
与
え
た
『
神
仙
感
応
経
』
の
写
本
は
、
定
雄
に
よ
っ
て
漢
文
が
読
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み
下
し
文
に
改
め
ら
れ
、
跋
文
も
付
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
跋
文
に
は
、「
人
の
教
誡
に
は
、
此
書
に
す
ぎ
た
る
善
き
物
な
く
、
中
々
に
儒

門
の
書
籍
の
及
ぶ
所
に
非
ず
」
と
い
う
理
由
か
ら
、「
世
に
弘
め
て
、
諸
人
に
よ
ま
し
む
る
」
た
め
に
写
本
を
作
成
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

お
り
、「
国
学
の
大
道
」
を
「
教
諭
」
す
る
と
い
う
、『
神
界
物
語
』
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
意
識
に
基
づ
く
写
本
作
成
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。

　

定
雄
は
『
神
界
物
語
』
の
な
か
で
も
、
同
書
で
説
か
れ
る
「
幽
現
の
理
」
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
、『
神
界

物
語
』
に
お
け
る
幽
冥
観
・
霊
魂
観
に
つ
い
て
、
定
雄
が
作
成
し
た
抜
書
か
ら
検
討
す
る
。『
神
界
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
三
沢
明
の
幽

冥
観
に
つ
い
て
岸
野
俊
彦
氏
は
、
家
の
永
続
・
繁
栄
を
強
く
希
求
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
の
脆
弱
さ
と
表
裏
す
る
形

で
、
死
後
も
生
き
続
け
る
魂
の
来
世
で
の
富
貴
を
願
う
こ
と
を
本
意
と
す
る
、「
再
生
」
思
想
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し

た）
（（
（

。
し
か
し
先
行
研
究
で
は
、
定
雄
の
理
解
に
基
づ
い
た
『
神
界
物
語
』
受
容
の
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

金
杉
貞
俊
の
生
家
に
は
、
定
雄
が
安
政
三
年
六
月
に
作
成
し
た
『
神
界
物
語　

抜
書　

幽
境
談
』、
翌
安
政
四
年
正
月
に
作
成
し
た
『
神

界
物
語　

抜
書　

下
』
と
い
う
二
冊
の
抜
書
が
現
存
す
る
。
両
書
の
冒
頭
に
は
、
貞
俊
が
記
し
た
目
録
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
貞
俊
が
両

書
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
幽
境
談
』
の
奥
書
で
定
雄
は
、「
此
一
巻
金
杉
氏
依
懇
望
令
進
写
者
也
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
文

言
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
は
で
き
な
い
が
、
嘉
永
七（
一
八
五
四
）年
時
点
で
『
野
夫
拾
彙
物
語　

六
』
に
島
田
幸
安
に
関
す
る
記
事
な
ど

を
収
録
し
て
い
た
よ
う
に
、
貞
俊
が
『
神
界
物
語
』
に
対
し
て
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、『
幽
境
談
』

に
付
さ
れ
た
定
雄
に
よ
る
識
語
で
あ
る
。

　
【
史
料
八
】

此
書
は
紀
州
若
山
の
人
島
田
幸
安
が
神
仙
に
誘
は
れ
、
九
州
の
赤
山
と
い
ふ
神
界
に
通
ひ
て
、
尊
き
神
仙
の
御
諭
し
を
承
り
た
る
趣

を
、
寺
沢
宗
哲
と
い
ふ
人
弐
拾
巻
に
書
集
め
て
神
界
物
語
と
号
く
、
其
書
の
中
よ
り
抜
書
せ
し
物
な
れ
ば
、
神
仙
の
御
教
に
し
て
甚
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も
尊
き
書
な
り
、
幽
理
に
暗
く
不
信
に
し
て
誹
謗
す
る
輩
は
神
罸
を
蒙
る
べ
し
、
故
に
猥
り
に
他
見
を
ゆ
る
す
べ
か
ら
ず
、
信
仰
の

人
々
に
ハ
慎
て
読
聞
か
す
べ
き
書
な
り
、
あ
な
か
し
こ

【
史
料
八
】
同
様
に
、
下
巻
に
付
さ
れ
た
跋
文
に
も
、「
本
書
の
中
に
他
見
を
ゆ
る
す
べ
か
ら
ず
、
信
仰
の
人
々
に
ハ
慎
で
読
聞
す
べ
き
書

な
り
、
あ
な
か
し
こ
と
有
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
言
及
し
た
『
神
界
物
語
』
の
性
格
を
継
承
し
、
定
雄
は
抜
書
に
『
神
界
物
語
』

が
「
信
仰
の
人
々
」
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
内
容
の
書
物
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
貞
俊
は
嘉
永
七
年
十
月
時
点
で
、
神
薬
の
存
在

を
疑
問
視
し
て
い
た
が
、
定
雄
が
貞
俊
を
「
信
仰
の
人
々
」、
も
し
く
は
「
信
仰
の
人
々
」
に
な
り
う
る
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
二
冊
が
『
神
界
物
語
』
二
十
巻
分
の
抜
書
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
度
々
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
安
政

年
間
に
お
い
て
『
神
界
物
語
』
と
接
す
る
こ
と
は
、
気
吹
舎
門
人
で
あ
っ
て
も
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
二
十
巻
本
は
定
雄
の
生
家
に
し
か

現
存
が
知
ら
れ
て
い
な
い
。
定
雄
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
、
気
吹
舎
門
人
以
外
の
人
物
が
、『
神
界
物
語
』
二
十
巻
本
の
内
容
と

接
し
て
い
る
点
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
平
田
国
学
の
展
開
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

　

次
に
、
抜
書
の
内
容
を
検
討
す
る
。
二
冊
と
も
に
原
本
を
忠
実
に
書
写
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
複
数
箇
所
の
内
容
を

ま
と
め
る
な
ど
、「
抜
書
」
と
い
う
に
相
応
し
い
性
格
の
書
物
で
あ
る
。
表
３
に
は
、
貞
俊
の
作
成
し
た
目
録
の
項
目
を
並
べ
た
。
一
見

し
て
わ
か
る
の
は
、
様
々
な
人
物
の
幽
界
で
の
様
子
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
仙
境
異
聞
』
と
比
較
す
る
と
、
こ
う
し
た

話
題
の
多
さ
は
『
神
界
物
語
』
自
体
の
特
徴
と
い
え
る
。

　

宮
負
定
雄
と
宇
井
包
教
は
、『
神
界
物
語
』
が
平
田
篤
胤
の
説
く
「
幽
現
の
道
理
」
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、
古
学
・
古
道

学
を
学
ぶ
者
が
「
安
心
」
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
抜
書
を
検
討
す
る
と
、
著
名
な
古
人
の
幽

界
で
の
様
子
に
加
え
、
修
学
や
信
心
の
あ
り
方
と
霊
魂
の
行
方
に
関
す
る
普
遍
的
な
説
明
を
記
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
次
に
、
そ
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表３-１　『神界物語　幽境談』の構成
丁　数 金杉貞俊による目録題

1丁オ～ウ 序文（弓道人〈宮負定雄のこと〉による識語）

2丁オ～
14丁ウ

仙堺え往来／幽界の次第／天の岩戸御籠／幽界昼夜／虫類無／殺生を忌／海川の魚自由／スハ（諏訪）明
神へ奉獣／神の世界明／神の供物／神を拝す／幽界闇二物ヲ見／甲子大国神／庚申少彦／人死霊と成／
人死而馬鹿賢ナル／人富貴現世限／高徳人ハ位進／神ハ人仕業見通／現世人殺／幽界数々在／鬼仙／愚
賓ノ長／高野山／（島田）幸安が友八人／幽年号不洩／幽文字不読／金銭の事／幽メヲ（女夫）無同居／雨
雪身モ不触／幽の食物／幸安重行（常陸坊海存重行）ニ逢／八天狗ノ訳／幽の衣服／諸神ヲ崇敬／邪見霊
妖魔成／シヤウキ（鍾馗）大神／火葬ハ不仁／絵書虚実／神社ノ額／神霊木像

14丁ウ～
35丁オ

目録で「古人
幽の有状」と
されている部
分

道綱ノ母／ナスノ（那須）与市／猪股小平六／山本勘助／楠庄五郎／松下禅尼／上杉謙信／朝比奈三郎／
熊谷直実／難波契沖／心学ノ元祖／役小角／加藤清正／楠正成／清盛公／▲楠家書訳／シンラン（親鸞）
上人／稲生平太郎／▲弘法ノキズイ／伴周五郎／蒲生君平／佐倉惣五郎／源義経／源頼朝公／北条義時
／足利高氏／東照宮／道真公／老子君／孔子君／孔明／カンクハヒ（顔回）／曽子／子路／孟子／弓削道
鏡／源頼光／柿本人丸（人麻呂）／渡辺綱／鬼同丸／酒仙童子／明智光秀／（塚原）卜伝／大坪道全／新井
君美／光格天皇／仁光天皇／小野道風／僧雪舟／狩野法眼／平将門／中将姫／一休禅師／利休／林道春
／太宰純／天満宮／ヲタ（織田）信長公／太閤秀頼／阿倍仲丸（仲麻呂）／松浦佐与姫／クマ坂長ハン（熊坂
長範）／石川五右衛門／山サキアンサイ（山崎闇斎）／塙検校（塙保己一）／武烈天皇／舎人シン皇（親王）／
板櫃社（藤原広継）／天竺ノシヤカ(釈迦）法師／巴提使／行基ボサツ（菩薩）／和気ノ清麿（和気清麻呂）／
仲村元勝／伝教大師／元三大師／崇神天皇／日本武命／安徳天皇／大伴家持／淡路廃帝／吉田兼好／漢
高祖ガ妻／玄宗皇帝妻／晋王右軍／カンタイシ（韓退之）／デンエン女（伝　）／ホウカンゼン師（豊干禅
師）／カンザン（寒山）／チツトク（拾得）／梁ノ武帝／蜀ノリウビ（劉備）／ヒハ法師（琵琶法師の祀る主空
神）／ソガノ（蘇我）入鹿／ニツタ（新田）義興／ニツタ（新田）忠常／本間孫四郎／ニナ（蜷）川新右衛門／長
威入道／伊藤仁斎／市川團十郎／野見宿祢／鎌足公（中臣鎌足）／武内宿祢／尊圓シン王（親王）／源三位
ヨリマサ（頼政）／カノウウネメタンユウ（狩野采女探幽）／田丸／竹中半兵衛／竹本義太夫／ソロリ（曽呂
利）新左衛門／絵師（須藤）久甫／（殿村）安守／絵師塩治（寉道）／松平越中守（定信）／紫式部／ノドノ守ノ
リツネ（能登守教常）／山鹿甚左衛門（山鹿素行）／山中鹿の助（鹿之助）／細井広沢／鳥石葛辰／顕如上人
／紀伊ノ国祖（徳川頼宣）／大眞院（重倫）／中山甲斐守／信長将軍（織田信長の時に、天主教を伝えた南蛮
人・ウルガン、フルガンや、南蛮寺の采紋・強須孟など）／島田幸安／サヌキ象頭山（象頭山の大神）／高
山寅吉／▲平田先生（平田篤胤）ノ相／本居先生（本居宣長）／真渕先生（賀茂真淵）／荷田春満／久米仙人
／大平国大神（平田篤胤）／清浄利仙大神

35丁オ～
46丁ウ

宗哲（三沢明）前生／ジジキノ命寿（迩迩岐命の幽界での年齢）／ホホ出見命（火火出見命の幽界での年齢）
／ウカフキ不命ノ寿（鵜茅葺不命の幽界での年齢）／美男美女ノ訳／スガ目トリ目辺目／片輪者／角力取
／神鹿肩骨抜／仙界数万里見／大塩平八郎／耳無き生類／人魂有処／人間ノゲイノウ（芸能）／唐土神仙
伝／小児死大人／盗人ノ罪／神信心ノ盗人／災難ヲのかる （ゝ逃るゝ）伝／寿命長短／金比羅ノ使物／幽
ニてハ切端痛／グヒン（愚賓）悪人ヲ殺／仙界官服／幽界位／幽界尊む術／宗哲（三沢明）問文武／露渕（紀
州人、石野露渕）が前生／保吉（紀州人、本多保吉）前生／おミね（保吉妻）が前生／茨木英次郎（紀州人、
茨木村親）／日蓮上人出所／一向宗ノ訳／日本人数／神々救人訳

46丁ウ～
47丁オ 大尾（宮負定雄・金杉貞俊による奥書）

表３-２　『神界物語　抜書下』の構成
丁　数 金杉貞俊による目録題

1丁オ～
3丁オ

古人の幽界で
の様子

西行法師／古事記撰者／俳諧人芭蕉／稗田阿礼／狂歌蜀山人／万霊親王／刀鍛冶天国／谷風／三條ノ小
カチ宗近／相州正宗／在原業平／佐々木高綱／清原氏ノ娘／妻鹿孫三郎／佐々木岸柳／宮本武蔵／紀一
法眼娘／左大臣時平公／高山寅吉／大石良雄四十七人

3丁オ～
47丁ウ

日蓮上人／シンラン上人／癩病神ノ咎／京都大仏／太閤秀吉公／婦人無宿嫁ス咎／借金の事／愚賓の寿
／丹後天の橋立／宗哲が父／上州生田万／宗哲が母／宗哲が妻／同人子供四人／神代釣針の事／浦島が
事／英寿より伺幽／仙家水火ノ苦／火ヲ大切ニす／伊豆ノ三尊／備後ノ石橋／淡路ノ絵島／天照幽現照
玉（照らし給ふ）／夫婦交接／周防国我慢次郎／神木ニテ家作ノ事／明より伺海幽山／人智愚ノ弁／蛮夷
軍船ノ評／尊圓親王ノ書／凡人魂少き説／幽界十二月ノ名／同守袋ノ寸法／アメリカ国ノ伺／若山源六
富札買／明より幽界ノ人ヲ伺／平田実子ノ伺幽／流行病ノ咒禁／物救ノ時唱咒文／子供木上見老翁／荒
五郎不法／肥前小島八剣明神／遠州秋葉ノグヒン／石炭堀穴ニ久居／小田原参詣幸次郎／阿波国無名ノ
小宮／釈迦空海ノツカヒ物／仙人ノ賀ノ説

金杉佐久治家文書より作成。
※（　）内は筆者による補足。
※▲をつけた3項目は幽界での様子を直接述べていない。下線を付した項目は幽界での様子に関する内容。
※目録と本文の順序が多少入れ替わっている場合がある。また、1項目で複数名の幽界での様子が記されている場合もある。
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の
い
く
つ
か
を
引
用
す
る
。

　
【
史
料
九
】（
原
史
料
の
ル
ビ
は
省
略
し
た
）

　

一�
平
田
大
壑
先
聖
ハ
、
面
相
杉
山
山
人
の
御
相
に
能
く
似
た
る
は
深
き
縁
あ
る
事
な
り
、
平
田
先
聖
ハ
大
和
国
三
輪
大
神
大
物
主
命
天

下
の
蒼
生
の
為
に
霊
を
化
現
し
て
平
田
大
角
と
申
幽
現
の
聖
者
と
生
れ
給
へ
る
な
り
と
ぞ
、
平
田
先
生
ハ
天
保
十
四
年
癸
卯
の
と
し

九
月
十
日
御
齢
六
十
七
歳
に
て
羽
州
秋
田
に
て
終
ら
せ
給
ひ
、
幽
界
に
入
ら
れ
給
ひ
ぬ
、
先
聖
へ
出
雲
大
社
よ
り
大
国
主
大
神
勅
許

有
て
、
大
平
国
大
神
篤
胤
命
と
な
り
給
ひ
し
年
月
を
幽
界

江
伺
ひ
た
る
に
、
即
天
保
十
四
年
卯
の
閏
九
月
中
旬
と
御
諭
し
あ
り
、
今

伊
勢
の
山
室
山
の
幽
界
に
坐
ま
し
…

一
荷
田
春
満
、
服
部
中
庸
二
方
も
海
幽
山
に
在
り
て
大
平
国
大
神
に
奉
仕
せ
ら
る
ゝ
な
り
、
凡
て
平
田
先
生
の
学
風
篤
志
の
門
人
達
、

死
し
て
霊
と
な
り
た
る
は
、
皆
、
海
幽
山
の
神
界
に
止
ま
る
な
り

一
親
鸞
上
人
ハ
出
家
の
戒
律
を
卒
、
妻
帯
肉
食
の
身
に
て
、
居
な
が
ら
財
宝
を
聚
め
情
慾
を
恣
に
し
、
栄
花
を
極
め
ん
為
に
法
然
が
往

生
安
楽
国
の
易
行
の
方
便
を
後
捕
に
し
て
新
宗
を
企
て
、
俗
言
の
文
章
を
作
り
、
諸
神
仙
霊
達
を
蔑
如
し
、
無
智
の
男
女
児
童
よ
り

他
宗
の
輩
ま
で
も
己
が
邪
法
に
引
入
れ
た
る
大
罪
に
て
、
妖
魔
の
境
に
入
り
、
今
は
虫
螻
と
な
り
て
非
類
の
苦
悩
を
受
る
な
り
、
斯

る
邪
慾
無
道
の
宗
旨
に
て
凡
俗
の
情
に
叶
ふ
に
因
て
寺
院
の
繁
昌
す
る
事
な
れ
ど
も
、
栄
ふ
る
は
妖
魔
の
業
な
る
故
、
此
宗
門
皇
国

に
滅
亡
す
る
に
違
ひ
な
し
と
ぞ

一
親
鸞
日
蓮
共
に
始
の
ほ
と
は
釈
魔
に
な
り
た
れ
と
も
、
親
鸞
は
虫
螻
と
な
り
、
日
蓮
ハ
野
狐
と
な
り
た
る
、
日
蓮
の
方
罪
軽
し
、
凡

一
向
宗
の
石
凝
霊
は
虫
螻
と
な
り
、
法
華
宗
の
偏
信
者
は
皆
獣
類
に
な
る
定
め
な
り

『
仙
境
異
聞
』
の
な
か
で
寅
吉
が
説
く
幽
界
の
あ
り
様
も
、
排
仏
崇
神
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
具
体
的
に
は
、
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空
海
に
関
し
て
、
寅
吉
が
篤
胤
の
質
問
に
対
し
て
「
た
だ
天
狗
に
成
り
た
り
と
云
ふ
こ
と
は
聞
き
た
り
」
と
答
え
て
い
る
箇
所
な
ど
が
こ

れ
に
該
当
す
る
。
し
か
し
、
親
鸞
や
日
蓮
の
幽
界
で
の
詳
細
な
様
子
、
さ
ら
に
は
一
般
の
信
者
に
つ
い
て
の
記
述
は
同
書
に
明
記
さ
れ
て

い
な
い
。『
神
界
物
語
』
が
「
門
人
」
や
「
信
者
」
の
よ
う
に
、
民
衆
ま
で
を
対
象
に
霊
魂
の
行
方
を
論
じ
た
こ
と
は
、
定
雄
や
包
教
が
「
国

学
大
道
」
や
「
神
徳
」
の
教
諭
・
教
導
を
行
う
上
で
の
「
安
心
」
獲
得
に
寄
与
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
実
証
は
不
十
分

だ
が
、
少
な
く
と
も
定
雄
が
「
幽
現
の
理
」
を
理
解
す
る
上
で
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
い
う
『
仙
境
異
聞
』
と
『
神
界
物
語
』
の
内
容

を
踏
ま
え
る
と
、「
民
家
要
術　

控
書
」
に
お
け
る
悪
行
不
徳
の
人
の
霊
が
「
虫
け
ら
」
に
な
る
と
い
う
理
解
が
、『
神
界
物
語
』
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
『
神
界
物
語
』
の
抜
書
に
、「
信
仰
の
人
々
」
に
の
み
読
み
聞
か
せ
る
べ
き
と
の
文
言
を
記
し
た
よ
う
に
、
定
雄
が
無
限
定
で
三
沢
明
か

ら
得
た
知
識
や
情
報
を
流
布
さ
せ
た
様
子
は
窺
え
な
い
。
し
か
し
、
嘉
永
五
年
時
点
で
自
身
の
「
教
諭
ニ
随
候
人

者
稀
々
ニ
見
請
候
」
と

し
て
秘
し
て
い
た
著
述
群
が
、「
国
学
大
道
の
奥
儀
を
究
め
た
る
心
地
」
を
得
た
安
政
年
間
に
完
成
し
て
い
っ
た
点
か
ら
は
、
嘉
永
七
年

に
気
吹
舎
を
通
じ
て
『
神
界
物
語
』
の
情
報
と
接
し
、
安
政
年
間
に
三
沢
明
と
の
交
際
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
宮
負
定
雄
の
思

想
・
行
動
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
嘉
永
・
安
政
年
間
に
お
け
る
宮
負
定
雄
の
思
想
を
、
幽
界
へ
の
関
心
に
着
目
し
て
検
討
し
た
。

　

岩
長
姫
神
信
仰
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
弘
化
年
間
に
は
神
仙
界
へ
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
定
雄
は
、
嘉
永
七（
一
八
五
四
）年
の
春
に
気

吹
舎
を
通
じ
て
『
神
界
物
語
』
の
話
題
と
接
し
、
そ
れ
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
。
富
草
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
特
に
幽
界
の
「
神
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薬
」
に
つ
い
て
は
地
域
の
人
々
に
広
く
情
報
を
伝
え
、
神
薬
を
希
望
す
る
人
々
を
「
年
齢
姓
名
書
」
に
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
定
雄
は

様
々
な
疑
問
を
神
仙
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
行
動
が
い
ず
れ
も
「
人
民
助
の
為
」
と
い
っ
た
意
識
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
か
ら
、
松
沢
村
へ
の
帰
村
の
動
機
で
あ
る
「
農
師
」
意
識
の
延
長
線
上
に
、
幽
界
へ
の
関
心
を
位
置
づ
け
る
べ
き
と
主
張
し

た
。

　

紀
州
で
三
沢
明
と
面
会
し
て
後
の
定
雄
は
、
三
沢
明
と
の
交
際
を
深
め
、
事
例
・
理
論
の
両
面
に
渡
る
知
識
や
情
報
を
得
た
。
と
り
わ

け
、『
神
界
物
語
』
の
幽
冥
観
・
霊
魂
観
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
、
平
田
国
学
の
教
説
に
基
づ
く
「
大
道
教
諭
」
の
実
践
行
為
と
し
て
、

著
述
・
写
本
の
作
成
を
活
発
化
さ
せ
た
。
世
上
と
の
距
離
感
を
感
じ
て
い
た
嘉
永
五
年
時
と
異
な
り
、
既
に
交
流
が
あ
っ
た
人
物
が
中
心

と
は
い
え
、
安
政
二（
一
八
五
五
）年
以
降
に
積
極
的
な
他
者
へ
の
働
き
か
け
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、『
神
界
物
語
』
の
話
題
と
の
接
触
・

三
沢
明
と
の
交
際
深
化
が
定
雄
に
と
っ
て
持
っ
た
意
味
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
三
沢
明
の
論
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
く
晩
年
の
定
雄
に
つ
い
て
、「
現
世
よ
り
来
世
に
興
味
が
移）

（（
（

」
っ
た
、「
農

政
家
か
ら
説
話
文
学
者
へ
の
転
身）

（（
（

」
と
い
っ
た
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
幽
界
に
関
す
る
知
識
や
情
報
の
収
集
は
「
農
師
」

意
識
と
矛
盾
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
定
雄
の
農
業
研
究
が
早
く
か
ら
、
平
田
国
学
の
古
史
理
解
や
玄
学
に
関
す
る
知
識
を

参
照
す
る
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
三
沢
明
の
論
を
『
農
事
窮
理
考
』
に
収
録
し
た
こ
と
は
、
そ
の
証
左
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
地
域
民
衆
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
定
雄
の
幽
界
に
関
す
る
知
識
・
情
報
の
受
容
が
持
っ
た
意
味
を
考
え
た
い
。

　

安
政
四
年
九
月
、
江
戸
の
気
吹
舎
か
ら
香
取
参
詣
に
向
か
う
途
中
の
筑
前
の
気
吹
舎
門
人
・
宮
崎
元
胤
が
、
定
雄
の
許
を
訪
れ
て
い

る）
（（
（

。
定
雄
は
こ
の
時
聞
い
た
話
を
『
疱
瘡
厄
病
除
福
草
考
』
に
収
録
し
て
お
り
、
両
者
の
間
で
富
草
に
関
す
る
話
題
が
あ
が
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
ま
た
、
元
胤
は
筑
前
に
『
農
事
窮
理
考
』
の
写
本
を
持
ち
帰
っ
て
お
り
、『
疱
瘡
厄
病
除
福
草
考
』
も
宮
崎
家
文
書
の
な
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か
に
現
存
す
る
。
幽
界
へ
の
関
心
を
強
め
る
安
政
期
の
定
雄
を
、
元
胤
は
好
意
的
に
と
ら
え
た
と
理
解
で
き
る
。

　

し
か
し
、
翌
安
政
五
年
正
月
に
、
定
雄
の
長
子
・
源
蔵
は
、
定
雄
の
「
散
財
」
に
よ
る
「
難
渋
」
と
、
定
雄
の
妻
・
や
す
が
前
年
秋
に

病
に
倒
れ
、「
相
続
も
相
成
兼
」
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
名
主
退
役
願
を
領
主
に
提
出
し
て
い
る
。
や
す
の
病
は
、
元
胤
の
来
訪

と
時
期
が
重
な
る
。
領
主
へ
の
願
書
に
こ
う
し
た
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
章
で
み
た
よ
う
な
天
保
飢
饉
後
の
松
沢
村
・
宮

負
家
の
状
況
下
で
は
、定
雄
の
行
動
に
理
解
を
示
す
人
々
は
決
し
て
多
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。定
雄
が『
神
界
物
語
』を「
信
仰
の
人
々
」

に
の
み
伝
え
る
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
定
雄
の
行
動
を
否
定
的
に
と
ら
え
た
人
々
の
多
く
は
、
詳
し
く
同
書
の
内
容

を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
安
政
年
間
に
お
け
る
三
沢
明
の
著
述
と
の
接
点
の
限
定
性
を
考
え
る
と
、
宮
負
定
雄
が
第
三
巻
以
降
の
『
神
界
物
語
』
の
よ

う
な
書
物
や
、
三
沢
明
の
持
つ
知
識
・
情
報
を
得
て
、
そ
れ
ら
が
地
域
で
伝
え
ら
れ
た
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
う
し
た
伝
播
の
例
と

し
て
本
稿
で
は
、
神
薬
に
期
待
し
た
人
々
、
神
薬
の
真
偽
を
疑
問
視
し
た
金
杉
貞
俊
と
い
っ
た
気
吹
舎
門
人
以
外
に
お
け
る
異
な
っ
た
反

応
の
あ
り
方
を
紹
介
し
た
。
ま
た
、【
史
料
七
】
の
前
提
と
な
っ
た
現
世
と
来
世
の
貴
賤
の
関
連
に
つ
い
て
の
『
神
界
物
語
』
第
一
巻
の

記
述
に
対
し
て
は
、
三
河
の
気
吹
舎
門
人
・
竹
尾
正
寛
が
、
幽
界
で
も
「
天
皇
命
の
大
御
霊
の
、
凡
人
と
同
じ
か
る
べ
き
理
は
、
か
つ
て

あ
る
ま
じ
き
事
」と
し
て
、「
い
ぶ
か
し
と
も
不
審
し
く
も
」あ
る
こ
と
だ
と
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。宮
負
定
雄
が「
国

学
大
道
の
道
理
を
究
め
た
る
心
地
」
を
得
た
『
神
界
物
語
』
に
対
す
る
反
応
は
、
気
吹
舎
門
人
の
な
か
で
も
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
各
地

の
人
々
は
、
幽
界
に
関
す
る
知
識
・
情
報
を
、
各
々
の
直
面
す
る
課
題
や
関
心
に
基
づ
い
て
受
容
・
理
解
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し

た
多
様
な
反
応
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

安
政
五
年
九
月
に
定
雄
が
没
し
た
後
も
、『
神
界
物
語
』
お
よ
び
同
書
か
ら
影
響
を
受
け
た
定
雄
の
著
述
は
当
地
に
の
こ
り
、
気
吹
舎

門
人
以
外
に
も
読
ま
れ
て
い
る
。
地
域
の
人
々
は
、
そ
う
し
た
内
容
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
。
幕
末
以
降
の
地
域
に
お
け
る
平
田
国
学
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や
民
衆
思
想
の
展
開
を
考
え
る
上
で
、
幽
界
と
の
向
き
合
い
方
へ
の
着
目
は
、
有
効
な
視
角
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

註

（
１
）岸
野
俊
彦
「「
草
莽
の
国
学
」
の
再
検
討
」（『
歴
史
評
論
』
三
三
八
、一
九
七
八
年
、
の
ち
岸
野
『
幕
藩
制
社
会
に
お
け
る
国
学
』
校

倉
書
房
、
一
九
九
八
年
に
収
録
）。

（
２
）岸
野
俊
彦
「
紀
州
藩
平
田
派
国
学
者
三
沢
明
の
思
想
的
特
徴
」（『
名
古
屋
自
由
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
一
〇
、一
九
七
八
年
）お

よ
び
前
掲
註
１
。

（
３
）椙
山
林
継「
相
馬
地
方
に
お
け
る
平
田
銕
胤
書
簡
―
解
題
と
翻
刻
―
」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』八
九
、二
〇
〇
二
年
）。

（
４
）芳
賀
登
「
幕
末
変
革
期
に
お
け
る
国
学
者
の
運
動
と
論
理
」（『
日
本
思
想
大
系
』
五
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）。

（
５
）拙
稿
「
平
田
篤
胤
門
人
宮
負
定
雄
の
教
諭
論
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
六
一
、二
〇
〇
七
年
）。

（
６
）松
沢
村
に
拠
点
を
戻
し
た
動
機
に
つ
い
て
、
前
掲
註
５
拙
稿
で
は
『
野
夫
拾
彙
物
語
』（
無
窮
會
専
門
図
書
館
平
沼
文
庫
所
蔵
）に
収

録
さ
れ
た
自
叙
伝
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
同
史
料
の
内
容
は
後
掲
註
17
『
農
事
窮
理
考
』
や
、
後
掲
註
22
「
宮
負
定
雄
書
状
」
か
ら
裏

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
詳
し
く
は
「
宮
負
定
雄
の
国
学
受
容
と
「
農
師
」
意
識
」（
第
六
六
回
民
衆
思
想
研
究
会
報
告
、

二
〇
〇
七
年
）を
も
と
に
し
た
別
稿
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
７
）千
葉
県
旭
市
宮
負
克
己
家
文
書
。
本
稿
で
使
用
す
る
史
料
は
明
記
し
な
い
限
り
同
文
書
で
あ
る
。
な
お
、『
神
界
物
語
』
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
岸
野
前
掲
註
２
、三
ツ
松
誠
「「
幽
界
物
語
」
の
波
紋
」（
第
六
二
回
神
道
宗
教
学
会
報
告
、
二
〇
〇
八
年
）参
照
。

（
８
）「
気
吹
舎
日
記
」
嘉
永
二
年
閏
四
月
二
四
日
条
に
、「
紀
州
寺
沢
立
敬（
三
沢
明
）よ
り
書
状
到
来
、
金
子
二
歩
入
也
、
著
書
品
々
来
」
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と
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
「
気
吹
舎
日
記
」
か
ら
の
引
用
は
、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
二
二
・
一
二
八

（
二
〇
〇
五
・
二
〇
〇
六
年
）に
よ
る
。

（
９
）岸
野
俊
彦
「
伊
那
平
田
学
研
究
序
説　

一
・
二
」（『
伊
那
』
六
〇
〇
・
六
〇
一
、一
九
七
八
年
）。
引
用
さ
れ
た
史
料
に
は
「
右
之
書
等
」

と
あ
り
、『
神
界
物
語
』
以
外
の
書
物
も
対
象
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）前
掲
註
３
所
収
史
料
。

（
11
）『
神
界
物
語
』
第
九
巻
。

（
12
）前
掲
註
８
「
気
吹
舎
日
記
」。

（
13
）近
世
後
期
の
松
沢
村
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
東
総
地
域
に
お
け
る
神
職
の
学
問
受
容
」（『
千
葉
史
学
』
五
三
、二
〇
〇
八
年
）参
照
。

（
14
）川
名
登
「
草
莽
の
国
学
者
・
宮
負
定
雄
」（『
商
経
論
集
』
四
、一
九
七
三
年
）、
同
「
草
莽
の
国
学
者
・
宮
負
定
雄
小
伝
」（
鈴
木
信
雄
・

川
名
登
・
池
田
宏
樹
編
著
『
過
渡
期
の
世
界
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
七
年
）。

（
15
）川
名
前
掲
註
14
。

（
16
）小
野
将
「
草
莽
の
国
学
」（『
千
葉
県
の
歴
史　

通
史
編
近
世
２
』
千
葉
県
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
17
）九
州
大
学
記
録
資
料
館
法
制
資
料
部
門
所
蔵
『
農
事
窮
理
考
』。

（
18
）『
神
界
物
語
』
第
二
十
巻
、
岸
野
前
掲
註
１
。

（
19
）千
葉
県
旭
市
宮
負
安
茂
家
文
書
。
本
稿
で
は
、『
宮
負
定
雄
未
刻
資
料
集
』（
宮
負
家
蔵
版
、
二
〇
〇
〇
年
）の
翻
刻
を
、
句
読
点
を
変

更
し
て
使
用
し
た
。

（
20
）石
井
加
津
間
・
三
輪
田
綱
丸
宛
「
宮
負
定
雄
書
状
」（『
旭
市
史　

第
二
巻
』
旭
市
、
一
九
七
三
年
、
八
七
六
～
八
七
八
頁
）。

（
21
）宮
負
克
己
家
文
書
『
疱
瘡
厄
病
除
福
草
考
』（『
千
葉
県
の
歴
史　

資
料
編
近
世
１（
房
総
全
域
）』
千
葉
県
、
二
〇
〇
六
年
）。
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（
22
）平
山
忠
兵
衛
・
正
蔵
宛
「
宮
負
定
雄
書
状
」（『
旭
市
史　

第
二
巻
』、
八
七
九
～
八
八
一
頁
）。『
旭
市
史
』
で
は
嘉
永
四
年
の
書
状
と

推
定
し
て
い
る
が
、『
農
事
窮
理
考
』
と
の
内
容
比
較
か
ら
嘉
永
五
年
の
書
状
と
比
定
で
き
る
。

（
23
）『
日
本
農
書
全
集
』
三（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
七
九
年
）所
収
。
同
書
で
は
、「
礼
儀
ハ
富
足
に
起
り
」
と
『
潜
夫
論
』
の
文
言

を
引
用
し
、「
国
を
富
し
家
を
富
す
ハ
礼
儀
の
起
る
基
な
り
。
国
を
富
す
事
農
人
の
勤
に
有
べ
し
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
24
）『
天
地
開
闢
生
植
一
理
考
』
は
、
単
体
の
書
物
と
し
て
は
安
政
四
年
に
成
立
し
て
い
る（
千
葉
県
立
中
央
図
書
館
所
蔵
）。

（
25
）こ
う
し
た
銕
胤
の
関
心
は
、
子
・
延
太
郎（
延
胤
）が
「
先
陣
之
戦
士
ニ
被
申
付
」
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る（
前
掲
註
３
所
収
史
料
お

よ
び
註
７
『
神
界
物
語
』）。

（
26
）前
掲
註
17
『
農
事
窮
理
考
』。

（
27
）『
仙
境
異
聞
』（『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
九
巻
、
名
著
出
版
、
一
九
七
六
年
）。

（
28
）宮
負
克
己
家
文
書
『
神
仙
医
方
秘
事
』。
同
史
料
は
、「
大
同
類
聚
方
」
と
「
仙
伝
医
薬
秘
書
」
を
書
写
し
た
も
の
で
、「
清
玉
異
人（
島

田
幸
安
）口
授　

参
澤
明
書
記
」
と
さ
れ
て
い
る
後
者
の
末
尾
に
六
名
の
名
前
が
あ
る
。
宮
負
定
雄
が
嘉
永
七
年
時
点
で
薬
方
伝
授
を

願
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
常
長
が
伝
授
さ
れ
た
時
期
は
同
年
か
ら
安
政
年
間
の
間
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
29
）金
杉
貞
俊
の
妻
は
、
宮
負
定
雄
の
父
定
賢
の
先
代
の
娘
・
恵
津
で
あ
る
。
以
下
、
金
杉
貞
俊
に
関
す
る
記
述
は
断
り
の
な
い
限
り
千

葉
県
旭
市
金
杉
佐
久
治
家
文
書
に
よ
る
。
な
お
、
貞
俊
の
医
療
活
動
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
舟
橋
明
宏
氏
に
よ
る
前
掲
註
21
『
千
葉
県

の
歴
史　

資
料
編
近
世
１（
房
総
全
域
）』
所
収
の
資
料
解
説
が
あ
る
。

（
30
）金
杉
佐
久
治
家
文
書（
前
掲
註
21
『
千
葉
県
の
歴
史　

資
料
編
近
世
１（
房
総
全
域
）』
所
収
）。

（
31
）以
下
の
記
述
は
、
前
掲
註
13
拙
稿
「
東
総
地
域
に
お
け
る
神
職
の
学
問
受
容
」
に
よ
る
。

（
32
）拙
稿
「
宮
負
定
雄
『
民
家
要
術
』
諸
本
の
関
係
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
五
、二
〇
〇
八
年
）。
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（
33
）宮
負
克
己
家
文
書
「
民
家
要
術　

控
書
」。

（
34
）宮
負
安
茂
家
文
書
。

（
35
）岸
野
前
掲
註
２
。

（
36
）子
安
宣
邦
「
仙
境
異
聞
」（『
平
田
篤
胤
の
世
界
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
二
〇
〇
〇
年
）。

（
37
）岸
野
前
掲
註
１
。

（
38
）太
田
素
子
「
家
と
村
の
人
間
形
成
史
」（
中
内
敏
夫
・
小
野
征
夫
編
『
人
間
形
成
論
の
視
野
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
39
）前
掲
註
17
『
農
事
窮
理
考
』
お
よ
び
宮
負
克
己
家
文
書
「
霊
夢
記
」。

（
40
）岸
野
俊
彦「
三
河
平
田
派
国
学
者
竹
尾
正
鞆
・
正
寛
・
正
胤
覚
書
」（『
名
古
屋
自
由
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』一
一
、一
九
七
九
年
）。

　
［
付
記
］

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
金
杉
佐
久
治
家
・
宮
負
克
己
家
・
宮
負
安
茂
家
の
皆
様
、
大
原
幽
学
記
念
館
の
皆
様
に
は
大
変
御
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
事
業
「
近
世
国

学
の
霊
魂
観
を
め
ぐ
る
テ
キ
ス
ト
と
実
践
の
研
究
―
霊
祭
・
霊
社
・
神
葬
祭
─
」（
平
成
二
十
～
二
十
二
年
度
の
う
ち
平
成
二
十
二
年
度
）

の
成
果
で
あ
る
。
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解　

題

　

羽
田
野
神
主
家
文
書
は
、
三
河
国
渥
美
郡
吉
田
方
村（
現
・
愛
知
県
豊
橋
市
）の
羽
田
八
幡
宮
・
神
明
宮
の
神
主
を
務
め
た
羽
田
野
家
伝

来
の
文
書
群
で
、
現
在
は
宮
地
直
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
環
と
し
て
國
學
院
大
學
学
術
資
料
館（
神
道
資
料
館
）が
所
蔵
し
て
い
る
。

　

羽
田
野
家
は
、
江
戸
時
代
に
三
河
国
渥
美
郡（
現
・
豊
橋
市
）の
羽
田
八
幡
宮（
羽
田
村
）・
神
明
宮（
田
町
）両
社
の
神
主
を
務
め
た
家
で

あ
る
。第
五
代
の
重
樹
の
の
ち
い
っ
た
ん
中
絶
す
る
が
、文
化
年
間
に
吉
田
方
村
の
神
職
の
子
に
生
ま
れ
た
敬
道（
宝
暦
四
年
〜
天
保
九
年
）

が
第
六
代
を
継
承
し
て
中
興
し
た
。
文
政
元
年
に
敬
道
の
養
子
と
な
り
同
家
を
継
い
だ
羽
田
野
敬
雄（
寛
政
十
年
〜
明
治
十
五
年
）は
平
田

国
学
の
学
塾
で
あ
る
気
吹
舎
の
有
力
者
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
る
。
敬
雄
は
文
政
八
年
に
本
居
大
平
に
入
門
し
た
の
ち
、
同
十
年
に
気
吹

舎
に
入
門
す
る
。
そ
の
後
、
草
鹿
砥
宣
隆
ら
地
域
の
有
力
神
職
と
学
問
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
を
し
な
が
ら
、
神
職
に
直
接
関
わ
る

國
學
院
大
學
学
術
資
料
館
所
蔵
　

羽
田
野
神
主
家
文
書
　
仮
目
録

遠　

藤　
　
　

潤
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運
動
だ
け
で
な
く
、
学
芸
方
面
で
も
活
発
に
活
動
し
、
三
河
お
よ
び
周
辺
地
域
の
気
吹
舎
門
人
の
中
心
人
物
と
な
る
。
神
祇
に
関
わ
る
研

究
と
し
て
は
、『
延
喜
式
』
の
版
本
な
ど
に
も
と
づ
い
て
式
内
社
の
調
査
・
同
定
を
行
い
、
三
河
国
の
式
内
社
に
つ
い
て
は
そ
こ
に
至
る

道
標
の
建
設
を
進
め
る
な
ど
し
た
。
草
鹿
砥
ら
と
は
書
物
の
貸
し
借
り
や
書
簡
に
よ
る
意
見
交
換
を
さ
か
ん
に
行
い
、
例
え
ば
、
神
道
の

葬
祭
に
関
す
る
意
見
交
換
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
年
に
草
鹿
砥
宣
隆
著
『
葬
祭
記
略
／
同
批
評
／
祠
堂
祭
儀　

同
批
評
』（
合
本
）に
結
実

し
た
。
羽
田
八
幡
宮
文
庫
を
拠
点
と
し
た
文
庫
の
建
設
と
書
籍
の
収
集
に
も
尽
力
し
た
。
同
文
庫
の
書
物
は
敬
雄
の
死
後
に
い
っ
た
ん
散

逸
の
危
機
を
迎
え
る
が
、
市
な
ど
に
よ
る
再
収
集
の
努
力
に
よ
っ
て
、
現
在
は
大
部
分
が
豊
橋
市
立
中
央
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
書
物
・
史
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
長
年
に
わ
た
っ
て
羽
田
野
敬
雄
研
究
会
が
、
羽
田
野
敬
雄
に
よ
る
記
録
『
萬
歳
書
留
控
』

を
は
じ
め
、
主
要
な
記
録
・
文
書
類
に
も
と
づ
い
て
実
証
的
で
包
括
的
・
網
羅
的
な
研
究
を
蓄
積
し
て
き
た
。

　

今
回
、
仮
目
録
を
作
成
し
た
宮
地
直
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
羽
田
野
神
主
家
文
書
は
、
こ
れ
ら
の
書
籍
・
史
料
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
群
は
縦
長
の
木
箱
二
合
か
ら
な
り
、
蓋
の
表
面
に
は
、「
神
道
裁
許
状
」（
箱
一
）、「
神
道
諸
書
附
」（
箱
二
）と

そ
れ
ぞ
れ
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
神
道
裁
許
状
を
は
じ
め
吉
田
家
か
ら
授
与
さ
れ
た
各
種
許
状
と
そ
れ
に
関
す
る
書
簡
な
ど
か
ら

な
る
。
宮
地
直
一（
明
治
十
九
〜
昭
和
二
十
四
年
）が
こ
れ
を
入
手
し
た
の
は
昭
和
十
年
代
以
前
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い

て
宮
地
は
「
神
道
裁
許
状
」（
箱
一
）の
蓋
の
裏
面
に
「
右
二
筥
ハ
先
年
羽
田
野
氏
文
書
の
賣
立
て
ら
れ
し
も
の
ゝ
一
部
に
し
て
下
谷
文
行

堂
よ
り
買
得
せ
る
や
う
に
記
臆
す　

尚
ほ
他
に
豊
橋
図
書
館
に
入
り
し
も
の
等
あ
り
て
散
乱
せ
し
ハ
惜
し
む
べ
し　

昭
和
二
十
年
五
月
二

日
記
之　

宮
地
直
一
」
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
書
群
に
つ
い
て
は
、
宮
地
直
一
の
亡
く
な
っ
た
九
年
後
で
あ
る
昭
和
三
十
三
年
に
子
の
宮
地
治
邦
が
論
文
「
吉
田
神
道
裁
許
状

の
授
受
に
つ
い
て
」（『
神
道
学
』
十
九
）で
そ
の
概
略
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
吉
田
家
側
の
記
録
で
あ
る
「
諸
国
礼
物
之
定
」
や

羽
田
野
敬
雄
に
よ
る
記
録
『
萬
歳
書
留
控
』
の
記
事
と
照
合
し
な
が
ら
、
裁
許
状
の
礼
金
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
研
究
の
視
点
は
、
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近
世
吉
田
家
の
経
済
的
実
態
の
解
明
に
す
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
、
宮
地
直
一
の
蔵
書
が
國
學
院
大
學
に
移
管
さ
れ
た
と
き
に
、
本
文
書
も
國
學
院
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
文
部
科
学
省
平
成
十
九

年
度
オ
ー
プ
ン
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
に
選
定
さ
れ
た
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
推
進
事
業
「
モ
ノ
と
心
に
学
ぶ
伝
統

の
知
恵
と
実
践
」
で
は
、「
國
學
院
の
学
術
資
産
に
み
る
モ
ノ
と
心
」
グ
ル
ー
プ
の
活
動
と
し
て
、
宮
地
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
和
装
本

の
調
査
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
づ
く
近
代
人
文
学
の
形
成
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
本
文
書
に
つ
い
て
遠
藤
を
中
心

に
調
査
を
進
め
て
い
る
。

　

羽
田
野
神
主
家
文
書
の
う
ち
一
部
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
資
料
館
企
画
展
「
お
は
ら
い
の
文
化
史
―
祓

給
ひ　

祓
申
す
―
」（
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日
〜
九
月
二
十
五
日
）に
お
い
て
展
示
を
行
っ
た
。
こ
の
際
は
「
お
祓
い
」
の
視
点
か

ら
羽
田
野
家
が
授
与
さ
れ
た
各
種
許
状
を
と
り
あ
げ
、
当
時
の
吉
田
家
配
下
の
神
職
に
と
っ
て
中
臣
祓
が
も
っ
て
い
た
意
味
を
具
体
的
に

示
し
た
。

　

羽
田
野
神
主
家
文
書
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
道
裁
許
状
を
は
じ
め
と
し
て
吉
田
家
か
ら
授
与
を
受
け
た
許
状
や
そ
れ
に
関
係

し
て
や
り
と
り
さ
れ
た
書
簡
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
羽
田
野
敬
雄
は
『
萬
歳
書
留
控
』
に
日
常
的
に
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
お
り
、
許

状
の
授
受
に
つ
い
て
は
こ
の
記
録
に
す
で
に
書
簡
の
写
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
た
だ
、
こ
の
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
許
状
の

多
く
が
吉
田
家
か
ら
授
与
さ
れ
た
現
物
で
あ
り
、
ま
た
羽
田
野
家
の
み
な
ら
ず
関
係
神
職
の
許
状
授
受
に
関
し
て
羽
田
野
敬
雄
が
仲
介
し

た
様
子
を
示
す
書
簡
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
文
書
に
は
独
自
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

本
文
書
に
つ
い
て
は
、
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
研
究
開
発
推
進
機
構
に
よ
る
調
査
・
研
究
が
進
行
中
で
あ
り
、
現
在
の

と
こ
ろ
史
料
公
開
の
予
定
は
な
い
。
今
回
の
仮
目
録
の
公
開
は
、
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
研
究
事
業
の
一
環
と
し
て
、
資
料
の

概
要
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
。
書
簡
を
は
じ
め
と
す
る
重
要
な
資
料
に
つ
い
て
の
翻
刻
お
よ
び
詳
細
目
録
の
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作
成
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
研
究
開
発
推
進
機
構
内
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
順
次
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

凡　

例

・
角
書
お
よ
び
二
行
分
か
ち
書
き
な
ど
は
【　

】
で
く
く
っ
て
示
し
た
。

・
有
意
の
改
行
に
つ
い
て
は
／
で
示
し
た
。

・ 

漢
字
の
表
記
は
、
原
則
と
し
て
通
行
字
体
に
統
一
し
た
。
た
だ
し
、
人
名
や
一
部
の
書
名
な
ど
で
は
正
字
な
ど
の
表
記
を
あ
え
て
残
し

て
い
る
場
合
が
あ
る
。

・ 

史
料
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、史
料
の
現
在
の
保
存
状
況
を
重
視
し
た
番
号
づ
け
を
行
い
、今
回
提
示
す
る
仮
目
録
で
は
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
配
列
し
た
。

・ 

箱
の
な
か
に
お
け
る
文
書
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
上
か
ら
順
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
ふ
っ
た
。

・  

一
つ
の
文
書
の
ま
と
ま
り
の
な
か
で
は
、
上
部
の
も
の
か
ら
順
に
番
号
を
つ
け
て
い
る
。（
例　

A
１
、
A
２
、
A
３
…
）

・ 

垂
直
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
左
か
ら
順
に
番
号
を
つ
け
て
い
る
。

・ 

一
つ
の
包
み
紙
に
含
ま
れ
て
い
る
複
数
の
文
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
枝
番
号
を
つ
け
て
扱
い
、
同
じ
包
み
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
番
号

の
う
え
で
表
現
し
た
。
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目　

録

箱
一
「
神
道
裁
許
状
」

【
箱
一
】

蓋・（
表
）「
神
道
裁
許
状
／
四
代　

長
門
重
慶　

后
周
防
／
丹
後 

重
樹
／
上
総
敬
道　

前
相
模　

后
右
近
／
常
陸
敬
雄　

后
佐
可
喜
／［　

］

／
［　

］
在
中
／
羽
田
埜
氏
」、（
裏
）／（
下
部
）「
両
社
神
主
／
羽
田
埜
相
模
源
敬
道
／
後
改
名
上
総
」
／（
上
部
）「
神
道
裁
許
状
【
一
筥
】

神
道
諸
書
附
【
一
筥
】
／
右
二
筥
ハ
先
年
羽
田
野
氏
文
書
の
賣
立
て
ら
れ
し
も
の
ゝ
／
一
部
に
し
て
下
谷
文
行
堂
よ
り
買
得
せ
る
や
う
に

記
臆
す
／
尚
ほ
他
に
豊
橋
図
書
館
に
入
り
し
も
の
等
あ
り
て
散
乱
せ
し
ハ
／
惜
し
む
べ
し
／
昭
和
二
十
年
五
月
二
日
記
之
／
宮
地
直
一
」

／（
左
側
面
）「
宮
地
直
一
蔵
」

【
Ａ
】（
第
一
層
の
上
部
左
、
二
点
）

（
Ａ
１
）

　
（
Ａ
１
︲
０
）（
包
紙
）「
安
政
四
巳
九
月
神
明
宮
拝
殿
上
棟
ニ
付
大
工
棟
梁
船
町
宮
路
万
蔵
ゆ
ふ
た
す
き
御
免
許
一
件
入　

羽
田
野
」

　
（
Ａ
１
︲
１
）書
簡
、
十
一
月
五
日
、（
差
出
）大
角
右
衛
門
、（
宛
先
）羽
田
常
陸
、（
内
容
）当
社
宮
大
工
宮
地
路
萬
蔵
四
組
木
綿
手
繦
に

つ
い
て

　
（
Ａ
１
︲
２
）願
書
控
、
安
政
四
年
九
月
、（
差
出
）宮
路
萬
蔵 

臣
般
、（
宛
先
）本
所
役
人
中
、（
末
尾
）「
右
宮
路
万
蔵
申
上
候
通
相
違
無
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御
座
候
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
以
上
／
同
国
同
郡
同
宮
神
主　

羽
田
野
常
陸　

印
」、（
端
裏
）「
神
明
宮
大
工
宮
路
万
蔵
木
綿
た

す
き
願
書
控
」

　
（
Ａ
１
︲
３
）「
覚
」
安
政
四
年
十
一
月
、（
差
出
）神
主　

羽
田
野
常
陸
、（
宛
先
）当
宮
御
宮
大
工　

宮
路
萬
蔵
、（
端
書
）「
添
状
之
控
」、

（
内
容
）「
安
政
四
巳
九
月
神
明
宮
拝
殿
棟
上
ニ
付
則
大
工
棟
梁
船
町
宮
路
萬
蔵
義
木
綿
た
す
き
御
免
許
御
相
願
被
頼
出
候
ニ
付
則
別
紙

願
書
ニ
同
礼
禄
金
二
百
疋
…（
以
下
略
）」

　
（
Ａ
１
︲
４
）書
簡
、
安
政
四
年
十
月
、（
差
出
）神
祇
管
領
長
上
家
公
文
所
、（
宛
先
）宮
路
萬
蔵 

臣

（
Ａ
２
）

　
（
Ａ
２
︲
０
）（
包
紙
）「
嘉
永
七
年
甲
寅
六
月
／
八
幡
宮
宮
大
工　

西
宿　

加
藤
安
蔵
玉
伸
／
木
綿
手
繦
御
免
許
一
件
書
付
入
／
元
治
元

甲
子
三
月
同
人
風
折
烏
帽
子
紗
狩
衣
御
免
許
」

　
（
Ａ
２
︲
１
）

　
　
（
Ａ
２
︲
１
︲
１
）書
簡（
控
）、
五
月
、（
差
出
）羽
田
野
常
陸 

敬
雄
［
花
押
］、（
宛
先
）大
角
雅
楽
、（
内
容
）加
藤
安
蔵
の
木
綿
手
繦

免
許
願
書
に
つ
い
て
、（
末
尾
）「
右
之
通
差
出
候
所
御
返
事
到
来
無
滞
相
添
申
上
候
／
嘉
永
七
年
寅
六
月
十
五
日
記
之
」、（
備
考
）（
Ａ

２
︲
１
︲
２
）を
包
む
よ
う
な
形
で
所
蔵
。

　
　
（
Ａ
２
︲
１
︲
２
）木
綿
襷
・
中
臣
祓 

三
種
大
秡 

六
根
清
浄
秡
願
書（
下
書
）、
嘉
永
七
年
四
月
、（
差
出
）加
藤
安
蔵
、（
宛
先
）本
所

役
人
、（
末
尾
）右
加
藤
安
蔵
申
上
候
通
相
違
無
御
座
候
願
之
通
被
仰
附
被
下
候
様
奉
願
候
以
上
／
三
河
国
渥
美
郡
吉
田
方
村
八
幡
宮

神
主
羽
田
野
常
陸　
［
印
］」

　
（
Ａ
２
︲
２
）四
組
木
綿
手
繦
許
状
ほ
か（
写
）、
嘉
永
七
年
六
月
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
家
公
文
所
、（
宛
先
）加
藤
安
蔵 

玉
伸
、（
内

容
）四
組
木
綿
手
繦
許
状
・
棟
上
之
儀
・「
右
之
御
礼
禄
」
の
写
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（
Ａ
２
︲
３
）風
折
烏
帽
子
紗
狩
衣
許
状（
写
）、
元
治
元
年
三
月
七
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
宛
先
）加
藤
安
蔵 

玉
伸
、（
内
容
）上
棟

に
お
け
る
風
折
烏
帽
子
紗
狩
衣
着
用
の
許
状
の
写
、（
端
裏
書
）大
工
加
藤
安
蔵
改
左
内
此
御
許
状
ダ
ン
紙
二
ッ
折
御
直
判
也
／
外
ニ
御

相
伝
御
切
紙　

参
詣
次
第　

奉
幣
略
次
第　

三
種
加
持　

護
身
神
法　

神
供
咒
文　

神
酒
咒
文　

右
五
ヶ
条
御
切
紙
一
紙　

相
添
／
当

方
ゟ
当
御
役
所
御
礼
之
御
代
官
奥
印
之
願
書
写
ヲ
ソ
ヘ
遣
ス
本
半
紙
ハ
か
へ
り
」

　
（
Ａ
２
︲
４
）書
簡
、
嘉
永
七
年
六
月
七
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）加
藤
安
蔵
玉
伸
の
木
綿
手
繦
許
状
に

つ
い
て
、（
端
裏
書
）「
嘉
永
七
寅
六
月
到
着
／
加
藤
安
蔵
玉
伸
木
綿
た
す
き
免
許
添
状
」

　
（
Ａ
２
︲
５
）書
簡
、
三
月
十
四
日
、（
差
出
）安
蔵
、（
宛
先
）羽
田
野
、（
端
裏
書
）羽
田
野
様
／
安
蔵
／
無
別
条
」

　
（
Ａ
２
︲
６
）

　
　
（
Ａ
２
︲
６
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
殿
／
鈴
鹿
石
見
守
／
鈴
鹿
信
濃
守
」「
元
治
元
甲
子
三
月
／
宮
大
工
加
藤
安
蔵
御
免
許
添
状
」

　
　
（
Ａ
２
︲
６
︲
１
）書
簡
、
三
月
八
日
、（
差
出
）鈴
鹿
信
濃
守 

凞
明
・
鈴
鹿
陸
奥
守 

勝
・
鈴
鹿
但
馬
守 

芳
春
・
鈴
鹿
石
見
守 

長
存
、

（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）加
藤
安
蔵
の
風
折
烏
帽
子
紗
狩
衣
の
許
状
に
つ
い
て
鈴
鹿
主
膳
が
委
細
を
告
知
す
る

　
（
Ａ
２
︲
７
）

　
　
（
Ａ
２
︲
７
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

鈴
鹿
主
膳
」「
元
治
元
甲
子
三
月
／
宮
大
工
儀　

加
藤
安
蔵
御
免
許
添
状
」

　
　
（
Ａ
２
︲
７
︲
１
）断
簡

　
　
（
Ａ
２
︲
７
︲
２
）書
簡
、
三
月
八
日
、（
差
出
）鈴
鹿
主
膳 
新

【
Ｂ
】（
第
一
層
の
上
部
右
、
二
点
）
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（
Ｂ
１
）帳
面
「
神
主
継
目
之
御
許
状
御
願
諸
事
控
」（
竪
帳
）、
文
政
元
年
八
月
、「
三
河
国
渥
美
郡
吉
田
方
村
神
明
八
幡
両
社
神
主
／
羽
田

野
上
総
源
敬
道
嫡
男
／
羽
田
野
常
陸
源
敬
雄
」

（
Ｂ
２
）

　
（
Ｂ
２
︲
１
）包
紙
、（
朱
書
）「
御
相
傳
次
第　

十
三
条
一
通
／
同　

十
九
条
一
通
／
源
敬
雄
」（
包
紙
の
み
）

【
Ｃ
】（
第
一
層
の
下
部
）

（
Ｃ
１
）「
幡
太
文
庫
所
蔵　

繪
圖
目
録　

羽
田
埜
敬
雄
記
」

（
Ｃ
２
）「
神
道
葬
祭
略
次
第
」（
冊
子
）、
墨
付
４
丁
、（
奥
書
）「
右
之
通
取
行
可
有
之
者
也
／
安
政
四
巳
年
閏
五
月
／
神
祇
管
領
長
上
家　

鈴
鹿
陸
奥
守
［
印
］
／
三
河
国
渥
美
郡
吉
田
方
村　

神
明
神
主　

羽
田
常
陸
殿
」

（
Ｃ
３
）

　
（
Ｃ
３
︲
０
）（
包
紙
）「
真
羽　

一
手
／（
朱
書
）東
濃
岩
村
藩
丹
羽
瀬
市
左
エ
門（
朱
書
終
）／
源
樞
〈（
朱
書
）カ
ナ
メ
〉
拝
」

　
（
Ｃ
３
︲
１
）書
簡
、［
年
欠
］
七
月
八
日
、（
差
出
）古
橋
源
六
郎
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｃ
３
︲
２
）書
簡
、［
年
欠
］
三
月
九
日
、（
差
出
）丹
羽
瀬
市
左
衛
門
、（
宛
先
）古
橋
源
六
郎

　
（
Ｃ
３
︲
３
）（
紙
片
）「
矢　

一
手
…（
後
略
）」

（
Ｃ
４
）

　
（
Ｃ
４
︲
０
）（
包
紙
）［
朱
書
］「
冠
布
斎
服　

一
／
如
木
素
襖　

一
／
細
烏
帽
子　

一
／
改
名
上
総　

一
／
中
臣
大
祓　

一
／
六
根
清
浄

秡　

一
／
源
敬
道
」
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（
Ｃ
４
︲
１
）許
状（
冠
布
斎
服
）、
文
政
三
年
十
二
月
、（
差
出
）神
祇
管
領
長
上
家
公
文
所
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総
源
敬
道

　
（
Ｃ
４
︲
２
）許
状
、
辰
十
二
月
、（
差
出
）鈴
鹿
豊
後
守
連
一
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総
、（
内
容
）「
其
社
家
礼
社
参
之
節
如
木
壱
人
素
襖

二
人
引
連
候
事
御
許
容
候
也
」

　
（
Ｃ
４
︲
３
）細
烏
帽
子
許
状
、
未
閏
二
月
、（
差
出
）鈴
鹿
河
内
守 

隆
、（
宛
先
）羽
田
野
相
模

　
（
Ｃ
４
︲
４
）書
簡
、
亥
八
月
、（
差
出
）鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
、（
内
容
）「
其
許
名
前
相
模
事
上
総
与
改
名
之
事
御
聞
済
候
也
／
亥
八
月
／

鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
［
花
押
］」

【
Ｄ
】（
左
上
第
二
層
）

（
Ｄ
１
）「
中
臣
秡
」（
木
版
）、［
末
尾
・
墨
書
］「
三
種
太
秡
／
吐
普　

加
身　

依
身　

多
女
／
寒 

言 

神 

尊 

利
根
陀
見
／
波
羅
伊
玉
意　

喜

餘
目
出
玉
／
夫
解
除
者
天
児
屋
根
尊
之
／
太
諄
辞
正
義
直
受
是
也
／
授
与
源
重
樹
訖
／
慎
而
莫
怠　

／
安
永
二
年
四
月
八
日
／
神
道
管
領

長
上
卜
部
朝
臣
兼
雄
」

（
Ｄ
２
）

　
（
Ｄ
２
︲
０
）（
包
紙
）［
朱
書
］「
把
笏
浅
沓　

一
／
萌
黄
四
組
掛　

一
／
立
烏
帽
子　

一
／
改
名
典
膳　

一
／
中
臣
祓　
　

一
／
六
根
清

浄
祓　

一
／
源
重
樹
」

　
（
Ｄ
２
︲
１
）許
状
、
天
明
八
年
七
月
十
五
日
、（
差
出
）神
祇
管
領
、（
内
容
）羽
田
野
丹
後
か
ら
典
膳
へ
の
改
名
に
つ
い
て

　
（
Ｄ
２
︲
２
）「
把
笏
浅
沓
等
之
事
」、（
末
尾
）「
安
永
二
年
四
月
八
日
／
神
祇
管
領
［
朱
長
方
印
］」

　
（
Ｄ
２
︲
３
）許
状
、
安
永
二
年
四
月
八
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
宛
先
）羽
田
野
重
樹
、（
内
容
）重
樹
に
対
し
て
、
萌
黄
四
組
掛
の
許



112

可

　
（
Ｄ
２
︲
４
）許
状
、（
発
給
）鈴
鹿
筑
後
守 

定
・
鈴
鹿
常
陸
介 

光
・
鈴
鹿
土
佐
守 

隆
・
鈴
鹿
丹
後
守 

隆
、（
宛
先
）羽
田
野
丹
後
、（
内

容
）羽
田
野
丹
後
に
対
す
る
立
烏
帽
子
の
許
可

　
（
Ｄ
２
︲
５
）「
六
根
清
浄
太
祓
」、（
末
尾
）「
右
授
与
源
重
樹
訖
／
慎
而
莫
怠
矣
／
安
永
二
年
四
月
八
日
／
神
道
管
領
［
朱
長
方
印
］」

（
Ｄ
３
）

　
（
Ｄ
３
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
殿　

鈴
鹿
豊
後
守　

鈴
鹿
出
羽
守
」

　
（
Ｄ
３
︲
１
）書
簡
、
十
二
月
三
日
、（
発
給
）鈴
鹿
出
羽
守 

長
生
・
鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守 

在
府
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｄ
３
︲
２
）（
断
簡
）、（
内
容
）「
前
御
本
所
様
」
の
「
御
薨
去
」
に
つ
い
て

　
（
Ｄ
３
︲
３
）書
簡
、
二
月
、（
差
出
）大
角
雅
楽
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
様

　
（
Ｄ
３
︲
４
）書
簡
、
二
月
二
十
二
日
、（
差
出
）鈴
鹿
出
羽
守 

長
生
・
鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守 

在
府
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

殿
、（
内
容
）前
御
本
所
の
御
薨
去
に
際
し
て
の
「
御
霊
前
」
に
対
す
る
お
礼

　
（
Ｄ
３
︲
５
）書
簡
、
二
月
二
十
一
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

（
Ｄ
４
）

　
（
Ｄ
４
︲
０
）（
包
紙
）「
天
保
十
一
年
子
十
一
月
廿
六
日　

吉
田
二
位
良
長
御
薨
去
ニ
付
悔
状
入
／
吉
田
殿
関
東
御
下
向
ニ
付
御
手
傳
金

御
願
之
状
」

　
（
Ｄ
４
︲
１
）書
簡
、
九
月
二
十
六
日
、（
差
出
）鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総
殿
・
羽
田
野
常
陸
殿
、

（
内
容
）本
所
下
向
に
つ
き
助
成
金
の
お
願
い

　
（
Ｄ
４
︲
２
）「
覚
」、
巳
十
二
月
二
十
六
日
、（
差
出
）鈴
鹿
筑
前
守
・
鈴
鹿
豊
後
守
、（
宛
先
）三
河
国
渥
美
郡
吉
田
方
村
神
明
神
主　

羽
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田
野
上
総
殿
、（
内
容
）「
一
金
千
貳
百
疋
／
右
者
明
午
年
春
関
東
表
江　

本
所
御
下
向
ニ
付
為
御
助
成
被
上
候
則
相
納
申
所
如
件
」

（
Ｄ
５
）

　
（
Ｄ
５
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
把
笏　

一
／
浅
沓　

一
／
四
組
掛　

一
」、（
墨
書
）「
源
敬
道
」

　
（
Ｄ
５
︲
１
）把
笏
許
状
、
享
和
三
年
十
一
月
三
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
宛
先
）源
敬
道

　
（
Ｄ
５
︲
２
）浅
沓
許
状
、
文
化
二
年
九
月
七
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
宛
先
）源
敬
道

　
（
Ｄ
５
︲
３
）浅
黄
色
四
組
掛
許
状
、
文
化
二
年
十
月
三
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
宛
先
）源
敬
道

【
Ｅ
】（
右
上
第
二
層
、
垂
直
置
き
）

（
Ｅ
１
）

　
（
Ｅ
１
︲
０
）（
包
紙
）「
渥
美
郡
津
田
新
田
水
神
社
祠
官
／
久
田
吉
左
衛
門
登
高
／
霊
神
号
／
木
綿
た
す
き
／
祠
官
号
／
願
控
」

　
（
Ｅ
１
︲
１
）書
簡
、
二
月
九
日
、（
差
出
）［
大
角
］
友
秀
、（
宛
先
）［
羽
田
野
］
常
州

　
（
Ｅ
１
︲
２
）書
簡
、
十
二
月
二
十
一
日
、（
差
出
）鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守
出
府
・
鈴
鹿
河
内
守 

隆
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｅ
１
︲
３
）書
簡
、
三
月
十
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
越
後
守 
連
・
鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
・
鈴
鹿
河
内
守 

在
府
、（
宛

先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｅ
１
︲
４
）書
簡
、
六
月
二
十
八
日
、（
差
出
）鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
・
鈴
鹿
河
内
守 

隆
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｅ
１
︲
５
）書
簡
、［
弘
化
三
年
］
三
月
二
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）牟
呂
村
八
幡
宮
宮
大
工
味

岡
善
平
風
折
烏
帽
子
な
ど
の
許
状
に
つ
い
て
、（
端
裏
）「
吉
田
家
よ
り　

松
崎
［
八
幡
宮
の
宮
大
工
］
味
岡
善
平
許
状
事　

弘
化
三
未
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三
月
十
五
日
着
」

　
（
Ｅ
１
︲
６
）書
簡
、［
嘉
永
七
年
］
九
月
四
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽　

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
様
、（
内
容
）津
田
新
田
久
田
吉
左

衛
門
の
先
祖
へ
の
霊
神
号
願
に
つ
い
て
、（
端
裏
）「
嘉
永
七
寅
九
月
／
津
田
新
田
久
田
吉
左
衛
門
霊
神
号
願
聞
済
之
達
事
」

　
（
Ｅ
１
︲
７
）書
簡
、
十
二
月
十
一
日
、（
差
出
）大
角
舎
人 

友
政
・
大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）久
田
吉
左
衛
門

の
職
分
御
裁
許
に
つ
い
て

　
（
Ｅ
１
︲
８
）書
簡
、
四
月
廿
八
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）鈴
木
氏
か
ら
願
い
の
あ
っ
た
森
田
播

磨
冠
布
斎
服
許
状
に
つ
い
て
、（
端
裏
書
）「
吉
田
よ
り
森
田
播
磨
冠
布
斎
服
之
事
」

　
（
Ｅ
１
︲
９
）書
簡
、［
嘉
永
七
年
］
六
月
七
日
、（
差
出
）［
大
角
］
友
秀
、（
宛
先
）常
州
様
、（
端
裏
書
）「
嘉
永
七
寅
五
月　

久
田
吉
左

衛
門
方
為
問
合
返
答
」、（
内
容
）「
産
子
」
か
ら
の
先
祖
の
霊
神
号
の
希
望
に
関
す
る
問
合
せ
に
対
す
る
答

　
（
Ｅ
１
︲
10
）書
簡
、
四
月
廿
五
日
、（
差
出
）大
角
舎
人 

友
政
・
大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
様
、（
内
容
）久
田
吉
左
衛
門

の
四
組
木
綿
手
繦
の
免
許
な
ど
の
願
い
の
義
に
つ
い
て
聞
き
届
け
た
、
と
の
こ
と

　
（
Ｅ
１
︲
11
）書
簡（
写
カ
）、
安
政
二
年
十
二
月
九
日
、（
差
出
）神
祇
管
領
長
上
正
三
位
侍
従
卜
部
朝
臣
良
凞
、（
宛
先
）久
田
吉
左
衛
門

　
（
Ｅ
１
︲
12
）願
書（
下
書
）、
安
政
二
年
乙
卯
十
一
月
、（
差
出
）久
田
吉
左
衛
門
、（
宛
先
）御
本
所
様
御
役
所
、（
内
容
）祠
官
号
御
許
状

の
願
書（
下
書
）

　
（
Ｅ
１
︲
13
）書
簡
、（
年
欠
）三
月
二
日（
宛
所
・
差
出
な
し
）

　
（
Ｅ
１
︲
14
）書
簡
、（
年
欠
）閏
月
」（
宛
所
・
差
出
な
し
）

（
Ｅ
２
）

　
（
Ｅ
２
︲
０
）（
包
紙
）「
兵
部
重
雄
」
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（
Ｅ
２
︲
１
）「
神
道
幣
䦰
次
第
」「
注
連
大
事
」、
安
政
二
年
九
月
十
五
日
、（
発
給
）神
道
管
領
、（
宛
先
）羽
田
野
重
雄
、（
末
尾
）「
右
貳

條
授
与
源
重
雄
訖
／
慎
而
莫
怠
矣
／
安
政
二
年
九
月
十
五
日
／
神
道
管
領
［
朱
長
方
印
］」

　
（
Ｅ
２
︲
２
）「
相
傳
條
々
」、
安
政
二
年
九
月
十
五
日
、（
発
給
）神
道
管
領
、（
宛
先
）羽
田
野
重
雄
、（
末
尾
）「
右
拾
九
條
授
与
源
重
雄

訖
／
慎
而
莫
怠
矣
／
安
政
二
年
九
月
十
五
日
／
神
道
管
領
［
朱
長
方
印
］」

【
Ｆ
】（
左
下
第
二
層
）

（
Ｆ
１
）

　
（
Ｆ
１
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

鈴
鹿
出
羽
守
」

　
（
Ｆ
１
︲
１
）書
簡
、
正
月
二
十
一
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守 

光
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｆ
１
︲
２
）書
簡
、
十
月
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
石
見
守 

長
存
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｆ
１
︲
３
）書
簡
、
十
月
六
日
、（
差
出
）鈴
鹿
出
羽
守 

長
生
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｆ
１
︲
４
）書
簡
、
正
月
十
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守 
光
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｆ
１
︲
５
）書
簡
、
三
月
三
日
、（
差
出
）鈴
鹿
出
羽
守
、（
宛
先
）羽
田
野
陸
奥

　
（
Ｆ
１
︲
６
）書
簡
、
四
月
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
・
鈴
鹿
河
内
守 

隆
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｆ
１
︲
７
）書
簡
、
八
月
、（
差
出
）鈴
鹿
出
羽
守 

長
生
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｆ
１
︲
８
）書
簡
、
二
月
七
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｆ
１
︲
９
）書
簡
、
三
月
二
十
五
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
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（
Ｆ
１
︲
10
）書
簡
、
正
月
二
十
三
日
、（
差
出
）松
岡
右
近 

範
明
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
端
裏
書
）「
吉
田
家
国
取
次
／
松
岡
右
近
」

　
（
Ｆ
１
︲
11
）

　
　
（
Ｆ
１
︲
11
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
兵
部
様　

鈴
鹿
信
濃
守
」

　
　
（
Ｆ
１
︲
11
︲
１
）書
簡
、（
年
欠
）十
一
月
、（
差
出
）鈴
鹿
信
濃
守 

凞
明

　
（
Ｆ
１
︲
12
）

　
　
（
Ｆ
１
︲
12
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

鈴
鹿
但
馬
守
」

　
　
（
Ｆ
１
︲
12
︲
１
）書
簡
、（
年
欠
）正
月
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
但
馬
守 

芳
春
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

（
Ｆ
２
）

　
（
Ｆ
２
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

鈴
鹿
主
膳
／
田
中
兵
太
郎
神
主
号
／
同
添
簡
正
事
」

　
（
Ｆ
２
︲
１
）書
簡
、（
年
欠
）八
月
廿
五
日
、（
差
出
）羽
田
野
常
陸 

敬
、（
宛
先
）松
岡
右
近

　
（
Ｆ
２
︲
２
）書
簡
、（
年
欠
）十
二
月
十
二
日
、（
差
出
）松
岡
兵
衛
門
、（
宛
先
）羽
田
埜
常
陸

　
（
Ｆ
２
︲
３
）書
簡
、（
年
欠
）十
二
月
三
日
、（
差
出
）松
岡
右
近 

範
明
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｆ
２
︲
４
）書
簡
、（
年
欠
）二
月
廿
八
日
、（
差
出
）鈴
鹿
主
殿
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

（
Ｆ
３
）

　
（
Ｆ
３
︲
０
）（
包
紙
）「
奥
郡
村
松
女
体
大
明
神
社
人
／
河
合
孝
大
夫
許
状
一
件
控
」

　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

大
角
雅
楽
」

　
　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
１
︲
０
）（
包
紙
）「
弘
仁
三
年
三
月
廿
日
／
奥
郡
村
松
村
社
人
／
川
合
孝
大
夫
／
御
許
状
写
控
」

　
　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
１
︲
１
）書
簡
、（
前
半
）四
月
二
十
一
日
、（
差
出
）羽
田
野
常
陸
、（
宛
先
）大
角
雅
楽
／（
後
半
）弘
仁
三
年
四
月
日
、



117 國學院大學学術資料館所蔵　羽田野神主家文書

（
差
出
）三
河
国
奥
郡
村
松
村 

産
子
惣
代 

善
三
郎
・
組
頭 

孫
右
衛
門
・
庄
屋 

太
郎
兵
衛

　
　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
１
︲
２
）断
簡（
下
書
）、
文
化
十
三
年
五
月
、「
三
河
国
渥
美
郡
村
松
村
／
女
体
大
明
神
神
役
年
番
／
惣
大
夫
／
吉

田
家
公
文
所
分
／
木
綿
手
繦
の
免
許
／
文
化
十
三
子
五
月
／
…
」

　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
２
）書
簡（「
覚
」）、
天
保
十
四
年
正
月
、（
差
出
）当
国
当
郡
村
松
村 

女
体
大
明
神
之
社
人 

河
合
孝
大
夫
・
組
合
親
類 

助
三
郎
・
同
断 
庄
八
、（
宛
先
）吉
田
方
村 

羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）「
…
今
般　

御
本
所
様
江
浄
衣
風
折
烏
帽
子
等
之
御
許
状
御
願

被
上
忝
存
候
右
願
之
義
ニ
付
何
方
ゟ
も
故
障
ヶ
間
敷
義
無
御
座
候
間
何
分
宜
敷
…
」

　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
３
）書
簡
「
奉
願
」（
下
書
）、
天
保
十
四
年
正
月
、（
内
容
）「
三
河
国
渥
美
郡
村
松
村
／
女
体
大
明
神
社
人
／
河
合
孝
大

夫
／
御
本
所
様　

御
役
人
中
／
右
河
合
孝
大
夫
申
上
候
届
相
異
無
御
座
候
ハ
ヽ
願
之
通
被
仰
付
…
／
同
国
同
郡
吉
田
方
村
神
明
宮
神

主
／
羽
田
野
常
陸
」

　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
４
）書
簡
、（
年
欠
）三
月
二
十
六
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
　
（
Ｆ
３
︲
１
︲
５
）書
簡
、（
年
欠
）五
月
三
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

（
Ｆ
４
）「
先
祖
祭
」（「
霊
札
」
の
図
あ
り
）

（
Ｆ
５
）

　
（
Ｆ
５
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様
／
大
角
雅
楽
／
大
角
舎
人
／
羽
田
野
兵
部
継
目
願
済
」

　
（
Ｆ
５
︲
１
）書
簡
、（
年
欠
）九
月
二
十
八
日
、（
差
出
）大
角
舎
人 
友
政
・
大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

（
Ｆ
６
）

　
（
Ｆ
６
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

大
角
雅
楽
」

　
（
Ｆ
６
︲
１
）許
状（
写
）、
文
政
八
年
八
月
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
家
公
文
所
、（
宛
先
）森
田
讃
岐
光
義
、（
内
容
）「
三
河
国
渥
美
郡
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年
呂
村
八
幡
宮
及
両
社
神
主
／
森
田
讃
岐
／
源
光
義
／
右
当
社
祭
礼
八
月
十
四
日
十
五
日
等
仮
神
子
神
楽
執
行
之
節
舞
衣
紅
袴
着
用
之

事
…
」

　
（
Ｆ
６
︲
２
）書
簡
「
奉
願
上
口
上
之
覚
」、
酉
八
月
八
日
、（
差
出
）年
呂
村
神
主 

森
田
讃
岐
、（
宛
先
）寺
社
御
役
所
、（
内
容
）当
村
氏

神
八
幡
社
祭
礼
の
神
楽
に
つ
い
て

　
（
Ｆ
６
︲
３
）

　
　
（
Ｆ
６
︲
３
︲
０
）「
羽
田
野
常
陸
様　

鈴
鹿
式
部
／
天
保
八
酉
十
一
月
禰
宜
朝
倉
甚
七
郎
事
継
目
御
許
状
願
ニ
付
添
状
御
ニ
付
次
ゟ

返
書
也
」

　
　
（
Ｆ
６
︲
３
︲
１
）書
簡
、（
年
欠
）十
一
月
十
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
式
部 

光
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｆ
６
︲
４
）

　
　
（
Ｆ
６
︲
４
︲
０
）（
包
紙
）「
天
保
八
年
酉
十
一
月
／
禰
宜
朝
倉
豊
前
継
目
許
状
願
之
添
状
入
」、（
備
考
）内
側
に
羽
田
野
常
陸
か
ら
鈴

鹿
式
部
に
宛
て
た
十
一
月
三
日
の
添
状
の
写
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（
Ｆ
６
︲
４
︲
１
）書
簡
「
奉
願
」、
天
保
八
年
十
一
月
、（
差
出
）羽
田
野
常
陸
、（
宛
先
）御
本
所
御
役
人
中
、（
内
容
）吉
田
方
町
神

明
宮
禰
宜
朝
倉
豊
前
に
つ
い
て
、
継
目
御
許
状（
願
名　

勘
解
由
日
下
部
正
臣
）、
紗
狩
衣
・
細
立
烏
帽
子
、
中
臣
祓
・
三
種
太
祓
・

六
根
清
浄
祓
、
な
ど
の
願
書
。
羽
田
野
常
陸
が
取
り
次
い
で
い
る
。

　
（
Ｆ
６
︲
５
）書
簡
、（
年
欠
）三
月
二
十
八
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 
友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｆ
６
︲
６
）書
簡
、
嘉
永
六
年
三
月
八
日
、（
差
出
）神
祇
管
領
、（
内
容
）「
四
組
木
綿
手
繦
之
事
許
容
宮
道
氏
福
久
訖
向
後
可
懸
用
之

状
如
件
…
」

　
（
Ｆ
６
︲
７
）「
嘉
永
六
年
丑
二
月
西
羽
田
天
主
社
人
宮
道
七
左
衛
門
木
綿
襷
御
許
状
願
之
写
」、
嘉
永
六
年
四
月
、（
内
容
）宮
道
福
久
に
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対
す
る
木
綿
襷
、
中
臣
祓
・
三
種
太
祓
・
六
根
清
浄
祓
の
許
状
願
の
写
、（
備
考
）末
尾
に
「
嘉
永
六
年
丑
四
月
記
す
／
羽
田
野
敬
雄
／

以
後
許
状
請
候
節
者
右
之
通
当
家
ニ
て
奥
印
可
致
事
」
と
あ
る
。

（
Ｆ
７
）

　
（
Ｆ
７
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様
／
松
岡
右
近
」、「
田
中
新
田
／
松
坂
兵
左
衛
門
祠
官
職
御
許
状
」

　
（
Ｆ
７
︲
１
）

　
　
（
Ｆ
７
︲
１
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
殿
／
鈴
鹿
石
見
守
／
鈴
鹿
信
濃
守
」、（
朱
書
）田
中
松
坂
兵
左
衛
門
許
状
願
ニ
付
添
状
返
書
」

　
　
（
Ｆ
７
︲
１
︲
１
）書
簡（
許
状
願
）、（
年
欠
）九
月
十
一
日
、（
差
出
）鈴
鹿
信
濃
守 

凞
明
・
鈴
鹿
陸
奥
守 　

勝
・
鈴
鹿
但
馬
守 

芳
春
・

鈴
鹿
石
見
守 

長
存
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
端
裏
書
）「
田
中
兵
左
衛
門
許
状
願
／
御
家
老
中
御
返
書
」

　
（
Ｆ
７
︲
２
）書
簡
、（
年
欠
）九
月
十
二
日
、（
差
出
）松
岡
右
近
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）三
州
八
名
郡
田
中
新
田
神
明
社
祠
官

松
坂
兵
左
衛
門
の
「
職
分
御
許
状
」
に
つ
い
て

（
Ｆ
８
）

　
（
Ｆ
８
︲
０
）（
包
紙
）「
三
河
国
吉
田
駅
／
羽
田
村
之
西
／
羽
田
野
上
総
様　

急
用
／
吉
田
殿
御
内
／
鈴
鹿
近
江
ゟ
／
十
月
五
日
発
／
賃

済
／
辰
十
月
十
一
日
受
取
申
候
」

　
（
Ｆ
８
︲
１
）書
簡
、（
年
欠
）十
月
三
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｆ
８
︲
２
）書
簡（
下
書
）、
辰
十
月
十
五
日
、（
差
出
）羽
田
野
上
総
、（
宛
先
）鈴
鹿
近
江
守

　
（
Ｆ
８
︲
３
）書
簡
、（
年
欠
）十
二
月
二
十
三
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｆ
８
︲
４
）書
簡（
下
書
）、（
年
月
日
欠
）、（
差
出
）三
河
―
―
／
羽
―
―
、（
宛
先
）御
本
所
御
役
所

　
（
Ｆ
８
︲
５
）書
簡（
願
書
下
書
）、（
年
欠
）十
月
十
五
日
、（
差
出
）羽
田
野
上
総
、（
宛
先
）鈴
鹿
近
江
守
、（
内
容
）冠
布
斎
服
、
布
衣
素
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襖
大
紋
な
ど
の
許
状
願
の
下
書

　
（
Ｆ
８
︲
６
）書
簡（
願
書
下
書
）、
文
政
三
年
十
月
十
五
日
、（
差
出
）三
州
渥
美
郡
吉
田
方
村 

神
明
八
幡
両
社
神
主 

羽
田
野
上
総
、（
宛

先
）御
本
所
御
役
所
、（
内
容
）「
正
月
三
ヶ
日
祭
礼
前
日
湯
立
之
節
並
為
重
祈
禱
之
節
冠
布
斎
服
着
用
之
事
」「
祭
礼
社
参
之
節
布
衣
壱
人

素
襖
大
紋
二
人
召
連
候
事
」
の
二
か
条
に
つ
い
て
の
願
書
写

　
（
Ｆ
８
︲
７
）書
簡
、（
年
欠
）六
月
十
八
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総
、（
内
容
）一
日
法
令
衣
冠
着
用
の
許
可
に
つ

い
て
、
特
例
と
し
て
認
め
る
手
続
き
の
進
展
に
つ
い
て
の
連
絡
。

　
（
Ｆ
８
︲
８
）書
簡（
下
書
）、（
年
月
日
欠
）、（
差
出
）三
州
渥
美
郡
吉
田
方
村 

神
明
八
幡
両
社
之
神
主  

羽
田
野
上
総
、（
宛
先
）御
本
所

御
役
所
、
一
日
法
令
衣
冠
着
用
の
許
可
に
関
す
る
特
例
に
つ
い
て
の
願
書
の
下
書

　
（
Ｆ
８
︲
９
）書
簡（
写
）、
八
月
八
日
／（
二
啓
）辰
八
月
十
三
日
、（
差
出
）羽
田
野
上
総
、（
宛
先
）鈴
鹿
豊
後
守
、（
内
容
）一
日
法
令
に

関
し
て
鈴
鹿
近
江
守
か
ら
の
免
許
に
対
す
る
礼
、
ほ
か
。

　
（
Ｆ
８
︲
10
）書
簡
控
、
文
政
三
年
八
月
十
三
日
、（
著
者
）羽
田
野
上
総
、（
内
容
）八
月
八
日
付
、
羽
田
野
上
総
か
ら
鈴
鹿
近
江
守
に
宛

て
た
二
通
の
書
簡
の
控
。
末
尾
に
「
右
之
通
相
認
早
々
差
出
申
候
／
文
政
三
庚
辰
八
月
十
三
日
／
羽
田
野
上
総
」
と
あ
る
。

　
（
Ｆ
８
︲
11
）書
簡
、
七
月
二
十
九
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総
、（
内
容
）一
日
法
令
許
状
に
対
す
る
お
礼
金
受
取

り
の
報
告
な
ど
、（
端
裏
書
）「
羽
田
野
タ
カ
ミ
チ
一
日
法
令
御
許
状
返
書
」

【
Ｇ
】（
右
下
第
二
層
、
垂
直
置
き
）

（
Ｇ
１
）
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（
Ｇ
１
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
中
臣
祓　

一
／
六
根
清
浄
祓　

一
／
改
名
長
門
守　

一
／
源
重
慶
」

　
（
Ｇ
１
︲
１
）「
中
臣
秡
」（
木
版
）、（
末
尾
墨
書
）「
夫
解
除
者
天
児
屋
根
尊
之
太
諄
辞
正
義
直
受
是
也
授
与
源
重
慶
訖
慎
而
莫
怠
矣
／
寛

保
元
年
五
月
朔
日
／
神
道
管
領
長
上
卜
部
朝
臣
兼
雄
［
朱
印
］」

　
（
Ｇ
１
︲
２
）「
六
根
清
浄
太
秡
」（
木
版
）、（
末
尾
墨
書
）「
右
授
与
源
重
慶
訖
慎
而
莫
怠
矣
／
寛
保
元
年
五
月
朔
日
／
神
道
管
領
［
朱
長

方
印
］」

　
（
Ｇ
１
︲
３
）改
名
許
状
、
宝
暦
十
三
年
四
月
八
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
内
容
）「
羽
田
野
周
防
守
向
後
可
為
長
門
守
之
状
如
件
」

（
Ｇ
２
）

　
（
Ｇ
２
︲
１
）

　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
殿
／
鈴
鹿
豊
後
守
／
鈴
鹿
出
羽
守
」「
嘉
永
三
庚
戌
年
八
月
到
来
」

　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
１
）書
簡（
写
）、（
一
）（
差
出
）羽
田
野
常
陸
、（
宛
先
）大
角
雅
楽
／（
二
）（
差
出
）羽
田
野
常
陸 

敬
、（
宛
先
）鈴
鹿
豊

後
守
・
鈴
鹿
出
羽
守
、（
備
考
）一
葉
に
二
通
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。（
Ｇ
︲
２
︲
１
︲
２
）以
下
を
包
む
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
２
）

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
２
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

大
角
雅
楽
」

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
２
︲
１
）書
簡
、（
年
月
日
不
明
）（
差
出
）大
角
雅
楽 

友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
３
）書
簡（「
覚
」）、
嘉
永
三
年
十
一
月
、（
差
出
）三
州 

羽
田
野
常
陸
、（
宛
先
）神
祇
道
本
所
吉
田
殿
御
用
役
所
、（
内

容
）吉
田
家
当
主
の
元
服
御
祝
儀
の
受
納
の
報
告

　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
４
）書
簡
、（
年
欠
）十
一
月
二
十
八
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽 
友
秀
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
　
（
Ｇ
２
―
１
―
５
）書
簡
、（
年
欠
）十
一
月
二
十
一
日
、（
差
出
）鈴
鹿
石
見
守 
長
存
・
鈴
鹿
出
羽
守 

長
生
・
鈴
鹿
豊
後
守 

長
附



122

　
　
（
Ｇ
２
︲
１
︲
６
）書
簡
、［
嘉
永
三
年
］
六
月
二
十
八
日
、（
差
出
）鈴
鹿
出
羽
守 

長
生
・
鈴
鹿
豊
後
守 

長
附
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、

（
内
容
）本
所
の
嫡
男
が
来
九
月
に
元
服
が
定
ま
っ
た
の
で
ご
吹
聴
い
た
だ
き
た
い
と
の
こ
と

　
（
Ｇ
２
︲
２
）

　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
殿　

鈴
鹿
豊
後
守　

鈴
鹿
石
見
守
」「
嘉
永
三
戌
年
吉
田
子
殿　

御
元
服
状
入
」

　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
１
）

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
１
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
殿
／
鈴
鹿
豊
後
守
／
鈴
鹿
出
羽
守
」、（
朱
書
）「
廣
岩
之
御
許
状
二
付
」

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
１
︲
１
）書
簡
、（
年
欠
）七
月
十
六
日
、（
差
出
）鈴
鹿
出
羽
守 

長
生
・
鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守
［
長
附
］、

（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
１
︲
２
）書
簡（「
副
書
」）、（
年
欠
）七
月
十
六
日
、（
差
出
）鈴
鹿
式
部
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）願
い
に
対

す
る
礼
金
受
取
り
の
報
告
な
ど

　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
２
）書
簡
、（
年
欠
）九
月
、（
差
出
）［
吉
田
家
国
取
次
］
松
岡
左
近
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
、（
内
容
）当
地
の
木
挽
職

に
対
す
る
大
工
同
様
の
許
状
に
つ
い
て

　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
３
）

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
３
︲
１
）書
簡（
神
号
染
筆
願
に
関
す
る
）、［
安
政
七
年
］
三
月
二
日
、（
差
出
）松
岡
右
近
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
様
」

…（
端
裏
書
）「
吉
田
殿
家
松
岡
氏
御
神
号
御
染
筆
願
」

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
３
︲
２
）願
書
雛
型（
写
）、（
端
裏
書
）「
料
紙
半
紙
ニ
て
も
美
濃
紙
ニ
て
も
よ
ろ
し
候
／
奉
願
／
一
―
―
壱
幅
／
右

之
通
御
染
筆
奉
願
候
間
此
段
…
／
年
月
／
国
部
村
／
社
号
職
号
／
伊
唯
印
／
御
本
所
御
役
人
中
」

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
３
︲
３
）素
戔
嗚
神
御
神
号
願
、
安
政
七
年
三
月
、（
差
出
）三
河
国
渥
美
郡
吉
田
方
村
神
明
八
幡
両
社
神
主　

羽
田
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野
常
陸
、（
宛
先
）御
本
所
御
役
所

　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
４
）

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
４
︲
１
）霊
神
号
願（
故
・
広
岩
隆
重
）、［
弘
化
三
年
］
十
月
十
八
日
、（
差
出
）大
角
雅
楽
・
友
秀
、（
宛
先
）羽
田

野
常
陸
様

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
４
︲
２
）霊
神
号
願
書
、
弘
化
三
年
十
月
、（
差
出
）三
河
国
渥
美
郡
羽
田
村
秋
葉
社
神
主　

廣
岩
主
水
、（
宛
先
）御

本
所
様
御
役
所
、（
端
裏
書
）「
弘
化
三
年
丙
午
十
月
／
吉
田
家
ゟ
廣
岩
氏
霊
神
号
願
」

　
　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
４
︲
３
）霊
神
号
願
書（
雛
型
）、（
末
尾
）「
右
之
通
霊
神
号
文
字
書
越
候
事
」

　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
５
）書
簡
、［
天
保
四
年
］
四
月
九
日
、（
差
出
）鈴
鹿
式
部 

光
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総
様
、（
端
裏
書
）「
天
保
四
癸
巳

四
月
／
羽
田
野
上
総
隠
居
ニ
付
文
通
」

　
　
（
Ｇ
２
︲
２
︲
６
）書
簡
、［
天
保
四
年
］
四
月
九
日
、（
差
出
）鈴
鹿
越
後
守 

連
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総
殿
、（
端
裏
書
）「
天
保
四
癸

巳
四
月
／
羽
田
野
上
総
隠
居
ニ
付
文
通
」

箱
二
「
神
道
諸
書
付
」

【
箱
二
】

・
表
書（
蓋
）、「
神
道
諸
書
附　

羽
田
埜
氏
」（
墨
書
）、
上
部
に
「
上
」（
墨
書
）、（
側
面
）「
宮
地
直
一
蔵
」（
墨
書
）

・
裏
書（
蓋
）、「
両
社
神
主
／
羽
田
埜
相
模
源
敬
道
／
後
改
名
上
総
」（
墨
書
）

【
Ａ
】（
第
一
層
）
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（
Ａ
１
） 「
羽
田
八
幡
年
表
」、
元
氏
子
總
代
田
中
廣
吉
翁
著
／
八
幡
社
々
掌
渡
邊
直
一
郎
筆
寫
、（
備
考
）欄
と
し
て
は
永
禄
十
二
年
〜
昭

和
年
間
ま
で
。
た
だ
し
、
昭
和
年
間
の
事
項
の
記
載
は
な
し
。

【
Ｂ
】（
第
二
層
左
）

（
Ｂ
１
）

　
（
Ｂ
１
︲
１
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
１
︲
０
）　
（
包
紙
）（
朱
書
）「
一
日
法
令
御
許
状　

源
敬
雄
」

　
　
（
Ｂ
１
︲
１
︲
１
）一
日
法
令
許
状
、
文
政
九
年
九
月
二
十
八
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
侍
従
卜
部
朝
臣
、（
宛
先
）源
敬
雄

　
（
Ｂ
１
︲
２
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
２
︲
０
）（
包
紙
）「
上
総
養
子
民
部
事
／
羽
田
野
左
近
敬
永
／
離
縁
ニ
相
成
候
ニ
付
世
代
ニ
者
立
不
申
候
」

　
　
（
Ｂ
１
︲
２
︲
１
）神
道
裁
許
状
、
文
化
十
二
年
八
月
九
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
侍
従
卜
部
朝
臣
、（
宛
先
）羽
田
野
右
近
源
敬
永

　
（
Ｂ
１
︲
３
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
３
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
継
目
御
許
状
」、（
貼
紙
）「
三
州　

羽
田
野
上
総
」、（
朱
書
）「
源
敬
道
」

　
　
（
Ｂ
１
︲
３
︲
１
）神
道
裁
許
状
、
文
化
八
年
閏
二
月
十
一
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
従
二
位
卜
部
朝
臣
良
連
、（
宛
先
）羽
田
野
相

模
源
敬
道

　
（
Ｂ
１
︲
４
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
４
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
一
日
法
令
御
許
状　

源
敬
道
」
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（
Ｂ
１
︲
４
︲
１
）一
日
法
令
許
状
、
文
政
三
年
七
月
廿
六
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
侍
従
卜
部
朝
臣
、（
宛
先
）　

源
敬
道

　
（
Ｂ
１
︲
５
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
５
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
継
目
御
許
状　

源
重
樹
」、（
貼
紙
）「
御
裁
許
状　

安
永
二
癸
巳
四
月
八
日
頂
戴
／
羽
田
野
氏
源

重
樹
」

　
　
（
Ｂ
１
︲
５
︲
１
）神
道
裁
許
状
、
安
永
二
年
四
月
八
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
正
二
位
卜
部
朝
臣
、（
宛
先
）羽
田
野
丹
後
源
重
樹

　
（
Ｂ
１
︲
６
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
６
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
継
目
御
許
状　

源
重
慶
」、（
貼
紙
）「
三
州　

羽
田
野
長
門
」

　
　
（
Ｂ
１
︲
６
︲
１
）神
道
裁
許
状
、
寛
保
元
年
五
月
一
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
正
三
位
右
兵
行
衛
督
兼
神
祇
権
大
副
侍
従
卜
部
朝

臣
兼
雄
、（
宛
先
）羽
田
野
周
防
守
源
重
慶

　
（
Ｂ
１
︲
７
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
７
︲
０
）（
包
紙
）「
本
職　

大
宮
司
殿　

政
所
兄
部
」「
角
田
熊
吉
家
来
／
中
野
市
右
衛
門　

秦
信
真
」

　
　
（
Ｂ
１
︲
７
︲
１
）補
任
状（
写
）ほ
か
、
天
保
十
年
十
二
月
十
八
日
、（
差
出
）荒
木
田
神
主（
十
名
）、（
宛
先
）秦
信
真

　
（
Ｂ
１
︲
８
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
８
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
敬
道
翁　

霊
神
号
」

　
　
（
Ｂ
１
︲
８
︲
１
）霊
神
号
、
天
保
十
年
七
月
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
家
公
文
所
、「
敬
道
霊
神　

羽
田
野
上
総
源
敬
道
魂
」

　
（
Ｂ
１
︲
９
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
９
︲
０
）（
包
紙
）（
貼
紙
）「
三
河
国　

羽
田
野
兵
部
」、（
朱
書
）源
重
雄

　
　
（
Ｂ
１
︲
９
︲
１
）神
道
裁
許
状
、
安
政
二
年
九
月
十
五
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
正
三
位
侍
従
卜
部
朝
臣
良
凞
、（
宛
先
）羽
田
野
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兵
部
源
重
雄

　
（
Ｂ
１
︲
10
）「
金
三
分　

羽
田
村
八
幡
文
庫　

世
話
人
」

　
（
Ｂ
１
︲
11
）「
銀
壱
両
」
／
「
調
高
額
奉
物
料
と
し
て
寺
社
御
役
所
に
て
被
下
置
候
」

　
（
Ｂ
１
︲
12
）

　
　
（
Ｂ
１
︲
12
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
継
目
御
許
状
」、（
貼
紙
）「
三
州　

羽
田
野
常
陸
」、（
朱
書
）源
敬
雄

　
　
（
Ｂ
１
︲
12
︲
１
）神
道
裁
許
状
、
文
政
元
年
九
月
二
十
八
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
侍
従
朝
臣
良
長
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
源
敬

雄

（
Ｂ
２
）

　
（
Ｂ
２
︲
１
）「
中
臣
祓　

六
根
祓　

三
種
祓
」

　
　
（
Ｂ
２
︲
１
︲
１
）「
中
臣
秡
」（
木
版
）、（
末
尾
墨
書
）「
夫
解
除
者
天
児
屋
屋
太
諄
辞
正
義
直
受
是
也
授
与
平
敬
道
訖
慎
而
莫
怠
矣
／

享
和
三
年
十
一
月
三
日
／
神
道
管
領
長
上
卜
部
朝
臣
良
連
」、（
端
裏
・
鉛
筆
書
き
）「
中
臣
祓　

享
和
三　

敬
道
」

　
　
（
Ｂ
２
︲
１
︲
２
）「
六
根
清
浄
太
秡
」（
末
尾
墨
書
）「
右
授
与
平
敬
道
訖
慎
而
莫
怠
矣
／
享
和
三
年
十
一
月
三
日
／
神
道
管
領
」

　
　
（
Ｂ
２
︲
１
︲
３
）「（
十
三
ヶ
條
）」
享
和
三
年
十
一
月
三
日
、（
内
容
）（
一
）遷
宮
次
第
、（
二
）假
殿
祝
詞
、（
三
）地
鎮
次
第
、（
四
）

日
拝
大
事
、（
五
）洗
眼
加
持
、（
六
）月
拝
大
事
、（
七
）三
種
加
持
、（
八
）護
身
神
法
、（
九
）祈
念
祝
詞
、（
十
）祈
雨
祝
詞
、（
十
一
）

止
雨
祝
詞
、（
十
二
）鎮
火
加
持
、（
十
三
）屋
敷
加
持
、（
末
尾
墨
書
）「
右
十
三
ヶ
條
平
敬
道
訖
慎
而
莫
怠
矣
／
享
和
三
年
十
一
月
三

日
／
神
道
管
領
」、（
端
裏
・
鉛
筆
書
き
）「
十
三
条　

享
和
三
・
十
一
・
三　

敬
道
」

　
　
（
Ｂ
２
︲
１
︲
４
）「（
十
九
条
）」
文
化
八
年
、（
内
容
）（
一
）参
詣
次
第
、（
二
）奉
幣
略
次
第
、（
三
）遷
宮
次
第
、（
四
）遷
宮
祝
詞
、（
五
）

假
殿
祝
詞
、（
六
）地
鎮
次
第
、（
七
）日
拜
大
事
、（
八
）月
拜
大
事
、（
九
）三
種
加
持
、（
十
）護
身
神
法
、（
十
一
）神
供
咒
文
、（
十
二
）
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神
酒
咒
文
、（
十
三
）　

祈
念
祝
詞
、（
十
四
）荒
神
秡
、（
十
五
）祈
雨
祝
詞
、（
十
六
）鎮
火
加
持
、（
十
七
）竈
神
祭
次
第
、（
十
八
）屋

敷
之
加
持
。（
末
尾
墨
書
）「
右
拾
九
ヶ
條
授
与
源
敬
道
訖
慎
而
莫
怠
矣
／
文
化
八
年
閏
二
月
十
一
日
／
神
道
管
領
」、（
端
裏
）（
鉛
筆

書
き
）「
十
九
ヶ
条　

文
化
８　

敬
道
」

　
（
Ｂ
２
︲
２
）（
包
紙
）「
中
臣
祓　

一
／
六
根
清
浄
祓　

一
／
十
八
ヶ
条
次
第　

一
／
先
祖
祭
次
第　

一
／
疫
神
祭
次
第　

一
／
病
者
加

持
次
第　

一
／
源
敬
雄
」

　
　
（
Ｂ
２
︲
２
︲
１
）「
先
祖
祭
」

　
　
（
Ｂ
２
︲
２
︲
２
）「
病
者
加
持
」
文
政
元
年
九
月
二
十
八
日
、
神
道
管
領

　
　
（
Ｂ
２
︲
２
︲
３
）「
疫
神
祭
略
次
第
」
文
政
元
年
九
月
二
十
八
日
、
神
道
管
領

　
　
（
Ｂ
２
︲
２
︲
４
）「
相
傳
條
々
」
文
政
元
年
九
月
二
十
八
日
、
神
道
管
領

　
　
（
Ｂ
２
︲
２
︲
５
）「
六
根
清
浄
太
秡
」（
木
版
）、（
末
尾
墨
書
）「
右
授
与
源
敬
雄
訖
慎
而
莫
怠
矣　

文
政
元
年
九
月
廿
八
日
／
神
道
管

領
」

　
　
（
Ｂ
２
︲
２
︲
６
）「
中
臣
秡
」（
木
版
）

（
Ｂ
３
）

　
（
Ｂ
３
︲
１
）

　
　
（
Ｂ
３
︲
１
︲
０
）（
包
紙
）「
印
鑑
三
拾
八
枚　

羽
田
野
常
陸
」

　
　
（
Ｂ
３
︲
１
︲
１
）「
執
持
羽
田
文
庫
幹
事
中
」

　
　
（
Ｂ
３
︲
１
︲
２
）「
六
根
清
浄
太
秡
」（
木
版
）

　
（
Ｂ
３
︲
２
）
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（
Ｂ
３
︲
２
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
上
総
様　

鈴
鹿
近
江
守
」

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
１
）「
奉
願
」、
文
政
元
年
八
月
、（
差
出
）羽
田
野
敬
雄
・
羽
田
野
敬
道
、（
宛
先
）御
本
所
様
御
役
所
衆
、（
内
容
）継
目

御
許
状
、
十
八
神
道
、
一
日
法
令
、
紗
狩
衣
・
笏
・
立
烏
帽
子
・
浅
緑
掛
緒
・
浅
沓
、
中
臣
秡
・
三
種
太
秡　

…（
後
略
）

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
２
）書
簡
、
十
月
七
日
、（
差
出
）鈴
鹿
内
蔵
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
３
）（
許
状
関
係
に
か
か
っ
た
金
銭
控
）

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
４
）「
口
上
之
覚
」（
下
書
）寅
八
月
、（
差
出
）羽
田
野
上
総
、（
宛
先
）寺
社
御
役
所

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
５
）書
簡
、
五
月
廿
二
日
、（
差
出
）羽
田
野
上
総
、（
宛
先
）鈴
鹿
近
江
守

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
６
）書
簡
、
十
月
六
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
７
）書
簡（「
覚
」）十
七
日
、（
差
出
）近
江
守
、（
宛
先
）［
羽
田
野
］
上
総

　
　
（
Ｂ
３
︲
２
︲
８
）書
簡
、
六
月
十
七
日
、（
差
出
）鈴
鹿
近
江
守
、（
宛
先
）羽
田
野
上
総

　
（
Ｂ
３
︲
３
）

　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
０
）（
包
紙
）「
午
九
月
九
日
受
取　

三
州
渥
美
郡
吉
田
方
村　

神
明
神
主　

羽
田
野
常
陸
様
／
吉
田
殿
御
家
内　

松
岡

右
近
／
並
便　

要
用　

賃
先
拂
」

　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
１
）

　
　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
１
︲
０
）（
包
紙
）「
羽
田
野
常
陸
様　

玉
田
豊
後　

要
用
」

　
　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
１
︲
１
）書
簡
、
十
月
二
十
二
日
、（
差
出
）玉
田
豊
後
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
１
︲
２
）書
簡
、
六
月
二
十
四
日
、（
差
出
）［
玉
田
］
永
禮
、（
宛
先
）羽
田
野
君

　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
２
）書
簡
、
五
月
二
十
二
日
、（
差
出
）玉
田
主
殿
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸
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（
Ｂ
３
︲
３
︲
３
）書
簡
、
四
月
八
日
、（
差
出
）玉
田
主
殿
、（
宛
先
）石
田
式
部
・
羽
田
野
常
陸
・
御
神
主
中

　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
４
）書
簡
、
八
月
八
日
、（
差
出
）前
田
主
計
、（
宛
先
）鈴
鹿
美
濃
守
・
羽
田
野
常
陸

　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
５
）書
簡
、
四
月
二
日
、（
差
出
）玉
田
豊
後
永
禮
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
６
）

　
　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
６
︲
０
）（
包
紙
）「
吉
田
御
城
下　

石
田
式
部
様　

波
多
野
常
陸
様　
　

吉
田
殿
学
館
守
護
職　

玉
田
司
馬
助
／
十

月
廿
八
日
認　

従
御
馬
村
」

　
　
　
（
Ｂ
３
︲
３
︲
６
︲
１
）書
簡
、
十
月
二
十
八
日
、（
差
出
）玉
田
司
馬
之
助　

永
、（
宛
先
）石
田
式
部
・
波
多
野
常
陸

　
（
Ｂ
３
︲
４
）

　
　
（
Ｂ
３
︲
４
︲
０
）（
包
紙
）「
民
部
事　

羽
田
野
左
近
」

　
　
（
Ｂ
３
︲
４
︲
１
）「
中
臣
祓
」、（
末
尾
・
墨
書
）「
夫
解
除
者
天
児
屋
根
尊
之
／
太
諄
辞
正
義
直
受
是
也
／
授
与
源
敬
永
訖
／
慎
而
莫

怠
矣
／
文
化
十
二
年
八
月
九
日
／
神
道
管
領
長
上
卜
部
朝
臣
［
□
□
］」

　
　
（
Ｂ
３
︲
４
︲
２
）「
相
傳
之
條
々
」、（
末
尾
）「
右
十
八
ヶ
條
授
与
源
敬
永
訖
／
慎
而
莫
怠
矣
／
文
化
十
二
年
八
月
九
日
／
神
道
管
領

［
朱
長
方
印
］」

　
　
（
Ｂ
３
︲
４
︲
３
）把
笏
許
状
、
文
化
十
二
年
八
月
九
日
、（
宛
先
）羽
田
野
敬
永

【
Ｃ
】（
第
二
層
右
上
、
垂
直
置
き
）

（
Ｃ
１
）
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（
Ｃ
１
︲
０
）（
包
紙
）「
兵
部
重
雄
」

　
（
Ｃ
１
︲
１
）「
六
根
清
浄
太
秡
」、（
末
尾
）「
右
授
与
源
重
雄
訖
／
慎
而
莫
怠
矣
／
安
政
二
年
九
月
十
五
日
／
神
道
管
領
［
朱
長
方
印
］」

　
（
Ｃ
１
︲
２
）「
中
臣
祓
」（
末
尾
・
墨
書
）「
夫
解
除
者
天
児
屋
根
尊
之
／
太
諄
辞
正
義
直
受
是
也
／
授
与
源
重
雄
訖
／
慎
而
莫
怠
矣
／
安

政
二
年
九
月
十
五
日
／
神
道
管
領
長
上
卜
部
朝
臣
良
凞
［
朱
長
方
印
］」

（
Ｃ
２
）

　
（
Ｃ
２
︲
０
）（
包
紙
）「
印
鑑　

羽
田
野
常
陸
」

　
（
Ｃ
２
︲
１
〜
31
）（
印
三
十
種
）

（
Ｃ
３
）

　
（
Ｃ
３
︲
０
）（
包
紙
）「
御
許
状
願
受
候
節
御
城
内
寺
社
御
奉
行
よ
り
之
御
請
状
写
并
京
都
御
家
老
中
ま
て
返
書　

享
和
三
年
亥
十
一
月

／
町
組
小
頭　

鈴
木
藤
右
衛
門
写
之
」

　
（
Ｃ
３
︲
１
）書
簡
、
閏
二
月
十
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
河
内
守
・
鈴
鹿
筑
後
守
、（
宛
先
）鈴
木
陸
奥
守
・
鈴
木
土
佐

　
（
Ｃ
３
︲
２
）書
簡
、
閏
二
月
十
五
日
、（
差
出
）鈴
鹿
河
内
守
・
鈴
鹿
筑
後
守
、（
宛
先
）安
松
金
右
衛
門
・
倉
垣
源
左
衛
門
・
宇
佐
美
兵

衛
・
沖
九
郎
左
衛
門

　
（
Ｃ
３
︲
３
）書
簡
、
十
一
月
六
日
、（
差
出
）鈴
鹿
兵
部 
連
一
・
鈴
鹿
越
前
守 

隆
・
鈴
鹿
筑
後
守
［
□
］、（
宛
先
）石
川
佐
右
衛
門
・

安
松
金
右
衛
門
・
波
多
野
彌
右
衛
門
・
倉
垣
源
左
衛
門

　
（
Ｃ
３
︲
４
）書
簡
、
十
月
二
十
一
日
、（
差
出
）倉
垣
源
衛
門 

長
富
・
波
多
野
弥
右
衛
門 

奉
壽
・
安
松
金
右
衛
門 

安
政
・
石
川
佐
右
衛

門 

景
興
、（
宛
先
）鈴
鹿
筑
後
守
・
鈴
鹿
越
前
守
・
鈴
鹿
兵
部



131 國學院大學学術資料館所蔵　羽田野神主家文書

【
Ｄ
】（
第
二
層
右
下
、
垂
直
置
き
）

（
Ｄ
１
）

　
（
D
１
︲
０
）（
包
紙
）「
把
笏
浅
沓　

兵
部
重
雄
」

　
（
D
１
︲
１
）把
笏
浅
沓
許
状
、
安
政
二
卯
年
九
月
、（
発
給
）神
祇
管
領
長
上
家
公
文
所
、（
宛
先
）羽
田
野
兵
部
源
重
雄

（
Ｄ
２
）

　
（
Ｄ
２
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
冠
布
斎
服　

一
／
立
烏
帽
子　

一
／
源
敬
雄
」

　
（
Ｄ
２
︲
１
）冠
布
斎
服
許
状
、
子
六
月
、（
発
給
）鈴
鹿
筑
前
守 

連
胤
・
鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
・
鈴
鹿
河
内
守 

隆
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

　
（
Ｄ
２
︲
２
）烏
帽
子
許
状
、
寅
九
月
、（
発
給
）鈴
鹿
筑
前
守 

連
・
鈴
鹿
豊
後
守 

連
一
・
鈴
鹿
河
内
守 

隆
、（
宛
先
）羽
田
野
常
陸

（
Ｄ
３
）

　
（
Ｄ
３
︲
０
）（
包
紙
）（
朱
書
）「
把
笏　

浅
沓　

一
／
四
組
掛　

一
／
源
敬
雄
」

　
（
Ｄ
３
︲
１
）把
笏
浅
沓
許
状
、
文
政
元
年
九
月
二
十
八
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
宛
先
）源
敬
雄

　
（
Ｄ
３
︲
２
）浅
緑
四
組
掛
許
状
、
文
政
元
年
九
月
二
十
八
日
、（
発
給
）神
祇
管
領
、（
宛
先
）源
敬
雄



132

「神道裁許状」（Ｂ１―５―１）

箱二（内部） 箱二「神道諸書付」
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字で記録しました。この数標文字は、「スーチューマー」と呼ばれ、一、二

年前に王立地理学会に投稿した拙論の中で言及だけはしておきました。［スー

チューマー：チェンバレンは Shōchūma�と記しているが、中国語の「数籌碼」

に由来する。「数」は「数える」、「籌」は「竹製の数を数える棒」、「碼」は「数

える道具」。呉鴻春氏（本学准教授）のご教示に負うところが大きかった。こ

こに呉氏にお礼を申し上げます］。しかしながら、五進法の計算法については、

まだ十分には分析されていないばかりか、いかなる言語による論文でも触れ

られていないと思います。

　恥ずかしながら、アイヌに洪水神話があるかどうかは、覚えておりません。

日本にはありません。

敬具

B・H・チェンバレン

凡例

　カギかっこ［　］は、訳者による加筆、注釈、補足書簡に対する形式上の

コメント、訳文の日本語に対応する英語表記、などを示す。
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［差出人の住所と手紙の本文］

　　　　　　　　　　　　　　4�Seamore�Place

　　　　　　　　　　　　　　Mayfair,

　　　　　　　　　　　　　　London,W.

　　　　　　　　　　　　　　1896年11月22日

拝啓　タイラー博士

　先生は、若いサヴェジ・ランドー［サヴェジ・ランドー：Landor,�Arnold�

Henry�Savage、1865-1924、イギリスの画家、探検家、著述家、人類学者。

著書に Alone�with�the�Hairy�Ainu（1893）（毛深いアイヌを独りで訪ねる）。

祖父は詩人で著述家の Landor,�Walter�Savage］のアイヌの話を信じるかも

しれませんが、その話は、西洋の大洪水神話というかたちで、ブーメランの

ように彼自身に戻ります。私自身にも似たようなことがありました。宣教師

から聞いた、処女マリアの話が、アイヌの独創の話であるとしたアイヌ人が

いました。よくご存知のように、野蛮人というものは、油断のならない存在

で、話さえ面白ければ満足するのです。また批判精神が全くありません。ア

イヌ人は、アイヌの神々がタバコを吸っていたとさえ考えています。

　概して、サヴェジ・ランドーの話は、信用できません。彼は物知りですが、

アイヌ語や日本語の単語を創り出してしまい、事柄によっては馬鹿げた間違

いを犯しますので、検証する必要があります。アイヌについての真の権威は、

バチェラー氏しかいないと思われます。［Batchelor,� John：1854-1944、英

宣教師。アイヌ研究とアイヌ伝道に生涯を捧げた。著書『蝦英和三対辞書』］。

氏は、アイヌの言語にも思想にも精通しています。唯一の欠点は、自分の弟

子を贔屓するあまり、時に判断を誤ることがあることです。

　ゴーランド氏が、先日拙宅に滞在されたので、人類学会での採択を願い拙

論を謹呈しました。この論文は琉球の農民が使った五進法の計算法について

のもので、図入りです。彼らはこの計算方法を使い税額などを一種の数標文
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地蔵は、死んだ子供が［賽の河原で］石を積み上げて塔の形にするのを手助

けしているのだそうです（イングランドの子供たちが、泥のパイを作るのに

似ています）。一般の人は、この風習の理由を全く説明することができません。

地蔵に積み石はつきものです。つまり、風習ですから、一般の人は理由を考

えたりすることはしません。�教育のある知識人でも（というのも、このよう

に信仰について客観的に尋ねる質問はほとんど理解されないため）、そのよ

うな風習は、考えたことがないと答えるか、軽蔑するだけです。

タケットⅠ

――天空の観音は幻影です。私の情報提供者は次のようにつけ加えています。

この世で姦通の不義を犯したものの霊は、剣山に送られ、その頂きに観音の

姿を見ます。悪行をなした霊は、痛みに耐えながら剣山をよじ登りますが、

頂上に、ようやく登り着くとその姿は消えます。そして今度は、観音が麓に

現れます。霊は、それを求めて再び剣山を下ります。すると、また、観音が

頂上の方に見えます。そのくり返しです。

タケットⅡ

――この世で嘘つきであったものは、あの世で舌を抜かれてしまいます。

タケットⅢ

――餓鬼道では、水は炎に変わります。

［この第９通目書簡の原テキストを確定するに当たってはロバート・ロルフ

氏（Rolf,�Robert：本学教授）のご教示が欠かせなかった。ここにロルフ氏に

お礼を申し上げます。］

［10　（1896）］

［住所の上方左手に書かれているメモ］

先生が話されたゲームに関する論文は、まだ届いておりません。　B.H.C.
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　日本人の友人である高楠氏と、小崎氏に助力を求めたところ、どちらの方

にも、仏教徒の天国と地獄に関する日本語の文献を探すことに尽力していた

だきました。そのような書は、手ごろな値段で入手できるでしょうか。［高

楠順次郎：1866�-�1945、仏教学者。小崎弘道：1856-1938、神学者、牧師］。

掛け物４点についての質問に対する［チェンバレンの］返事

チェンバレンⅠ

――二体の頭像は、倶生神（くしょうじん）と呼ばれるもので、文字通りに、

二体は人の出生と倶に生まれる神です。［チェンバレンは「具生神」と漢字

で記しているが「倶生神」が正しい］。この名前はエイテルの仏教事典には

掲載されていません。［エイテル：Eitel,�Ernst�Johann、1838-1908、ドイツ

生まれのプロテスタントの宣教師で、中国で活動。言及されている辞書は、

Handbook�of�Chinese�Buddhism�Being�a�Sanskrit,�Chinese�Dictionary］。こ

の男神像と女神像が、見ることと聞くことをそれぞれ象徴しているのかは、

定かではありません。おそらく一方が男で、他方が女であると思われます。

あるいは、二体合わせて、人全体を表わしているのかもしれません。

――また、天空を飛び交う剣は、もともと、剣葉樹の葉です。この葉は、大

風によって空中に飛び散り、それが剣の形をとり、死人の霊をずたずたに切

り裂きます。しかし、どのような悪行によってそのような責め苦を受けるの

かは、確かではありません（同封して送った翻訳の第 II 部と比較してくださ

い）。［この「翻訳」が何を指すのかは不明］。

――この世で争い好きだったものは、死後阿修羅になります。

チェンバレンⅡ�

――今のところ石を積み上げる風習は、十分な説明がなされていないようで

す。しかし、この風習は、今でも日本の各地にあります。ある僧侶の話では、
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タイラーの妻の兄弟にあたる。各地で収集した品々をピット・リヴァーズ博

物館に寄贈］。

チェンバレンⅡ［掛け物］

――子供たちが、地蔵によって救われるのなら、石を積むことの正確な意味

は何ですか。（タケットⅢ参照）

タケットⅠ［掛け物］

――これは、観音ですか、それとも剣の山の上に見える幻影ですか。

タケットⅡ

――舌が抜かれるのは、どんな罪を犯した場合ですか。

タケットⅢ

――［掛け物の］下方の霊は餓鬼ですか。　食物が炎に転じていますから。

Ⅱ

――どんな悪行をなした場合に、［２つの鉄山の頂上を結ぶ］網の橋を渡ら

なければなりませんか。鉄山を越える方法について詳しく教えてください。

［鉄山：八大地獄である黒縄地獄や衆合地獄にある。縄の下には熱い釜があり、

剣葉樹がしげり、山が動き罪人を押しつぶす］。

――これらの掛け物では、霊が［三途の川を渡って］閻魔大王の審判を受け

に行く川が描かれていませんが、私の持っている道家の描いた掛け物の複製

品では、船で渡っている所が描かれています。ボウズ氏所有のものでは、歩

いて渡る所が描かれています。�［ボウズ：Bowes,�John、1811-1885、英国の

美術品収集家、ボウズ美術館創立（1869）］。馬頭と牛頭の獄卒によって引か

れて行くか、または泳いで行く様子が描かれている掛け物があれば、ぜひ購

入したいと思っています。
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博物館の仕事を手伝っています。この仕事は、氏とアストン氏が長い間携わっ

ています。氏はまた、出雲大社の火起錐の写真を撮って、先生に送る準備を

整えている所です。

敬具

B.H. チェンバレン

アイヌの品物はまだ届いておりません。

［９　（1894）］

1894年１月３日

掛け物４点に関するメモと問い合わせ

E・B・タイラー

［掛け物は、チェンバレンとタケットから寄贈されているが、その４点の内

訳は不明］

［Ⅰ］

チェンバレンⅠ［掛け物］

――二体の頭像は、目が見えますか、耳が聞こえますか。それぞれの像は男

と女ですか――霊の周りを飛び交っている剣は、何ですか。剣葉樹の葉です

か。［剣葉樹：剣の形の葉、または、その葉をもつ樹。この語は、タイラー

の手紙では asipattravana と記されており、その形はサンスクリット語で

asi-pattra-vana�剣 - 葉 - 樹と分析される。しかし、チェンバレンの返事には、

aripattavana と記されている。asi-/ari,�-patta-/-patta- は異形態の関係と考え

られるが詳細は不明］。葉が吹き飛ばされているのは、激しい呪いのせいで

すか。また、これは何による罰ですか。――画の下方で阿修羅が戦っていま

すが、その理由は何ですか ?　タケット　Ⅲも参照のこと。�［タケット：

Tuckett,�Francis�Fox、1834-1913、英登山家、王立地理学会正会員。E.・B・
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ジェームズ氏と知り合いになることをお喜びになることと思います。氏は、

日本に長く在住しており、日本語の読み書きもよくでき、さまざまな日本の

問題もよく研究しておられます。先だってお送りした、仏教徒が使う数珠に

関する論文も書いておられます。

敬具

B.H. チェンバレン

古典文学博士、英国王立協会会員　E・B・タイラー殿

［８　（1885）］

東京　　日本

1885年11月15日

拝啓　タイラー博士

　ご希望の護符その他は、早速入手いたします。神聖なる火起錐は、残念な

がら全く手に入れることはできません。しかしながら、ある意味ではそれよ

り良いものをご紹介できるかと思います。私の友人のウィリアム・ゴーラン

ド氏［Gowland,�William］です。氏は、アストン氏と一緒に仕事をされてい

る方で、日本考古学者としては、アストン氏よりも、大家かもしれません。

氏は、長年大阪造幣局のヨーロッパ人主任局員で、ドルメン、火起錐などを、

余暇時間に、趣味として研究しています。大阪が、いわば先史時代の日本の

中心であったことから、この趣味はこの地に格好のものと思われます。氏は、

２月の第１週に、イングランドに滞在すると思います。通常は、友人でかつ

元同僚の家に滞在すると思われます。住所を記しておきます。

E・ディロン氏［Dillon］

13　Upper�Phillmore�Gardens

Kensington

　氏は、目下のところ、拙宅に滞在中で、日本考古学の書について、東京の
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［書状を閉じた後のメモ］

４月１日にタイラー博士宛に送付した箱の内容物のリスト

碁盤と碁石の入った碁器２個

将棋盤と駒一袋

双六盤と駒

百人一首（一組）

いろはガルタ（一組）

紋合わせ一箱

十六六指

鳥刺一組

彩色された双六盤二点

仏徒の道衣

挟み将棋（二種類）

牡丹六指

すべて、日本語と英語の両方で名が書いてあるので、区別できると思います。

［７　（1885）］ 

東京　　日本

1885年10月10日

拝啓

　このメモを持参した J・M・ジェームズ［James］氏は、親切にも、和ガ

ルタ［花札のことと思われる］を一組、届けることを引き受けてくれました。

和ガルタは現在禁じられていて、郵便局員が見つけたら、没収されていたと

思います。［花札は江戸後期から禁止され、明治19年に解禁された］。先生は、
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と思います。［羅馬字会：創立1885、会誌は『Romaji�Zasshi』（1885-1892）］。

　ローマ字は、欠点があるにせよ、習得に要する時間が少なくてすむことか

ら、漢字より望ましい表記法である、という見解に先生は同意していただけ

るものと思います。仮名文字は、ほとんど使われないので、問題にはなりま

せん。ローマ字化推進のもう一つの議論は、英語の科学技術用語をそっくり

そのまま導入できる、という点です。現状では、科学技術用語は、無理やり

日本語に訳していますが、ヨーロッパの原語との対応が簡単には分かりませ

ん。また、英語は、これから、日本のあらゆる学校教育で教えられることに

なっており、実際、すでに標準的な言語としての地位を確立しています。こ

う考えると、漢字より英語の方を、専門用語として利用する方が自然であり、

実用的であると思われます。ローマ字の綴り方の策定委員会の委員は、東京

大学の、矢田部�［名は良吉］、寺尾［寿］、外山［正一］、神田［乃武］の教

授の方々、宣教師のイービ［Eby,�Charles�Samuel：1845-1925、カナダ・

メソジスト教会宣教師］、ドイツ人のテヒョー　［Techow,�Hermann：法学者、

1883年来日、内閣お雇顧問、民事訴訟法を起草］、ヘボン博士と私です。［ヘ

ボン：前出］。現在このローマ字化は政府によって推進されており、今後20

年か30年の間には確たる結果をもたらすと期待しています。

　同封した「水葬」についての記述は、ご興味があるでしょうか。少し前に、

有名な日本の小説家である馬琴の小説を読んでおりました。［滝沢馬琴『椿

説弓張月』（1807-8）］。その場面の一部が琉球になっていて、その中で度々

水葬のことが触れられています。遺体を、水に流すのです。この奇習が、ど

の程度観察されているのかを、権威ある人に尋ねてみました。同封したもの

が、その全結果です。

　二週間後の次の郵便で、先だっての正確な請求額代金を、お知らせします。

というのも、これから国内旅行に出かけますので、今はその時間がありませ

ん。

敬具

B・H・チェンバレン
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らです。

［６　（1885）］

東京　　日本

1885年４月１日

拝啓　タイラー博士

　たった今、十一個の数珠と遊具を納めた箱を、横浜へ送ったところです。

そこでイングランドへ向けて船積みされます。ボードリアン図書館の学芸員

ニコルソン氏宛になっています。中身の大半は、図書館向けの書籍だからで

す。もちろん、ニコルソン氏には私の方からも、手紙を書いておきました。

残りの先生宛の荷物は、ニコルソン氏が、手渡しするはずです。数珠に関し

ては、『日本アジア協会紀要』第９巻第２部所収の論文が信頼できますので、

同封しました。同論文の著者は、仏教一般についての知識はあまりありませ

んが、日本の宗教の宗派にはとても詳しい方です。引退した元船長で、生涯

のほとんどを日本で暮らし、日蓮の創始した仏教宗派の宗徒となった方です。

遊具に関しては、正直を言えば実物を買う方が遊び方を知るより簡単です。

ゲームは得意ではありませんが、ルールを頭に入れるよう、努力します。直

ぐには、先生にゲームをして頂けないのが残念です。この遊戯の情報につい

ては、『日本アジア協会紀要』第２巻所収のグリフィス教授�［Griffis,�William�

Elliot：1843-1928、�オリエンタリスト、牧師］の論文と、同第５巻第１部所

収の故チャップリン ‐ エアトン［Chaplin-Ayrton］女史の論文が、興味を

そそることと思います。トルーブナー［Trübner］書店に在庫がない場合に

備えて、これらの論文を発送いたします。数ヶ月前に送って頂いた示唆に富

む論文は、本当にありがとうございました。「御幣」の件は、まだ落着して

おりません。

　一つお願いがあります。私どもの「羅馬字会」の所収論文として掲載でき

るような、評判の高いイギリスの最近の論文があれば、お送りいただきたい
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拝啓　タイラー博士

　ポロのラケットとボールが、お気に召したようでうれしく思います。ご賢

察の通り、ポロは中国から日本に入ってきました。ポロは中国唐王朝下で、

盛んに行なわれていました。日本にもたらされたのは、紀元727年以前で、『万

葉集』の中に詠まれています（拙著『Classical�Poetry�of�Japanese（日本古代

詩歌）』102頁参照）。その後、中世の古い記録などに、ポロへの言及が散見

されます。ポロは、日本語で「打球」と書かれ、文字通りには「球を打つ」

という意味です。�［チェンバレンは「打球」と漢字で書いているが、一般に

は「打
だ

毬
きゅう

」］。中国語の発音は、｢ta-ch'iu｣�である。［現在の中国語の正式なロー

マ字表記である拼音（ピンイン）で表わせば「dā-qiú」。中国語の発音を仮名

で正確に記すことはできないが、近似的に書くなら、「ダチュウ」となろう。

「d」は無気破裂音、「q」は有気破擦音である］。

　「御幣」のことは、怠けているわけではありません。東洋では何事もゆっ

くりとしか進まないのです。「御幣」には、多くの問題があることが分かり、

著名な神主である本居に問い合わせをしています。偉大な学者である本居宣

長の孫に当たる人です。［本居豊
とよ

頴
かい

、宣長の曾孫］。本居の話では、秋になる

前の回答は難しいそうです。他の事柄と同様、そもそも御幣が何であるかな

ど、研究しようとしたことがなかったからだそうです。回答がありましたら、

お知らせいたします。

敬具

バジル・ホール・チェンバレン

［追伸］

　物事の由来を調べてみると、中国起源のものと考えていたものが、さらに

西方に由来することがよくあります。ですから、中国のポロが、インドやタ

タールに起源をもつのではないかを調査してみることは、価値がありそうで

す。中国人が、ポロのような激しいスポーツを考案するとは考えられないか
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1673年に、初代市川団十郎が、劇的効果を狙って、「身体全体を」赤く塗る

技法を思い立ったとされています。これより前には、歌舞伎役者がこの化粧

法を使うことはなかったことが、絵画の資料によって確かめられています。

また、演劇界では、この時代に初めてカツラが使われるようになりました。

演劇は、それまでの「能」の伝統的な様式から離れ、できる限り忠実に自然

を再現する、現代的な表現方法を使うようになりました。（能については、

拙著『Classical�Poetry�of�Japanese（日本古代詩歌）』23-25頁をご覧ください。

能を演ずる役者は、化粧はしませんが、面を被ることはあります。）

　身体を彩色する手法に関連して、刺青の習慣について調べてみたところ、

紀元一世紀から二世紀にわたる中国の歴史書である『後漢書』の中に、日本

人が、顔と身体に刺青を施していた、との記述を見つけました。また、刺青

は身分も示していたことが書かれています。しかし、拙訳『Ko-ji-ki』の序

に書きましたように、日本人の手による記録では確認されていません。中国

人による外国事情の記述は、信用するには足りないと思われます。おそらく

『後漢書』の著者は、アイヌ人を指していたのではないかと思われます。と

いうのも、中国人が、「毛深い」アイヌ人のことを、早い時期に聞き及んで

いたことが知られているからです。私が尋ねた日本人によると、身体に刺青

を施す習慣は、極めて最近のもので、信頼のできる書物『嬉遊笑覧』によれ

ば、刺青の習慣は、ごく最近の天文年間（1532年 -1555年）でも、観察されて

おりません（もちろん、犯罪者に押す焼印は別です）。17世紀後半（顔の彩色

とカツラ装着の時代）、刺青は一種の奇習として存在したようで、18世紀には、

言葉として存在したことが分かっています。日本の開国の頃、下層労働者の

間では一般的に行なわれていましたが、日本政府は野蛮な習慣として、禁止

しました。

［５　（1884）］

東京　　日本

1884年７月10日



145 （66）

能面の一つに着色されている赤色は、隈取りとは別なものと思われます。

［チェンバレンの手紙（４）とブリンクリー大尉の手紙についてのチェンバレ

ン自身による説明］

　市川団十郎［初代］は、現存する役者の大きな一門［市川流］の創始者で

す。元禄時代は、紀元1688年から1704年までですが、この時代、もしくは

その前の数年間は、古い日本と呼ばれ、徳川将軍の時代にあたり、「腹切り」、

「外国人排斥」などが時代を画しましたが、元禄以降は古い日本は衰えてい

くことになります。

　関羽と張飛の英語綴りは、Kwan-U と Chō-Hi で正しいのですが、中国語

の正しい形は、Kuan-Yü と Chang-Fei です。二人の英雄は、紀元３世紀の

初め、漢王朝の滅亡後の混乱した「三国時代」に活躍しました。関羽は紅潮

した顔、張飛の顔は浅黒く、中国演劇では両者の顔の特徴を、それぞれの化

粧法で表しています。聡明で博識な中国人の元官吏から得た情報では、通常、

中国演劇では、現代のやわな役者では演じ得ない、武人の表情の厳しさ、戦

闘性を示すために、顔と身体に化粧を施すということです。彼によると、中

国では、女性は別として、日常、身体や顔に化粧を施すことはないそうです。

私自身の感想としては、中国古典の中にこれに類したものはありません。た

だし、詩経に、一見するとこれに近いと思われる箇所が一、二見られます。

レッグ博士の考えを聞くのが、良いと思われます。［Legge,� James：1815-

97、スコットランドの中国学者。四書五経を英訳］

　ブリンクリー大尉の指摘については、私の日本人の友人で歌舞伎好きの役

人も同様なことを指摘してくれました。彼によりますと、隈取りの始まりは、

元禄時代の15～16年前、およそ1670年頃です。私自身が持っている、わず

かな日本の資料でも、その事が確かめられます。『歌舞伎年代記』によると、
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ヨーロッパで知られている以上に、インドから借用していると思われます。

仏教は、宗教以外に、非常に多くの影響を中国に与えたのです。

敬具

バジル・ホール・チェンバレン

古典文学博士、英国王立協会会員　エドワード・B・タイラー殿

［別の筆跡による、ブリンクリー大尉からチェンバレン氏宛の手紙。物品と

ともに、タイラー教授に転送された。］

チェンバレン様

　日本の役者の顔の化粧法についての私の見解は、貴兄のものと一致しまし

たが、中国の日常生活に由来しているかどうかは分かりません。日本の伝統

演劇では、初代市川団十郎（元禄時代）が、この化粧法を始めたとされていま

す。団十郎は、関羽と張飛の演目を演ずるに当たり、中国の古書に、関羽の

顔が赤縞に塗られた絵を見つけ、それを模倣しました。ここから、人物の性

格を作るための化粧法が始まったのです。この化粧法は、「隈取り」と呼ばれ、

「薄
うす

隈
ぐま

」「筋
すじ

隈
くま

」「濃
こい

隈
ぐま

」の３種類があります。元禄時代以前、日本の役者は、

化粧をしていなかったことには間違いありません。この時代の山中平九郎に

ついて書かれた本を持っています。［山中平九郎：1642-1724、歌舞伎役者］

そこには、彼が怨霊をイメージして鏡の前で、何時間もかけて化粧したとこ

ろ、妻がその顔を見て気を失ったという話がのっています。しかしながら、

歌舞伎の化粧法が、中国の日常習慣であるか、あるいは単なる化粧の強調さ

れたものであるかどうかは、不明です。

敬具

R.A. ブリンクリー

［署名の後の追補］

火曜日
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　「埴輪」と「行基焼」については、アストン氏（現在長崎領事館に転任され

ました）から、次のような手紙を受け取りました。「埴輪と行基焼は、タイラー

博士にお送りします。但し両方とも神戸に置いてきたものですから、発送す

るには少々時間がかかってしまいます」。

　同封の手紙は、『ジャパン・メール』［Japan�Mail］の編集長である、ブリ

ンクリー［Brinkley］英国砲兵隊大尉からのものです。日本在住の外国人の

中では、誰よりも日本の演劇について詳しい方です。ご興味がおありかと思

い同封いたしました。コメントと修正を少し加えてあります。

　「御幣」については、当方の反応が遅いとお思いになっているのではと恐

れております。この問題は、一見したほど単純ではありません。「御幣」を

切り取る方法はいくつもあり、正しい御幣の見本を作ることに関しては多く

の説明を要することが分かり、私自身驚いております。実物を見ても、その

由来や使用法を知らなければ、何の意味もありません。したがって、知り合

いの神主が、国内の旅行から帰ってくるまで待って聞こうと思います。つい

でに、亀甲を焦がしたものについても尋ねてみようと思います。一般に神主

は、社会から隔絶されており、めったに知り合いになることはできません。

その上、ヨーロッパ人にわざわざ教えてはくれないかもしれません。彼らは、

ヨーロッパ人からは軽蔑されていると思っているようですから。

　アイヌ文明の起源については、残念ながら確かな情報をお伝えできません。

アイヌ人が家で生活している所を観察したことはありますが、次のようなこ

と以外は、取り立てて言うことはありません。日本や朝鮮の文献から判断す

ると、アイヌの文明の独創は、ごくわずかで、大部分は借り物だと思われま

す。実際、初めて鉄を使用したのは、２～300年前で、日本からその技術を

習得したとされています。また箸、漆、語彙などについても、日本から借用

しています。他方、日本人は、あらゆるものを中国から借用していて、起源

をたどると、どれも、いついつの頃「中国から借用・導入されたもの」とい

う結果となってしまい、いちいち調べるのが面倒なほどです。中国人自身も、
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バジル・ホール・チェンバレン

古典文学博士、英国王立協会会員　エドワード・B・タイラー殿

［追伸］

　朝鮮の扇子も手に入れたので、二、三個を箱に入れておきました。決して

きれいなものではありませんが、イングランドでは珍しいものと思います。

［４　（1884）］

東京　　日本

1884年２月29日

拝啓

　ポロのラケット、ネット、ボールの送付について、前回の手紙で手短にお

知らせしました。これらの品々は、無事到着したと思います。ポロ道具一式

の代金、箱代、送料の合計は、おおよそ15シリング８ペンスとなります。

決済については、個々に請求するのではなく、私が個人として一括して請求

することにいたします。その方が、今回のような遠距離の場合は、私たち二

人にとって都合がよいと思うからです。

�

私は、ポロ代の請求額については責

任がありますが、残念ながら一ペン

ス、一シリングまで正確かというと、

確信できません。しかし、追って確

かな額をお知らせいたします。

　　　品　目

ポロ用具

箱代

イングランドへの送料

　　　合　計

　　　　s.d.

おおよそ7.0

　　　　1.2

　　　　7.6

おおよそ15s.8d

［s.�d.�は、読むときにはシリング、ペンス。shillings�and�denarius。shilling

は英語の在来語であるが、denarius はラテン語で、penny の意に用いる］�
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バジル・ホール・チェンバレン

古典文学博士、英国王立協会会員　エドワード・B・タイラー殿

［アストン氏の手紙］

　タイラー博士が埴輪にご興味があるなら、簡単に入手できます。費用は送

料だけで結構です。「行基焼」もご希望があれば、簡単に入手できます。タ

イラー博士のためでしたら喜んで何でもいたします。どうかお申し付けくだ

さい。埴輪は少々嵩張ります。手元にあるものは、高さ２フィート、直径

16インチ、重さ約15-20ポンドです。欠損がありますが、完全なものはまれ

です。東京上野の博物館に４体あります。

敬具

W・J・アストン

［３　（1884）］

東京　　日本

1884年２月２日

拝啓

　今回はごく短い手紙にて失礼します。この手紙が届いてからすぐに、ボー

ドリアン図書館［Bodleian�Library］の修士 E・B・ニコルソン氏［Nicholson］

宛の荷物が届くと思います。小包は二つで、第１の包みには、ポロのラケッ

トが入っていて、もうひとつの包には、ボールとそれを入れるネットが入っ

ています。ニコルソン氏とは頻繁に連絡を取っており、先生はオックスフォー

ドに行かれることが多いと思いますので、ご自宅よりそちらの方へ送らせて

いただきます。ここまで書いたところで、別の用件が入りましたので、続き

は次の便にいたします。ポロの送致の件は、これにて十分かと思われます。

敬具
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然的な関係は無いように思われます。天の岩屋戸伝説の起源について、申し

上げることはありませんが、「御幣」は、単に捧げ物であったものが、神秘

的な価値を持つようになったものと思われます。元来、拙訳『Ko-ji-ki』の

序の57-58頁で触れましたように、日本人は、非常に貴重であると見なした

もの、たとえば布地などを神々に捧げました。それを、後になって単なる紙

で代用するようになったのです。これは、カトリック教徒が聖体祭儀で、パ

ンを饗する代わりに聖餅を用いるようなものです。しかし、天の岩屋戸伝説

と御幣との関係が何であれ、先生の第２の質問に、つまり御幣とアイヌ語の

「イナウォ」あるいは「イナオ」との関係については、確かなお答えができ

ます。アイヌ人は、御幣、その他の習俗について、日本人に盲従しています。

「イナオ」は、日本語で「稲の穂」を表す「イナボ」の崩れた形だと思われ

ます。そして、これは、日本の東部、北部では依然として、捧げ物として使

われています。「ヌシャ」は、アイヌ人の間で使われている「イナオ」のも

う一つの形で、明らかに日本語の正しい形「幣（ヌサ）」の崩れたもので、漢

語の「ゴヘイ（御幣）」に相当するものです。アイヌ人は、日本人から、「神」

を表す言葉を借りただけでなく、主神として中世の英雄［源］義経を崇めま

した。そして、風俗習慣のあらゆる方面について言えることですが、借用し

たのはアイヌ人であって、その逆ではありません。アイヌ人が未開人で、日

本人が文明人であることを考えれば当然のことです。御幣の実物は、ポロの

ラケットとボールの荷物に同梱して送ります。――「イロハ」とローマ字に

関しては、日本語を正しく示す文字としては後者の方が優れていると今でも

考えております。日本語は、音の数が少なく単純であり、特別な記号は必要

ありません。「イロハ」を使う事もありますが、主として他の言語と比較す

る場合です。日本語は確かに難しい言語ですが、発音はさほど難しくありま

せん。それはそうと、役者の化粧については、次回に述べたいと思います。

このことで、教養ある日本人に問い合わせたところ、極めて長い説明を受け

ました。しかし、いつもながら、翻訳して送る価値のあるものは、含まれて

いません。私の言をご信頼いただければと存じます。

敬具
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ボールはとても安いので、ネットとその他の物全部揃えて、１セットをお送

りしてもご承諾いただけるのではないかと思ったからです。この荷物の発送

が済みしだい、いくら立て替えたかを、お知らせいたします。――ところで、

鼻笛のことですが、調査したかぎり、日本で使われた形跡はありませんでし

た。人と動物のテラコッタ人形（いわゆる土人形）に関しては、残念なお知ら

せしかありません。神戸のイギリス領事で、日本の古墳とドルメンの第一人

者であるアストン氏によると、土人形はとても数が少なく、完全な形で残っ

ているものは、３、４体に過ぎないそうです。ですから、入手することは、

まず不可能です。しかしながら、アストン氏が、その代わりに別の提案をし

てくれましたので、そのアストン氏の手紙の一部を同封します。その手紙に

ある「行基焼」［giōgi-yaki、写真３］は昔の焼き物です。名前の由来となっ

た「行基」とは、ろくろを発明したか、あるいは日本に紹介した人物だと考

えられます。同じ手紙にある「埴輪」は、拙訳『Ko-ji-ki（古事記）』の200頁

に、載っています。アストン氏が触れているこれらの焼き物のうち当方から

送るものがあれば、お知らせ下さい。ところで、先生は、亀の甲羅を焦がし

たものをご希望でしょうか。神主を通して、１つ手に入れられるだろうと思

います。しかし、残念ながら鹿の肩胛骨を焦がしたものは入手できません。

拙訳『Ko-ji-ki』の序論22頁にありますように、そうした骨による占いは、

1100年以上前に、絶えてしまっています。しかも、現在の神主がそのよう

な昔のやり方を変えて使っているわけでもありません。ところで、古代日本

の占法については、『日本アジア協会紀要』第7巻第4部425頁以下の拙論に、

その研究の現状について掲載しております。これは、「神道儀式の１つにつ

いて」のサトウ氏の論文へのノートという形で書いたものです。また、これ

は申し上げるまでもないことなのですが、『Ko-ji-ki』についての先生の詳し

いコメントに興味を惹かれただけではなく、資料が乏しいのにも関わらず、

先生が極めて正しい認識に至ったことに驚愕いたしました。天の岩屋戸の物

語に、「御幣」を説明できるものがあるかについては、ある、と言うことは

できません。しかし、この物語と、その中で語られている儀式の間には、必
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本に強い関心を持ちましたがためです。お許しいただければ幸いと存じます。

書面の中で言及しました紀要につきましては、この手紙と同じ便で、マレー

氏に託すことにいたします。

敬具

バジル・ホール・チェンバレン

古典文学博士、英国王立協会会員　エドワード・B・タイラー殿［Tylor,�

Edward�B.］

［２　（1883）］

東京　　日本

1883年10月4日

拝啓

　ちょうど夏の旅先で、お手紙を受けとりました。東京に帰ってから、ポロ

［打毬　写真２］の

ラケットとボールを

入手しました。間も

なくお送りする予定

です。ラケットは本

体が長いので、ラ

ケットだけを送る

と、送料が高くなっ

て し ま い ま す 。

二三ヶ月待っていた

だけるものと存じま

す。それと申します

のも、ラケットと

写真３　行基焼の一つ
　　�アストンがチェンバレンを通じて送った行基焼は、13点が保存

されている。日本では、一般に須恵器の名で知られる古代の焼物
である。

Pitt�Rivers�Museum�所蔵（1896.78.1）
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語の文字より正確に日本語の音を示すことができる」という件について。「fa」

は、「ha」が正しく、「irofa」は、「iroha」が正しいかたちです。比較的以前

に日本語について書かれた書物や、ヨーロッパの著名な著述では、「ハ」［原

テクストに片仮名で記されている］という文字は、「fa」と記されてきました。

しかし、最近の英米の著作、たとえばアストン［Aston,�William�George：

1841-1911、アイルランド生まれの英外交官、日本書紀の英訳書で知られる］

の『書き言葉話し言葉の文法』［Grammas� of� the�Written� and� Spoken�

Languages］、ヘボンの辞書［Hepburn,�James�Curtis：1815-1911、米宣教師、

『和英語林集成』A�Japanese�and�English�Dictionary,�1867］、サトウとイン

ブリー［Imbrie,�William：1845-1928、米宣教師］の著作などでは、「ha」

が使われております。「h」に「f」を当てるのは方言によるものと思われます。

――さらに、日本語の音節文字は、「アルファベット文字より、正確に」日

本語を表示することができません。古代の日本語は、仮名でもローマ字でも、

正確に示すことができますが、現代の日本語は、ローマ字の方が正確です。

但し、漢字の方が正確に示すことができる場合もあり、特に、現代日本語を

表示する場合には、仮名やローマ字より正確なことがあります。

II.�

　「日本の役者は、鮮紅色の縞模様で顔面を塗っているが、こうした化粧は、

かつては一般的な風習であったのだろう」。237頁のこの考察には、十分な

根拠がないように思われます。『日本アジア協会紀要』第10巻補遺 XLII�頁

をご覧ください。日本の演劇には、17世紀初めに、大きな展開があり、現

実を誇張する表現形式がとられるようになりました。鮮紅色は、怒った男の

紅潮した顔を誇張し、青黒い色は、髪の分け目を剃り上げて数時間経過した

時の顔色を誇張したものと思われます。能は、半宗教的な古い日本の叙情劇

で、古い時代の舞踏から発展したもので今でも演じられますが、能の役者は、

一切化粧をしません。

　失礼にもお手紙を差し上げ、批判さえいたしましたが、これはひとえに日
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３　B・H・チェンバレンから E・B・タイラーへの書簡

福島　直之　　石井　　敦　　星野　靖二
［１　（1883）］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帝国海軍省　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京　日本　1883年３月31日

拝啓

　ご著書でしか存じ上げないのですが、突然お手紙を差し上げることをお許

しください。『日本アジア協会紀要』所収の小生の論文に、お目を通してい

ただきたく、筆をとりました。この論文の内容は、５世紀、まさに歴史の始

まろうとする時期の、日本の習俗や宗教・政治思想についての概要です。こ

うして筆をとりました理由は２点あります。第１は、日本の最古の文明が、

人類学者であられる先生のご興味を引くに違いないと考えたからであり、ま

た日本アジア協会の存在が、ヨーロッパではほとんど知られていないからで

もあります。第２は、古代日本の思想や風習については、アーネスト・サト

ウ氏の論文以外は、ほとんど信頼がおけませんし、サトウ氏の論文にしても、

その対象分野はごく限られているからです。［Satow,�Ernest：1843-1929、�

英外交官］。ヨーロッパ人の旅行記は（バード女史［Bird,� Isabella�Lucy：

1831-1904、英紀行作家］のように、実際に見聞したものを書いた場合を除

けば）、時代錯誤と誤謬に満ち溢れております。また、日本人自身は、批判

精神に欠けているため、自らの習俗についてさえも、その言に信頼をおくこ

とができません。

　この機会を利用いたしまして、先生が最近出版されたご著書『人類学』

［Anthropology］の中の一、二の不正確な点について指摘することをお許し

頂きたいと存じます。

Ⅰ .��p.172（アメリカ版）：　

　「日本語の文は、音声を表わす文字に分解されるが、この文字体系は、英
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は、チェンバレンが日本の情報を加工せずにそのままの形でヨーロッパの研

究者に提供するという意識のあらわれであろう。

　古事記翻訳の使命と収集資料の送付は、別の形をとってはいるが、いずれ

もチェンバレンの日本学者としての姿勢をあらわすものといえよう。

註
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ミュラーに批判的である」と述べている（13）�。

　このようにチェンバレンが二人の研究に言及している箇所は少なく、その

ためかチェンバレンの翻訳は神話学の文脈に位置づけられてはこなかった。

おそらくこのことは、先に述べたように古事記を解釈を加えずに提供したい、

なるべくそのままの古事記を伝えたいというチェンバレンの翻訳の姿勢と関

わっている。たとえばアストンのように天照大御神を Sun�goddess（太陽女

神）とするのではなく Heaven-Shining-Great-August-Deity とするという意

味である。そうしたチェンバレンの神話学への距離は、決して神話学からの

影響がないということではなく、彼なりの学問への貢献のスタイルであった

と考えられる。

おわりに

　紙幅の関係で十分な考察はできなかったが、これまでみてきたチェンバレ

ンの翻訳の特徴、ミュラーとタイラーとの交流から、あらためて日本学者チェ

ンバレンについてまとめてみたい。

　チェンバレンが日本学者として活躍していた19世紀後半は宗教学、神話

学の草創期でもあった。研究者たちはヨーロッパ以外のさまざまな地域から

新しい資料を貪欲に求め、解読、分析をすすめていた。その時代を代表する

研究者であったマックス・ミュラーとタイラーも、開国したばかりの国であ

る日本に目を向け、情報、資料を欲していた。

　そのような状況のなか、チェンバレンは日本の専門家として登場し、ミュ

ラー、タイラーの知己を得、イギリスに向け日本の情報を発信していた。と

くに今回見つかったチェンバレンがタイラーに送った書簡からは、数少ない

日本の専門家、情報提供者として学界に寄与しようとするチェンバレンの姿

勢を読みとることができる。

　チェンバレンの古事記翻訳の目的は、古代日本の習慣や伝統、思考などを

明らかにし、英訳することによってヨーロッパの研究者に引用されたり参照

されたりすることであった。ほとんど直訳で、解釈を交えない翻訳の背景に
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の翻訳の際に、神名の読みをローマ字で表記し、さらに神格を解釈した呼称

を使用している。たとえば天照大神は Ama-terasu-no-oho-kami とし、さら

に文中では Sun�goddess と表現される。これは天照大神の神格を太陽神と

解釈したことによる呼称である。

　文体は、Translator's� Introduction でも「素朴な文体」であることを心が

けたと明言しているように（11）、ほぼ直訳となっている。解釈や訓読にあたっ

ては本居宣長を高く評価しており、古事記伝に習う形で翻訳が行われている。

　このように素朴な文体で直訳、神名地名の一字一字を翻訳するという特徴

は、ヨーロッパの研究者が、この翻訳をもとにさらに研究を進めることがで

きるようになるための翻訳であるという先に引用した彼の翻訳姿勢のあらわ

れといえるのではないだろうか。つまり、チェンバレンの解釈した古事記で

はなく、漢字で記された古事記のそのままの姿を漢字のわからない人々に伝

えたい、そのための翻訳ということである。

　すでに述べたようにチェンバレンが古事記を翻訳した19世紀後半は、神

話研究も盛んになっていた時期であった。チェンバレンは高名な神話学者で

あったマックス・ミュラーと交流をもち、また1883年の手紙によれば、以

前からタイラーの執筆したものも読んでいたことがわかる。そこでチェンバ

レンの翻訳に、マックス・ミュラーやタイラーの影響が見られるかどうかを

確認しておきたい。ミュラーについては、名前は挙げられていないものの、

彼の基本的な学説―神話とは、そもそも日の出や日没といった太陽の動きを

中心とする自然現象を表現していた言葉が、次第に本来の意味が忘れられ、

誤解されたりする中で発生したものである―に関する言及がみられる（12）。

ただし、その研究視点に立脚しているわけではなく、翻訳にも活かされてい

ない。やや批判的な印象を受ける。

　タイラーについても Translator's� Introduction のなかで彼の代表的著作

Anthropology からの引用が一箇所見受けられるが（13）、詳しく論じられてい

るわけではなく、翻訳にも影響を看取することはできないようである。なお、

松村一男はチェンバレンについて「その神話理論はタイラーに近く、従って
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古い歴史が書かれているからである。しかし、この本は道徳的・宗教的な教

えを含んでいない」と述べている（９）。この点はチェンバレンの翻訳と同じ

年に古事記上巻のフランス語訳を出版したレオン・ド・ロニが、古事記を聖

書やヴェーダ、クルアーンなどと同様に聖典であると位置づけたことと対照

的である。

　彼の翻訳で目に付くのは、ところどころラテン語が出てくるという点であ

る。それは伊耶那岐神と伊耶那美神の結婚の場面などで、チェンバレンが猥

褻だと感じた箇所である。そういった場面をチェンバレンは英語ではなくラ

テン語によって翻訳している（10）。そこには、当時、すなわち19世紀ビクト

リア朝の道徳意識の反映も読み取ることができるだろう。

　チェンバレンは The Kojiki Records of Ancient Matters の Translator's�

Introduction のなかで、古事記が古代日本の神話や習慣、言語、歴史を知る

上でもっとも重要な資料であると述べ、その上で、彼の古事記の翻訳がヨー

ロッパの研究者によって引用され、原文を調べる際の参考になることを望む

と述べている。原文を引用しておきたい。

It�is�hoped�that�the�true�nature�of�the�book,�and�also�the�true�nature�

of� the� traditions,� customs,�and� ideas�of� the�Early�Japanese,�will�be�

made�clearer�by�the�present�translation�the�object�of�which�is�to�give�

the�entire�work� in�a�continuous�English�version,�and�thus�to� furnish�

the�European�student�with�a�text�to�quote�from,�or�at�least�to�use�as�a�

guide�in�consulting�the�original.

この箇所は、チェンバレンの古事記翻訳の目的を端的に表現したものであり、

また彼の翻訳への姿勢を述べたものといえるだろう。

　彼の翻訳の特徴としては、神名や地名を、漢字の一字一字の意味を翻訳し

て表記するという点を挙げることができる。例えば天之御中主神は、Deity�

Master-of-the-August-Centre-of-Heaven、天照大神は Heaven-Shining-Great-

August-Deity と表記されている。こうした神名、地名の翻訳への対応は訳

者によって異なる。ちなみにチェンバレンと同時代のアストンは、日本書紀
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ていることから、彼がはじめてタイラーに送ったものと考えて間違いないだ

ろう。この書簡では、チェンバレンが関わっている日本アジア協会の紹介を

し、その上でタイラーの著書 Anthropology のなかの日本について言及した

部分について感想を記している。この手紙をきっかけに二人の交流ははじま

り、チェンバレンはタイラーに対し、さまざまな日本の資料と情報を提供す

るようになった。二人の交流がはじまった経緯が明らかになったという点で

この書簡はきわめて意義があるものといえよう。また、その1883年がチェ

ンバレンが古事記の英語訳 The Kojiki Records of Ancient Matters を刊行し

た年であることも興味深い。

　その後のチェンバレンの手紙からは、数珠や囲碁、チェス、双六、かるた

の道具を送ったこと、また水葬に関する資料を送ったことなどがわかる。タ

イラーが世界中から収集していたポロに類する競技の道具の一つとして、打

球の用具を送ったことも記されている。

チェンバレンの古事記翻訳について

　幕末の開国を機に、日本文化は海外に広く紹介されるようになった。古事

記も例外ではなく、多くの外国人たちに注目され、彼らによる翻訳や研究も

はじまる。古事記のもっとも早い外国語訳が登場するのは、1883年のこと

である。イギリス人のチェンバレンによる英語訳 The Kojiki Records of 

Ancient Matters とフランス人のレオン・ド・ロニ（Leon�Lucien�Prunol�de�

Rosny,�1837-1914）による仏語訳である。とくにチェンバレンによる翻訳は、

後世の日本学にも大きな影響を与えることになった。

　ではここであらためてチェンバレンの古事記翻訳について、ミュラーとタ

イラーとの交流を踏まえ、彼らの影響について考えてみたい。

　まずチェンバレンの古事記観、および古事記翻訳の特徴を簡単に確認して

おきたい。

　『日本事物誌』（Things Japanese）では「これ（古事記）はときどき日本人の

聖書であるといわれる。なぜならこの本の中には日本国民の神話やもっとも
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ンバレンによる古事記翻訳の背景にはミュラーが少なからず影響を与えてい

たと考えられる。

　タイラーもチェンバレンとの交流が確認されている。オックスフォードの

ピットリヴァーズ博物館には、館長を務めたタイラーによるさまざまな収集

資料が収められている。そのなかにはタイラーがチェンバレンに依頼して集

めた日本の民具やお札なども多数含まれる。

　これら日本からの収集物の多くは、ラフカディオ・ハーンによって集めら

れたものであることが、チェンバレンとハーンの往復書簡によって確認でき

る。たとえば1890年の７月にハーンはチェンバレンに精霊船を送り、タイラー

に送ってはどうかと述べている（５）。また同年10月のチェンバレンからハー

ンへの手紙では、ハーンからのお守りなどがタイラーの欲しがりそうなもの

なので、彼に送ると述べるとともに fire�drill すなわち火起錐を博物館のた

めに入手できないかとタイラーから問い合わせがあったと記している（６）。

　タイラーとチェンバレンとの書簡については、タイラーから送られたもの

を所蔵していた吉阪俊蔵が1955年に「人類学者タイラー博士の手紙」と題

して内容を紹介している（７）。吉阪はタイラーの手紙を12通「秘蔵して」おり、

そのうち10通をこの論文のなかで紹介した。彼が紹介した手紙は、1885年

７月５日から1894年の10月までのもので、おもな内容はチェンバレンから

送られた日本の民芸品等へのお礼や、それについての意見、日本やアジアの

宗教的な行事等についての学術的な意見となっている（８）。このようにタイ

ラーとチェンバレンの間には、ピットリヴァーズのコレクション形成を軸と

して交流があったことがわかっていた。

　今回確認されたピットリヴァーズ博物館所蔵のチェンバレンからタイラー

に宛てた手紙は、1883年から1896年のものであり、そのうちのいくつかは

吉阪がすでに紹介したタイラーからの手紙とぴったり対応する内容になって

いる。

　1883年３月31日付けのチェンバレンの書簡は、冒頭で「ご著書でしか存

じ上げないのですが、突然お手紙を差し上げることをお許し下さい」と述べ
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２　チェンバレンが生きた時代―古事記翻訳をめぐって―

平藤　喜久子
はじめに

　著名な日本学者であるＢ・Ｈ・チェンバレン（Basil�Hall�Chamberlain,�

1850-1935）が生きた時代は、マックス・ミュラー（Friedrich�Max�Müller,�

1823-1900）やタイラー（Edward�Burnett�Tylor,�1832-1917）などが活躍する

近代的な神話学、宗教学、人類学の草創期でもあった。実際にチェンバレン

は彼らとも交流を持っていたことがすでに明らかにされているが、今回の

チェンバレンのタイラー宛書簡の確認によって、その関係の一面がさらに詳

しく浮かび上がってきたと考える。

チェンバレンとマックス・ミュラー、タイラーとの関係

　まず、チェンバレンとミュラー、タイラー、この三者の交流について、わ

かっていることをまとめておく。

　楠家重敏によれば、公刊はされていないが吉阪俊蔵がチェンバレン関係の

書簡を保管しており、そのなかにミュラーからの書簡が６通含まれていると

いう。この手紙の存在により、二人の交流が行われていたことが知られる（１）。

　またイギリスの National�Archives が所蔵しているアーネスト・サトウが

アストンに宛てた手紙によれば、目の病気のため1880年に海軍兵学校を休

職して一時帰国していたチェンバレンは、オックスフォードでミュラーと過

ごしていた（２）。1881年１月のサトウの書簡には、その頃チェンバレンは古

事記を翻訳中であったと記されていることから（３）、ミュラーのところに滞

在していた時期と古事記の翻訳が行われていた時期は重なっていることがわ

かる。加えて1892年12月にチェンバレンがラフカディオ・ハーンに宛てた

手紙によると、チェンバレンはミュラーに古事記の翻訳を勧めたが、ミュラー

はすぐにその翻訳をあきらめたと記されている（４）。こうした状況からチェ
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氏の報告をもとにした文を次章に掲載した。

　ところで、紹介した書簡は小さなレター用紙に小さな字でびっしりと書き

込まれた千々和にとってはとても読みにくいものだったので、ピットリ

ヴァーズ博物館のクリス・モートン氏（Morton,�Chris）に協力してもらい、

タイプのテキストを作成してもらった。それをもとに石井敦氏（科研補助員、

本学哲学科出身）が訳文を作成し、さらに2009年調査時に星野靖二氏が原本

校訂をした。こうして新たに作成されたテキストに基づいて、福島直之氏（本

学教授）に訳文の最終的な補訂をお願いした。したがって、本稿の書簡訳文は、

福島氏と石井氏、星野氏の共同作業の成果といえる。忙しい中を、私の無理

を聞き入れてくれた平藤氏と三人の訳者の方々、調査に関係した方々やオッ

クスフォード大学ピットリヴァーズ博物館の方々には、心から感謝するもの

である。

（追記）本稿は2010年９月17日に成稿した。その後、2010年12月６日～10日に、

菅浩二氏（本学准教授）と共にピットリヴァーズ博物館の３回目の調査を実施

し、「おふだ」の調査はほぼ完了した。この調査中に、チェンバレン書簡一

通目の写真（写真１）を撮影し、掲載を許可された。担当者のフィリップ・グ

ローバー氏（Grover,�Philip）のご厚意に感謝する。また同時に、写真３の行

基焼の壺の写真は、シャーン・マンデル氏に撮影していただいた。あらため

て謝意を表したい。
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でき、今回の調査でも、ハーンが住み、活躍した出雲の社寺の護符がもっと

も集中しており、またしばらく職を得ていた熊本の護符も多いと言えること

から十分確認できると言えよう。そのことは、すでに坂出祥伸氏「明治の「お

ふだ」と、あるイギリス人」（『大法輪』2004年９・10月号）や小泉凡氏「イ

ギリスに渡った出雲の護符」（『山陰民俗研究』13、2007年）にも詳しい。ただ、

ハーンがチェンバレンと出会うのは1890年４月のことであり（楠家重敏氏『ネ

ズミはまだ生きている』（雄松堂、1986年））、それ以前にチェンバレンが護

符の収集を始めていたことも、あらためて確認できたわけである。比較的早

期の納入品の中に、伊勢神宮や富士山、金華山など、むしろチェンバレンが

興味を持っていた所の護符が多いように思えることは、それを裏付けている

と言えよう。

　なお第八信では、護符に引き続いて「神聖なる火起錐は、残念ながら全く

手に入れることはできません」とある。タイラーがチェンバレンに収集を依

頼し、このとき入手できなかったが、やがてハーンが入手した出雲大社の火

起錐は、現在、博物館の１階に展示されている。

　第六信のカルタや花札等の遊び道具、第二・三信のポロ（打毬）の道具（写

真２）なども、博物館に保存されており、このコレクションはチェンバレン

の主著である『日本事物誌』（高梨健吉氏の訳で、平凡社東洋文庫から刊行）

の記述を裏打ちする膨大な日本文化の実物資料群であって、まさに、チェン

バレンが日本に滞在した明治時代の、日本の生活文化のタイムカプセルなの

だ、と感じた。

　最後に、本稿成立の経緯について述べる。

　チェンバレンについては、私たちの調査の中間報告会を兼ねて、2009年

２月21日に國學院大學において研究会を開催した。当日、千々和が調査の

中間報告をし、宮本誉士氏が「チェンバレンと和歌―佐佐木信綱との関わり

を中心に―」の題の報告を行い、平藤喜久子氏が「チェンバレンの古事記翻

訳」の報告を行った。このうち新出のチェンバレン書簡と関わりの深い平藤
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も文通の関係もないことがわかり、自分の論文を読んでほしいことを願い、

日本語の発音表記などについて所見を述べている。これに対するタイラーか

らチェンバレン宛返信の存在はすでに知られており、それは後掲の平藤氏の

文章に明らかだが、本書簡の「発見」によって、二人の交流の端緒を明確に

しえたことは、意義深いものと思われる。また、チェンバレンは日本語表記

のローマ字化を推進しようとした論者としてよく知られており、第六信では

そのことを主張しているが、この第一信では「現代の日本語は、ローマ字の

方が正確です。但し、漢字の方が正確に示すことができる場合もあ」ると述

べている点も、注目に値しよう。

　私たちの主要なテーマである護符（おふだ）については、1885年11月の第

八信に見られ、「ご希望の護符その他は、早速入手いたします」とあり、明

らかにタイラーからの依頼によって収集、送付が行われたことがわかる。

　チェンバレンコレクションの、とりわけ護符コレクションの形成にあたっ

ては、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の果たした役割が大きかった、と言

われる。そのことは、チェンバレンとハーンとの往復書簡を見ることで理解

写真２　チェンバレンの送った打毬の道具（ラケット、ボール、ゴールネット）
　　　�日本の打毬とイギリスのポロは、騎乗して球をゴールにいれることは同じだが、ルールは異

なる。打毬では球は紙製で、ラケットの先端で保持して一人ずつゴールネットに投入する。
Pitt�Rivers�Museum�所蔵（1910.42.10～12）
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19320104）に採択されたので、2008年11月と2009年11月とに、その「おふだ」

の調査を実施することができた。2008年には私と研究分担者の古山正人氏（本

学教授・古代ギリシア史）・科研事務局の熊谷博史氏（本学大学院生）、2009

年には私と嶋津宣史氏（神社本庁）・星野靖二氏（本学助教）が参加し、２回と

も現地ではオックスフォード大学のニール・マクリン氏（McLynn,�Neil）と

夫人の富佐・マクリン氏が親身な心配りをしてくださり、とりわけ富佐氏は

通訳をかねて調査の全日程に参加してくださった。また博物館側のこの資料

の主任はジュリア・ニコルソン氏（Nicholson,�Julia）で、シャーン・マンデル

氏（Mundell,�Sian：2008年）とケイト・グリナウェイ氏（Greenaway,�Kate：

2008・09年）、エリン・ボーネマン氏（Bornemann,�Elin：2009年）が私たち

の調査に立ち会い、資料の出納やさまざまな要望に応じてくださった。

　そのおふだ調査の概要はすでに千々和編『日本の護符文化』（弘文堂、2010

年）の「「おふだ」を残してくれた外国の知識人たち」でも触れたので、ここ

では繰り返さないが、2008年の調査の中で、ニコルソン、マンデル両氏が

私たちに関連資料として見せてくれたのが、本稿で紹介するチェンバレンの

エドワード・バーネット・タイラー宛書簡10通である。

　タイラーはピットリヴァーズ博物館の初代館長で、当時世界的に著名な人

類学者であった。

そのタイラー宛

に、日本にいた

チェンバレンが

1883年３月に初

めて書簡を出した

のが、その１通目

である（写真１）。

内容から、チェン

バレンはそれまで

タイラーとは面識
写真１　チェンバレンのタイラー宛書簡（一通目、1883年３月31日付）

Pitt�Rivers�Museum�所蔵（Tylor�Ms.�C1�Chamberlain）



166新出のB・H・チェンバレン、E・B・タイラー宛書状の紹介と検討

新出のＢ・Ｈ・チェンバレン、
Ｅ・Ｂ・タイラー宛書状の紹介と検討

千々和　到　　平藤喜久子
福島　直之　　石井　　敦
星野　靖二　　　　　　　

　オックスフォード大学のピットリヴァーズ博物館に、世界中の人類学的な

資料がたくさん保管されていること、その中には日本の資料もあることなど

は前に聞いていた。しかしそこに、私のような視野の狭い人間が注目する資

料があろうとは、少しも思っていなかった。

　ところが数年前まで実施された21世紀 COE プログラムの國學院大學「神

道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成」メンバーに加わって外国に所在

する日本の護符の調査を担当することになってから、宮家準氏のご教示など

でここには明治時代にお雇い外国人として海軍兵学校や東京帝国大学で英語

を教え、日本の国語学の基礎を据え、多くの研究者を育てたバジル・ホール・

チェンバレンが集めて送った大量の護符（おふだ）があることを知った。おふ

だ以外の資料も含めると、1400点を超えるという。COE の５年間の期間中は、

パリのコレージュ・ド・フランスに保管されていたべルナール・フランク氏

のおふだコレクションの調査だけで手一杯だったことなどもあって、私が

オックスフォードを訪ねる事はかなわなかったのだが、2007年春に COE の

事業が終了したあと、幸い引き続いて私を研究代表者とする「日本における

護符文化の解明」のプロジェクトが科学研究費基盤研究（Ｂ）（課題番号

１　チェンバレンコレクションを調べる

千々和　到

資料紹介

（45）
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自明なものとして、できあがっているわけではありません。そういう文化的

な努力があってはじめて理解しあえるようになるわけです。

　先ほどイギリスの例を申し上げましたが、イギリスと比べて30年ぐらい

遅れているという印象を申し上げましたが、この問題を見ると30年どころ

ではありません。英語は植民地化された国で通用していましたから、イスラー

ムについて現地の人たちが英語で書いた書物がたくさんあります。現地の本

からの英語への翻訳もたくさん出ています。そのギャップを考えると、日本

とイギリス、あるいは英語圏と言ってもいいかもしれませんが、英語圏でイ

スラームが語られる、あるいはイスラームについて読むことができる量と質

と日本とを比べると、まだ50年以上の差があると思います。そのくらい足

りない状態です。私のように、イスラームを日本語でどう語ったらいいか、

日本語でどう理解するのかということを専門している者にとって、これは大

変大きな課題です。30年前は、日本とイスラームはほとんど関係がなかっ

たわけですが、急速に関係ができてきました。イスラームも日本の宗教の一

部ではないかと言われるようになった今だからこそ、日本語で語りうるイス

ラームは、ほんとうにここ10年、20年ぐらいの間に、きちんと解決されな

ければいけない大きな課題だと思っております。

　時間が来てしまいました。ご清聴、どうもありがとうございました。（拍手）

――　了　――
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くするやり方、日本風のやり方があるのは当然だろうと思います。そういう

面が出てこないと、日本の中で理解できるイスラーム、理解しやすいイスラー

ムにならないのではないかと思います。

　日本風とは何かというと、一言で言ってしまうと、私は「日本語で語られ

るイスラーム」だと思っています。日本人のほうにしても、外国から新しく

来た人にしても、定住している人にしても、ホスト社会の言葉で会話が成り

立たないといけない。その場合に、日本語で話せばいいだけではないかと思

う方もいるかもしれませんが、そうではありません。私はずっとイスラーム

を研究していますが、イスラームを日本語で語るのはかなり大変なのです。

いろいろな用語をつくったり、日本語で一番語感の近い言葉を探したり、苦

労があります。独自の考え方を示そうと思って、片仮名ばかりになっても、

かえって理解を阻害します。皆さんも経験があると思うのですが、イスラー

ム関係の本を読むと、片仮名の名前ばかり出てきて５ページで嫌になるとい

うことがおこります。私はできるだけ片仮名を使わないようにしていますが、

そうすると、どういう言葉がいいのか。さきほど出した例のように、喜捨と

いうとわかりやすいですが、イスラームでは喜んで捨てるのではなくて、義

務として返しなさいという発想です。そこをどうやって説明していくか。喜

捨といえばわかりやすい、でもそれだとイスラームを説明したことにならな

い、ではどう言うのか。日本のイスラーム研究も、試行錯誤の連続です。

　実はあらゆる文化について、同じことが言えます。日本で今、欧米のこと

を語るとき、日本語で平気で何でも語られていますが、明治の時代には大変

な苦労があったわけです。欧米で言われていることをどう日本語で言うのか、

たくさんの言葉をつくり、ああだこうだと、この言葉がいい、あの言葉がい

いと議論し、論争したわけです。いかなる文明とつき合うときも、それは避

けられません。そうすると、日本語で話せるイスラームとは、イスラーム圏

から来て日本に定住する人にとっても、日本の中でイスラームを勉強したり、

研究したりする人、その中にはこれからはイスラーム教徒も少し増えてくる

かと思いますが、そういう人にとっても、それは簡単なことではありません。
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いって、合わせる必要はないかもしれませんが、理解なしでいれば摩擦が生

じるわけですから、お互いに理解する必要があります。これだけグローバル

化が広がっている上に、イスラーム圏がもう間もなく世界人口の４分の１に

達する状況ですから、日本が国際社会とつき合う上で、イスラームとのつき

合いも抜きにはできないところに来ています。日本の国際社会とのつき合い

は、ずっと歴史を通じて欧米と中国が主でした。ところが、その国際社会自

体がＧ20に象徴されるものに変わってきています。その新しい国際社会と

どうつき合っていくのかが、大きな課題だろうと思います。

　最後に、日本におけるイスラームですが、さきほど申し上げましたように、

留学生でも、ビジネスの方でも日本に来ます。来るまでは、自分たちがイス

ラームと思っているイスラームを信じています。当たり前といえば当たり前

ですが、つまりお国柄があるわけです。イスラームには統一性もありますが、

多様性がありますから、お国柄というべきものがあります。お国柄がある人

が日本に来て、いろいろなイスラーム圏の人と出会ったときに、お国柄では

ないイスラームも生まれてきます。そうすると、日本にイスラーム圏からい

ろいろな人が来て、イスラームがだんだん日本の宗教の一部になっていくと

きに、世界に共通のイスラームなのか、出身の皆さんのそれぞれのイスラー

ムなのか。それを私は「本国風のイスラーム」と表現していますが、どちら

が強くなるのかは、日本がつき合うイスラームが何かという点で、一つの大

きな問題だろうと思います。

　それで共存のベースは何かと考えてみますと、それは最終的には世界的に

共通で、かつ日本に合ったイスラームというものではないかという気がしま

す。「日本に合った」というのは、イスラームを日本に合わせて変えるとい

う意味ではありません。しかし、イスラームはそもそも、ぞれぞれの国で「本

国風のイスラーム」になっているわけですから、変えてはいけない部分と変

えていい部分とがあるのです。変えていい部分というのは、具体的にいえば、

たとえば貧しい人に優しくしなさいという場合に、どうやって優しくすると

優しく感じられるかは社会によって違うということです。エジプト風の優し
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クスは全部禁止という教えがあります。これがどういう社会を生むかという

と、ではみんな結婚しようという方向に走っていくわけです。イスラーム圏

での結婚はむずかしくありません。なぜかというと、社会全体で誰でも結婚

するものと思っているからです。日本はそうではありません。結婚は個々人

の問題で、したければしてもいいし、しない人もいくらでもいるよ、という

ことになっています。そのような社会と、結婚はするものだとみんなが思っ

ている社会は全然違います。イスラーム圏では、イスラーム復興が起きて、

イスラームが盛り上がれば盛り上がるほど、結婚力、子づくり力が強まりま

す。

　イスラーム社会は、明らかに家族愛が強い社会です。近代社会では人間が

個人化していくという考え方があります。イスラーム圏はこれにはっきりと

抵抗しています。人間は個人になって、原子のように孤立化していくのでは

ない、人間は家族なんだと言い張っている。なぜなら、イスラームのお教え

にそうあるから、と言うのです。

　変容する日本の中で、イスラームとの関係でこれからの課題が何か、私が

思っていることを二、三申し上げて終わりたいと思います。

　１つは、隣人の宗教になってきたという問題です。10万人というのは、

そんなに多い数ではありませんが、少なくもありません。だんだんつきあい

が出てきています。その時、イスラームの文化の中には、ある意味で非常に

固い部分があります。日本に来たからといって、お酒も飲むし豚肉も食べま

すとはならない。「郷に従わない」面があると言ってもいいと思います。日

本の異文化理解を考えるときに、イスラームとどうつき合うかには、むずか

しい問題も含まれているだろうと思います。いわば、イスラームは日本の異

文化理解、多文化共生のリトマス試験紙みたいなところがあるのではないで

しょうか。

　日本社会とイスラームが調和するためには、日本理解とイスラーム理解の

両方が必要です。私たちがイスラームを理解するということも必要ですが、

イスラーム圏から来た人が日本を理解することも必要です。理解したからと
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米に似ていない、つまり文化やアイデンティティーをきちんと持ち続けるこ

とと、科学技術が発展することが両立しているのがすごいということです。

日本でこういう発展が可能なら、イスラームの国でもイスラームと発展を同

時に実現することも可能だろうと。100年ぐらい前だと、イスラームは遅れ

ている、イスラームを捨てないと発展しないと、ヨーロッパ人も言ったし、

イスラーム圏の中にもそうかと思う人たちもいました。ところが、日本に来

てみればそうではないことがわかった、文化的な価値、自分たちの倫理観と

いうものと、工業発展、経済の近代化とは合わせて行きうるとわかったとい

うのです。それを含めて強い尊敬心があるわけです。

　総じて言いますと、文化摩擦が生じる部分と、すごく日本が尊敬される部

分があります。日本に対する非常に高い期待がある。期待があるわりには、

日本側からまだまだ理解されていないという気持ちもあると思います。その

ような実態の一方で、日本社会は今、非常に早い速度で変わりつつあります。

１つはグローバル化の影響も含めた多様化です。そこで、多文化共生をどう

実現するかが大きな課題になってきています。それから、世俗化一辺倒の面

が経済発展期にはあったと思いますが、今、成熟した社会になって、宗教的

あるいは精神的、文化的な価値に対しての再評価が、日本の中でもじわっと

広がっていると思います。もう一つは、国際結婚の増加です。イスラーム圏

の出身者だけが相手ではありませんが、今、結婚する方の15～16組に１組

は国際結婚という状態になっています。日本社会そのものが大変な勢いで変

容しているだろうと思います。きょう、主催者の先生からも、日本の中でも

イスラームは隣人になりつつあるとご指摘がありましたが、全体としての数

はまだそれほどでないにしても、隣人としてのイスラームは着実に出てきて

います。

　イスラームは日本に何を提供できるかと考えてみますと、イスラーム圏は

日本と比べて、とにかく元気があります。どのイスラーム国を見ても、とに

かく子どもが多いし、結婚力、子づくり力（これは私がつくった言葉です）が

あると思います。イスラームの戒律の中には、結婚している夫婦以外のセッ
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にはいかないという問題があります。そうすると、たとえば理系の留学生だ

と実験がありますが、朝晩なく実験をしている時にラマダーン月が来ると大

変です。ずっと夜通し実験を見張っているのはいいのですが、断食している

昼間は集中力が薄れるということもあって、教授の先生に「それはいかん。

断食しなくてもいいじゃないか」と言われて困るというような話を聞きます。

日本人もそれなりに宗教的だと思いますが、宗教の型がイスラームと全然違

います。イスラームは行為規範を重視して、誰もがやるべき戒律が多いので

すが、そのような宗教性は日本では希薄なので、なかなか理解しにくいのだ

ろうと思います。

　イスラーム法というのは公的な法体系で、イスラーム世界でどこでも通用

するものですから、どこに行っても同じなわけですし、個人がその適用を勝

手には変えられないわけですが、その点が日本の社会からは理解しにくい。

このような問題について、だんだん接触が深まってくると摩擦になったり、

あるいは、そこがわかって共存が可能になったりすると思いますが、まだま

だ課題の部分かと思います。

　ただ、イスラーム圏から来ている人は、留学生にしてもビジネスマンにし

ても、私が会った皆さんがほぼ異口同音に言うのは、日本はイスラーム的な

社会だということです。どうしてかと言うと、まず、とにかく清潔で、礼儀

正しい、勤勉で、約束を守る、それに家族思いだというのです。日本的な価

値とされているものは、イスラームと同じだと言います。極端な場合、日本

はイスラーム圏より立派なイスラーム社会だ、我々イスラーム教徒の方がそ

れを守れていないくらいだ、と言います。それはほめ過ぎじゃないかと思い

ますが、そのぐらい日本を高く評価しています。

　それから、特に留学生に接していると強く感じるのですが、留学生は日本

に勉強に来ていますから、アジアの国である日本が西洋ではないのにこれだ

け近代化に成功していることに対する尊敬は非常に強いものがあります。こ

れは単に発展したから尊敬しているのではありません。西洋化して発展する

のならお手本になりませんが、日本に来てみると、日本人の価値観は全く欧



174現代イスラームと日本社会 （37）

を言ってはいけません」と叱られた話です。本人はわがままを言ったわけで

はなく、イスラーム法も自分で決めたことではありませんから、「そういう

わけにはいかないんです」と説明しますが、イスラームを知らない先生から

は「いやいや、みんなが同じものを食べるのがルールなんです」と言われて

いました。最近では、イスラームの事情が少しはわかってきたのと、もう一

つは、今、子どものアレルギーがむずかしくて、小麦、牛乳、そば粉とかア

レルギーがあります。そうすると、イスラーム圏から来た人は豚アレルギー

ですね、それならわかります、とさっと理解してくれるようです。これが相

互理解なのか、単なる紛争回避の知恵なのかわかりませんが、それも含める

とずいぶん改善してきているようです。

　イスラーム圏の人たちが日本に来て、イスラームを実際に理解することも

あります。さきほどから「ウンマ」や「世界宗教」としてのイスラームを申

し上げていますが、たとえばインドネシアの方が自分の国にいて、世界宗教

だと思うかと言えば、それは教科書的な知識で、実体験ではありません。と

ころが外国に行きます。日本に来ます。そうすると、エジプトの人に出会う。

ナイジェリアの人に出会う。パキスタンやウズベキスタンの人に出会うとい

うことがおこります。それがみんな「アッサッラーム・アライクム」の世界

の人たちなわけです。こういうことで世界宗教だということを実感するので

す。だから、日本みたいな非イスラーム圏も、イスラーム教徒がやって来て

イスラームを真に理解する場でありうるわけです。イスラーム教徒はだれで

もウンマを信じているでしょうけれど、実際にウンマが国際的なものである

ことを体験しているわけではありません。それが日本やイギリスで、イスラー

ム世界のいろいろな人たちが出会う。戒律を守るために、助け合いも必要で

すから、そういうことをしていく中で、だんだん自分たちが一体のものだと

実感していくことが起こります。

　ムスリムにとって日本のもう一つの問題は、宗教は内面だということです。

近代的な世俗社会はそういうものだということかもしれませんが、イスラー

ムは実践主義なので、宗教は個人の内面で勝手にやってくださいというわけ
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来た人が多くいます。50～70年代にたくさんの移民がありました。私は70

年代の終わりぐらいから時々行って調べているのですが、最初の頃はモスク

が全国で数十でした。21世紀に入る頃は２千を超えました。今年行ったと

きに聞いたら、「数千かな。ちょっとわからない」というぐらいの感じで、

３千～４千に増えているような印象を持ちましたが、統計に詳しい方に聞け

なかったので、かたい数字として２千以上と申し上げておきます。

　日本のモスクは90年代までは、基本的に東京と神戸だけでした。東京に

は東京ジャーミイという、とても華麗な2000年に再建されたモスクがあって、

観光の名所にもなっています。そのような大きなモスクのほかに、地域でマ

ンションを買ってつくる、駐車場やコンビニエンスストアの跡を改修すると

いった、地域のコミュニティーベースの礼拝所がどんどん増えていて、今は

60～90と推計されています。印象としては、イギリスに30～40年ぐらい遅

れているという気がします。つまり、移民がベースにあって、だんだん定着

して、家庭を持っていく、それからモスクもだんだん増えていくという過程

です。ムスリムが増えれば、必ずモスクが増えるというのは、イスラーム圏

でも、非イスラーム圏でも同じだろうと思います。

　日本でのイスラームとの文化接触とか、文化摩擦ということですが、一番

大きい問題は「郷にいれば郷に従え」という属地法の発想です。さきほどか

ら申し上げているように、イスラームは人に付着して、属人的にイスラーム

法が広まります。逆に言うと、イスラーム圏でもイスラーム教徒ではない人

はイスラーム法に何にも従う必要はありません。属人的な戒律から言えば、

ムスリムは日本に来てもお酒を飲みませんので、「郷にいれば郷に従え」方

式でお酒を飲ませようとすると文化摩擦になります。イスラーム圏から来る

人は、自分たちの教えは世界宗教ですから世界どこに行っても変わらない、

という認識があります。

　よく起こる例として、学校給食があります。給食の中に豚肉が入っている

と食べられないという問題です。20年ぐらい前までは、わりと耳にしたのは、

イスラーム圏から来た親が子どもの学校でそれを言うと「そういうわがまま
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ワー、ハードパワーという考え方だと、ハードパワーは経済、政治、軍事の

力です。イスラーム世界のハードパワーはそれほどではありません。イスラー

ム諸国会議機構には57の国が入っていますが、その経済水準の平均値をと

ると発展途上国全体の平均値より低いのです。言いかえると、イスラーム諸

国には貧しい国が多いということです。大きな産油国もあるし、マレーシア

のように経済発展している国もあります。トルコも今、大きく発展していま

すが、そのような国がある一方、全体としては貧しい国が多い。今日の世界

は経済力がものをいうわけですから、この経済的な水準でいて、また政治力

もそれほど強くないのに、この存在感は何だろうかということになります。

その答えは、ソフトパワーということになります。文化、精神力、宗教的価

値といったものが現代に生きているから力があるとみなくてはなりません。

イスラームには軍事同盟もありませんし、ハードパワーとして覇権があるの

ではなく、ソフトパワーとして広がっているのだと思います。

　次に「日本にやって来たイスラーム時代」をお話します。在日のムスリム

数は統計がありません。在日の外国の方の統計も国別統計はありますが、宗

教統計はとっていません。推計値は、国別の数字を集めて、その国の宗教人

口の比率を掛けて概数をはじき出しています。その推計で、おおよそ10万

人ぐらいと言われています。1960年代には大体千人ぐらいだったのではな

いかと言われます。出身国で言うと、日本の場合、パキスタン、インドネシ

ア、アラブはエジプトが目立つでしょうか。一時は、バングラデシュ、イラ

ンからもおおぜい来ていて、30万人ぐらいになったことがあります。今日

本にいらっしゃる方の基本的な目的はビジネス、留学、国際結婚です。

　私は、ヨーロッパのイスラーム復興も調べてきましたが、主としてイギリ

スをフォローしています。非イスラーム圏のイスラーム復興にもいろいろ

あって、国ごとに違います。イギリスは多文化共存主義でやってきましたが、

今、ムスリムは全人口の３～５％ぐらいと言われています。これも宗教統計

がないので、推計値です。大英帝国だった時代の支配地域からの移民が主流

です。今のインド、パキスタン、バングラデシュ、アフリカの国々などから
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世俗国家ですので、イスラーム国に数えるのか疑問の方もいると思いますが、

私は最初に申し上げたように、「アッサッラーム・アライクム」が通じれば

イスラーム国だと言っていいという考えです。トルコは確かに国家は世俗国

家ですが、社会はイスラーム社会だろうと思います。おおきな括りで言った

時はトルコも含めてイスラーム圏に入るわけで、そのような国が３つもＧ

20に入っているのは非常に大きな意味があると思います。

　オルタナティブとしてのイスラームを考えますと、近代西洋文明も今は限

界に来ているし、社会主義も限界性を露呈したわけですし、今のような米国

風のグローバリズムの強者一人勝ちの道も問題があります。その中で、イス

ラームが違う道を示している、代替案に示しているという面があります。な

ぜ、そういう力を持っているかと考えると、４つのことが言えるように思い

ます。

　１つは、理念がシンプルということです。イスラームがこれだけ広がって

いながら、同じイスラームと言えるのは、単純な構成をしている強みではな

いかと思います。２つめは、聖職者がいない、教会がないということですが、

ある意味で自由だということです。さまざまな意見があって次第にコンセン

サスが作られるということを申し上げましたが、これにもいい面があるだろ

うと思います。３つめは、両極対応ということです。要するに、イスラーム

の中にもいろいろあって、その中には、近代とか非近代とか全く関係がない、

精神性が大事だというイスラームもありますし、逆に近代文明とイスラーム

を統合することが重要だというイスラームの主張もあるわけで、どちらの極

に対しても対応力を持っているだろうと思います。４つめは、イスラーム復

興をずっと観察してきて思うことですが、二重底の強みということです。イ

スラームはやはり宗教ですから、この世の人生で一生懸命努力して、さらに

成功しなければいけないというルールはありません。一生懸命やればいいの

だ、失敗しても来世があるという考え方があって、それは大きな強みとして

あるだろうと思います。

　トータルに言うと、イスラームはソフトパワーだと言えます。ソフトパ
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ラーム法は普通の市民が自分で実施する法だということです。戒律を守れと

言うお坊さんもいませんし、教会もありませんが、みんなで守りましょうと

言って実施しています。

　もう一つは、家族法の力です。法の近代化、世俗化といって、たいていの

イスラーム国で西洋法の導入をしましたが、どこでも家族法が残りました。

家族法は結婚、離婚とか、遺産相続を管轄します。イスラーム圏の国では、

イスラームだけではなくて、ほかの宗教もみな宗教に基づく家族法です。つ

まり、キリスト教徒はキリスト教の法に縛られますので、結婚はあっても、

離婚を認めないことが多いのですが、イスラームならば結婚も離婚もありえ

ます。インドネシアに行っても、基本的に家族は宗教の管轄下になっていま

す。日本では、家族は宗教と関係がありませんので、家族法の事情はわかり

にくいのですが、これが宗教を支える一つの基盤なのです。イスラームだけ

ではなくて、どの宗教も、結婚は基本的に同一宗教の人としなさいと教えて

います。家族が宗教に立脚しているとなると、家族が続く限り、宗教文化も

続きます。

　しかしそれにしても、強制されているわけではないのに、なぜ宗教性がな

くならないのかという疑問があります。どうして宗教をやめないのだろうか

という疑問は寄せられるだろうと思います。バイタリティーの源泉は何か、

ということです。１つは、イスラーム世界がここ30年ほど、ぐっとせり上がっ

てきたということがあります。さきほど申し上げたように、20世紀の半ば

ぐらいまではイスラーム度が下降して、アジア・アフリカの時代でした。ど

この国も独立をする時に、イスラームなんて言いませんでした。アジア連帯、

第三世界、非同盟運動と主張していましたが、それが20世紀後半に変わっ

てきました。

　現在は、国際金融危機の後になって、Ｇ７、Ｇ８はもう終わりで、これか

らＧ20の時代にはいりました。これは非常に大きな転換点だと思います。

Ｇ20の中にインドネシア、サウディアラビア、トルコが入っています。こ

のような国際的な場にイスラーム国が入ってきたのは初めてです。トルコは
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出るところでは出ます。どこに出るかというと社会矛盾があるところです。

イスラーム復興が起こる前からいろいろ反体制運動があったところは、イス

ラーム復興がおきると、それに合わせてイスラーム風に表現するようになり

ます。中東政治をずっと見ていると、40年前でしたら「人民の解放を」と言っ

ていたのが、このごろは「イスラームの正義を」と言うわけです。

　今、５つをこういう順で申し上げたのは、この順に現れるからです。モス

ク建設は必ずどこでも出ます。喜捨や、喜捨に基づく福祉活動も必ずどこで

も出ます。巡礼熱の高まりもどこにでも出ます。イスラーム銀行は、ずいぶ

んたくさんありますが、必ずどこでもとは限りません。イスラーム政治、闘

争や革命は、ずっと少なくなります。ところが、この５つを見ておわかりだ

と思いますが、ニュースになるのは逆の順番です。爆弾事件が１発ありまし

たら、すぐにニュースになります。イスラーム銀行は最近になって、ようや

く話題になるようになりました。日本でも注目され初めています。マッカ巡

礼はほとんど記事になりませんし、一般の皆さんも関心が薄いと思います。

そして、喜捨で互いに助け合っている話はニュースにすらなりませんし、新

しいモスクで今日も３千人が平和に礼拝しました、などというニュースも存

在しません。このように、メディアで注目を集めるのとは逆の順で、現実の

ほうは広がっているのです。

　このような復興がなぜ起こるのでしょうか。その背景にはイスラーム法の

力があります。現代でもイスラーム法がなくならないのは、１つには、イス

ラーム法は法学者の解釈によって作られているためです。国家が制定したも

のではありません。トルコは現在の共和国になったとき、イスラーム法を廃

止したと言われますが、施行するのをやめただけで、なくすことはできませ

ん。つくった本人ではないのに廃止することはできません。法学者の解釈を

国家が廃絶はできませんから、イスラーム法が見えなくなるだけです。

　いつの時代でも、礼拝をしている人たちがいます。ザカート（喜捨）を差し

出す人たちがいます。巡礼に行く人たちがいます。これは国家がイスラーム

であってもなくても、自分たちでやっているわけです。ということは、イス



180現代イスラームと日本社会 （31）

年300万人、400万人という数になるのです。ここに現れているのが、実際

の復興だろうと思います。

　第４は、イスラーム銀行です。イスラーム銀行は「無利子金融」がモットー

の銀行です。35年前に始まったときには、「無利子金融」すなわち利子をと

らない金融ですから、おおかたの人が批判的でした。無利子の金融とは言語

矛盾ではないかと批判していました。資本主義では利子がなければ金融は成

り立ちませんので、無利子金融は「開かないドア」とか「飛ばない飛行機」

のように言語矛盾だと批判されていたのですが、実際はそうではありません。

簡単に言うと、利子はお金を借りた人が成功しても失敗しても取るものだか

ら「利子」と呼ぶのだと言います。成功したときに、利益を分配するのは利

子ではないのです。その背景には、お金を貸す側が元利保証でいつも安全圏

にいて、事業家はリスクを全部負うというのは不公平だという考えがありま

す。したがって、リスクを公平に負担して、儲けたら分配するのであれば「無

利子」だということで、お金を貸して利益をあげていけないわけではありま

せん。

　最初は懐疑的な目で見られていましたが、イスラーム銀行は非常に成功し

ました。今のイスラーム金融の規模は、いろいろな推計があります。８千億

ドルから１兆ドル程度という数字も出ています。世界の金融資産からいうと

１％ぐらいです。１％というと、多いのか少ないのか、たいしたことがない

ような気がするかもしれませんが、金融資産はだいたい先進国にあります。

途上国が持っている金融資産だけを考えると、その中ではかなりシェアが大

きいと思います。１兆ドルというと、たとえばロシアのＧＤＰぐらいの規模

の話をしていますから、決して小さいとは言えません。イスラーム銀行は現

在、世界に400行以上あります。35年前には１つしかなかったわけですから、

大変な伸びだと思います。

　５つの最後が、イスラーム政治です。これはモスク建設やマッカ巡礼と違っ

て、どこでも見られるわけではありません。イスラーム銀行があるからといっ

て、政治運動がおきるとか、過激派が登場するというわけではないのですが、
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イスラームの考えでは、ザカートはそういうものではありません。ビジネス

で儲けたとします。儲けた富の中には貧しい人の権利が最初から入っている

というのです。その取り分を返せ、というのがザカートなのです。これは宗

教的にいうと「神の取り分」と言いますが、実際には、貧しい人に分配する

分です。喜んで捨てるというのは慈善、あるいは執着を捨てるという面を持っ

ているかもしれませんが、最初から支払い義務があるのであれば、喜んで捨

てるのではなくて、喜ばなくてもいいから出しなさいという話になります。

実際問題として、イスラームでは、ザカートを差し出す時に、信仰心が強い

とか弱いとか、偽善の気持ちで出すなとか、そういう議論は全然ありません。

出す義務の分だけ出しなさいという発想です。

　非常にプラグマティックだと思いますが、そうやってお金を集めて、福祉

活動に使います。貧しい人を助けるのが目的です。イスラーム復興に福祉活

動はつきものです。よくあるのはモスクを建てると同時に、福祉活動をする。

昔のモスクはよく隣にマドラサ（学院）を建てましたが、今はモスクができた

ら、隣にはクリニックです。貧しい人のための病院、診療所をつくって、お

医者さんたちがボランティアで来ます。そのようなクリニックでは、薬代は

ふつうの病院の４分の１です。

　３番目は、マッカ巡礼です。最近は毎回300万人、400万人になっていま

すが、マッカ巡礼では年に一度聖地に巡礼に行きます。巡礼月はイスラーム

暦12月ですが、さきほど申し上げたように、イスラーム暦は太陽暦に対し

てだんだんずれますので、太陽暦では今年は11月にあたります。この時、マッ

カに全世界から信徒が集まってきます。国際ニュースを聞いていると、イス

ラームはテロと関係があるのですかというような議論につながりますが、す

ぐにテロの話をするのは、こちらの関心事です。逆に、イスラーム世界の人

びとが何を気にしているか見ると、テロはいけないとか、いいとかを議論の

的にしている人はほとんどいません。ふつうの人の関心事は、いつか巡礼に

行きたいと思っています。巡礼は一生に１度の義務であると同時に夢なわけ

です。お金をためて、何とか巡礼に行きたいと願っている。だからこそ、毎
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いつまでも続くわけはありません。イスラーム復興はいろいろな分野で起

こって、やがては日常化します。「復興」とは、いろいろな比喩が可能ですが、

眠っている人が覚醒するとか、病気の人が治るというイメージで復興を考え

ると、病気がどんどんよくなって、健康を突き破ってさらによくなるという

ことはありません。普通のイスラームの社会でいいわけですから、いつまで

も復興を続けようというのはおかしなことで、いつかは必ず日常化して、復

興は終わります。どこも普通になってしまう段階は、もう少し先かもしれま

せん。

　このイスラーム復興が過去40年ぐらいの間にずっと起こっているのを見

ると、イスラーム復興の五大現象があります。いろいろなところを調べて、

あるいはいろいろな研究者が言っているのを取りまとめて言うと、イスラー

ム復興しているところでは必ずこの５つが起こるというのが、私の主張です。

ほかの現象もあるかもしれませんが、この５つはどこにでもあります、とい

う５つです。

　１番がモスクと礼拝です。イスラーム復興があれば、どこでもモスクが増

えます。モスクはいっこうに増えないけれども、誰もがとてもイスラームを

頑張りたい気持ちになっている、というようなことは起こりません。どこで

も、イスラーム社会の中でイスラームに貢献したいと思うと、気持ちがモス

ク建設に向きます。各国では都市化が起こって、新興住宅地ができています。

高級マンション群に最初はモスクはつくりません。地方出身者が都市に流入

して、貧困地区を形成することがあります。そういうところでも、モスクは

ありません。どちらでも、礼拝をちゃんとしたいと覚醒する人が出ると、と

たんにモスクが必要だという議論になります。そうすると、都市化の中で、

富裕な地区でも貧困層の地区でもモスクを建てる現象が起こります。

　２番目は、貧しい人を助けましょうという喜捨、アラビア語でザカートと

言いますが、貧しい人のためにお金を出しましょうという動きが出ます。ザ

カートを喜捨と訳すのは、理解を助ける面と遠ざける面とあります。喜捨は、

もともと仏教用語です。喜んで捨てる、差し出すという表現です。ところが、



183 （28）

いうことも起こりました。ところが、イスラーム復興が過去30～40年の間

に起こりました。

　プリントのイスラーム復興の概念図は、イメージを伝えるためのおおまか

なものです。左の目盛りは「イスラーム度」と書いてありますが、イスラー

ム的である度合いという意味です。イスラームの度合いはどうやってはかる

のか、当然の疑問があると思いますが、はかれないこともないのです。たと

えばモスクの建設は統計があります。だいたいアラブの国を見ていると、国

にもよりますが、60年代、70年代ぐらいから、モスクの増加が数字で出て

きます。ふつうに考えるとモスクが増えて、礼拝する人が増えればイスラー

ム度が上がっていると見てもよいかと思います。しかし、どのくらいモスク

が増えればどのくらい度合いが上がったのかと問われると困りますので、あ

くまでイメージとしてお考え下さい。

　一番初めのあたりは1800年と書いてありますが、19世紀初頭くらいまで

は誰が見てもイスラーム社会と言えたと思いますが、それがだんだん西洋化

して、近代化して、宗教の重みが下がっていきました。ナショナリズムの隆

盛というようなことも起こります。下降した線がぐっと逆転をし始めるのが

1940年代、50年代、60年代のあたりです。上側の線はイスラーム復興運動

ですが、自分たちの社会は本来イスラームなのに、こんなことでいいのか、

イスラームを復興させなければという運動が生まれました。イスラームの度

合いが下がったことに危機感を持って、そのような運動が強まります。その

運動が社会の中のイスラーム度を引き上げる。モスクがなくなってきたから、

モスクを建てようというように。このような運動もありますが、社会全体が

どんどんイスラーム的でなくなってくるので、運動も引っ張られて下がって

いきます。だんだんイスラームが弱まっていく中で、なんとかイスラームを

復興させようと努力しつつ下降していきます。それが20世紀の半ばぐらい

のところで底を打って、また盛り返して、イスラームが復興してきたという

のが今の状態です。

　イスラーム復興はいつまで続くのかという議論があります。私の考えでは、
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　そうしますと、現代のイスラームを考えるとき、なぜイスラームは宗教と

政治を一緒にするのか、なぜ政教分離に反対するのか、という疑問がいつも

出されます。私は政治を説明するのが仕事なので、延々とその論議をしてい

ますが、面倒な議論はせずにムハンマド時代に戻って考えると、すぐに答え

が出ます。イスラームはムハンマドを模範にする教えですから、ムハンマド

の模範はこのとおり、ここまでが宗教、ここまでがビジネス、ここまでが政

治と分かれるようにはなっていないことがわかります。

　そのように人間の生活、あるいは社会をトータルにとらえようということ

でできているのがイスラーム法（シャリーア）です。これを「問題解決型の法」

とする言い方があります。イスラームが始まって東西の各地に広がって、そ

の傘下にいろいろな民族が入ってくる。その中で世界標準として発達するの

ですが、問題があるたびに解決策を示していく方式なのです。法学者が解釈

をしますので、日本の法律のように国会で第１条は何、第２条は何というふ

うに決めるものとは違っています。問題があると解決策をつくる。それが拡

大し、発展し、たいがいの問題はそこに解決策がみつかる、というような法

体系なのです。これが聖典クルアーンと預言者ムハンマドの模範をもとにし

て作られ、国境を越えていくわけです。しかも、ウンマの法ということで、

国家の法ではありませんので、人間に付着しています。これを属人主義と言

いますが、現代の国家の制定法は属地主義ですから、現代で摩擦が起こる１

つの理由がここにあります。イスラーム教徒から見ると、イスラーム法は信

徒とともにどこにでも付いていきます。日本に来たから、お酒を飲むのはも

う自由だとはなりません。お酒がいけないというのなら、どこに行ってもい

けない。ところが、私たちが親しんでいる法体系は、今は完全に属地主義で

す。ある国の領土に入ったら、そこの法律が適用されます。そうすると、国

ごとに領土で施行されている法があって、イスラーム法は領土を越えていく

となると、場合によっては摩擦が生じます。

　かつては、イスラーム諸国も西洋的な近代法を取り入れる方向にありまし

た。近代化にともなって宗教がだんだん内面的なことになり、世俗化すると
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した。「ムハンマドという存在」を要約すれば、「血筋のいい生粋のアラブ人、

アミーン（誠実者）、家庭人（夫・父・祖父）、商業従事者（妻が商人）、預言者、

宗教指導者、統治者・政治指導者、立法官、仲裁者、司法官、外交官、戦略

家・戦士」となります。

　出自は、血筋のいい生粋のアラブ人で、７世紀に活躍しました。若いとき

はアミーン（誠実な、正直な人）というあだ名でした。それから、家庭人とし

て暮らしました。結婚して、子どもができて、後では孫もできます。生業は

商業に従事していました。奥さんが大商人でしたので、ビジネスもやってい

ました。それから40歳のときに預言者と名乗り、宗教指導者となり、やが

てイスラームの共同体を立てて、国家をつくりました。国家では、当然なが

ら統治をしましたし、政治指導者の役もしました。それから、いろいろなルー

ルを決めました。仲裁者というのは、共同体のメンバーを仲直りさせる仕事

で、強制力はありません。司法のほうは裁判ですから、判決には決定として

の重みもありますし、執行されます。それから、イスラームは国家を造りま

したから、外交もやりました。さらにイスラームに反対する勢力との戦いも

ありましたので、戦略も練りましたし、自分で剣を取って戦うこともありま

した。

　ムハンマドの事績はヨーロッパのキリスト教からいっても、あるいはアジ

アの仏教からいっても、宗教者のイメージには合いません。妻もあるし、子

どももいますし、預言者になっても世を捨てたりしません。宗教者というと

禁欲的なイメージが強いかもしれませんが、イスラームでは必ずしも禁欲を

推奨しません。ムハンマドという人は、いわば何でもやりました。生活も宗

教も、政治も、戦いすらもありました。模範であるということは、すべてに

模範を示す必要があります。したがって、何でもやったということになりま

す。実は、農業は欠けています。商売はやりましたが、農業はしていません。

ただ、マディーナの弟子たちは農民でした。したがって、イスラームの中に

は農業の感覚もあります。オールラウンドな存在が、イスラームの預言者の

イメージです。
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助け合わなければいけません。その意味では共同体がきちんとあって、イス

ラームは単に個々人のことではありません。両方の面があります。個人であ

ることと共同体があるということと、両方の側面が合わさって、イスラーム

の基本ができています。

　第二に、今申し上げた信徒の共同体を「ウンマ」と言いますが、このウン

マが今、人口では16億人ぐらいですが、それが１つの世界共同体とされます。

このような観念があるから、「イスラーム世界」が出てくるわけです。クルアー

ン（聖典）の中にも、これは「汝らのウンマ、単一のウンマである」とか、「信

徒たちは同胞（兄弟姉妹）である」と言われています。

　この「ウンマ」がキーポイントの一つです。イスラームには聖職者があり

ません。キリスト教でいう教皇のような存在はいません。公会議もありませ

ん。そうすると、たとえばイスラームでは正統と異端がどうなっているかと

言えば、正統・異端という言葉もありません。派に分かれる、という意味で

「分派」という言葉はあります。では、だれが正しいのかと問うならば、そ

れを決める組織はないのです。何が正しいかがどうやって決まるかというと、

ウンマの中で自然にコンセンサスができていきます。私はこれを「思想の市

場」と表現しています。市場メカニズムの一種だと思えばわかりやすいので

はないかと思うのですが、ウンマが一つの市場となっていて、ウンマの中で

いろいろな人がそれぞれの意見を言います。法学者、イスラーム的知識人な

どが、いろいろな意見を言うと、ウンマの中で評価が次第にできてきて、そ

の中でだれが多くの支持を受けるのかが、ゆっくり決まっていきます。現代

は、かつてあったコンセンサスの一部が崩れたり、揺れている時代です。近

代になって西洋的なものが入ったためもあります。いずれにしろ、ウンマの

中でゆっくりと論争や話し合いが続いていって、次第に決まっていくのです。

乱れたからといって、何か教会組織みたいなものが出てきて、エイヤッと決

める仕組みはありません。コンセンサス形成の場としてのウンマがあると言

うことができます。

　第三は、開祖ムハンマドです。ムハンマドは、「模範としての預言者」で
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どちらがよいのか、イスラーム教というか、「教」をつけずにイスラームと

いうのか、という点があります。これは今でも、両方の意見があります。簡

単に言うと、アラビア語の音だけで考えると「イスラーム」と伸ばすほうが

正確な感じですが、「教」をつけるか、つけないかは、イスラームを語る時に、

宗教だけの部分と、宗教に限らない文明や、政治、経済などにかかわる部分

のどちらを話題にしているかによります。政治や経済で「教」とつけると変

です。「イスラーム教会社」とか、「イスラーム教国家」も何か変な感じです。

そのような分野では、「イスラーム会社」「イスラーム金融」「イスラーム国家」

「イスラーム文明」というような用法が適切だろうと思います。純粋に宗教

的な部分、つまり礼拝や信仰箇条などの部分では、イスラーム教と言っても

いいように思います。

　それでは、イスラームとはどのような宗教なのかに入ります。ここに４つ

だけ、イスラームの特徴をあげました。

　第一に、「契約」というものがあります。唯一神との契約があって、信徒

とは要するに、契約者の集団である、という発想です。根本教義は、わりと

単純なことですが、２つの信仰告白に示されています。一つ目が「ラー・イ

ラーハ・イッラーッラー（アッラーのほかに神なし）」。一神教ですから、そ

ういうことになります。二つ目が「ムハンマド・ラスールッラー（ムハンマ

ドはアッラーの使徒なり）」です。これが２つの根本教義で、この二つを「私

は認めます」と公言すると、その人はイスラーム教徒なのです。ほかにルー

ルはありません。この二つの信仰告白をすると「帰依した」と言います。イ

スラームとは、もともと「帰依すること」を意味します。ですから、イスラー

ム教徒をムスリムと言うのは「帰依した人」という意味です。

　プリントの図で見ていただくと、垂直軸で示されているのは、神との契約

ですが、そこでの人間は個々人です。あくまで神との契約は一人一人のこと

だという考えがあります。その意味では、イスラームには信仰のことは本人

の問題でしかないという考えが非常に強くあります。しかし同時に、その契

約している人たちが共同体を形成していると考えます。この人たちは互いに
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うですが、実は知らないだけで意外に近いという面もあると思います。もう

一つ、日本ではイスラームがよくわからないというイメージがありますが、

私は日本のイスラーム理解はどんどん進んでいるという意見です。私が勉強

を始めたころは、イスラームは回教と呼ばれていました。「回教／回回教」「マ

ホメット」「アラーの神」「コーラン」「メッカ」「メジナ」などと言っていました。

これはみな、当人たちの固有名詞です。イスラームは宗教の名前、ムハンマ

ドは開祖の名前、アッラーは信仰対象の神、クルアーンは聖典の名前、そし

て二大聖地のマッカ、マディーナです。人間にたとえると、これは本人の名

前にあたります。ほかのものの名称はさておき、本人の名前を間違えていた

ら、きちんとしたつき合いはできません。コジマさんという人に「コバタさ

ん」と呼んでいたら、怒るでしょう。いくら訂正しても、「はい、コバタさん」

と間違えていたら、仲よくできません。人の名前を覚えてきちんと呼ぶのは、

人間関係の基本ですから、一番大事な名称を間違えてはいけません。

　しかし、その点を見ると、30年の間に全く変わりました。今では、イスラー

ム、ムハンマド、アッラーは日本語でもきちんとしていますし、クルアーン、

マッカ、マディーナもおおむねきちんと表記されるようになってきました。

その点を見ると、日本ではイスラームの誤解が多いというのは当たっていな

いと思います。欧米では、「イスラームは非常に誤解されている」というこ

とをムスリムがとても強く言います。日本では違います。実際問題として、

十分知られていないにしても、誤解をされるほどの情報もありません。しか

し、情報が徐々に増えてくる中で、一番大事な固有名詞が30年の間にきち

んと直ってきていることは、非常に大きな進歩だろうと思います。ですから、

日本ではイスラームは遠いし、誤解も多いという認識があるとすれば、少し

一面的ではないかと思います。日本は世界文明を理解しようとする力が働く

文化ですから、イスラーム文明についてもきちんと理解する方向に進んでい

ると評価できます。もっと進んだ方がいいというのであれば、それはそうで

すが、誤解が多いと言う必要はないだろうと思っています。

　あと、「イスラーム」と伸ばし音を入れるのと「イスラム」と短く言うのと、
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星が目に見えるから同定できるわけではなく、どの星がどれか決めるのは、

星の動きを見て座標を決めなければいけません。天文台をつくって観測を続

けて、星に名前をつけていく。それができると、今度は星を見ただけで、今

どのぐらいの時刻とか方角とかがわかるのです。これはイスラームで１日５

回の礼拝をすることと関係があります。イスラームでは、アラビア半島にあ

るマッカ（メッカ）のカアバ聖殿に向かって礼拝をすることになっていますの

で、世界中どこにいても、方位が正確にわからないといけません。時刻もわ

からないといけません。今でしたら、誰でも時計を持っていますが、前近代

では太陽や星を見て、時間や方角を知りました。それで天文学が発達したの

ですが、そのため、私たちがギリシア語かと思っている名称が意外とアラビ

ア語起源なのです。

　皆さんも知っているような星をあげます。アルタイルはいわゆる彦星です

が、「アッターイル」というアラビア語の「飛ぶ鳥」の「飛ぶ」の語が起源

です。それから、琴座のヴェガは、和名は彦星と対の織姫です。「ヴェガ」

と訛っているのでギリシア語かラテン語のようですが、これも「ワーキウ」

というアラビア語から来ています。ヴェガは、さきに説明したことから言え

ば珍しい例です。この星は北天で一番輝いている星ですから、目に見えやす

い星はギリシア語・ラテン語だという点から言えば、こんなに明るい星がア

ラビア語起源の名称が伝わっているのは珍しいのです。それから白鳥座のデ

ネブ（意味は尾）、鳩座のファクト（鳩）、さそり座のアクラブ（さそり）、双子

座のワサト（中央）、ペガスス座のマルカブ（乗り物）、おおぐま座のドゥベ（お

おぐま）などがあります。最後は、北斗七星のアルカイドです。杓のしっぽ

にあたるところで、方向がよくわかるので「導く者」を意味します。この話

をすると、アルカイドは過激派の「アルカイダ」と関係がありますかと、皆

さんがお聞きになりますが、関係ありません。片仮名にすると似て見えます

が、アラビア語では全く別な文字です。

　こういうふうに見ていくと、私たちが親しんで使っている言葉で、意外に

たくさんアラビア語起源の単語があります。だから、イスラーム圏は遠いよ
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ム圏での農業技術革命がありました。

　こうしてみると、皆さん、コーヒー、シュガー、レモンなど、毎日口にし

ている言葉です。実際にレモンティーやコーヒーを飲んでいます。「ティー」

は、さすがにイスラーム圏経由ではありません。お茶そのものはインドと中

国の間あたりが起源のようですが、ヨーロッパのお茶文化は日本から伝わっ

たことが最近定説になってきているようです。いずれにしても、シュガーや

レモンのように毎日口にしている言葉がアラビア語起源と知ると、意外に近

い気もしてきます。

　そして数学。「ゼロ」はアラビア語のスフルが起源です。実は代数学は、

イスラーム圏で発達しました。私たちは数学というと古代ギリシアのイメー

ジがありますが、ギリシアで大きく発展したのは幾何学です。最近はインド

がＩＴ技術で発展していて、「さすがにゼロを発明した国だ」と言われます。

ゼロそのものは、ないものに数字を当てたという天才的発明ですが、ゼロだ

けでは計算できません。桁の概念が必要です。桁は古代バビロニアで発明さ

れたといいます。イスラーム圏では、インドからゼロを輸入して、バビロニ

アの桁を合わせて数学を作ったわけです。そのため、アラビア語のスフルが

「ゼロ」になりました。数字そのものを「アラビア数字」と言います。私た

ちは毎日使っていますが、これもイスラーム圏から来たわけです。アルジェ

ブラ（代数学）もアラビア語のアル = ジャブルが起源です。「アルゴリズム」

は、問題解決の手法、演算規則などの意味で使われますが、これも元はアラ

ビア語から来た言葉です。

　次に、天文学。イスラーム時代には、イスラーム天文学が大きく発展しま

した。私たちは空の星を見ると、星の名前はギリシア語、ラテン語が多いと

思っていますが、肉眼で見える星の３分の２はアラビア語起源の名前だと言

われています。よく光っている大きな星はギリシア語、ラテン語が多いので

す。つまり肉眼でもよく見える星はわりと早くに名前がつきました。さらに

イスラーム時代に、天文学が大きく発達し、たくさんの星に名前を付けまし

た。ガリレオ以前ですから、望遠鏡がありません。肉眼で観測するのですが、
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　アラビア語は聖典クルアーン（コーラン）の言葉ですから、イスラーム世界

の共通語です。さきほど、サラームのあいさつを紹介しましたが、アラビア

語起源の単語は西欧語にかなり入っています。今しがた申し上げた砂糖、英

語ではシュガーですが、アラビア語のスッカルです。それから、カフェ、コー

ヒー、これはアラビア語のカフワから来ました。植物としてのコーヒーはア

フリカのエチオピアの原産とされていますが、エチオピアでは飲料ではあり

ません。それが紅海をわたって、向かい側のアラビア半島のイエメンに行っ

て、飲み物になりました。それがカイロに行ってカフェで飲まれるようにな

り、さらにイスタンブルでカフェ文化が広まります。イスタンブルは当時の

オスマン帝国の首都ですから、ここでヨーロッパの大使や商人がコーヒーと

カフェに出会って、これはすごいとヨーロッパに持ち帰ったのです。カフェ

というと、何となく私たちはパリのカフェが本場というイメージでいます。

パリのカフェは歩道に張り出していて、いかにもしゃれている感じですが、

中東に行くと同じようなカフェがあります。私たちは「あ、ここにもある」

と思いますが、こちらが本家で、パリのほうが後でまねたものです。そのカ

フェも、アラビア語起源です。

　それからレモン、バナナ、オレンジ。オレンジやライムなどの柑橘類の名

前は、だいたいアラビア語起源です。柑橘類はもともと暖かい地域の作物で

あったのを、イスラーム圏で寒冷地にも適応させて、それが名称といっしょ

にヨーロッパに入りました。ライス（米）も、ロッズ（ルッズ）というアラビア

語から来ています。日本では「ライス」という言葉はヨーロッパから入りま

したが、作物そのものはもともと日本にあります。ヨーロッパの場合、米も

その名称もイスラーム圏から来ました。米はもともと熱帯で栽培していまし

たが、イスラーム圏での農業改革で温帯でも栽培できるようになって、ヨー

ロッパに輸出されました。あと、シロップ、シャーベット、アルコールなど

もアラビア語起源です。「アル～」というのはアラビア語の定冠詞なので、

それが付いたままスペイン語に入って、他の西欧語に伝わった言葉もたくさ

んあります。食べ物や作物をいろいろ挙げましたが、その背景には、イスラー



192現代イスラームと日本社会 （19）

どを整備し、さらに民事紛争が起こったときの処理方法も決めてあったわけ

ですから、それが国際標準となったのだろうと思います。利便性が評価され

て、イスラームそのものも広まりました。その意味では、当時の国際社会の

基礎を成す共通のルールを提供し、それゆえ多民族・多人種・多言語のとこ

ろにイスラームが広がっていく。そういうところでは、私が申し上げた２番

目の厳しさ、内容は厳しくても易しくてもいいのですが、同じルールを貫徹

するという性質がプラスに働いたことは間違いありません。

　今のこの瞬間の国際社会は、グローバル化時代、グローバリゼーションが

強調されますが、一言で言えば弱肉強食です。それに対してイスラームの主

張というのは、「敗者復活」あるいは「弱者救済」という原理が常にあって、

現在の既存の国際社会に対して非常に強い申し立てになっています。今、イ

スラームは世界宗教の中で一番速い速度で増えていると言われています。そ

の理由には人口増もありますし、イスラーム自体が広がっている面もありま

す。その背景には、弱肉強食に対してのアンチテーゼとしての側面があるの

ではないかと思います。

　きょう、私は、日本から見るとイスラームはまだ遠いということを前提に

お話していますが、私たちの周りには意外にアラビア起源の言葉がたくさん

あります。遠い気がする一つの理由は、日本での思い込みです。日本は西洋

からたくさんのことを学びましたが、西洋そのものはその少し前はイスラー

ム圏から科学や技術、知識を必死で吸収していたわけです。それを身につけ

た西洋が世界に進出して、日本にも来ました。そのため、日本では、イスラー

ム原産のものでも、西洋の文物と思い込むことがおこりました。

　たとえば砂糖菓子は、日本にコンペイトウとして到来します。ポルトガル

経由で来て、当時の日本人が「この不思議な甘味は何？！」と驚きました。

しかし、その一つ前に戻ると、イスラーム圏から砂糖が西洋に伝わり、西洋

の人びとが夢中になったものです。その意味ではイスラーム圏のものなので

すが、日本に到着した時には西洋経由なので、何となく西洋の気がしていま

す。そういうものがたくさんあります。
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５回といったら例外なく５回である、という厳しさがあります。貧しい人に

も食べさせなさいといったら、それは守りなさい、と。どこかの地域に行く

と、そこでは貧しい人を放置しています、というわけにはいきません。どこ

でも同じ規定が適用される厳しさがあります。それは、内容が楽なことでも、

厳しいことでも、同じです。同じルールをイスラーム世界のどこでも適用す

る、という厳しさです。

　イスラーム法には、この２つの厳しさがあります。外から見ると大変だろ

うと思うわけですが、厳しいからいいという面もあります。これを、サッカー

のルールにたとえることもできます。「悪いけど、日本では手を使わせても

らいます」というのでは、サッカーになりません。サッカーは手を使わずに

ボールを動かす競技という国際ルールがなければ、国際的な試合はできませ

ん。イスラーム圏は、どこでもイスラームのルールは同じです、ということ

で、いわば同じゲームができます。それで、一体感が作られています。その

ような仕組みによって、同じ考え方が成立して、共通性が形成される世界な

のだと思います。

　イスラームの共通の性質は、西暦７世紀にイスラームがアラビア半島で始

まって間もなく、非常に短期間で東は中央アジアから西は北アフリカ、イベ

リア半島（今日のスペイン）に及ぶ大帝国ができ、８世紀には国際的な貿易

ネットワークも形成されましたから、イスラームがルールとして広域に行き

渡りました。その後もどんどん広がっていきました。最初は征服による版図

でしたが、東南アジアや東アフリカなどで広がったのは商業ネットワークを

通じてでした。商人が出かけて、イスラームをどんどん広めたのです。それ

はたぶん、イスラームが当時のグローバル・スタンダードを作ったためでしょ

う。

　イスラームは宗教としては珍しく商売を奨励しますので、国際的な交易

ネットワークを確立し、その中で商人がたくさん活躍するようになりました。

それまでの商業でいろいろな文化、文明があると、商取引が必ずしもうまく

いかなかったところが、イスラームが登場して商取引のやり方、契約方法な
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と全員でご飯を食べる習慣があります。30日間ありますから、村を30分の

１ずつに分けて、担当の家に村人が全員集まって食べるというのです。自分

の家の時が一日あって、あとはよその家に行って毎日食べさせてもらう。いっ

しょにご飯を食べると仲良くなりますから、村がまさに共同体になるので

しょう。そういう習慣のところもあります。

　そのような側面を見ると、非常に楽しい生活だと思いますが、これも戒律

です。そうすると、昼は食べてはいけない、という戒律は厳しいです。その

一方で、夜は、幸せに仲よく食べなさい。貧しい人のために食を饗しなさい

という戒律もありますから、貧しい人もご飯が食べられます。この戒律が厳

しいかというと、そうではないと皆さんも思うでしょう。このあたりを理解

しないと、なぜ厳しい戒律の月が近づいて、町中の人に期待感が出てくるか

わかりません。日本でも「もういくつ寝るとお正月」という歌がありますが、

あの期待感のようなものです。夜の楽しさを見ると、お正月が30日間ある

ような感じもします。

　「戒律が厳しい」という場合、２つの意味がありうると思います。１つは、

文字どおり、戒律の大変さです。断食は大変でしょうし、１日５回のお祈り

もそれなりに大変でしょう。ちなみに、日本でわりと多い誤解は、昼間に５

回礼拝があると思っている方がいて「１日５回も礼拝していたら、生産性が

上がらないでしょう」という疑問を聞きますが、５回の中には早朝、夜、日

没後がありますので、会社に行っている間に当たるのは昼間の２回分です。

普通の会社や工場でも休憩時間がありますから、それをもって生産性に影響

が出るかと言えば、そうでもないだろうと思います。ただ、毎日５回ずつが

厳しいといえば厳しい面はあるだろうと思います。そのような意味での、戒

律を守るのは大変である、という厳しさ。

　もう一つの厳しさは、内容が何であれ、戒律はまげられない、という厳し

さです。アラビア半島は暑いので、お祈りは３回に減らしましたとか、今年

は猛暑なので、ラマダーンは２週間に縮めましたとか、できません。ラマダー

ンが１カ月であるといったらイスラーム世界のどこでも１カ月、礼拝が１日
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しか開いていないので、少し不便ですが、夜が楽しい。６時に日が沈むとし

ましょう。５時半ぐらいに町に出ると、エジプトなどでは、レストランはお

客さんで満杯です。全員が席に座っていて、予約していないと入れないくら

いです。ところが、だれも食べていません。テーブルに食べ物がずらっと並

べてあるけれども、日が沈むまではじっと待っています。私たちが見ると、

とても不思議な光景です。

　それだけではありません。歩道にもテーブルが出してあります。これは「慈

悲者（神）の食卓」と呼ばれるのですが、これはだれでも食べていい食卓です。

貧しい人や旅人のための慈善の食卓です。それが、ずらっと並んでいる。日

本から旅行に行った方も、そのようなところに出会ったら、是非座ってご馳

走になったら面白い体験をするのではないでしょうか。歩いていると、「ど

うぞ」と誘ってくれます。誰が座ってもいい食卓なので。ただし、そこも、

日が沈むまでは待っていないといけません。

　日が沈むと、皆が「いただきます」と食べ始めます。イスラーム圏ですか

ら、「いただきます」は「アッラーの御名によって」と言います。日が沈ん

だときの一瞬を想像すると、エジプトはすごいと思います。なぜかというと、

エジプトは東西に幅がないので、時差がありません。ナイル川がほぼ一直線

にずっと南から流れてきて、カイロの北でデルタに展開して、やがて地中海

に注ぐ。そこにだけ人が住んでいて、両側は東西に砂漠が広がっています。

日本のように東西に長いと東京で日が沈んでも、関西ではまだ日があります。

エジプトでは、全国ほぼ一斉に日が沈みます。

　今のエジプトの人口は８千万人くらいです。子どもは断食しなくてもいい

のですが、食事は両親といっしょに食べます。キリスト教徒も１割近くいま

すので、その方たちは除くとしても、７千万人がいっしょに日没に食事を取

ります。７千万人がいっせいに「いただきまーす」という姿を想像すると、

迫力があると思いませんか。

　夜は、とっても楽しい。互いに訪問しあって、ご飯を食べたり、お茶を飲

んだり。これは、イスラーム圏はどこでもそうです。地方によっては、村ご
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間続きます。これは、戒律として厳しいでしょう。ところが、イスラーム圏

へ行きますと、どこでも、ラマダーン月が近づいてくると、期待感というの

でしょうか、楽しみにしている感じが人びとの間で盛り上がってくるのです。

日本の感覚から見ると、厳しい戒律の月が来るということですが、「またラ

マダーンが回ってくるよ、嬉しい！」と、町中が盛り上がっていくわけです。

そして、ラマダーン月の新月の観測を楽しみに待っている。そうしますと、

厳しい戒律がなぜ楽しいのか、という疑問が湧いてきます。

　今申し上げたように、朝から飲食を摂らないのですが、季節によって１日

の日中の長さは変わりますから、たとえば仮に４時半から食べてはいけない

としましょう。夕方６時ぐらいに日が沈むとすると、13時間以上食べられ

ないことになります。これは厳しいです。では、日が沈んだらどうなるか。

誰か「私は１日断食したけれども、信仰心が強いので、もう２時間頑張りま

す」という人がいたとします。それは、イスラーム的には正しくありません。

日が沈んだら、すぐに断食を破りなさい、というのが戒律です。勝手に長く

してはいけない。そして、断食を破ったら、みんなで仲よく、ご飯をたべな

さい、おいしく食べなさい、という戒律があります。食べるものがない人に

は分けてあげなさい、というのも戒律の一部です。イスラーム圏のラマダー

ンは、特に都市部だと、夜通し皆で楽しんでいます。お酒は飲みませんが、

みんなで仲よく、ご飯を食べて、お茶を飲んで、おしゃべりして、幸せに暮

らします。

　このごろは日本でもイスラーム圏に旅行する人が増えているので、旅行会

社から「ラマダーン警報」のようなものが出ます。今年は何月何日からラマ

ダーンになりますよ、というお知らせです。その間に旅行に行くと、昼間は

レストランが閉まっているので不便ですから、という警告みたいなところが

あります。実際、お客さんが来ないわけですから、レストランは閉まってい

ます。この季節は夜の営業が主になります。確かに観光客にとって昼間は不

便ですが、私はラマダーン月はおもしろいので訪問したらいいと思います。

昼間も旅行者の皆さんは食べてもいいといってもホテルのレストランくらい
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はたくさんあり、多様なのです」とは言いません。多様なのは当たり前のこ

とですし、そのことを誰でも知っていますから。その意味では、イスラーム

世界もこれだけ東西に広がっていれば、いろいろな文化があり、いろいろな

言語があるのは不思議でも何でもないので、むしろ問題は、これだけ多様で

あるにもかかわらず、なぜイスラームとして一つにくるまれているのかとい

うことです。これが実は謎の部分なのではないか、と私は思います。多様性

については具体的に調べていると、こちらの国はこうで、あちらの地域はあ

あで、というのが非常に面白いのですが、多様で違っているという事実その

ものは別に謎でも何でもないと思います。

　そうしますと、多様でいろいろ違っているのが当たり前の広大な地域、膨

大な人口がイスラームによってまとまっている面を持っているのは、なぜか。

それを考える時に、イスラーム法のことを考える必要が生じます。イスラー

ム法というと、戒律というイメージだと思います。皆さまも、イスラームの

戒律は厳しいという印象が強いと思います。私は厳しい面と、そうではない

面がある、という意見です。

　戒律の厳しさについて、わかりやすい例はラマダーン（断食月）でしょう。

イスラーム暦の９月は「ラマダーン」という名前の月になっています。イス

ラーム暦は純粋な太陰暦で、月の出を見て毎月が始まります。月の動きだけ

で作られていて、太陽暦に合わせて日数を調整しませんので、１年間が354

日しかありません。ということは、太陽暦より11日間短いので、季節が次

第にずれていきます。ラマダーン月は、今年の場合、８月11日から９月10

日くらいです。来年になると、また11日ずれますので、太陽暦の８月とほ

ぼ重なります。太陰暦の月は１ヶ月が29日または30日です。月は地球の回

りをおおよそ29.5日で回っていますので、29日か30日になります。ラマダー

ン月には、この日数の間、毎日断食をしなければいけません。断食は、日が

昇る前の１時間半ぐらい前から日が昇って、日中ずっと飲食してはいけない

という戒律です。水の１滴もだめです。そのかわり、日が沈んだら食べます。

１日ぐらいならたいしたことはないかもしれませんが、これが毎日、１カ月
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ムスリムは15％ぐらいと言われています。マイノリティーといっても、総

人口の15％でも、絶対数は日本の人口よりも多いですから、これがマイノ

リティーだろうかという気もしますが、国の中でマイノリティーか、マジョ

リティーかと言えば、マイノリティーです。続いて、ナイジェリア。私たち

はイスラームというと中東のイメージを持っています。イスラームは、確か

に中東のアラビア半島から始まりました。しかし、今日の人口でいうと、第

６番目以降にようやく中東の国が登場して、エジプト、トルコ、イランとな

ります。今世紀の半ば、2050年の予想では、パキスタンが世界最大のイスラー

ム国になります。インドネシアは、２番目です。その後、ナイジェリア、バ

ングラデシュと続くのですが、その頃の世界を人口で見ると、インドが１番、

中国が２番、アメリカが３番で、パキスタンが４番、というように予想され

ています。

　世界地図の中でイスラーム世界を見ると、アラビア半島から始まりました

から、イスラームはアラビア半島から周りにずっと広がって、東西に伝播し

ました。西の果ての方は大西洋を越えて南米まで行って、東のほうはようや

く日本まで達し始めました。ちなみに日本になぜこれまでイスラームが来な

かったかというと、イスラームが東進してフィリピン南部まで達した頃に、

フィリピンがスペインに支配されるようになりました。そのため、マニラか

ら日本にはイスラームではなくて、キリスト教が来たわけです。

　このように世界の東西にイスラームが広がっています。これだけ多様な諸

地域が「イスラーム世界」としてイスラームの名のもとにあります。その土

台のところに、イスラーム法があります。イスラーム世界とは何かという時、

私たちはよく「統一性と多様性」と言います。一つには、イスラームとして

の共通性がある。それと同時に、多様な地域があって、文化や生活習慣も非

常に多様だと言います。イスラームという一言ではかたづけられない多様性

があります。しかし、統一性と多様性を比べると、私は多様性は珍しくない

だろうと思います。これだけたくさんの国があれば、多様なのは当たり前の

ことです。たとえば、「ヨーロッパ、ヨーロッパと一言で言いますが、言語
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ピンにもムスリムが集中しています。そこから西に向かって、東南アジアか

ら、南アジア、中央アジア、西アジア、北アフリカへ進むと、モロッコ、モー

リタニアのあたりで大西洋に出ます。かつては、イスラーム圏は太平洋から

大西洋まで、と言われていました。現在では、イスラーム諸国会議機構の加

盟国はさらに大西洋を越えて、南米のスリナムとガイアナもそうです。この

あたりは移民を通じて広がったわけですが、移民という点では、今、西ヨー

ロッパ、北アメリカでもムスリムがずいぶん増えています。

　そうしますと、イスラーム圏とはどこかと言うと、先ほど皆さんに紹介し

た「アッサラーム・アライクム」のあいさつが通じるところが、イスラーム

圏と言ってもいいだろうと思います。元来はアラビア語ですが、それがイス

ラームのあいさつとして広がっているところがイスラーム圏です。

　ところが、そう言うと、そのような地域はパリにもあるわけです。そこで

はアルジェリア系、モロッコ系の人びとがたくさん住んでいて、店の看板に

もアラビア文字が書いてある。ロンドンにもそういうところがあります。そ

の通りを歩いていると、新聞スタンドで売っている新聞がどれもアラビア語

という通りがあります。昔ですと、ロンドンでアラブ現地の新聞を買おうと

思うと、そういう通りに行っていました。最近では、ロンドンの普通の目抜

き通りでもアラビア語の新聞を売っていますから、随分変わってきた感じが

します。アメリカでも、ニューヨークやワシントンなどで、タクシーの運転

手さんにムスリムが多い。アメリカは移民の国ですから、後から来た人たち

がとりあえず運転免許があればできる仕事に就くということかと思います

が、そうすると、金曜日のお昼の礼拝の時間になると通りを流しているタク

シーが減ってしまうようなことになっています。こうしてみると、イスラー

ム圏は人に着目すると非常に融通無碍に広がっていると言えると思います。

　人口で考えますと、今、一番多い国はインドネシアです。インドネシアは

人口規模で言えば、中国、インドに続くアジアの大国ですから、大きいのも

当然かもしれません。その次は、南アジアの３カ国、つまりパキスタン、バ

ングラデシュ、インドです。インド自体はイスラームの国ではありません。
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国内で政治問題化する場合があるわけです。そういうこともあって、イスラー

ム人口の推計は非常にむずかしい。私たちが計算する時も、各国の人口にそ

こでの宗教比率を掛けて計算しますが、場合によってはその両方が推計とい

うこともあります。国別の推計値が出ると、その総和を世界人口の中でのイ

スラーム人口と考えるわけです。今回は、それを何十人もの各地域の人口の

専門家を動員して計算したというので、私はかなり精密な数字が出たと判断

しています。その推計で、23％であるということで、今後さらに増えます

ので、世界人口の５分の１から４分の１に移っていくあたりに現在あること

になります。

　それで、独立国を数えると、イスラーム諸国会議機構（ＯＩＣ）のメンバー

が56カ国＋１地域です。１地域とはパレスチナです。パレスチナにはまだ

独立国家がなく、国連でもオブザーバーですので、１地域と数えています。

ただし、イスラーム諸国会議機構の中ではパレスチナは１つの国として扱わ

れています。非イスラーム圏が何と言おうと、国際社会ではまだ十分認めら

れていないにしても、自分たちの仲間では一人前にみなそうということだと

思います。それに従えば57です。その国が全部、イスラーム教徒（ムスリム）

が多い国かといえば、そうではありません。加盟国の中には、ムスリムが国

民全体から見れば少数の国もあります。それでも、その国の政府が、我が国

にはイスラーム人口があるから、私たちもイスラーム諸国会議機構に入って

国民の中のムスリムを代表しておきたいと希望すれば、加盟できます。イス

ラーム諸国会議機構に入るからといって、ほかの宗教を排除することには全

くなりません。イスラーム諸国会議機構に入っているからと言ってムスリム

が多数派の国とは限りませんが、ほかに基準がありませんので、普通は、こ

のイスラーム諸国会議機構に入っている国をイスラーム国とみなします。さ

らに、この加盟国以外で、国民の中にムスリムがそれなりにいる国も数える

と、全部で100はあります。ですから、世界の全部の国の半分より少し多い

ぐらいのところにイスラームが広がっていると言えます。

　日本から見ていくと、ブルネイ、マレーシアが一番近い国です。南フィリ
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ばらしいものですし、テクノロジーはたいへんな水準に達しています。文明

というと、すぐそちらが目につきます。しかし、文明が技術だとしても、科

学的な技術や生活を便利にする技術だけが技術ではなく、人間社会を運営す

る技術というのもあるだろうと思います。行政や経営というのも、そのよう

な技術の種類です。ところが、世界中にいろいろな民族がいて、いろいろな

国がある、その間で仲よくする技術は進んだかと問えば、私は進んでいない

と思います。20世紀は戦争の世紀でした。科学やテクノロジーは、兵器の

破壊力を非常に高めました。しかし、それに見合うように共存の技術が進ん

だかといえば、残念ながら必ずしもそうは言えません。

　ところが、たとえばエジプトでもよろしいのですが、経済水準では日本と

は比べものにならない、技術力も遅れていると思える国が、人間生活の技術

ということからいえば、とても進んだ面というか、成熟した面を持っている

のです。ですから、近代型の科学技術偏重の文明から解き放されて、文明と

いうのを、モノだけではなく心も豊かな生活をするための技術が大事だと考

えると、もっと幅の広い考え方ができると思います。ある国が途上国である

というと、日本がいかに技術移転を助けるかというような話になりますが、

一歩下がって冷静に見るならば、そのような文明圏から学ぶものがたくさん

あるのではないか。そんなことをずっと考えながらエジプトで過ごしていま

したし、今でも、そういうことを考えております。

　イスラーム世界の全体像を見てみたいと思います。現在、世界人口の５分

の１を超えたところです。数字でいうと23％ほどです。これは昨年、アメ

リカの非営利の調査機関が出した数字ですが、その時点で総計が15億７千万

人でした。それから１年ほどたっていますので、10億人が年率３％で増え

ると３年で１億人というような数ですから、今日では16億人は超えただろ

うと思います。今回の数字は、信憑性が高いと思います。実はイスラーム人

口は推計しかありません。推計の方法は大きな問題で、ご存じのように、世

界の国の中には人口自体が推計しかない国がいくらもあります。また、宗教

別の人口を数えない国がたくさんあります。どの宗教が多いかを論じると、
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不思議に思っていました。ある日、イスラーム法学の本を読んでいたら、答

えに出会いました。イスラーム法は、宗教的な倫理や戒律だけではなく、日

本で言う法律も合わさったものなので、いわゆる「法」とは違うのですが、

その話はまた後でいたします。とにかく、イスラームでは何にでもイスラー

ム法の指針があります。それで、法学書を私はいろいろ読むのですが、ある

日「客の権利」という項目に出会いました。それは３日３晩である、と書い

てあります。客には３日３晩泊めてもらって、ごはんを食べさせてもらう権

利がある、と。そこで、「客」とはだれかということですが、エジプトでよ

く「ごはんを食べていって」と誘われるので、「見知らぬ人になぜ？」と聞

くと、「あなたは見知らぬ人だから」と言われます。つまり、よそ者だから

お客さんなのだと。当たり前ですが、身内は「客」になりません。よそ者だ

からこそ「客」であり、客の権利があるのだと、こういう議論なのです。こ

の考え方は、サラームのあいさつと同じで、いろいろな民族がいて、いろい

ろな言語がある、文化も違う、そのときにどうやってつき合うのかという仕

組みを作るものだと思います。

　つまり、ホスピタリティーの原理とは、文明的な知恵だと言えます。文明

の十字路で、多民族が交わるところだからこそ生まれる知恵というものがあ

るのだろうと思います。それで、現代の話題をしていると、イスラーム圏の

あたりでたくさん摩擦が起こっているじゃないですか、それはなぜですかと

訊かれることが多いのですが、実はイスラームの歴史をずっと見ていると、

平和の時期のほうが圧倒的に長いのです。それは異民族共存の原理がわりと

よく効いていたからだろうと思います。それが何で効かなくなったかと言え

ば、先ほど申し上げたように、19世紀以降、西洋型のシステムが世界に広

まりました。西洋型のシステムは、物質文明の力を上げていくのは得意です

が、共存の方はあまり優れていないように思います。イスラーム型は共存が

優れているとしても、近現代では西洋型とのシステムの摩擦が生じて、共存

の原理もうまく機能していないのだろうと思います。

　そうすると、私たちは今、文明が非常に発展した段階にいます。科学はす
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　エジプトのどこがよいかと申しますが、エジプトの皆さんはとても開放的

で、人好きなのです。留学生にとっては、何を学ぶにしても、開放的な社会

は楽です。たとえば道を歩いている人に、ちょっと声をかけます。こちらは

外国人なわけですが、誰でも気兼ねなく相手をしてくれます。私が「喫茶店

学習法」と名づけた勉強方法があるのですが、どこでもいいので喫茶店に行っ

て、そこに座っている人と会話をして、言葉の練習をします。喫茶店にいろ

いろな人が座っているので、適当に「隣に座っていい？」と聞くと「どうぞ」

と言ってくれるので、座っておしゃべりをします。日本では、これはできま

せんね。喫茶店の中に一人で座っている人がいても、外国人が「隣に座って、

話をしてもいいですか？」と聞いて、気楽に「どうぞ」と言ってくれるとは

思えません。「だれですか？！」と、驚かれるでしょうね。

　そうやって初めて会った人でも、気楽に相手をしてくれますし、すぐにお

茶をおごってくれます。喫茶店にいたら、いつのまにか、誰かが代金をはらっ

てくれていたという体験も何度もしました。ちょっと知り合うと、お茶を飲

もう、とおごってくれる。食事に誘ってくれる。呼ばれて食べに行くと、歓

待してくれる。ホスピタリティーが半端ではありません。

　そうこうしているうちに、ホスピタリティーがイスラームの非常に中心的

なテーマの一つだとわかってきました。エジプトだけではなく、いろいろな

イスラーム国へ行くと、遠くから来た人をもてなすホスピタリティーの原則

があることがわかります。イスラーム圏では、たとえば田舎にでかけて日が

暮れて、町のホテルまで戻れない時、どうするかというと、あたりの家のド

アをたたいて、泊めてもらいなさい、と言われます。ドンドンと扉をたたい

て、「旅の者です。お助けください」と言う。すると、実際に、泊めてくれ

ます。

　エジプトの皆さんは開放的と申し上げましたが、ほかの国でも、性格がもっ

とシャイだとしても、ホスピタリティーはあります。表現方法は、国によっ

て異なっています。

　なぜ、イスラーム圏にはホスピタリティーが行き渡っているのだろうと、
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なく、エジプトはずっと文明の国であると言いたかったのです。古代文明も

あったし、キリスト教時代の文明もありました。イスラーム文明の中心地で

もありましたし、今だって文明の国である、そういう目でエジプトを見てい

ただきたいという気持ちで書きました。

　では、文明とは何か。それをエジプトで、いろいろと考えさせられました。

ピラミッドのような世界遺産を見ると、誰でも文明に思いをいたすだろうと

思います。確かに、古代において百メートル以上も高い石の建造物を建てる、

それが何千年もびくともせずにそこにあるような技術力の高さを見ると、高

度な文明を感じさせられます。しかし、テクノロジーだけが文明なのか、と

いうのが私の考えたことです。現代文明はテクノロジー的にはたいへん高度

になっていますが、それだけでいいのかという疑問を持ちました。人間が幸

せになるとか世界が仲良くなるというような観点から見ると、文明が高度に

なったと言えるかどうか、疑問が湧きます。

　最初に出会ったイスラーム国がエジプトだったのは、幸運だったと後で思

うようになりました。エジプト社会を見て、そこに暮らすイスラーム教徒（ム

スリム）の生活を見て、そこからイスラームとはこういうものかという理解

をしたわけですが、私にとってエジプトが最初のイスラームの例だったこと

は、きちんとした視座を作る上で大きな意義がありました。その後、ほかに

いろいろなイスラーム国に行く機会を持ちました。いわゆるイスラーム圏は

60近くの国がありますが、私が訪れたのはそのうちの半分くらいです。イ

スラーム圏以外で、イスラームが重要なマイノリティーとして存在する国も

40～50あると思います。こちらの方も10くらい訪れることができました。

いろいろな国を訪れると、イスラームといっても、非常に多様であることが

わかります。その体験を繰り返していると、最初の自分が理解したのはエジ

プト風のイスラーム社会だったということがわかってきます。そして、そこ

からスタートしてイスラーム世界の理解を広めたことは、私にとっては非常

にプラスでした。自分で選んで行ったわけではありませんで、恩師の勧めだっ

たのですが、結果として幸運だったと思います。
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かない面もあります。

　キリスト教圏とイスラーム世界、あるいは西洋とイスラームの対立、文明

の衝突という議論があります。衝突ではなく、対話が大事だという反論もあ

りますが、衝突にしても対話にしても、西洋とイスラーム圏の関係が国際社

会の中で大きな問題だという意識は、皆さんもお持ちだと思います。その場

合に、両者の関係性が、この文字の違いに象徴されているような気がします。

一方では、同根です。もとのところまでたどれば同じルーツを持っていると

いう側面があります。しかし、向きが逆になっているという側面もあります。

その両方の面を、日本から見てどう理解していくのかが、大きなポイントで

はないかと思います。

　私は今、京都大学のアジア・アフリカ地域研究研究科という大学院で教え

ております。分野としては「イスラーム世界論」と呼んでおります。「イスラー

ム世界」の統一性と多様性はどのようなものかという議論しながら、その実

態を研究しております。私がアラビア語を学び始めてまもなく、1973年に

第四次中東戦争があり、第一次オイル・ショックがおきました。いわゆる石

油危機になって、日本では「狂乱物価」という言葉も生まれました。戦後の

「奇跡の復興」から、1960～70年代の日本は経済の高度成長を続けていまし

たが、オイル・ショックでその成長が止まるほどの影響がありました。これ

をきっかけに、日本でもアラブ諸国についての認識が生まれました。日本経

済のエネルギーは中東から来ているということが実感されたわけです。

　そのしばらく後に、私はエジプトに留学いたしました。エジプトに８年滞

在して、帰国してから『エジプト・文明への旅』という本を書きました。ふ

つうでしたら「エジプト文明への旅」と言うかもしれませんが、「エジプト

という文明への旅」という意味です。そのエジプトには現代も入っています。

日本では「エジプト文明」は古代を指します。ピラミッドとスフィンクスの

イメージです。ピラミッドはたいしたものでありまして、私も行くたびピラ

ミッドを見ると、そのすごさに感銘しますが、エジプト文明というと古代の

イメージになることに反対して、この本の題名を付けました。古代だけでは
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アラビア語を勉強しようと思い立ったわけです。アラビア語の世界は非常に

奥が深いものですから、すっかり入れ込むことになって、未だに続けており

ます。

　右から左へ書くアルファベットは、非常に不思議な感じがしますが、実は

アラビア語のアルファベットとローマ字は、文字としては兄弟です。ふつう

言われているところでは、古代エジプトのヒエログリフ、「神聖文字」と呼

ばれる象形文字ですが、これがだんだん簡略化されて今のアルファベットの

祖先になりました。ですから、音も似ています。「アルファベット」という

言葉は、ギリシア語のアルファベットの冒頭の「アルファ・ベータ」に由来

しますが、アラビア語では冒頭は「アリフ・バー」です。「アルファ」と「ア

リフ」、「ベータ」と「バー」、そっくりです。兄弟だというのがおわかりい

ただけますでしょうか。

　象形文字は絵文字ですから、漢字で山の形を「山」にしたのと同じような

仕組みでできています。絵文字は、一文字一文字が独立しています。古代エ

ジプトでは縦に並べることもできました。それが簡略化されてアルファベッ

トになった時、右から並べるか、左から並べるか、どちらでも可能だったわ

けです。

　今の私たちは、ローマ字で書く英語や、西欧語のことはずいぶん知ってい

て、ヨーロッパやアメリカのことはくわしく知っています。情報もあふれて

います。それに対して、アラビア文字は見慣れない、それを右から左へ書い

ている世界はよくわからない気がします。アラブとかイスラームというと、

非常に遠い感じがします。しかし、「アルファ・ベータ」と「アリフ・バー」

が兄弟ないしは親戚だとしますと、ローマ字とアラビア文字の違いは、単に

情報の距離の差、あるいは情報伝達の時間差にすぎない面があります。思う

ほど、本当は遠くないかもしれないということです。

　とはいえ、文字の書き方が、右から左、左から右では、全く逆ですから、

そのことに象徴されるように、根本的なものの考え方が違うという面もあり

ます。西洋がわかるから、イスラーム圏もわかるというように、単純にはい
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まず平和を宣言するような仕組みになっていました。ところが、近代以降の

世界は、西洋近代型の仕組みが世界中を覆っています。イスラーム世界がイ

スラーム型の仕組みで運営されていた時は非常にうまくいっていたにして

も、西洋型と親和性があるとは限りません。イスラーム圏もすべてを西洋化

して、西洋的に運営するならそれはそれでいいのですが、固有の文明の強さ

もありますから、イスラーム文明をすべて放棄して西洋型でいくというわけ

にもいきません。そうすると、仕組みの違いから摩擦が生じます。そのよう

な摩擦は、どちらの仕組みがいいか悪いか、という単純な話ではないだろう

と思います。人類のいろいろな文明が共存しなければならないのが、世界が

一体化することの意味ですから、今の段階としては、異なる仕組みが間で共

存を可能にする、より上位の仕組みが必要です。文明が共存する仕組みが要

ります。近代には、西洋の仕組みを人類全ての仕組みにすればいい、という

単純な思い込みがありましたが、そうはいかないことは今日でははっきりし

ています。といって、イスラーム文明の仕組みで「平和を！」と言っても、

今の世界では西洋型の方が優勢ですから、その仕組みで平和を達成すること

はできません。そこで、高次の文明共存の仕組みが必要だと思いますが、人

類はまだそこに達していないのだろうと思います。世界の中に複数の仕組み

があるために摩擦が起きているところはいくつも見られますので、どうやっ

てその上にいけるのか、悩ましいところだと思います。

　アラブ研究、イスラーム研究をもう38年も続けておりますが、つき合う

ようになった経緯など、個人的な体験を少しお話ししたいと思います。

　私にとっての入口は、アラビア語でした。このように右から左へ書く文字

に惹かれて、大学に進学する時に、東京外国語大学のアラビア語学科を選び

ました。日本の外の世界に非常に興味がありましたので、外国語を勉強した

かったのですが、とにかく珍しい言語がいいと思ったわけです。日本語は上

から下へ書きますし、英語などのローマ字の言語は左から右に書きます。下

から上へ書く言語は残念ながらありませんので、残っているのは右から左へ

書く言語ではないか、それを学べば世界がわかるのではないかと期待して、
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対して吸収力が高い文明もありますし、自分で独自のものをつくるのが優れ

ている文明もあります。日本はわりあい吸収力の高い類型に属するかと思い

ますが、人類の文明の中でもイスラーム文明とは、これまで縁遠く、接触の

機会も限られていました。中国や西洋からのように文明を取り入れる機会が

ありませんでした。もし今、「仮に一つだけ、イスラーム文明から日本に取

り入れるとしたら」と聞かれたとします。たった一つと言われると難しいの

ですが、私は、このサラームのあいさつを推薦したい気がいます。人と人が

出会ったときに、まず「平和があなたの上にありますように」と言います。

返事するほうも「あなたたちの上にこそ平和がありますように」と言うので

すから、これはすばらしいあいさつだと思います。

　なぜ、このようなあいさつが生まれたのかというと、イスラームが誕生し

た中東、西アジア、古代でしたらオリエントと呼びますが、このあたりは「文

明の十字路」で、いろいろな民族、いろいろな人びとがやってきて、出会う

場所でした。そういう中で、人間が仲よくしようと思うならば、まず敵意が

ないことを示すのだと思います。出会いの最初に、「あなたに平安を望みます」

「私は平和がよいと思っています」と明言するわけです。こういうスタイル

から交流を始める。これはなかなかうまい工夫だろうと思います。

　そうであるとすると、皆さんは、人が出会うだけで「平和があなたたちの

上にありますように」「あなたたちの上にも平和がありますように」と願う人

たちがいて、なぜ今、中東のあたりで紛争がいくつも起こっているのかと疑

問に思うかもしれません。私は、政治研究をしておりますので、政治的な紛

争や戦争も専門ですので、それについていろいろ説明を申し上げることもで

きます。ただ、今日はイスラームとは何か、イスラーム文明とは何か、現代

のイスラームとは何かという話をいたしますので、あまりそちらのほうは時

間が割けませんので、大枠のことだけ申し上げます。

　単純化して申し上げると、こういうことだと思うのです。まず、イスラー

ム世界には、近代の西洋が勃興する以前に非常に高度な文明がありました。

独自の文明があって、独自の仕組みを持っていました。あいさつにしても、
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イクムッサラーム」と言います。最初の「ワ」は英語でいう and です。そ

して、先ほどのあいさつの言葉の順をひっくり返して、「あなたたちの上にも」

と言います。つまり、最初のあいさつは「平和があなたたちの上にあります

ように」でしたが、返事は「そして、あなたたちの上にも平和がありますよ

うに」となります。

　こちらも一緒に声を出してみましょう。では、ご一緒にお願いします。

　ワ・アライクムッサラーム。

【会場】　　ワ・アライクムッサラーム。

【小杉】　　ありがとうございます。とてもいい感じですね。

　これはあいさつですので、両方でやることにいたしましょう。私が最初の

あいさつをしますので、皆さんは返事のほうをお願いします。

　アッサラーム・アライクム。

【会場】　　ワ・アライクムッサラーム。

【小杉】　　息が合いました。ありがとうございます。今度は、皆さんから、

あいさつをお願いします。私は返事をいたします。

【会場】　　アッサラーム・アライクム。

【小杉】　　ワ・アライクムッサラーム。

　ご協力ありがとうございます。とてもいいあいさつができました。

　イスラーム文明は、だいたい西暦８世紀から15世紀くらいまで、ヨーロッ

パ文明が伸び上がってくる前の時代にあたりますが、その頃世界で最先端の

文明でした。ところが日本にとっては、その時代まではあまり縁がありませ

んでした。イスラームが誕生した７世紀は、日本でいうと聖徳太子の時代に

あたりますが、当時の日本にとって世界とは「唐天竺」で、それより西側は

認識されていない時代でした。

　人類の文明にはいろいろな性質があります。日本の場合、他の文明に対す

る吸収力が非常に高いのが特質ではないかと私は思っております。自分たち

でそう言うと、少し自慢めいて聞こえるかもしれませんが。これまで私はい

ろいろな国や地域を見てきましたが、文明にはいくつか類型があって、他に



210現代イスラームと日本社会 （１）

現代イスラームと日本社会

小　杉　　　泰

【小杉】　　ただいまご紹介をいただきました小杉でございます。きょうは「現

代イスラームと日本社会」ということでお話をさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

　お手もとにお配りしてあるプリントに沿ってお話を申し上げてまいります

が、最初のところに、アラビア文字が書いてあります。これを「サラームの

あいさつ」といいます。

　アラビア文字は、右から左に書きます。右側の単語が「アッサラーム」、「平

和」あるいは「平安」という意味です。左側の単語は二語がひとつながりに

書いてあるのですが、「アライクム」で「あなたたちの上に」の意味になり

ます。合わせて「平和があなたたちの上にありますように」を意味します。

これはもともとアラビア語のあいさつですが、それがイスラーム圏に広がっ

て、どこでも使われる「サラームのあいさつ」、相手の平安を願うあいさつ

言葉となっています。

　これを皆さんと一緒に声に出してみたいと思います。ご一緒にお願いしま

す。

　アッサラーム・アライクム。

【会場】　　アッサラーム・アライクム。

【小杉】　　とてもよかったです。ありがとうございます。

　このあいさつには、返事があります。プリントをご覧下さい。「ワ・アラ

公開学術講演会
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